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１ マスターファイル体系 

（１） マスターファイルの種類と収載内容 

レセプト電算処理システムで使用するマスターファイルの種類と収載内容は、次のとおりである。 

項番 マスターファイル名 コード桁数 収 載 内 容 

１ 傷病名マスター 数字７桁  厚生労働大臣が定めるオンライン又は光ディスク等による請求

に係る傷病名コード及び傷病名コードを補足する情報を収載す

る。 

２ 修飾語マスター 数字４桁  厚生労働大臣が定めるオンライン又は光ディスク等による請求

に係る修飾語コード及び修飾語コードを補足する情報を収載す

る。 

３ 歯式マスター 英数６桁  厚生労働大臣が定めるオンライン又は光ディスク等による請求

に係る歯式コード及び歯式コードを補足する情報を収載する。 

４ 医薬品マスター 数字９桁  厚生労働大臣が定めるオンライン又は光ディスク等による請求

に係る医薬品コード及び医薬品コードを補足する情報を収載す

る。 

５ 特定器材マスター 数字９桁  厚生労働大臣が定めるオンライン又は光ディスク等による請求

に係る特定器材コード及び特定器材コードを補足する情報を収載

する。 

６ コメントマスター 数字９桁  厚生労働大臣が定めるオンライン又は光ディスク等による請求

に係るコメントコード及びコメントコードを補足する情報を収載

する。 

７ 医科診療行為マスター 数字９桁  厚生労働大臣が定めるオンライン又は光ディスク等による請求

に係る診療行為コード及び診療行為コードを補足する情報を収載

する。 

８ 歯科診療行為マスター 数字９桁  厚生労働大臣が定めるオンライン又は光ディスク等による請求

に係る歯科診療行為コード及び歯科診療行為コードを補足する情

報を収載する。 

９ 調剤行為マスター 数字９桁  厚生労働大臣が定めるオンライン又は光ディスク等による請求

に係る調剤行為コード及び調剤行為コードを補足する情報を収載

する。 

１０ 訪問看護療養費マスター 数字９桁  厚生労働大臣が定めるオンラインによる請求に係る訪問看護療

養費コード及び訪問看護療養費コードを補足する情報を収載す

る。 

 

（２） 収載項目の例外事項 

下表に掲げる例外項目は、コード収載先マスターファイルに収載する。 

項番 例外項目 
コード収載先 

マスターファイル 

１ 

「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律

第８３条第２項の規定による医療に要する費用の額の算定方法（平成１７年厚生

労働省告示第３６５号）」（以下「医療観察診療報酬点数表」という。）に規定

する診療行為 

医科診療行為マスター 

訪問看護療養費マスター 

２ 

「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法

（平成２０年厚生労働省告示第９３号）」（以下「診断群分類（ＤＰＣ）点数

表」という。）に規定する別に厚生労働大臣が定める病院において加算又は減算

対象の診療行為 
医科診療行為マスター 

３ 検体検査の検体名 
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項番 例外項目 
コード収載先 

マスターファイル 

４ 
「保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法(平成１８年厚生労

働省告示第４９６号)」に規定する診療行為 
医科診療行為マスター、

歯科診療行為マスター 
５ 

「厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基

本料の算定方法(平成１８年厚生労働省告示第１０４号)」に規定する入院基本料

等を減点する診療行為（以下「標欠・超過」という。） 

６ 

「入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用

の額の算定に関する基準(平成１８年厚生労働省告示第９９号)」に規定する入院

時食事療養費及び入院時生活療養費（以下「食事療養費及び生活療養費」とい

う。） 医科診療行為マスター、

歯科診療行為マスター、

特定器材マスター ７ 

「健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額（平成８年厚生省告示

第２０３号）」に規定する食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額（以下

「標準負担額」という。） 

８ 
「酸素及び窒素の価格（平成２年厚生省告示第４１号）」に基づく酸素及び窒素

（以下単に「酸素」又は「窒素」という。） 

 

（３） 使用方法が特殊なコード 

診療報酬請求における記載事項や点数計算等を的確に行うため、使用方法が特殊なコードは、次のとおり

である。 

項番 コード名称等 
マスター 
種別 内    容 

１ ＊＊ 未コード化傷病名 ＊＊ 傷病名 

 傷病名マスターに収載していない傷病名を記録するためのコ

ードである。 

 電子レセプトに、当該傷病名コードと併せて傷病名を文字列

で記録する。 

２ 
薬剤料減点 

（合算薬剤料上限超） 
医薬品 

 特別入院基本料を算定している病棟を有する病院に入院して

いる患者であって、入院期間が１年を超えるものに対する同一

月の投薬に係る薬剤料と注射に係る薬剤料とを合算して得た点

数が、別に厚生労働大臣が定める上限の点数を超える場合、上

限点数を超えた点数を減点するためのコードである。 

３ 
薬剤料減点 

（湿布薬薬剤料上限超） 
医薬品 

 入院中の患者以外の患者に対して、１処方につき７０枚を超

えて湿布薬を投薬した場合に、超過分に係る薬剤料を減点する

ためのコードである。 

４ 
薬剤料逓減（９０／１００）

（内服薬） 
医薬品 

 １処方につき７種類以上の内服薬の投薬（臨時の投薬であっ

て、投薬期間が２週間以内のもの及び区分番号Ａ００１に掲げ

る再診料の注１２に掲げる地域包括診療加算又は区分番号Ｂ００１

－２－９に掲げる地域包括診療料を算定するものを除く。）を

行った場合に、所定点数を９０／１００に相当する点数に逓減

するためのコードである。電子レセプトに所定点数の１０／１

００に相当する点数を記録する。 

５ 
薬剤料逓減（８０／１００）

（向精神薬多剤投与） 
医薬品 

 １処方につき３種類以上の抗不安薬、３種類以上の睡眠薬、

３種類以上の抗うつ薬、３種類以上の抗精神病薬又は４種類以

上の抗不安薬及び睡眠薬の投薬（臨時の投薬等のもの及び３種

類の抗うつ薬又は３種類の抗精神病薬をやむを得ず投与するも

のを除く。）を行った場合に、抗不安薬、睡眠薬、抗うつ病及

び抗精神病薬に係る薬剤料を所定点数の８０／１００に相当す

る点数に逓減するためのコードである。電子レセプトに所定点

数の２０／１００に相当する点数を記録する。 

 



- 3 - 

項番 コード名称等 
マスター 
種別 内    容 

６ 

薬剤料逓減（４０／１００）

（紹介率が低い大病院３０日以

上投薬） 

医薬品 

 紹介率及び逆紹介率の低い大病院において、別に厚生労働大

臣が定める薬剤を除き、１処方につき投与期間が３０日以上の

投薬を行った場合に、所定点数の４０／１００に相当する点に

逓減するためのコードである。電子レセプトに所定点数の６０

／１００に相当する点数を記録する。 

７ 

薬評（内用薬） 

薬評（注射薬） 

薬評（外用薬） 

医薬品 

 「厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療

養（平成１８年厚生労働省告示第４９５号）」第１条第４号又

は第１条第６号に係る医薬品を投与した場合に、調剤レセプト

に当該医薬品と他の医薬品を区分して記録するためのコードで

ある。 

８ フィルム料（乳幼児）加算 特定器材 

 ６歳未満の乳幼児に対して胸部又は腹部単純撮影を行った場

合、フィルムの材料単価に、１．１を乗じるためのコードであ

る。 

９ 酸素補正率１．３（１気圧） 特定器材 
 当該年度の酸素の価格（前年の購入単価）に、酸素補正率

（１．３）を乗じるためのコードである。 

１０ 高気圧酸素加算 特定器材 
 高気圧酸素治療を行った場合、酸素補正率（１．３）に気圧

数を乗じるために、気圧数を記録するコードである。 

１１ 
高線量率イリジウム及びコバル

ト 
特定器材 

 高線量率イリジウムは購入価格の１／５０の点数、コバルト

は購入価格の１／１,０００の点数にするためのコードであ

る。 

１２ 眼科学的検査用フィルム 特定器材 
 眼科学的検査で使用したフィルムの費用を電子レセプトに記

録するコードである。 

１３ 
眼科学的検査用インスタントフ

ィルム 
特定器材 

 眼科学的検査で使用したインスタントフィルムの費用を電子

レセプトに記録するコードである。 

 １回当たりの上限点数を設定しており、「単価」×「使用

量」から計算した１回当たりの点数が上限点数を超過した場

合、上限点数に置換するコードである。 

１４ 検査等で使用したガスの費用 特定器材 
 呼吸循環機能検査等で使用したガス（ＣＯ、ＣＯ２、Ｈｅ

等）の費用を電子レセプトに記録するコードである。 

１５ 現像料 特定器材 

 眼科学的検査で使用した現像の費用及び内視鏡検査で写真診

断を行った場合の現像料を電子レセプトに記録するコードであ

る。 

１６ 送料 特定器材 
 内視鏡検査で写真診断を行った場合の送料を電子レセプトに

記録するコードである。 

１７ 
動物使用検査で使用した動物の

費用 
特定器材 

 動物使用検査で使用した動物の費用を電子レセプトに記録す

るコードである。 

１８ （薬評） コメント 

 「厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療

養（平成１８年厚生労働省告示第４９５号）」第１条第４号又

は第１条第６号に係る医薬品を投与した場合に、電子レセプト

に当該医薬品と他の医薬品を区分して記録するためのコードで

ある。 

１９ （器評） コメント 

 「厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療

養（平成１８年厚生労働省告示第４９５号）」第１条第５号に

規定する医療機器を使用又は支給した場合に、電子レセプトに

当該医療機器を他の特定保険医療材料と区分して記録するため

のコードである。 
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項番 コード名称等 
マスター 
種別 内    容 

２０ （加評） コメント 

 「厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療

養（平成１８年厚生労働省告示第４９５号）」第１条第５号の

２又は第７号の２に規定する再生医療等製品を使用又は支給し

た場合に、電子レセプトに当該再生医療等製品を他の再生医療

等製品と区分して記録するためのコードである。 

２１ 

（検選） 

（リハ選） 

（精選） 

コメント 

 「診療報酬の算定方法（平成２０年厚生労働省告示第５９

号）」に規定する回数を超えて行った診療であって、「保険外

併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等（平成１８年

厚生労働省告示第４９８号）」の第７号の５に規定する診療報

酬の請求である場合に、電子レセプトに記録するためのコード

である。 

２２ 検体検査の検体名 
医科診療

行為 

 検体検査に検体名を組み合わせて記録するためのコードであ

る。 

 診療行為マスターに収載する検体を表すコードは「別紙７－

９」のとおりである。 

２３ 
手術前医学管理料による２枚以

上撮影 

医科診療

行為 

 手術前医学管理料に含まれる写真診断及び撮影と同時に、２

枚以上のフィルムを使用して同一の方法により撮影を行った場

合の第２枚目から第５枚目までの写真診断及び撮影のコードで

ある。 

２４ 
短期滞在手術等基本料による２

枚以上撮影 

医科診療

行為 

 短期滞在手術等基本料１に含まれる写真診断及び撮影と同時

に、２枚以上のフィルムを使用して同一の方法により撮影を行

った場合の第２枚目から第５枚目までの写真診断及び撮影のコ

ードである。 

２５ ％加算の注加算、通則加算 

医科・ 

歯科診療

行為 

 「診療報酬の算定方法（平成２０年厚生労働省告示第５９

号）」の「別表第１ 医科診療報酬点数表」（以下「医科点数

表」という。）及び「厚生労働省関連通知」（以下「医科点数

表等」という。）又は同「別表第２ 歯科診療報酬点数表」

（以下「歯科点数表」という。）及び「厚生労働省関連通知」

（以下「歯科点数表等」という。）に「所定点数の○○／１０

０に相当する点数を加算して算定する。」と規定する診療行為

の所定点数を、百分率（○○／１００）で加算するためのコー

ドである。電子レセプトに、診療行為コードと当該コードを組

み合わせて記録する。 

２６ 診療行為の逓減 

医科・ 

歯科診療

行為 

 医科点数表等又は歯科点数表等に「所定点数の○○／１００

に相当する点数により算定する。」と規定する診療行為の所定

点数を、百分率（○○／１００）で逓減するためのコードであ

る。 

 電子レセプトに、診療行為コードと当該コードを組み合わせ

て記録する。 

２７ 治験分控除後包括点数 

医科・ 

歯科診療

行為 

 「厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療

養（平成１８年厚生労働省告示第４９５号）」第１条第２号、

第１条の第３号又は第１条の第３号の２に規定する治験（以下

「治験」という。）において、特定入院料等の点数から保険請

求できない診療行為等の所定点数を差し引いた後の点数を記録

するためのコードである。 

 保険請求できない診療行為等の内訳は、コメントコードで記

録する。 
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項番 コード名称等 
マスター 
種別 内    容 

２８ 包括点数の治験減点分 

医薬品・

医科・ 

歯科診療

行為 

 治験において、特定入院料等の包括点数から保険請求できな

い診療行為等の１か月分の総点数を減点するためのコードであ

る。 

 保険請求できない診療行為等の内訳は、コメントコードで記

録する。 

２９ 公害補償法控除後包括点数 

医科・ 

歯科診療

行為 

 「高齢者の医療の確保に関する法律に基づく療養の給付と公

害健康被害の補償等に関する法律に基づく療養の給付との調整

について（平成１０年３月３１日老健第７０号・保険発第５１

号）」に基づき、特定入院料等の包括点数から保険請求できな

い診療行為等の所定点数を差し引いた後の点数を記録するため

のコードである。 

 保険請求できない診療行為等の内訳は、コメントコードで記

録する。 

３０ 包括点数の公害補償法減点分 

医科・ 

歯科診療

行為 

 「高齢者の医療の確保に関する法律に基づく療養の給付と公

害健康被害の補償等に関する法律に基づく療養の給付との調整

について（平成１０年３月３１日老健第７０号・保険発第５１

号）」に基づき、特定入院料等の包括点数から保険請求できな

い診療行為等の１か月分の総点数を減点するためのコードであ

る。 

 保険請求できない診療行為等の内訳はコメントコードで記録

する。 

３１ 同一部位同時画像診断 
歯科診療

行為 

 同一部位に同時撮影を行った場合、１枚目の写真診断及び撮

影の点数を減点するためのコードである。 

３２ 
単純撮影（その他の場合）によ

る全顎撮影 

歯科診療

行為 

 単純撮影（その他の場合）により上下顎の全顎撮影を行った

場合、１枚目及び２枚目を所定点数、３枚目及び４枚目を５０

／１００の点数で算定するためのコードである。 

３３ 
画像診断を包括する診療行為に

よる２枚以上の画像診断 

歯科診療

行為 

 手術前医学管理料等、写真診断及び撮影を含む診療行為と同

時に、２枚以上のフィルムを使用して同一の方法によりの撮影

を行った場合の第２枚目から第５枚目までの写真診断及び撮影

のコードである。 

３４ ％減算 調剤行為 

 「診療報酬の算定方法（平成２０年厚生労働省告示第５９

号）」の「別表第３ 調剤報酬点数表」（以下「調剤点数表」

という。）及び「厚生労働省関係通知」（以下「調剤点数表

等」という。）に「所定点数の○○／１００に相当する点数に

より算定する。」と規定する調剤行為の所定点数を、百分率

（○○／１００）で減算するためのコードである。電子レセプ

トに、調剤行為コードと当該コードを組み合わせて記録する。 

３５ ％加算 
訪問看護

療養費 

 「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法

（平成２０年厚生労働省告示第６７号）」の「別表」に「所定

額の○○／１００に相当する額を加算する。」と規定する訪問

看護療養費の額を、百分率（○○／１００）で減算するための

コードである。電子レセプトに、訪問看護療養費コードと当該

コードを組み合わせて記録する。 

 

 

 

 

 



- 6 - 

２ マスターファイルの形式 

(１) 項目間の区切り文字は「,」（カンマ）とする。 

(２) 各項目の値は、モード（「数字」、「英数」及び「漢字」）に関わらず、引用符「"」（ダブルクォーテー

ション）を前後に付す。 

(３) 最大バイトは引用符「"」を除いたバイト数であり、小数部がある値は、小数点及び小数以降の数字を含む。 

(４) ０バイトの文字列（Ｎｕｌｌ）の場合は、引用符「"」を続けて記録する。 
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３ マスターファイルのレコード情報表記仕様 

傷病名マスターに収載する傷病名等の表記に関する事項は、「別紙１－１」のとおりである。 

（１） 傷病名マスター（旧傷病名管理ファイル※注１） 

項番 項 目 名 
形  式 共通 

区分 
※注２ 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

１ 変更区分 数字 １ 固定 

 

 マスター内容の異動状況を表す。 

 

 ０：前マスターの内容と同じであることを表す。 

 １：抹消 

 ２：復活 

 ３：新規 

 ５：変更 

 ９：廃止 

 

 「９：廃止」は、当該コードが旧傷病名管理ファイ

ルに移行したことを表す。 

 

２ マスター種別 英数 １ 固定 
 

 「Ｂ」を設定する。 

 （傷病名マスターであることを表す。） 

３ 傷病名コード 数字 ７ 固定 

○ 

 傷病名ごとに重複しない番号を設定する。 

 「ＩＣＤ１０対応標準病名マスター」における「病

名基本テーブル」の「レセ電算コード」項目と同一内

容である。 

４ 移行先コード 数字 ７ 固定 

 

 傷病名コードの廃止に伴い、傷病名コードの移行先

がある場合に、移行先の傷病名コードを表す。 

 

 傷病名コードの廃止に伴う異動情報の取扱いは「別

紙１－２」のとおりである。 

 傷病名称      

５  傷病名基本名称桁数 数字 ２ 可変   項番６「傷病名基本名称」の文字数を表す。 

６  傷病名基本名称 漢字 ６０ 可変 

○ 

 漢字：３０文字 

 「ＩＣＤ１０対応標準病名マスター」における「病

名基本テーブル」の「病名表記」項目と同一内容であ

る。 

７  傷病名省略名称桁数 数字 ２ 可変   項番８「傷病名省略名称」の文字数を表す。 

８  傷病名省略名称※注３ 漢字 ４０ 可変 

○ 

 漢字：２０文字 

 傷病名基本名称のうち２０文字を超える傷病名を、

省略して表記する。 

 出力紙レセプト等に出力する名称（省略名称）を設

定する。 

９  傷病名カナ名称桁数 数字 ２ 可変   項番１０「傷病名カナ名称」の文字数を表す。 

１０  傷病名カナ名称 英数

カナ 

100 可変 

○ 

 全角英数カナ：５０文字 

 項番６「傷病名基本名称」のカナ名称を表す。 

 

 「ＩＣＤ１０対応標準病名マスター」における「病

名基本テーブル」の「病名表記カナ」項目と同一内容

である。 
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項番 項 目 名 
形  式 共通 

区分 
※注２ 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

１１ 病名管理番号 数字 ８ 固定 ○  「ＩＣＤ１０対応標準病名マスター」の「病名基本

テーブル」の収載項目と同一内容である。 １２ 採択区分 数字 １ 固定 ○ 

１３ 病名交換用コード 英数 ４ 固定 ○ 

１４ 予備 英数 ５ 可変   未使用：省略 

１５ 予備 英数 ５ 可変   未使用：省略 

１６ ＩＣＤ－１０－１ 

（２０１３）※注４ 

英数 ５ 可変 

○ 

 基礎疾患のＩＣＤ－１０（２０１３）分類番号を表

す。 

 

 「ＩＣＤ１０対応標準病名マスター」における「病

名基本テーブル」の「ＩＣＤ１０－２０１３」項目と

同一内容である。 

 

１７ ＩＣＤ－１０－２ 

（２０１３）※注４ 

英数 ５ 可変 

○ 

 症状発現のＩＣＤ－１０（２０１３）分類番号を表

す。 

 

 「ＩＣＤ１０対応標準病名マスター」における「病

名基本テーブル」の「ＩＣＤ１０－２０１３複数分類

コード」項目と同一内容である。 

 

１８ 予備 英数 ５ 可変   未使用：省略 

１９ 単独使用禁止区分 数字 ２ 固定 

○ 

 当該傷病名を単独で記録することを禁止する傷病名

であることを表す。 

 

 ００：部位等修飾語との組み合わせが必須の傷病名

以外 

 ０１：部位等修飾語との組み合わせが必須の傷病名 

 

２０ 保険請求外区分 数字 １ 固定 

○ 

 保険請求の対象外となる傷病名であることを表す。 

 

 ０：保険請求対象外の傷病名以外 

 １：保険請求対象外の傷病名 

 

 

 

 

 

２１ 

 

 

特定疾患等対象区分 数字 ２ 固定 

 

 特定疾患療養管理料等の算定対象となる傷病名であ

るか否かを表す。 

 

 ００：算定対象外 

 ０３：皮膚科特定疾患指導管理料（Ⅰ）算定対象 

 ０４：皮膚科特定疾患指導管理料（Ⅱ）算定対象 

 ０５：特定疾患療養管理料算定対象 

 ０７：てんかん指導料算定対象 

 ０８：特定疾患療養管理料又はてんかん指導料算定

対象 
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項番 項 目 名 
形  式 共通 

区分 
※注２ 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

２２ 収載年月日 数字 ８ 固定 

 

 当該傷病名を基本マスターに収載した日付を西暦年

「４桁」、月「２桁」及び日「２桁」の８桁で表す。 

 なお、収載年月日は、「２００２０６０１（平成１

４年６月１日）」以降に収載した傷病名に設定してい

る。 

２３ 変更年月日 数字 ８ 固定 

 

 当該傷病名の情報に変更等が生じた場合、適用とな

る日付を西暦年「４桁」、月「２桁」及び日「２桁」

の８桁で表す。 

２４ 廃止年月日※注５ 数字 ８ 固定 

 

 当該傷病名の使用が可能な最終日付を西暦年「４

桁」、月「２桁」及び日「２桁」の８桁で表す。 

 なお、廃止した傷病名コード以外は「９９９９９９

９９」を設定する。 

２５ 傷病名基本名称 

（変更情報） 

数字 １ 固定 
 

 該当項目の変更有無を表す。 

 

 ０：当該項目の内容に変更なし 

 １：当該項目の内容に変更あり 
２６ 傷病名省略名称 

（変更情報） 

数字 １ 固定 
 

２７ 傷病名カナ名称 

（変更情報） 

数字 １ 固定 
 

２８ 採択区分 

（変更情報） 

数字 １ 固定 
 

２９ 病名交換用コード 

（変更情報） 

数字 １ 固定 
 

３０ 予備 数字 １ 固定  未使用：「０」を設定する。 

３１ 予備 数字 １ 固定  

３２ 歯科傷病名省略名称 

（変更情報） 

数字 １ 固定 
 

該当項目の変更有無を表す。 

 

 ０：当該項目の内容に変更なし 

 １：当該項目の内容に変更あり 

 

３３ 難病外来対象区分 

（変更情報） 

数字 １ 固定 
 

３４ 歯科特定疾患対象区分 

（変更情報） 

数字 １ 固定 
 

３５ 単独使用禁止区分 

（変更情報） 

数字 １ 固定 
 

３６ 保険請求外区分 

（変更情報） 

数字 １ 固定 
 

３７ 特定疾患等対象区分 

（変更情報） 

数字 １ 固定 
 

３８ 移行先病名管理番号 数字 ８ 固定 
○ 

 廃止した傷病名に移行先の傷病名がある場合、移行

先の病名管理番号を表す。 

３９ 歯科傷病名省略名称 
※注６ 

漢字 ４０ 可変 

○ 

 歯科レセプトに使用できる歯科領域の傷病名の略称

を表す。 

 「標準歯科病名マスター」における「歯科病名基本

テーブル」の「レセプト表記略称名」項目と同一内容

である。 

４０ 予備 英数 １０ 可変   未使用：省略 

４１ 予備 数字 ８ 固定   未使用：省略 
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項番 項 目 名 
形  式 共通 

区分 
※注２ 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

４２ 歯科傷病名省略名称桁

数 

数字 ２ 可変 
 

 項番３９「歯科傷病名省略名称」の文字数を表す。 

４３ 難病外来対象区分 数字 ２ 固定 

 

 難病外来指導管理料の算定対象となる傷病名か否か

を表す。 

 

 ００：算定対象外 

 ０９：難病外来指導管理料算定対象 

 

４４ 歯科特定疾患対象区分 数字 ２ 固定 

 

 歯科特定疾患療養管理料の算定対象となる傷病名か

否かを表す。 

 

 ００：算定対象外 

 １０：歯科特定疾患療養管理料算定対象 

 

４５ ＩＣＤ－１０－１ 

（２０１３）（変更情

報） 

数字 １  固定 

 

 該当項目の変更有無を表す。 

 

 ０：当該項目の内容に変更なし 

 １：当該項目の内容に変更あり 

４６ ＩＣＤ－１０－２ 

（２０１３）（変更情

報） 

数字 １ 固定 

 

 該当項目の変更有無を表す。 

 

 ０：当該項目の内容に変更なし 

 １：当該項目の内容に変更あり 

 

注１ 傷病名マスターと旧傷病名管理ファイルの仕様は同一である。 

注２ 「共通区分」欄は、一般財団法人医療情報システム開発センター（ＭＥＤＩＳ-ＤＣ）が提供する「ＩＣ

Ｄ１０対応標準病名マスター」の「病名基本テーブル」又は「標準歯科病名マスター」の「歯科病名基本テ

ーブル」の収載項目と同一内容に「○」を付している。 

注３ 項番８の「傷病名省略名称」は、「オンライン又は光ディスク等による請求に係る記録条件仕様」（以下

「記録条件仕様」という。」の「傷病名（ＳＹ）レコード」に掲げる「傷病名称」項目の「モード（漢字）」

及び「最大バイト数（４０バイト）」に基づき、２０文字を超える傷病名基本名称を２０文字以内の表記に

省略して設定する。 

注４ 項番１６「ＩＣＤ－１０－１（２０１３）」には基礎疾患のＩＣＤ－１０分類番号を、項番１７「ＩＣＤ

－１０－２（２０１３）」には症状発現のＩＣＤ－１０分類番号を設定する。 

 

（例）糖尿病性白内障 

「ＩＣＤ－１０－１（２０１３）」には糖尿病のＩＣＤ－１０分類番号「Ｅ１４３」を、「ＩＣＤ－１０

－２（２０１３）」には白内障のＩＣＤ－１０分類番号「Ｈ２８０」を設定する。 

 

注５ 項番２４「廃止年月日」項目に使用期限を記録した傷病名コードは、旧傷病名管理ファイルに収載する。 

注６ 項番３９の「歯科傷病名省略名称」は、歯科レセプトに使用が認められている「歯科診療における傷病名」

の略称又は項番８の「傷病名省略名称」を設定する。 

注７ レセプトに使用する傷病名は、下表を参考に利用者の任意で選択する。 

 



- 11 - 

点数表 傷病名基本名称 傷病名省略名称 歯科傷病名省略名称 

医科（ＤＰＣ） ○ ○ × 

歯  科 ○ ○ ○ 

※ ○は使用可、×は使用不可を表す。 
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（２） 修飾語マスター 

項番 項 目 名 
形  式 共通 

区分 
※注１ 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

１ 変更区分 数字 １ 固定 

 

 マスター内容の異動状況を表す。 

 

 ０：前マスターの内容と同じであることを表す。 

 １：抹消 

 ２：復活 

 ３：新規 

 ５：変更 

 ９：廃止 

 

 「９：廃止」は、当該コードが旧修飾語管理ファイ

ルに移行したことを表す。 

 

２ マスター種別 英数 １ 固定 
 

 「Ｚ」を設定する。 

 （修飾語マスターであることを表す。） 

３ 修飾語コード 数字 ４ 固定 

○ 

 修飾語ごとに重複しない番号を設定する。 

 

 ０００１～７９９９：傷病名の接頭語に使用 

（０００１～１０００は現在なし） 

 ８０００～８９９９：傷病名の接尾語に使用 

 ９０００～９９９９：歯科部位コード（現在なし） 

 

 「ＩＣＤ１０対応標準病名マスター」における「修

飾語テーブル」の「レセ電算修飾語コード」項目と同

一内容である。 

 

４ 予備 数字 １ 可変   未使用：省略 

５ 予備 数字 ３ 可変   未使用：省略 

６ 修飾語名称桁数 数字 ２ 可変   項番７「修飾語名称」の文字数を表す。 

７ 修飾語名称 漢字 ４０ 可変 

○ 

 漢字：２０文字 

 

 「ＩＣＤ１０対応標準病名マスター」における「修

飾語テーブル」の「修飾語表記」項目と同一内容であ

る。 

 

８ 予備 英数 ２４ 可変   未使用：省略 

９ 修飾語カナ名称桁数 数字 ２ 可変   項番１０「修飾語カナ名称」の文字数を表す。 

１０ 修飾語カナ名称 英数 

カナ 

６０ 可変 

○ 

 全角英数カナ：３０文字 

 項番７「修飾語名称」のカナ名称を表す。 

 

 「ＩＣＤ１０対応標準病名マスター」における「修

飾語テーブル」の「修飾語表記カナ」項目と同一内容

である。 

 

１１ 予備 数字 １ 固定 

 

 未使用：省略 

 

 



- 13 - 

項番 項 目 名 
形  式 共通 

区分 
※注１ 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

１２ 修飾語名称 

（変更情報） 

数字 １ 固定 
 

 該当項目の変更有無を表す。 

 

 ０：当該項目の内容に変更なし 

 １：当該項目の内容に変更あり 

 

１３ 修飾語カナ名称 

（変更情報） 

数字 １ 固定 
 

１４ 収載年月日 数字 ８ 固定 

 

 当該修飾語を収載した日付を西暦年「４桁」、月

「２桁」及び日「２桁」の８桁で表す。 

 なお、収載年月日は、平成１５年４月１日（西暦２

００３年４月１日）以降に収載した修飾語に設定して

いる。 

１５ 変更年月日 数字 ８ 固定 

 

 当該修飾語の情報に変更等が生じた場合、適用とな

る日付を西暦年「４桁」、月「２桁」及び日「２桁」

の８桁で表す。 

１６ 廃止年月日 数字 ８ 固定 

 

 当該修飾語の使用が可能な最終日付を西暦年「４

桁」、月「２桁」及び日「２桁」の８桁で表す。 

 なお、廃止した修飾語コード以外は「９９９９９９

９９」を設定する。 

１７ 修飾語管理番号 数字 ８ 固定 ○  「ＩＣＤ１０対応標準病名マスター」の「修飾語テ

ーブル」の収載項目と同一内容である。 １８ 修飾語交換用コード 英数 ９ 可変 ○ 

１９ 修飾語区分 英数 ８ 可変 

○ 

 項番７「修飾語名称」を次の区分により、先頭２桁

目で分類する。 

 

 ＊１＊＊＊＊＊＊：部位（頭部、頸部等） 

 ＊２＊＊＊＊＊＊：位置（左、右等） 

 ＊３＊＊＊＊＊＊：病因（外傷性、感染症等） 

 ＊４＊＊＊＊＊＊：経過表現（急性、慢性等） 

 ＊５＊＊＊＊＊＊：状態表現（悪性、良性等） 

 ＊６＊＊＊＊＊＊：患者帰属（胎児、老人性等） 

 ＊７＊＊＊＊＊＊：その他（高度、生理的等） 

 ＊８＊＊＊＊＊＊：接尾語 

 ＊９＊＊＊＊＊＊：歯科用（未収録） 

 

 

注１ 「共通区分」欄は、一般財団法人医療情報システム開発センター（ＭＥＤＩＳ-ＤＣ）が提供する「ＩＣ

Ｄ１０対応標準病名マスター」の「修飾語テーブル」の収載項目と同一内容に「○」を付している。 

注２ 修飾語コードの新設等に伴う異動情報の取扱いは「別紙２」のとおりである。 
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（３） 歯式マスター 

項番 項 目 名 
形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

１ 変更区分 数字 １ 固定  マスター内容の異動状況を表す。 

 

 ０：前マスターの内容と同じであることを表す。 

 １：抹消 

 ２：復活 

 ３：新規 

 ５：変更 

 ９：廃止 

 

 「９：廃止」は、当該コードが使用できなくなったことを表

す。 

 次回のマスター更新時に、当該コードを削除する。 

 

２ マスター種別 英数 １ 固定  「Ｆ」を設定する。 

 （歯式マスターであることを表す。） 

３ 歯式コード 英数 ６ 固定  歯種、状態及び部分の組み合わせによる歯式ごとに重複しな

い番号を設定する。 

  歯種  (4)   歯の種別を表す。 

 

 歯種コードは、「別紙３－１」のとおりである。 

  状態  (1)   歯の状態を表す。 

 

 状態コードは、「別紙３－２」のとおりである。 

  部分  (1)   歯の部分を表す。 

 

 部分コードは、「別紙３－２」のとおりである。 

４ 予備 数字 ３ 可変  未使用：省略 

５ 歯式名称 漢字 100 可変  漢字：５０文字 

６ 変更年月日 数字 ８ 固定  当該歯式の情報に変更等が生じた場合、適用となる日付を

西暦年「４桁」、月「２桁」及び日「２桁」の８桁で表す。 

７ 廃止年月日 数字 ８ 固定  当該歯式の使用が可能な最終日付を西暦年「４桁」、月「２

桁」及び日「２桁」の８桁で表す。 

 なお、廃止した歯式コード以外は「９９９９９９９９」を設

定する。 

 

※ ① 複数の歯式コードの並び順は、右上遠心から右上近心、左上近心から左上遠心、右下遠心から右下近心、

左下近心から左下遠心へ並べて記載する。 

② 乳歯又は過剰歯が同部位に永久歯と並存する場合は、前①に則り、２つの歯式コードを並べて記録する。 
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【傷病名部位のコーディングイメージ】 

上顎右６番、４番を支台歯にした５番欠損歯   ⑥ ５ ④ ⏌ ＭＴ 

 

歯式名称 
歯種 

（４桁） 
状態 

（１桁） 
部分 

（１桁） 
歯式コード 

（歯種＋状態＋部分） 

上顎右６番支台歯 1016：上顎右６のコード 3：支台歯 0：部分指定なし 101630 

上顎右５番欠損 1015：上顎右５のコード 2：欠損歯 0：部分指定なし 101520 

上顎右４番支台歯 1014：上顎右４のコード 3：支台歯 0：部分指定なし 101430 

 

5250001 ＋ 101630 ＋ 101520 ＋ 101430 

※ 5250001 ： 欠損歯の傷病名コードである。 

 

注１ 「歯式コード（６桁）」は、「歯種（４桁）」、「状態（１桁）」及び「部分（１桁）」を組み合わせた

コードで設定する。 

なお、歯種コードは「別紙３－１」、状態コード及び部分コードは「別紙３－２」のとおりである。 

注２ 次の歯種コードは、歯式を表現するために設定したものではなく、口腔全体や上顎歯列等の口腔内のブロ

ックを表現するために任意で記録するコードである。 

状態コードが「０」、「１」及び「２」、部分コードが「０」の組み合わせの場合に限り記録を可能とす

る。 

歯種コード 歯  種 

１０００ 口腔全体 

１００１ 上顎歯列 

１００２ 下顎歯列 

１００３ 右側上顎臼歯 

１００４ 上顎前歯 

１００５ 左側上顎臼歯 

１００６ 左側下顎臼歯 

１００７ 下顎前歯 

１００８ 右側下顎臼歯 

１０１０ 右上顎歯列 

１０２０ 左上顎歯列 

１０３０ 左下顎歯列 

１０４０ 右下顎歯列 

 

（記録例） 

１０００００と記録した場合 → レセプト表示 ： 口腔全体歯牙部 

１０００１０と記録した場合 → レセプト表示 ： 口腔全体部 

１０００２０と記録した場合 → レセプト表示 ： 口腔全体欠損部 
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（４） 医薬品マスター 

項番 項 目 名 
形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

１ 変更区分 数字 １ 固定  マスター内容の異動状況を表す。 

 

 ０：前マスターの内容と同じであることを表す。 

 １：抹消 

 ３：新規 

 ５：変更 

 ９：廃止 

 

 「９：廃止」は、当該コードが使用できなくなったことを

表す。 

 次回のマスター更新時に、当該コードを削除する。 

 

２ マスター種別 英数 １ 固定  「Ｙ」を設定する。 

 （医薬品マスターであることを表す。） 

 

３ 医薬品コード 数字 ９ 固定  

  区分  (1)   医薬品コードを表す「６」を設定する。 

  番号  (8)   医薬品ごとに重複しない番号を設定する。 

 

 医薬品名・規格名  医薬品名と規格名を組み合わせた名称を設定する。 

４  漢字有効桁数 数字 ２ 可変  項番５「漢字名称」の文字数を表す。 

５  漢字名称 漢字 ６４ 可変  漢字：３２文字 

 医薬品名と規格名を組み合わせた名称が３２文字を超える

場合は、省略した名称を表す。 

６  カナ有効桁数 数字 ２ 可変  項番７「カナ名称」の文字数を表す。 

７  カナ名称 英数 

カナ 

２０ 可変  半角英数カナ：２０文字 

 項番５「漢字名称」のカナ名称を表す。 

 

 単位  単位コードは「別紙４－１」のとおりである。 

８  コード 数字 ３ 可変  単位が設定されていない場合は「０」を設定する。 

９  漢字有効桁数 数字 １ 固定  項番１０「漢字名称」の文字数を表す。 

 未使用の場合：「０」を設定する。 

１０  漢字名称 漢字 １２ 可変  漢字：６文字 

 未使用の場合：省略 

 

 新又は現金額  

１１  金額種別 数字 １ 固定  項番１２「新又は現金額」に設定した金額等の種別を表

す。 

 

 １：金額 

 ３：薬剤使用量省略（歯科に限る。） 

 ７：減点 

 

 金額種別の詳細は「別紙４－２」のとおりである。 
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項番 項 目 名 
形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

１２  新又は現金額 数字 １３ 可変  整数部「１０桁」、小数点「１桁」及び小数部「２桁」の

組み合わせで設定する。 

 なお、医薬品は所定単位の投与量から点数を計算するた

め、医薬品の規格単位を最小単位にした金額を設定する。 

１３ 予備 数字 ２ 可変  未使用：「０」を設定する。 

１４ 麻薬・毒薬・覚醒剤原

料・向精神薬 

数字 １ 固定  麻薬、毒薬、覚醒剤原料又は向精神薬に係る対象医薬品で

あるか否かを表す。 

 

 ０：「１」から「５」以外の医薬品 

 １：麻薬 

 ２：毒薬 

 ３：覚醒剤原料 

 ５：向精神薬 

 

１５ 神経破壊剤 数字 １ 固定  神経破壊剤に係る対象医薬品であるか否かを表す。 

 

 ０：神経破壊剤以外 

 １：神経破壊剤 

 

１６ 生物学的製剤 数字 １ 固定  生物学的製剤加算に係る対象品目の医薬品であるか否かを

表す。 

 

 ０：生物学的製剤加算対象品目以外 

 １：生物学的製剤加算対象品目 

 

１７ 後発品 数字 １ 固定  医科点数表等に規定する加算等の算定対象となる後発医薬

品であるか否かを表す。 

 

 ０：後発医薬品以外 

 １：後発医薬品 

 

１８ 予備 数字 １ 固定  未使用：「０」を設定する。 

１９ 歯科特定薬剤 数字 １ 固定  歯科特定薬剤に係る対象医薬品であるか否かを表す。 

 

 ０：歯科特定薬剤以外 

 １：歯科特定薬剤 

 

２０ 造影（補助）剤 数字 １ 固定  造影剤又は造影補助剤に係る対象医薬品であるか否かを表

す。 

 

 ０：「１」及び「２」以外の医薬品 

 １：造影剤 

 ２：造影補助剤 

 

２１ 注射容量 数字 ５ 可変  当該医薬品が注射薬の場合（当分の間、２０ｍＬ以上の注

射薬に限る。）、その容量（ｍＬ）を表す。 

 なお、輸血用血液製剤（解凍人赤血球液を除く。）は、輸

血料の算定において、基準となる容量を設定する。 
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項番 項 目 名 
形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

２２ 収載方式等識別 数字 １ 固定  当該医薬品の薬価基準収載方式の分類を表す。 

 

 ０：「１」から「８」以外の医薬品 

 １：日本薬局方収載医薬品（局方品） 

 ２：局方品で生物学的製剤基準医薬品 

 ３：局方品で生薬 

 ６：生物学的製剤基準医薬品 

 ７：生薬 

 ８：「１」から「７」以外の統一名収載医薬品 

 

２３ 商品名等関連 数字 ９ 可変  当該医薬品が商品名医薬品(非告示品)の場合、統一名収載

医薬品(告示品)の医薬品コードを設定する。 

 なお、商品名医薬品でない場合は「０」を設定する。 

 旧金額  

２４  金額種別 数字 １ 固定  項番２５「旧金額」に設定した金額等の種別を表す。 

 

 ０：薬価基準改定又はそれ以降に新設された医薬品 

 １：金額 

 ３：薬剤使用量省略（歯科に限る。） 

 ７：減点 

 

 金額種別の詳細は「別紙４－２」のとおりである。 

 

２５  旧金額 数字 １３ 

 

可変  薬価基準改定前又は直近で適用された当該医薬品の金額等

を、整数部「１０桁」、小数点「１桁」及び小数部「２桁」

の組み合わせで設定する。 

２４ 予備 数字 １ 固定  未使用：「０」を設定する。 

２５ 予備 数字 １３ 可変  未使用：「０」を設定する。 

２６ 漢字名称変更区分 数字 １ 固定  該当項目の変更有無を表す。 

 

 ０：当該項目の内容に変更なし 

 １：当該項目の内容に変更あり 

 

２７ カナ名称変更区分 数字 １ 固定 

２８ 剤形 数字 １ 固定  当該医薬品の剤形を表す。 

 

 １：内用薬 

 ３：その他 

 ４：注射薬 

 ６：外用薬 

 ８：歯科用薬剤 

 

２９ 予備 英数 ４９ 可変  未使用：省略 

３０ 変更年月日 数字 ８ 固定  当該医薬品の情報に変更等が生じた場合、適用となる日付

を西暦年「４桁」、月「２桁」及び日「２桁」の８桁で表

す。 

３１ 廃止年月日 数字 ８ 固定  当該医薬品の使用が可能な最終日付を西暦年「４桁」、月

「２桁」及び日「２桁」の８桁で表す。 
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項番 項 目 名 
形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

 なお、廃止した医薬品コード以外は「９９９９９９９９」

を設定する。 

３２ 薬価基準収載医薬品コ

ード 

英数 １２ 可変  当該医薬品の薬価基準収載医薬品コードを表す。 

 なお、当該医薬品が商品名医薬品（非告示品）の場合、該

当する統一名収載品（告示品）の薬価基準収載医薬品コード

を設定する。 

３３ 公表順序番号 数字 ９ 可変  薬価基準に収載する当該医薬品の順番を設定する。 

 なお、薬価基準改定後に新設された医薬品は「０」を設定

する。 

３４ 経過措置年月日又は商

品名医薬品コード使用

期限 

数字 ８ 可変  薬価基準収載医薬品が経過措置品目となった場合又は薬価

基準未収載の商品名医薬品を廃止する場合、使用期限を西暦

年「４桁」、月「２桁」及び日「２桁」の８桁で表す。 

 なお、経過措置期限又は使用期限がない医薬品は「０」を

設定する。 

３５ 基本漢字名称 漢字 200 可変  漢字：１００文字 

 当該医薬品の「品名」を表す。 

３６ 薬価基準収載年月日 数字 ８ 可変  ２０２３年３月以降に薬価基準に収載された告示品目につ

いて、適用となる日付を西暦「４桁」、月「２桁」及び日

「２桁」の８桁で表す。 

 なお、上記以外の医薬品は「０」を設定する。 

３７ 一般名コード 英数 １２ 可変 一般名処方マスタの「一般名コード」を表す。 

 なお、一般名処方マスタにない医薬品は省略する。 

３８ 一般名処方の標準的な

記載 

漢字 200 可変 漢字：１００文字 

一般名処方マスタの「一般名処方の標準的な記載」を表

す。 

 なお、一般名処方マスタにない医薬品は省略する。 

３９ 一般名処方加算対象区

分 

英数 １ 固定  一般名処方マスタの「一般名処方加算対象」を表す。 

  

 ０：一般名処方マスタにない医薬品 

 １：一般名処方マスタに「加算１」と示された医薬品 

 ２：一般名処方マスタに「加算１、２」と示された医薬品 

 

４０ 抗ＨＩＶ薬区分 英数 １ 固定  抗ＨＩＶ薬であるか否かを表す。 

  

 ０：「１」以外の医薬品 

 １：抗ＨＩＶ薬 

  

４１ 長期収載品関連 数字 ９ 可変  項番４２が「２：対象医薬品（患者希望）」の場合、項番

４２が「１：対象医薬品（医療上必要があると認める場合

等）」である同医薬品の医薬品コードを設定する。 

 なお、上記以外の医薬品は「０」を設定する。 

４２ 選定療養区分 数字 １ 固定 長期収載品の選定療養に係る対象医薬品であるか否かを表

す。 

 ０：「１」及び「２」以外の医薬品 

 １：対象医薬品（医療上必要があると認める場合等） 

 ２：対象医薬品（患者希望） 
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（５） 特定器材マスター 

項番 項 目 名 
形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

１ 変更区分 数字 １ 固定  マスター内容の異動状況を表す。 

 

 ０：前マスターの内容と同じであることを表す。 

 １：抹消 

 ３：新規 

 ５：変更 

 ９：廃止 

 

 「９：廃止」は、当該コードが使用できなくなったことを

表す。 

 次回のマスター更新時に、当該コードを削除する。 

 

２ マスター種別 英数 １ 固定  「Ｔ」を設定する。 

 （特定器材マスターであることを表す。） 

３ 特定器材コード 数字 ９ 固定  

  区分  (1)   特定器材コードを表す「７」を設定する。 

  番号  (8)   特定器材ごとに重複しない番号を設定する。 

 なお、先頭８から始まるコード（「８＊＊＊＊＊＊＊」）

は労災レセプト電算処理マスター専用のコードである。 

 

 特定器材名・規格名  特定器材名と規格名を組み合わせて名称等を設定する。 

４  漢字有効桁数 数字 ２ 可変  項番５「漢字名称」の文字数を表す。 

５  漢字名称 漢字 ６４ 可変  漢字：３２文字 

 特定器材名と規格名を組み合わせた名称が３２文字を超え

る場合は、省略した名称を表す。 

６  カナ有効桁数 数字 ２ 可変  項番７「カナ名称」の文字数を表す。 

７  カナ名称 英数 

カナ 

２０ 可変  半角英数カナ：２０文字 

 項番５「漢字名称」のカナ名称を表す。 

 

 単位  単位コードは「別紙４－１」のとおりである。 

８  コード 数字 ３ 可変  単位を設定していない場合は「０」を設定する。 

９  漢字有効桁数 数字 １ 固定  項番１０「漢字名称」の文字数を表す。 

 未使用の場合：「０」を設定する。 

１０  漢字名称 漢字 １２ 可変  漢字：６文字 

 未使用の場合：省略 

 新又は現金額  

１１  金額種別 数字 １ 固定  項番１２「新又は現金額」に設定した金額等の種別を表

す。 

 

 １：金額（整数部１０桁、小数部２桁） 

 ２：購入価格 

 ５：％加算 

 ９：乗算割合 

 

 金額種別の詳細は「別紙５－１」のとおりである。 
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項番 項 目 名 
形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

１２  新又は現金額 数字 １３ 

 

可変  整数部「１０桁」、小数点「１桁」、小数部「２桁」の組

み合わせで設定する。 

 

１３ 予備 数字 １ 固定  未使用：「０」を設定する。 

１４ 年齢加算区分 数字 １ 固定  当該特定器材が年齢加算（胸部又は腹部単純撮影の乳幼児

加算及びフィルム料）の加算対象であるか否かを表す。 

 

 ０：年齢加算に関係のない特定器材 

 １：年齢加算自体又は年齢加算を算定可能な特定器材 

 

 上下限年齢  

１５  下限年齢 英数 ２ 固定  当該特定器材を算定可能な年齢の下限値を表す。 

 

 算定可能な年齢 ≧ 下限年齢 

 

 下限年齢に制限のない場合は「００」を設定する。 

 

１６  上限年齢 英数 ２ 固定  当該特定器材を算定可能な年齢の「上限値＋１」を表す。 

 

 算定可能な年齢 ＜ 上限年齢 

 

 上限年齢に制限のない場合は「００」を、新生児に限り算

定可能な場合は「ＡＡ」を設定する。 

 

 旧金額  

１７  金額種別 数字 １ 固定  項番１８「旧金額」に設定した金額等の種別を表す。 

 

 ０：材料価格基準改定又はそれ以降に新設された特定器材 

 １：金額（整数部１０桁、小数部２桁） 

 ２：購入価格 

 ５：％加算 

 ９：乗算割合 

 

 金額種別の詳細は「別紙５－１」のとおりである。 

 

１８  旧金額 数字 １３ 

 

可変  材料価格基準改定前又は直近で告示された当該特定器材の

金額等を、整数部「１０桁」、小数点「１桁」及び小数部

「２桁」の組み合わせで設定する。 

 

１７ 予備 数字 １ 固定  未使用：「０」を設定する。 

１８ 予備 数字 １３ 可変  未使用：「０」を設定する。 

１９ 漢字名称変更区分 数字 １ 固定  該当項目の変更有無を表す。 

 

 ０：当該項目の内容に変更なし 

 １：当該項目の内容に変更あり 

 

２０ カナ名称変更区分 数字 １ 固定 

２１ 酸素等区分 数字 １ 固定  酸素又は窒素に関するものであるか否かを表す。 
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項番 項 目 名 
形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

 

 ０：「１」から「９」以外の特定器材 

 １：酸素補正率及び高気圧酸素加算 

 ２：定置式液化酸素貯槽（ＣＥ） 

 ３：可搬式液化酸素容器（ＬＧＣ） 

 ４：大型ボンベ 

 ５：小型ボンベ 

 ９：窒素 

 

２２ 特定器材種別 数字 １ 固定  点数算定方法の種別を表す。 

 

 ０：    購入価格   により算定する特定器材 

        １０円 

 

 ２：    購入価格   により算定する特定器材 

        １０円    （酸素、窒素） 

 

 ３：    購入価格    により算定する特定器材 

        ５０円     （高線量率イリジウム） 

 

 ４：    購入価格   により算定する特定器材 

      １,０００円    （コバルト） 

                     ：四捨五入 

 

２３ 上限価格 数字 １ 固定  酸素に係る上限価格の有無を表す。 

 

 ０：上限価格の設定なし 

 １：上限価格の設定あり 

 

２４ 上限点数 数字 ７ 可変  算定可能な特定器材（眼科学的検査用インスタントフィル

ム）の上限点数を表す。 

 なお、上限点数に制限がない場合は「０」を設定する。 

２５ 予備 英数 ８５ 可変  未使用：省略 

２６ 公表順序番号 数字 ９ 可変  材料価格基準に収載する順番を設定する。 

 なお、先頭「１桁目」が「３」は、材料価格基準の別表Ⅳ

からⅦに掲げる特定保険医療材料（歯科）、「４」は、材料

価格基準の別表Ⅷに掲げる特定保険医療材料（調剤）、それ

以外は特定保険医療材料（医科）、画像診断フィルム及び酸

素補正率等を表す。 

 また、材料価格基準改定後に新設された特定器材は「０」

を設定する。 

２７ 廃止・新設関連 数字 ９ 可変  特定器材コードの廃止又は新設に伴い、コードの移行先が

ある場合、移行先の特定器材コードを表す。 

 なお、コードの移行先がない場合は「０」を設定する。 

２８ 変更年月日 数字 ８ 固定  当該特定器材の情報に変更等が生じた場合、適用となる日
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項番 項 目 名 
形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

付を西暦年「４桁」、月「２桁」及び日「２桁」の８桁で表

す。 

２９ 経過措置年月日 数字 ８ 固定  当該特定器材の経過措置年月日を西暦年「４桁」、月「２

桁」及び日「２桁」の８桁で表す。 

 なお、経過措置期限がない特定器材は「０００００００

０」を設定する。 

３０ 廃止年月日 数字 ８ 固定  当該特定器材の使用が可能な最終日付を西暦年「４桁」、

月「２桁」及び日「２桁」の８桁で表す。 

 なお、廃止した特定器材コード以外は「９９９９９９９

９」を設定する。 

 告示番号  材料価格基準の別表及び区分の番号を付番する。 

 なお、材料価格基準に規定がない特定器材（酸素等）は

「０」を設定する。 

３１  別表番号 数字 ２ 可変  別表番号の詳細は「別紙５－２」のとおりである。 

３２  区分番号 数字 ３ 可変  材料価格基準の区分を設定する。 

３３ ＤＰＣ適用区分 数字 １ 固定  診断群分類（ＤＰＣ）点数表に規定する点数に含まれる特

定器材であるか否かを表す。 

 

 ０：診断群分類（ＤＰＣ）点数表に含まれる特定器材（包

括評価対象） 

 １：ＤＰＣレセプトの出来高部分で算定可能な特定器材 

 

 なお、慢性腎不全で定期的に実施する人工腎臓及び腹膜灌

流で使用する特定器材以外は「０」を設定する。 

 

３４ 予備 英数 １０ 可変  未使用：省略 

３５ 予備 英数 １０ 可変  未使用：省略 

３６ 予備 英数 １０ 可変  未使用：省略 

３７ 基本漢字名称 漢字 300 可変  漢字：１５０文字 

 材料価格基準等に収載する「名称」を表す。 

 

 基本漢字名称の設定基準は「別紙５－３」のとおりであ

る。 

 

３８ 再製造単回使用医療機

器 

数字 ３ 固定 再製造単回使用医療機器であるか否かを表す。 

 

 ０００：再製造単回使用医療機器以外 

 ００１：体外式ペースメーカー用カテーテル電極（再製

造・冠状静脈洞型） 

 ００２：体外式ペースメーカー用カテーテル電極（再製

造・房室弁輪部型） 

 ００３：心腔内超音波プローブ（再製造・標準型） 

００４：心腔内超音波プローブ（再製造・磁気センサー付

き） 
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（６） コメントマスター 

項番 項 目 名 
形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

１ 変更区分 数字 １ 固定  マスター内容の異動状況を表す。 

 

 ０：前マスターの内容と同じであることを表す。 

 １：抹消 

 ３：新規 

 ５：変更 

 ９：廃止 

 

 「９：廃止」は、当該コードが使用できなくなったことを

表す。 

 次回のマスター更新時に、当該コードを削除する。 

 

２ マスター種別 英数 １ 固定  「Ｃ」を設定する。 

 （コメントマスターであることを表す。） 

３ 区分 数字 １ 固定  コメントコードを表す「８」を設定する。 

４ パターン 数字 ２ 可変  当該コメントの電子レセプトへの使用方法を表す。 

 

 １０：症状の説明等、任意の文字列情報を記録する。 

 ２０：定型のコメント文を設定する。 

 ３０：定型のコメント文に、一部の文字列情報を記録す

る。 

 ３１：定型のコメント文に一部の診療行為コード（医科）

を記録する。 

 ４０：定型のコメント文に、一部の数字情報を記録する。 

 ４２：定型のコメント文に、一部の数字情報（数値として

扱うものに限る。）を記録する。 

 ５０：定型のコメント文に、一部の年月日情報（和暦年月

日）を記録する。 

 ５１：定型のコメント文に、一部の時刻情報（時間及び分

を４桁）で記録する。 

 ５２：定型のコメント文に、一部の時間（分）情報（先頭

を０埋めした５桁）を記録する。 

５３：定型のコメント文に、一部の日時情報（日、時間及

び分を６桁）で記録する。 

８０：定型のコメント文に、一部の年月日情報（和暦年月

日）及び一部の数字情報（数値として扱うもの（先

頭を０埋めした８桁）に限る。）を記録する。 

 ９０：処置、手術及び画像診断等を行った部位を、修飾語

（部位）コードを使用して記録する。 

 

 コメントパターンの説明と使用方法は「別紙６－１」のと

おりである。 

 

５ 一連番号 数字 ６ 可変  パターンごとに重複しない番号を記録する。 

 コメント文  

６  漢字有効桁数 数字 ３ 可変  項番７「漢字名称」の文字数を表す。 

７  漢字名称 漢字 300 可変  漢字：１５０文字 
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項番 項 目 名 
形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

８  カナ有効桁数 数字 ２ 可変  項番８「カナ名称」の文字数を表す。 

９  カナ名称 英数 

カナ 

２０ 可変  半角英数カナ：２０文字 

 項番７「漢字名称」のカナ名称を表す。 

１０ 

～ 

１７ 

レセプト編集情報 

①～④ 

 １６   コメントコードのパターンが「４０」の場合に使用する。 

 先頭項目から使用し、最大４項目まで使用可能である。 

 コメントコードのパターンが「４０」以外の場合は、すべ

て「０」を設定する。 

 

 レセプト編集情報の設定事例は「別紙６－２」のとおりで

ある。 

 カラム位置 数字 (2) 可変  記録した数字情報の編集位置を表す。 

 桁数 数字 (2) 可変  カラム位置から編集する数字情報の文字数を表す。 

１８ 予備 数字 １ 固定  未使用：「０」を設定する。 

１９ 予備 数字 １ 固定  未使用：「０」を設定する。 

２０ 選択式コメント識別 数字 １ 固定  選択式コメントであるか否かを表す。 

 

 ０：選択式以外のコメント 

 １：選択式コメント 

 

２１ 変更年月日 数字 ８ 固定  当該コメント情報に変更等が生じた場合、適用となる日付

を西暦年「４桁」、月「２桁」及び日「２桁」の８桁で表

す。 

２２ 廃止年月日 数字 ８ 固定  当該コメントの使用が可能な最終日付を西暦年「４桁」、

月「２桁」及び日「２桁」の８桁で表す。 

 なお、廃止したコメントコード以外は「９９９９９９９

９」を設定する。 

２３ コメントコード 数字 ９ 固定  コメントごとに重複しない番号を設定する。 

 

 なお、先頭「８」（固定）＋項番４「パターン」＋項番５

「一連番号」（ゼロパディングした６桁）を組み合わせた番

号となる。 

２４ 公表順序番号 数字 ９ 可変  記載要領別表Ｉを例にコメントの順序番号を設定する。 

２５ 予備 数字 １ 可変  未使用：省略 

２６ 予備 数字 １ 可変  未使用：省略 

２７ 予備 数字 １ 可変  未使用：省略 

２８ 予備 数字 １ 可変  未使用：省略 

２９ 予備 数字 １ 可変  未使用：省略 

３０ 予備 数字 １ 可変  未使用：省略 
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（７） 医科診療行為マスター 

項番 項 目 名 
形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

１ 変更区分 数字 １ 固定  レコードの異動状況を表す。 

 

 ０：前マスターの内容と同じであることを表す。 

 １：抹消 

 ２：復活 

 ３：新規 

 ５：変更 

 ９：廃止 

 

 「９：廃止」は、当該コードが使用できなくなったことを

表す。 

 次回のマスター更新時に、当該コードを削除する。 

 

２ マスター種別 英数 １ 固定  「Ｓ」を設定する。 

 （医科診療行為マスターであることを表す。） 

３ 診療行為コード 数字 ９ 固定  

  区分  (1)   診療行為コードを表す「１」を設定する。 

  番号  (8)   診療行為ごとに重複しない番号を設定する。 

 診療行為省略名称  出力紙レセプト等に出力する名称（省略名称）を設定す

る。 

４  省略漢字有効桁数 数字 ２ 可変  項番５「省略漢字名称」の文字数を表す。 

５  省略漢字名称 漢字 ６４ 可変  漢字：３２文字 

６  省略カナ有効桁数 数字 ２ 可変  項番７「省略カナ名称」の文字数を表す。 

７  省略カナ名称 英数 

カナ 

２０ 可変  半角英数カナ：２０文字 

 項番５「省略漢字名称」のカナ名称を表す。 

 

８ データ規格コード 数字 ３ 可変  記録条件仕様に規定する診療行為レコードの「数量デー

タ」欄に（以下、「数量データ」という。）記録が必要な診

療行為の算定単位を表す。 

 数量データの記録が不要な診療行為は、「０」を設定す

る。 

 

 データ規格コードの単位コードは「別紙４－１」のとおり

である。 

 

 データ規格名  データ規格コードの名称（単位）を設定する。 

 

 データ規格コードの名称は「別紙４－１」のとおりであ

る。 

 

９  漢字有効桁数 数字 １ 固定  項番１０「漢字名称」の文字数を表す。 

 未使用の場合：「０」を設定する。 

 

１０  漢字名称 漢字 １２ 可変  漢字：６文字 

 未使用の場合：省略 
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項番 項 目 名 
形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

 

 新又は現点数  

１１  点数識別 数字 １ 固定  項番１２「新又は現点数」に設定した点数等の種別を表

す。 

 

 １：金額 

 ３：点数（プラス） 

 ４：購入価格（点数） 

 ５：％加算 

 ６：％減算 

 ７：減点診療行為 

 ８：点数（マイナス） 

 

 点数識別の詳細は「別紙７－１」のとおりである。 

 

１２  新又は現点数 数字 １０ 可変  整数部「７桁」、小数点「１桁」及び小数部「２桁」の組

み合わせで設定する。 

１３ 入外適用区分 数字 １ 固定  当該診療行為を記録可能なレセプトの種別（入院又は入院

外）を表す。 

 

 ０：「１」及び「２」以外の診療行為 

 １：入院レセプトに限り記録可能な診療行為 

 ２：入院外レセプトに限り記録可能な診療行為 

 

１４ 後期高齢者医療適用区分 数字 １ 固定  当該診療行為の保険適用区分（医療保険又は後期高齢者医

療）を表す。 

 

 ０：「１」及び「２」以外の診療行為 

 １：医療保険に限り適用される診療行為 

 ２：後期高齢者医療に限り適用される診療行為 

 

１５ 点数欄集計先識別 

（入院外） 

数字 ３ 可変  入院外レセプトの点数欄に集計する診療行為の集計先を表

し、入院外レセプトに使用する診療行為以外は「０」を設定

する。 

 

 点数欄集計先コードは「別紙７－２」のとおりである。 

１６ 包括対象検査 数字 ２ 可変  検査の項目数に応じて点数を算定する包括対象の診療行為

であるか否かを表す。 

 

 ０：「１」から「１４」以外の診療行為 

 １：血液化学検査の包括項目 

 ２：内分泌学的検査の包括項目 

 ３：肝炎ウイルス関連検査の包括項目 

 ５：腫瘍マーカーの包括項目 

 ６：出血・凝固検査の包括項目 

 ７：自己抗体検査の包括項目 

 ８：内分泌負荷試験の包括項目 

 ９：感染症免疫学的検査のうち、ウイルス抗体価（定
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項番 項 目 名 
形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

性・半定量・定量） 

１０：感染症免疫学的検査のうち、グロブリンクラス別

ウイルス抗体価 

１１：血漿蛋白免疫学的検査のうち、特異的ＩｇＥ半定

量・定量 

１３：悪性腫瘍遺伝子検査（処理が容易なもの） 

１４：悪性腫瘍遺伝子検査（処理が複雑なもの） 

１５：悪性腫瘍遺伝子検査（血液・血漿）（ＲＯＳ１融

合遺伝子検査、ＡＬＫ融合遺伝子検査、ＲＡＳ遺

伝子検査、ＢＲＡＦ遺伝子検査、ＨＥＲ２遺伝子

検査（大腸癌に係るもの）、マイクロサテライト

不安定性検査、ＥＧＦＲ遺伝子検査（血漿）） 

１６：悪性腫瘍遺伝子検査（血液・血漿）（ＭＥＴｅｘ

１４遺伝子検査、ＮＴＲＫ融合遺伝子検査、ＨＥ

Ｒ２遺伝子検査（肺癌に係るもの）） 

 

１７ 予備 数字 １ 固定  未使用：「０」を設定する。 

１８ ＤＰＣ適用区分 数字 １ 固定  診断群分類（ＤＰＣ）点数表に規定する点数に含まれる診

療行為であるか否かを表す。 

 

 ０：診断群分類（ＤＰＣ）点数表に規定する点数に含まれ

る診療行為（包括評価対象） 

 １：ＤＰＣレセプトの出来高部分で算定可能な診療行為 

 ２：ＤＰＣ専用（特定機能病院が使用する診療行為） 

 ３：ＤＰＣ専用（「２」及び「４」以外の診療行為） 

 ４：ＤＰＣ専用（専門病院が使用する診療行為） 

 ９：診断群分類（ＤＰＣ）点数表の適用外となる診療行為

（包括評価対象外） 

 

１９ 病院・診療所区分 数字 １ 固定  当該診療行為の適用範囲が病院又は診療所であるか否か、

また、ＤＰＣ対象病院に適用されない診療行為かを表す。 

 

 ０：「１」から「４」以外の診療行為 

 １：病院に限り適用される診療行為 

 ２：診療所に限り適用される診療行為 

 ４：短期滞在手術等基本料３ 

 

２０ 画像等手術支援加算 数字

英数 

１ 固定  画像等手術支援加算を算定可能な診療行為であるか否かを

表す。 

 

 ＜基本項目、合成項目、準用項目＞ 

 ０：「１」から「７」以外の診療行為 

 １：ナビゲーションによる支援加算（２，０００点）を算

定可能な診療行為 

 ２：実物大臓器立体モデルによる支援加算（ロ：イ以外・

２，０００点）を算定可能な診療行為 

 ３：ナビゲーション又は実物大臓器立体モデルによる支援

加算（ロ）（共に２，０００点）を算定可能な診療行

為 
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項番 項 目 名 
形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

 ４：患者適合型手術支援ガイドによる支援加算（２，００

０点）を算定可能な診療行為 

 ５：ナビゲーション又は患者適合型手術支援ガイドによる

支援加算（共に２，０００点）を算定可能な診療行為 

６：実物大臓器立体モデル（ロ）又は患者適合型手術支援

ガイドによる支援加算（共に２，０００点）を算定可

能な診療行為 

７：実物大心臓３Ｄモデルによる支援加算（実物大臓器立

体モデルによる支援加算（イ：複雑先天性心疾患の患

者・１８，０００点）を算定可能な診療行為 

 

 ＜加算項目、通則加算項目＞ 

 ０：「１」、「２」、「４」及び「６」以外の診療行為 

 １：ナビゲーションによる支援加算自体 

 ２：実物大臓器立体モデルによる支援加算（ロ）自体 

 ４：患者適合型手術支援ガイドによる支援加算自体 

 ６：実物大心臓３Ｄモデルによる支援加算自体実物大臓器

立体モデルによる支援加算（イ）自体 

 

※ 「基本項目」及び「合成項目」等の種別は、項番６８

「告示等識別区分（１）」を参照。 

 

２１ 医療観察法対象区分 数字 １ 固定  医療観察診療報酬点数表において算定可能な診療行為であ

るか否かを表す。 

 

 ０：「１」から「４」以外の診療行為 

 １：入院に限り出来高部分で算定可能な診療行為 

 ２：入院外（通院）に限り出来高部分で算定可能な診療行

為 

 ３：入院及び入院外（通院）に出来高部分で算定可能な診

療行為 

 ４：医療観察診療報酬点数表に規定する診療行為 

 

２２ 看護加算 数字 ２ 可変  看護加算に関する診療行為であるか否かを表す。 

 

 看護加算コードは「別紙７－３」のとおりである。 

 

２３ 麻酔識別区分 数字 １ 固定  マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔の診療行

為であるか否かを表す。 

 

 ０：「１」から「９」以外の診療行為 

 １：マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔１ 

 ２：マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔２ 

 ３：マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔３ 

 ４：マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔４ 

 ５：マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔５ 

 ６：神経ブロック併施加算（厚生労働大臣が定める患者） 

 ７：臓器移植術加算・神経ブロック併施加算（イ以外）・

非侵襲的血行動態モニタリング加算・術中脳灌流モニ
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項番 項 目 名 
形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

タリング加算 

 ８：術中経食道心エコー連続監視加算 

 ９：硬膜外麻酔併施加算 

 

２４ 予備 数字 ３ 可変  未使用：「０」を設定する。 

 

２５ 傷病名関連区分 数字 ２ 可変  傷病名を算定要件とする診療行為であるか否かを表す。 

 

 ０：「３」から「９」以外の診療行為 

 ３：皮膚科特定疾患指導管理料（Ⅰ） 

 ４：皮膚科特定疾患指導管理料（Ⅱ） 

 ５：特定疾患療養管理料、特定疾患処方管理加算（処方

料）、特定疾患処方管理加算（処方箋料） 

 ７：てんかん指導料 

 ９：難病外来指導管理料 

 

２６ 予備 数字 ２ 可変  未使用：「０」を設定する。 

 

２７ 実日数 数字 １ 固定  算定回数が診療実日数に関係する診療行為であるか否かを

表す。 

 

 ０：「１」から「４」以外の診療行為 

 １：算定回数が診療実日数以下の診療行為 

 ２：初診料、再診料、外来診療料等 

 ３：入院基本料、特定入院料 

 ４：外泊 

 

２８ 日数・回数 数字 １ 固定  項番２７「実日数」を細分化する情報を、下表に基づき設

定する。 

 

 設定条件と対象診療行為は「別紙７－４」のとおりであ

る。 

  

  項番 実日数 日数・回数 対 象 診 療 行 為  

  １ ０ ０ 当該診療行為の算定回数と実日数の確認を要しない診療行為  

  ２ １ ０ 当該診療行為の算定回数が実日数以下である確認を要する診療行為  

  ３ 
２ 

１ 初診料  

  ４ ２ 再診料、外来診療料自体、又は再診料、外来診療料が含まれる診療行為  

  ５ ３ ３ 入院基本料、特定入院料  

  ６ ４ ０ 外泊  
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項番 項 目 名 
形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

２９ 医薬品関連区分 数字 １ 固定  医薬品の種類を算定要件とする診療行為であるか否かを表

す。 

 

 

 ０：「１」から「４」以外の診療行為 

 １：麻薬等加算、麻薬注射加算 

 ３：神経ブロック（神経破壊剤使用） 

 ４：生物学的製剤加算 

 

 きざみ値  

３０  きざみ値計算識別 数字 １ 固定  きざみ値により算定する診療行為であるか否かを表す。 

 

 ０：きざみ値により算定しない診療行為（項番１２「新又

は現点数」により算定する。） 

 １：きざみ値により算定する診療行為 

 

 きざみ値による計算対象の診療行為は、原則、数量データ

の値により算定する点数が３段階以上あり、同一点数の数量

データの範囲ときざみ値ごとに加算する点数が一定である診

療行為を設定の対象とする。 

 なお、「１：きざみ値により算定する診療行為」を設定し

た診療行為のうち、一部の診療行為は、上記の基準を満たさ

ない場合がある。 

 

３１  下限値 数字 ８ 可変  数量データの下限値を表す。 

 下限値に制限がない場合は「０」を設定する。 

 

３２  上限値 数字 ８ 可変  数量データの上限値を表す。 

 上限値に制限がない場合は「９９９９９９９９」を設定す

る。 

 

３３  きざみ値 数字 ８ 可変  項番３４「きざみ点数」を適用する数量データの単位を表

す。 

３４  きざみ点数 数字 １０ 可変  整数部「７桁」、小数点「１桁」及び小数部「２桁」の組

み合わせで設定する。 

 

３５  上下限エラー処理 数字 １ 固定  当該診療行為の数量データが「下限値－きざみ値」以下又

は「上限値」を超えた場合の処理を表す。 

 上下限エラー処理は、下表の区分により「０」から「３」

の値を設定する。 

 

 上下限エラー処理の設定条件は「別紙７－５」のとおりで

ある。 

 

 上下限エラー処理 

データ範囲 
０ １ ２ ３ 

 データ≦（下限値－きざみ値） 基本点数 基本点数 点数算定せず 点数算定せず 
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項番 項 目 名 
形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

（返戻） （返戻） 

 

 
（下限値－きざみ値）＜データ≦下限値 基本点数 基本点数 基本点数 基本点数 

 

 
下限値＜データ≦上限値 点数算定式１ 点数算定式１ 点数算定式１ 点数算定式１ 

 
上限値＜データ 

点数算定式１ 

（警告） 
点数算定式２ 

点数算定式１ 

（警告） 
点数算定式２ 

 

 

 

 

  【点数算定式１】 

                       データ － 下限値 

      基本点数＝  基本点数 ＋                 × きざみ点数  

                          きざみ値 

 

 

 

  【点数算定式２】 

                       上限値 － 下限値 

      基本点数＝  基本点数 ＋                 × きざみ点数  

                          きざみ値 

 

              ：切上げ       ：四捨五入 

 

 上限回数  

３６  上限回数 数字 ３ 可変  当該診療行為の算定可能な回数を表す。 

 算定回数に制限がない場合は「０」を設定する。 

３７  上限回数エラー処理 数字 １ 固定  当該診療行為の算定回数が、上限回数を超えた場合の処理
方法を表す。 
 
 ０：上限回数を確認する。 
 １：上限回数を算定する。 

 

 注加算  

３８  注加算コード 数字 ４ 可変  注加算が算定可能な診療行為（基本項目、合成項目及び準
用項目）と注加算を関連付ける任意の同一番号を設定する。 
 

 項番６８「告示等識別区分（１）」に「７：加算項目」を

設定している診療行為のうち、注加算コードを設定せずに専

用の項目を設定して算定可否を判定する診療行為は「別紙７

－６」のとおりである。 

３９  注加算通番 英数 １ 固定  １つの診療行為に対して同時に算定が可能な注加算に、異
なる番号を設定する。 
 注加算が算定可能な診療行為（基本項目、合成項目及び準
用項目）に「０」を、注加算である診療行為に「１」から
「９」及び「Ａ」から「Ｚ」（昇順、アルファベット順）を
設定する。 
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項番 項 目 名 
形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

 
 注加算コードと注加算通番の関連は「別紙７－７」のとお
りである。 

４０ 通則年齢 数字 １ 固定  年齢に関する通則加算及び注加算（医科点数表区分番号Ｅ
００２に掲げる撮影の注２に限る。以下この項番において
「年齢に関する注加算」という。）を算定可能な診療行為で
あるかを表す。 
 
 ＜基本項目、合成項目、準用項目＞ 
 ０：年齢に関する通則加算を算定できない診療行為 
 １：年齢に関する通則加算を算定可能な診療行為 
 ２：年齢に関する注加算を算定可能な診療行為 
 ＜加算項目、通則加算項目＞ 
 ０：年齢に関する通則加算以外の診療行為 
 １：年齢に関する通則加算自体 
 ２：年齢に関する注加算自体 
 
※ 「基本項目」及び「合成項目」等の種別は、項番６８
「告示等識別区分（１）」を参照。 

 

 

４１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４２ 

上下限年齢  

 下限年齢 英数 ２ 固定  当該診療行為を算定可能な年齢の下限値を表す。 
 算定可能な年齢 ≧ 下限年齢 
 下限年齢に制限がない場合は「００」を設定する。 
 
 数字２桁以外の設定値は、以下を用いる。 
 ＡＡ：生後２８日 
 Ｂ３：３歳に達した日の翌月の１日 
 Ｂ６：６歳に達した日の翌月の１日 
 ＢＦ：１５歳に達した日の翌月の１日 
 ＢＫ：２０歳に達した日の翌月の１日 
 

上限年齢 英数 ２ 固定  当該診療行為を算定可能な年齢の「上限値＋１」を表す。 
 算定可能な年齢 ＜ 上限年齢 
 上限年齢に制限がない場合は「００」を設定する。 
 
 数字２桁以外の設定値は、以下を用いる。 
 ＡＡ：生後２８日 
 ＡＥ：生後９０日 
 Ｂ３：３歳に達した日の翌月の１日 
 Ｂ６：６歳に達した日の翌月の１日 
 ＭＧ：未就学児 
 ＢＦ：１５歳に達した日の翌月の１日 
 ＢＫ：２０歳に達した日の翌月の１日 
 

４３ 時間加算区分 数字 １ 固定  時間外加算等に関する診療行為であるか否かを表す。 

 

 ＜基本項目、合成項目、準用項目＞ 

 ０：「１」から「７」以外の診療行為 

 １：時間外加算等を算定可能な診療行為（「合成項目」を
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項番 項 目 名 
形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

含む。） 

 ２：休日加算自体 

 ３：初診料の休日加算に係る診療行為 

 ４：深夜加算自体 

 ５：時間外特例加算自体 

 ６：夜間・早朝加算自体 

 ７：夜間加算自体 

 

 ＜加算項目、通則加算項目＞ 

 ０：「１」から「９」以外の診療行為 

 １：時間外加算自体 

 ２：休日加算自体 

 ３：初診料の休日加算自体 

 ４：深夜加算自体 

 ５：時間外特例加算自体 

 ６：夜間・早朝加算自体 

 ７：夜間加算自体 

 ８：時間外、深夜、時間外特例加算（手術又は１，０００

点以上の処置）（注加算又は通則加算）自体 

 ９：休日加算（手術又は１，０００点以上の処置）（注加

算又は通則加算）自体 

 

※ 「基本項目」及び「合成項目」等の種別は、項番６８

「告示等識別区分（１）」を参照。 

 

 基準適合識別  

４４  適合区分 数字 １ 固定  当該診療行為が基準を満たさない場合、逓減した点数を算

定する診療行為であるか否かを表す。 

 

 ０：「１」及び「２」以外の診療行為 

 １：逓減コード自体 

 ２：基準を満たさない場合、逓減した点数を算定する診療

行為 

 

４５  対象施設基準 数字 ４ 可変  基準を満たさない場合、逓減した点数を算定する診療行為

の算定要件が、施設基準に関するものであるか否かを表す。 

 

 施設基準コードは「別紙７－８」のとおりである。 

 

４６ 処置乳幼児加算区分 数字 １ 固定  処置乳幼児加算を算定可能な診療行為であるか否かを表

す。 

 

 ＜基本項目、合成項目、準用項目＞ 

 ０：「１」から「５」以外の診療行為 

 １：３歳未満乳幼児加算（処置）（１１０点）を算定可能

な診療行為 

 ２：３歳未満乳幼児加算（処置）（５５点）を算定可能な

診療行為 

 ３：６歳未満乳幼児加算（処置）（１１０点）を算定可能
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項番 項 目 名 
形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

な診療行為 

 ４：６歳未満乳幼児加算（処置）（８３点）を算定可能な

診療行為 

 ５：６歳未満乳幼児加算（処置）（５５点）を算定可能な

診療行為 

 

 ＜加算項目、通則加算項目＞ 

 ０：「１」から「５」以外の診療行為 

 １：３歳未満乳幼児加算（処置）（１１０点）自体 

 ２：３歳未満乳幼児加算（処置）（５５点）自体 

 ３：６歳未満乳幼児加算（処置）（１１０点）自体 

 ４：６歳未満乳幼児加算（処置）（８３点）自体 

 ５：６歳未満乳幼児加算（処置）（５５点）自体 

 

※ 「基本項目」及び「合成項目」等の種別は、項番６８

「告示等識別区分（１）」を参照。 

 

４７ 極低出生体重児加算区分 数字 １ 固定  極低出生体重児加算（手術）（４００％）又は新生児加算

（手術）（３００％）を算定可能な診療行為であるか否かを

表す。 

 

 ＜基本項目、合成項目、準用項目＞ 

 ０：「１」以外の診療行為 

 １：極低出生体重児加算（手術）（４００％）又は新生児

加算（手術）（３００％）を算定可能な診療行為 

 

 ＜加算項目、通則加算項目＞ 

 ０：「１」以外の診療行為 

 １：極低出生体重児加算（手術）（４００％）又は新生児

加算（手術）（３００％）自体 

 

※ 「基本項目」及び「合成項目」等の種別は、項番６８

「告示等識別区分（１）」を参照。 

 

４８ 入院基本料等減算対象識

別 

数字 １ 固定  入院基本料等減算の対象となる診療行為であるか否かを表

す。 

 

 ０：「１」から「５」以外の診療行為 

 １：選定療養、他医療機関受診、標欠、定数超過及び外泊

による減算の対象となる入院基本料 

 ２：標欠及び定数超過による減算の対象となる入院期間加

算 

 ３：選定療養（１５％減算）の減算コード自体 

 ４：他医療機関受診（５％、１０％、１５％、２０％、 

３５％又は４０％減算）又は外泊（８５％又は７０％

減算）の減算コード自体 

 ５：定数超過（１０％又は２０％減算）又は標欠 

（１０％、１５％、２％又は３％減算）の減算コード 

自体 
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項番 項 目 名 
形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

 

４９ ドナー分集計区分 数字 １ 固定  臓器提供者に要した費用を臓器受容者のレセプトに加算す

る診療行為であるか否かを表す。 

 

 ０：「１」から「６」以外の診療行為 

 １：生体腎移植術（提供者の療養上の費用）加算 

 ２：造血幹細胞移植（提供者の療養上の費用）加算 

 ３：生体皮膚移植（提供者の療養上の費用）加算 

 ４：生体部分肝移植術（提供者の療養上の費用）加算 

 ５：生体部分肺移植術（提供者の療養上の費用）加算 

 ６：生体部分小腸移植術（提供者の療養上の費用）加算 

 

５０ 検査等実施判断区分 数字 １ 固定  検査及び画像診断等の実施料又は判断料に関する診療行為

であるか否かを表す。 

 

 ０：「１」及び「２」以外の診療行為 

 １：検体検査実施料、生体検査実施料、核医学撮影料、コ

ンピューター断層撮影料又は病理標本作製料に関する

診療行為 

 ２：検体検査判断料、生体検査判断料、核医学診断料、コ

ンピューター断層診断料、病理診断料又は病理判断料

に関する診療行為 

 

５１ 検査等実施判断グループ

区分 

数字 ２ 可変  検査及び画像診断等の判断料又は診断料を算定できる診療

行為のグループ区分を表す。 

 

  ０：「１」から「４２」以外の診療行為 

  １：尿・糞便等検査 

  ２：血液学的検査 

  ３：生化学的検査（Ⅰ） 

  ４：生化学的検査（Ⅱ） 

  ５：免疫学的検査 

  ６：微生物学的検査 

  ８：基本的検体検査 

 １１：呼吸機能検査 

 １３：脳波検査 

 １４：神経・筋検査（筋電図検査） 

 １５：ラジオアイソトープ検査 

 １６：眼科学的検査 

 １７：遺伝子関連・染色体検査判断料 

 １８：神経・筋検査（その他） 

 ３１：核医学診断（「Ｅ１０１－２」から「Ｅ１０１－

５」） 

 ３２：核医学診断（「３１：核医学診断」以外） 

 ３３：コンピューター断層診断 

 ４０：病理診断 ※ 

 ４１：病理診断（組織診断） 

 ４２：病理診断（細胞診断） 
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項番 項 目 名 
形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

※ 「４０：病理診断」は、「４１：病理診断（組織診

断）」及び「４２：病理診断（細胞診断）」を含む。 

 

５２ 逓減対象区分 数字 １ 固定  算定回数によって逓減計算の対象となる診療行為であるか

否かを表す。 

 

 ＜基本項目、合成項目、準用項目＞ 

 ０：逓減計算の対象とならない診療行為 

 １：逓減計算の対象となる診療行為 

 

 ＜加算項目、通則加算項目＞ 

 ０：逓減コード以外の診療行為 

 １：逓減コード自体 

※ 「基本項目」及び「合成項目」等の種別は、項番６８

「告示等識別区分（１）」を参照。 

 

５３ 脊髄誘発電位測定等加算

区分 

数字 １ 固定  脊髄誘発電位測定等加算を算定可能な診療行為であるか否

かを表す。 

 

 ＜基本項目、合成項目、準用項目＞ 

 ０：「１」及び「２」以外の診療行為 

 １：脊髄誘発電位測定等加算（１ 脳、脊椎、脊髄、大動

脈瘤又は食道の手術に用いた場合）を算定可能な診療

行為 

 ２：脊髄誘発電位測定等加算（２ 甲状腺又は副甲状腺の

手術に用いた場合）を算定可能な診療行為 

 

 ＜加算項目、通則加算項目＞ 

 ０：「１」及び「２」以外の診療行為 

 １：脊髄誘発電位測定等加算（１ 脳、脊椎、脊髄、大動

脈瘤又は食道の手術に用いた場合）自体 

 ２：脊髄誘発電位測定等加算（２ 甲状腺又は副甲状腺の

手術に用いた場合）自体 

 

※ 「基本項目」及び「合成項目」等の種別は、項番６８

「告示等識別区分（１）」を参照。 

 

５４ 頸部郭清術併施加算等区

分 

数字 １ 固定  頸部郭清術併施加算等を算定可能な診療行為であるか否か

を表す。 

 

 ＜基本項目、合成項目、準用項目＞ 

 ０：頸部郭清術併施加算を算定できない「１」及び「２」

以外の診療行為 

 １：頸部郭清術併施加算及び頭頸部悪性腫瘍センチネルリ

ンパ節生検加算を算定可能な診療行為 

 ２：頸部郭清術併施加算を算定可能な診療行為 

 

 ＜加算項目、通則加算項目＞ 

 ０：頸部郭清術併施加算「１」及び「２」以外の診療行為 
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項番 項 目 名 
形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

 １：頸部郭清術併施加算自体 

 ２：頭頸部悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算自体 

 

※ 「基本項目」及び「合成項目」等の種別は、項番６８

「告示等識別区分（１）」を参照。 

 

５５ 自動縫合器加算区分 数字 １ 固定  自動縫合器加算を算定可能な診療行為であるか否かを表

す。 

 

 ＜基本項目、合成項目、準用項目＞ 

 ０：自動縫合器加算又は自動縫合器加算（左心耳閉鎖用ク

リップ使用）を算定できない診療行為 

 １：自動縫合器加算を算定可能な診療行為 

 ３：自動縫合器加算（左心耳閉鎖用クリップ使用）を算定 

可能な診療行為 

 ４：自動縫合器加算又は自動縫合器加算（左心耳閉鎖用ク

リップ使用）を算定可能な診療行為 

 ＜加算項目、通則加算項目＞ 

 ０：自動縫合器加算又は自動縫合器加算（左心耳閉鎖用ク

リップ使用）以外の診療行為 

 １：自動縫合器加算自体 

 ３：自動縫合器加算（左心耳閉鎖用クリップ使用）自体 

 

※ 「基本項目」及び「合成項目」等の種別は、項番６８

「告示等識別区分（１）」を参照。 

 

５６ 外来管理加算区分 数字 １ 固定  外来管理加算を算定できない診療行為であるか否かを表

す。 

 

 ＜基本項目、合成項目、準用項目＞ 

 ０：「１」及び「２」以外の診療行為 

 １：外来管理加算を算定できない診療行為 

 ２：外来管理加算自体 

 

 ＜加算項目、通則加算項目＞ 

 「０」を設定する。 

 

※ 「基本項目」及び「合成項目」等の種別は、項番６８

「告示等識別区分（１）」を参照。 

 

 旧点数  

５７  点数識別 数字 １ 固定  項番５８「旧点数」に設定した点数等の種別を表す。 

 

 ０：診療報酬改定又はそれ以降に新設された診療行為 

 １：金額 

 ３：点数（プラス） 

 ４：購入価格（点数） 

 ５：％加算 

 ６：％減算 
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項番 項 目 名 
形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

 ７：減点診療行為 

 ８：点数（マイナス） 

 

 点数識別の詳細は「別紙７－１」のとおりである。 

 

５８  旧点数 数字 １０ 可変  診療報酬改定前又は直近で適用された点数等を、整数部

「７桁」、小数点「１桁」及び小数部「２桁」の組み合わせ

で設定する。 

５７ 予備 数字 １ 固定  未使用：「０」を設定する。 

５８ 予備 数字 １０ 可変  未使用：「０」を設定する。 

５９ 漢字名称変更区分 数字 １ 固定  当該項目の変更有無を表す。 

 

 ０：当該項目の内容に変更なし 

 １：当該項目の内容に変更あり 

 

６０ カナ名称変更区分 数字 １ 固定 

６１ 検体検査コメント 数字 １ 固定 検体検査の検体を補足する検体コメントであるか否かを表

す。 

 

０：検体コメント以外の診療行為 

１：検体コメント 

 

検体検査コメントは、「別紙７－９」のとおりである。 

６２ 通則加算所定点数対象区

分 

数字 １ 固定  通則加算を行う場合に、所定点数の対象となる診療行為で

あるか否かを表す。 

 

 ０：所定点数の対象となる診療行為 

 １：所定点数の対象とならない診療行為 

 

６３ 包括逓減区分 

 

数字 ３ 可変  点数を逓減する対象検査等のグループ区分を表す。 

 

 包括逓減区分コードは、「別紙７－１０」のとおりであ

る。 

６４ 超音波内視鏡検査加算区

分 

数字 １ 固定  超音波内視鏡検査加算を算定可能な診療行為であるか否か

を表す。 

 

 ＜基本項目、合成項目、準用項目＞ 

 ０：超音波内視鏡検査加算を算定できない診療行為 

 １：超音波内視鏡検査加算を算定可能な診療行為 

 

 ＜加算項目、通則加算項目＞ 

 ０：超音波内視鏡検査加算以外の診療行為 

 １：超音波内視鏡検査加算自体 

 

※ 「基本項目」及び「合成項目」等の種別は、項番６８

「告示等識別区分（１）」を参照。 

６５ 予備 数字 ２ 可変  未使用：「０」を設定する。 

６６ 点数欄集計先識別 数字 ３ 可変  入院レセプトの点数欄に集計する診療行為の集計先を表
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項番 項 目 名 
形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

（入院） し、入院レセプトに使用する診療行為以外は「０」を設定す

る。 

 

 点数欄集計先コードは「別紙７－２」のとおりである。 

６７ 自動吻合器加算区分 数字 １ 固定  自動吻合器加算を算定可能な診療行為であるか否かを表

す。 

 

 ＜基本項目、合成項目、準用項目＞ 

 ０：自動吻合器加算（５，５００点）を算定できない診療

行為 

 ２：自動吻合器加算（５，５００点）を算定可能な診療行

為 

 

 ＜加算項目、通則加算項目＞ 

 ０：自動吻合器加算（５，５００点）以外の診療行為 

 ２：自動吻合器加算（５，５００点）自体 

 

※ 「基本項目」及び「合成項目」等の種別は、項番６８

「告示等識別区分（１）」を参照。 

６８ 告示等識別区分（１） 数字 １ 固定  診療行為コードを電子レセプトに記録する際の診療行為の

取扱い（種別）を表す。 

 

 １：基本項目（告示） 

 ３：合成項目 

 ５：準用項目（通知） 

 ７：加算項目 

 ９：通則加算項目 

 

 医科点数表等の規定と異なる設定をしている事例は「別紙

７－１１」のとおりである。 

 

６９ 告示等識別区分（２） 数字 １ 固定  医科点数表等に規定する診療行為の取扱い（種別）を表

す。 

 

 １：基本項目 

 ３：合成項目 

 ７：加算項目 

 

７０ 地域加算 数字 １ 固定  地域加算に関する診療行為であるか否かを表す。 

 

 ０：「１」から「７５」以外の診療行為 

 １：１級地地域加算自体 

 ２：２級地地域加算自体 

 ３：３級地地域加算自体 

 ４：４級地地域加算自体 

 ５：５級地地域加算自体 

 ６：６級地地域加算自体 

 ７：７級地地域加算自体 
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項番 項 目 名 
形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

７１ 病床数区分 数字 １ 固定  病床数に関連する診療行為であるか否かを表す。 

 

 ０：「１」から「８」以外の診療行為 

 １：許可病床（１～９９床） 

 ２：許可病床（１００～１９９床） 

 ３：許可病床（０～１９９床） 

 ４：許可病床（２００床以上） 

 ５：一般病床（０～１９９床） 

 ６：一般病床（２００床以上） 

７：許可病床（４００床未満） 

 ８：許可病床（４００床以上） 

 

７２ 

～ 

８１ 

施設基準①～⑩  ４０   施設基準を要する診療行為に、先頭から最大１０項目まで

施設基準コードを設定する。 

 

 施設基準コード 数字 (4) 可変  施設基準を要する診療行為であるか否かを表す。 

 

 施設基準コードは「別紙７－８」のとおりである。 

８２ 超音波凝固切開装置等加

算区分 

数字 １ 固定  超音波凝固切開装置等加算を算定可能な診療行為であるか

否かを表す。 

 

 ＜基本項目、合成項目、準用項目＞ 

 ０：超音波凝固切開装置等加算を算定できない診療行為 

 １：超音波凝固切開装置等加算を算定可能な診療行為 

 

 ＜加算項目、通則加算項目＞ 

 ０：超音波凝固切開装置等加算以外の診療行為 

 １：超音波凝固切開装置等加算自体 

 

※ 「基本項目」及び「合成項目」等の種別は、項番６８

「告示等識別区分（１）」を参照。 

 

８３ 短期滞在手術 数字 １ 固定  短期滞在手術等基本料１を算定可能な診療行為であるか否

かを表す。 

 

０：「１」及び「３」以外の診療行為 

１：短期滞在手術等基本料１ 

３：短期滞在手術等基本料１を算定可能な診療行為（手

術） 

 

８４ 歯科適用区分 数字 １ 固定  歯科診療において算定可能な診療行為であるか否かを表

す。 

 

 ０：歯科診療において算定できない診療行為 

 １：歯科診療において算定可能な診療行為 

 

８５ コード表用番号 

（アルファベット部） 

英数 １ 可変  医科点数表の区分番号のアルファベット部を設定する。 

 なお、「医科点数表の第３章に掲げる介護老人保健施設入
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項番 項 目 名 
形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

所者に係る診療料」、「医療観察診療報酬点数表に規定する

診療行為」、「入院時食事療養及び入院時生活療養」及び

「標準負担額」は「－」（ハイフン）を、医科点数表に区分

番号の設定がない診療行為は「＊」を設定する。 

 

８６ 告示・通知関連番号 

（アルファベット部） 

英数 １ 可変  医科点数表に規定する診療行為を準用する診療行為の場

合、準用元の項番８５「コード表用番号（アルファベット

部）」を設定する。 

 準用項目以外の場合：未使用 

 

８７ 変更年月日 数字 ８ 固定  当該診療行為の情報に変更等が生じた場合、適用となる日

付を西暦年「４桁」、月「２桁」及び日「２桁」の８桁で表

す。 

 

８８ 廃止年月日 数字 ８ 固定  当該診療行為の使用が可能な最終日付を西暦年「４桁」、

月「２桁」及び日「２桁」の８桁で表す。 

 なお、廃止した診療行為コード以外は「９９９９９９９

９」を設定する。 

８９ 公表順序番号 数字 ９ 可変  項番９０から９４の「コード表用番号」による順序番号を

設定する。 

 

 コード表用番号（アルファベット部を除く）  医科点数表の章、部、区分番号（アルファベット部は除

く。）及び項番に基づき設定する。 

 

 コード表用番号の設定は「別紙７－１２」のとおりであ

る。 

 

９０  章 数字 １ 固定  

９１  部 数字 ２ 固定  

９２  区分番号 数字 ３ 固定  

９３  枝番 数字 ２ 固定  

９４  項番 数字 ３ 固定  

 告示・通知関連番号 

（アルファベット部を除く） 

 医科点数表に規定する診療行為を準用する場合、準用元の

項番９０から９４の「コード表用番号（アルファベット部は

除く。）」を設定する。 

 準用項目以外の場合：未使用 

 

９５  章 数字 １ 固定  未使用の場合：「０」を設定する。 

９６  部 数字 ２ 固定  未使用の場合：「００」を設定する。 

９７  区分番号 数字 ３ 固定  未使用の場合：「０００」を設定する。 

９８  枝番 数字 ２ 固定  未使用の場合：「００」を設定する。 

９９  項番 数字 ２ 固定  未使用の場合：「００」を設定する。 

100 

～ 

111 

年齢加算①～④  ５２   当該診療行為に算定可能な年齢に関する注加算の診療行為

コードを表し、最大４つまでの年齢範囲を設定する。 

 

 数字２桁以外の設定値は、以下を用いる。 
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項番 項 目 名 
形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

 ＡＡ：生後２８日 

 Ｂ３：３歳に達した日の翌月の１日 

 ＢＦ：１５歳に達した日の翌月の１日 

 ＢＫ：２０歳に達した日の翌月の１日 

 

例１：「１４００１１１１０ 胃洗浄」の場合 

 下限年齢①：「００」 

 上限年齢①：「０３」 

 注加算診療行為コード①：「１４００４９１７０：３歳未

満乳幼児加算（処置）（１１０）」 

 

例２：「１６００６４５１０ 心カテ（左心）」の場合 

 下限年齢①：「００」 

 上限年齢①：「ＡＡ」 

 注加算診療行為コード①：「１６０１８５９７０ 新生児

加算（心カテ）（左心）」 

 下限年齢②：「ＡＡ」 

 上限年齢②：「０３」 

 注加算診療行為コード②：「１６０１８６０７０ 乳幼児

加算（心カテ）（左心）（３歳未満）」 

 

  下限年齢 英数 (2) 固定  当該診療行為に注加算の算定が可能な場合、記録された注

加算診療行為コードの下限年齢を表す。 

 未使用の場合：「００」を設定する。 

 

  上限年齢 英数 (2) 固定  当該診療行為に注加算の算定が可能な場合、記録された注

加算診療行為コードの上限年齢を表す。 

 未使用の場合：「００」を設定する。 

 

  注加算診療行為コード 数字 (9) 可変  年齢に関する注加算の診療行為コードを記録する。 

 未使用の場合：「０」を設定する。 

 

112 異動関連予備 数字 ９ 可変  診療報酬改定等において、診療行為の統合又は細分化等が

あった場合、従前の診療行為コードを設定する。 未使用の

場合：「０」を設定する。 

113 基本漢字名称 漢字 128 可変  漢字：６４文字 

 医科点数表等に基づく診療行為の名称を設定する。 

114 副鼻腔手術用内視鏡加算 英数 １ 固定  副鼻腔手術用内視鏡加算を算定可能な診療行為であるか否

かを表す。 

 

 ＜基本項目、合成項目、準用項目＞ 

 ０：副鼻腔手術用内視鏡加算を算定できない診療行為 

 １：副鼻腔手術用内視鏡加算を算定可能な診療行為 

 

 ＜加算項目、通則加算項目＞ 

 ０：副鼻腔手術用内視鏡加算以外の診療行為 

 １：副鼻腔手術用内視鏡加算自体 

 



- 44 - 

項番 項 目 名 
形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

※ 「基本項目」及び「合成項目」等の種別は、項番６８

「告示等識別区分（１）」を参照。 

 

115 副鼻腔手術用骨軟部組織

切除機器加算 

英数 １ 固定  副鼻腔手術用骨軟部組織切除機器加算を算定可能な診療行

為であるか否かを表す。 

 

 ＜基本項目、合成項目、準用項目＞ 

 ０：副鼻腔手術用骨軟部組織切除機器加算を算定できない

診療行為 

 １：副鼻腔手術用骨軟部組織切除機器加算を算定可能な診

療行為 

 

 ＜加算項目、通則加算項目＞ 

 ０：副鼻腔手術用骨軟部組織切除機器加算以外の診療行為 

 １：副鼻腔手術用骨軟部組織切除機器加算自体 

 

※ 「基本項目」及び「合成項目」等の種別は、項番６８

「告示等識別区分（１）」を参照。 

 

116 長時間麻酔管理加算 英数 １ 固定  長時間麻酔管理加算を算定可能な診療行為であるか否かを

表す。 

 

 ＜基本項目、合成項目、準用項目＞ 

 ０：「１」及び「２」以外の診療行為 

 １：長時間麻酔管理加算を算定可能な診療行為 

 ２：Ｌ００８に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循

環式全身麻酔の実施時間が８時間を超え、長時間麻酔

管理加算を算定する場合に実施している必要がある手

術 

 

 ＜加算項目、通則加算項目＞ 

 ０：長時間麻酔管理加算以外の診療行為 

 １：長時間麻酔管理加算自体 

 

※ 「基本項目」及び「合成項目」等の種別は、項番６８

「告示等識別区分（１）」を参照。 

117 点数表区分番号 英数 ３０ 可変  「厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副

傷病名」（厚生労働省告示第95 号）に収載されている区分番

号等を設定する。 

また、医科点数表「第２章 第１０部 手術」に掲げる診

療行為については、「別紙７－１３」を例に設定する。    

なお、当該区分番号において、診療報酬改定後に保険適用

となる診療行為は設定の対象外とする。 

 

118 モニタリング加算 英数 １ 固定  非侵襲的血行動態モニタリング加算を算定可能な診療行為

であるか否か又は術中脳灌流モニタリング加算自体を表す。 

 

 ＜基本項目、合成項目、準用項目＞ 

 ０：「１」及び「２」以外の診療行為 
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項番 項 目 名 
形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

 １：非侵襲的血行動態モニタリング加算を算定可能な診療

行為 

 ２：非侵襲的血行動態モニタリング加算を算定する場合に

実施している必要がある手術 

  

 ＜加算項目、通則加算項目＞ 

 ０：「１」及び「３」以外の診療行為 

 １：非侵襲的血行動態モニタリング加算自体 

 ３：術中脳灌流モニタリング加算自体 

 

119 凍結保存同種組織加算 英数 １ 固定  凍結保存同種組織加算を算定可能な診療行為であるか否か

を表す。 

 ＜基本項目、合成項目、準用項目＞ 

 ０：凍結保存同種組織加算を算定できない診療行為 

 １：凍結保存同種組織加算を算定可能な診療行為 

 

 ＜加算項目、通則加算項目＞ 

 ０：凍結保存同種組織加算以外の診療行為 

 １：凍結保存同種組織加算自体 

120 悪性腫瘍病理組織標本加

算 

英数 １ 固定  悪性腫瘍病理組織標本加算の算定要件を満たす診療行為で

あるか否かを表す。 

 

 ＜基本項目、合成項目、準用項目＞ 

 ０：「１」以外の診療行為 

１：悪性腫瘍病理組織標本加算を算定する場合に実施して

いる必要がある診療行為 

 

 ＜加算項目、通則加算項目＞ 

 ０：悪性腫瘍病理組織標本加算以外の診療行為 

 １：悪性腫瘍病理組織標本加算自体 

 

121 創外固定器加算 数字 １ 固定 

 

 創外固定器加算を算定可能な診療行為であるか否かを表

す。 

 

＜基本項目、合成項目、準用項目＞ 

 ０：創外固定器加算を算定できない診療行為 

 １：創外固定器加算を算定可能な診療行為 

 

＜加算項目、通則加算項目＞ 

 ０：創外固定器加算以外の診療行為 

 １：創外固定器加算自体 

 

122 超音波切削機器加算 数字 １ 固定 

 

 超音波切削機器加算を算定可能な診療行為であるか否かを

表す。 

 

＜基本項目、合成項目、準用項目＞ 

 ０：超音波切削機器加算を算定できない診療行為 

 １：超音波切削機器加算を算定可能な診療行為 
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項番 項 目 名 
形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

＜加算項目、通則加算項目＞ 

 ０：超音波切削機器加算以外の診療行為 

 １：超音波切削機器加算自体 

 

123 左心耳閉鎖術併施区分 数字 １ 固定  左心耳閉鎖術（開胸手術）を算定するにあたり、併せて実

施する必要のある診療行為か否かを表す。 

 

 ０：「１」から「４」以外の診療行為 

 １：左心耳閉鎖術（開胸手術）自体 

 ２：左心耳閉鎖術（開胸手術）を算定するにあたり併せて 

実施する必要のある診療行為 

３：左心耳閉鎖術（胸腔鏡下）自体 

４：左心耳閉鎖術（胸腔鏡下）を算定するにあたり併せて 

実施する必要のある診療行為 

 

124 外来感染対策向上加算等 

 

英数 １ 固定   外来感染対策向上加算等を算定可能な診療行為であるか否か

を表す。 

  

 

＜基本項目、合成項目、準用項目＞ 

０：「１」及び「２」以外の診療行為 

 １：外来感染対策向上加算等（医学管理料等）を算定可能な

診療行為 

 ２：外来感染対策向上加算等（在宅医療）を算定可能な診療

行為 

 

＜加算項目、通則加算項目＞ 

 ０：「１」から「Ａ」以外の診療行為 

 １：外来感染対策向上加算（医学管理料等）自体 

 ２：連携強化加算（医学管理料等）自体 

 ３：サーベイランス強化加算（医学管理料等）自体 

 ４：外来感染対策向上加算（在宅医療）自体 

 ５：連携強化加算（在宅医療）自体 

 ６：サーベイランス強化加算（在宅医療）自体 

７：抗菌薬適正使用体制加算（医学管理料等）自体 

 ８：抗菌薬適正使用体制加算（在宅医療）自体 

 ９：発熱患者等対応加算（医学管理料等）自体 

 Ａ：発熱患者等対応加算（在宅医療）自体 

 

125 耳鼻咽喉科乳幼児処置加

算 

数字 １ 固定 耳鼻咽喉科乳幼児処置加算を算定可能な診療行為であるか否

かを表す。 

 

＜基本項目、合成項目、準用項目＞ 

 ０：耳鼻咽喉科乳幼児処置加算を算定できない診療行為 

 １：耳鼻咽喉科乳幼児処置加算を算定可能な診療行為 

 

＜加算項目、通則加算項目＞ 

 ０：耳鼻咽喉科乳幼児処置加算以外の診療行為 

 １：耳鼻咽喉科乳幼児処置加算自体 
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項番 項 目 名 
形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

 

126 耳鼻咽喉科小児抗菌薬適

正使用支援加算 

数字 １ 固定  耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算を算定可能な診療

行為であるか否かを表す。 

 

＜基本項目、合成項目、準用項目＞ 

 ０：耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算を算定できな

い診療行為 

 １：耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算を算定可能な

診療行為 

 

＜加算項目、通則加算項目＞ 

 ０：耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算以外の診療行

為 

 １：耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算自体 

 

127 切開創局所陰圧閉鎖処置

機器加算 

数字 １ 固定  切開創局所陰圧閉鎖処置機器加算を算定可能な診療行為で

あるか否かを表す。 

 

 

＜基本項目、合成項目、準用項目＞ 

 ０：切開創局所陰圧閉鎖処置機器加算を算定できない診療

行為 

 １：切開創局所陰圧閉鎖処置機器加算を算定可能な診療行

為 

 ２：切開創局所陰圧閉鎖処置機器加算自体 

 

128 看護職員処遇改善評価料

等 

英数 １ 固定  看護職員処遇改善評価料又は入院ベースアップ評価料を算

定可能な診療行為であるか否かを表す。 

 

 ０：「１」及び「２」以外の診療行為 

 １：看護職員処遇改善評価料等を算定可能な診療行為 

 ２：看護職員処遇改善評価料等自体 

 

129 外来・在宅ベースアップ

評価料（１） 

英数 １ 固定  外来・在宅ベースアップ評価料（１）を算定可能な診療行

為であるか否かを表す。 

 

 ０：「１」から「８」以外の診療行為 

 １：外来・在宅ベースアップ評価料（１）１（初診時）を

算定可能な診療行為 

 ２：外来・在宅ベースアップ評価料（１）１（初診時）自

体 

 ３：外来・在宅ベースアップ評価料（１）２（再診時）を

算定可能な診療行為 

 ４：外来・在宅ベースアップ評価料（１）２（再診時）自

体 

 ５：外来・在宅ベースアップ評価料（１）３（訪問診療

時）イを算定可能な診療行為 

 ６：外来・在宅ベースアップ評価料（１）３（訪問診療

時）イ自体 
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項番 項 目 名 
形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

 ７：外来・在宅ベースアップ評価料（１）３（訪問診療

時）ロを算定可能な診療行為 

 ８：外来・在宅ベースアップ評価料（１）３（訪問診療

時）ロ自体 

 

130 外来・在宅ベースアップ

評価料（２） 

英数 １ 固定  外来・在宅ベースアップ評価料（２）であるか否かを表

す。 

 

 ０：「１」及び「２」以外の診療行為 

 １：外来・在宅ベースアップ評価料（２）（初診又は訪問

診療）自体 

 ２：外来・在宅ベースアップ評価料（２）（再診時）自体 

 

131 再製造単回使用医療機器

使用加算 

数字 ３ 固定  再製造単回使用医療機器使用加算であるか否かを表す。 

 

 ０００：再製造単回使用医療機器使用加算以外 

 ００１：再製造単回使用医療機器使用加算（体外式ペース

メーカー用カテーテル電極（再製造・冠状静脈洞型））自体 

 ００２：再製造単回使用医療機器使用加算（体外式ペース

メーカー用カテーテル電極（再製造・房室弁輪部型））自体 

 ００３：再製造単回使用医療機器使用加算（心腔内超音波

プローブ（再製造・標準型））自体 

００４：再製造単回使用医療機器使用加算（心腔内超音波

プローブ（再製造・磁気センサー付き））自体 

132 予備物価対応料区分 数字

英数 

１ 可変固

定 

 未使用：省略 物価対応料に関する診療行為であるか否か

を表す。 

 

 ０：「１」及び「２」以外の診療行為 

 １：物価対応料自体 

 ２：物価対応料に関する診療行為 

 

133 予備物価対応料グループ

区分 

数字

英数 

１３ 可変固

定 

 未使用：省略 物価対応料を算定できる診療行為のグルー

プ区分を表す。 

 

 物価対応料グループ区分コードは「別紙７－１４」のとお

りである。 

 

134 予備臓器移植実施体制確

保加算 

数字

英数 

１ 可変固

定 

 未使用：省略 臓器移植実施体制確保加算を算定可能な診

療行為であるか否かを表す。 

 

 ＜基本項目、合成項目、準用項目＞ 

 ０：臓器移植実施体制確保加算を算定できない診療行為 

 １：臓器移植実施体制確保加算を算定可能な診療行為 

 

 ＜加算項目、通則加算項目＞ 

 ０：臓器移植実施体制確保加算以外の診療行為 

 １：臓器移植実施体制確保加算自体 
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項番 項 目 名 
形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

135 予備内視鏡手術用支援機

器加算 

数字

英数 

１ 可変固

定 

 未使用：省略 内視鏡手術用支援機器加算を算定可能な診

療行為であるか否かを表す。 

 

 ＜基本項目、合成項目、準用項目＞ 

 ０：内視鏡手術用支援機器加算を算定できない診療行為 

 １：内視鏡手術用支援機器加算を算定可能な診療行為 

 

 ＜加算項目、通則加算項目＞ 

 ０：内視鏡手術用支援機器加算以外の診療行為 

 １：内視鏡手術用支援機器加算自体 

 

136 予備遠隔電子処方箋活用

加算等 

数字

英数 

１ 可変固

定 

 未使用：省略 遠隔電子処方箋活用加算等加算を算定可能

な診療行為であるか否かを表す。 

 

 ＜基本項目、合成項目、準用項目＞ 

 ０：遠隔電子処方箋活用加算等を算定できない診療行為 

 １：遠隔電子処方箋活用加算等を算定可能な診療行為 

 

 ＜加算項目、通則加算項目＞ 

 ０：遠隔電子処方箋活用加算等以外の診療行為 

 １：遠隔電子処方箋活用加算自体 

 ２：医療提供機能連携確保加算自体 

 

137 予備外科医療確保特別加

算 

数字

英数 

１ 可変固

定 

 未使用：省略 外科医療確保特別加算を算定可能な診療行

為であるか否かを表す。 

 

 ＜基本項目、合成項目、準用項目＞ 

 ０：外科医療確保特別加算を算定できない診療行為 

 １：外科医療確保特別加算を算定可能な診療行為 

 

 ＜加算項目、通則加算項目＞ 

 ０：外科医療確保特別加算以外の診療行為 

 １：外科医療確保特別加算自体 

 

138 予備 数字 １ 可変  未使用：省略 

139 予備 数字 １ 可変  未使用：省略 

140 予備 数字 １ 可変  未使用：省略 

141 予備 数字 １ 可変  未使用：省略 

142 予備 数字 １ 可変  未使用：省略 

143 予備 数字 １ 可変  未使用：省略 

144 予備 数字 １ 可変  未使用：省略 

145 予備 数字 １ 可変  未使用：省略 

146 予備 数字 １ 可変  未使用：省略 

147 予備 数字 １ 可変  未使用：省略 

148 予備 数字 １ 可変  未使用：省略 

149 予備 数字 １ 可変  未使用：省略 
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項番 項 目 名 
形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

150 予備 数字 １ 可変  未使用：省略 
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（８） 歯科診療行為マスター 

歯科診療行為マスターは、基本テーブルと診療行為の算定要件等を設定した９つのテーブルで構成し、各

テーブル間のコードの関連付けや活用方法等は、「別紙８」のとおりである。 

 

ア 基本テーブル 

項番 項 目 名 
形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

１ 変更区分 数字 １ 固定  マスター内容の異動状況を表す。 

 

 ０：前マスターの内容と同じであることを表す。 

 １：抹消 

 ３：新規 

 ５：変更 

 ９：廃止 

 

 「９：廃止」は、当該コードが使用できなくなったことを

表す。 

 次回のマスター更新時に、当該コードを削除する。 

 

２ マスター種別 英数 １ 固定  「Ｈ」を設定する。 

 （歯科診療行為マスターであることを表す） 

 

３ 歯科診療行為コード 数字 ９ 固定  

  区分  (1)   歯科診療行為コードを表す「３」を設定する。 

  番号  (8)   診療行為の項目ごとに重複しない番号を設定する。 

 告示番号     歯科点数表に規定する診療行為の区分番号及び項番（「Ａ

０００」等）を設定する。 

４  区分 英数 １ 固定  区分番号のアルファベット部を設定する。 

５  区分番号 数字 ３ 固定  区分番号（アルファベット部を除く。）を設定する。 

６  枝番 数字 ２ 固定  区分番号の枝番を設定する。 

７  項番 数字 ３ 固定  項番を設定する。 

８ 加算コード 英数 ５ 固定  加算項目ごとに重複しないコードを設定する。 

 

 加算コードの構成は、「別紙８」の３のとおりである。 

 

９ 

 

１０ 

 

 

診療行為名称  

 基本名称 

 

漢字 200 可変  漢字：１００文字 

 歯科点数表等に規定する診療行為の名称を設定する。 

省略名称 漢字 ６４ 可変  漢字：３２文字 

 出力紙レセプト等に出力する名称（省略名称）を設定す

る。 

 新又は現点数  

１１  点数等識別 数字 １ 固定  項番１２「点数等」に設定した点数等の種別を表す。 

 

 １：金額 

 ３：点数（プラス） 

 ４：購入価格（点数） 

 ５：％加算 
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項番 項 目 名 
形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

 ６：％減算 

 ７：減点診療行為 

 ８：点数（マイナス） 

 

 点数識別の詳細は「別紙７－１」のとおりである。 

 

１２  点数等 数字 １０ 可変  整数部「７桁」、小数点「１桁」及び小数部「２桁」の組

み合わせで設定する。 

 

 旧点数  

１３  点数等識別 数字 １ 固定  項番１４「旧点数等」に設定した点数等の種別を表す。 

 

 ０：診療報酬改定又はそれ以降に新設された診療行為 

 １：金額 

 ３：点数（プラス） 

 ４：購入価格（点数） 

 ５：％加算 

 ６：％減算 

 ７：減点診療行為 

 ８：点数（マイナス） 

 

 点数識別の詳細は「別紙７－１」のとおりである。 

 

１４  旧点数等 数字 １０ 可変  診療報酬改定前又は直近で適用された点数等を、整数部

「７桁」、小数点「１桁」、小数部「２桁」の組み合わせで

設定する。 

 

１３ 予備 数字 １ 固定  未使用：「０」を設定する。 

１４ 予備 数字 １０ 可変  未使用：「０」を設定する。 

１５ 入外適用区分 数字 １ 固定  当該診療行為を記録可能なレセプトの種別（入院又は入院

外）を表す。 

 

 ０：「１」及び「２」以外の診療行為 

 １：入院レセプトに限り記録可能な診療行為 

 ２：入院外レセプトに限り記録可能な診療行為 

 

１６ 後期高齢者医療適用区

分 

数字 １ 固定  当該診療行為の保険適用区分（医療保険又は後期高齢者医

療）を表す。 

 

 ０：「１」及び「２」以外の診療行為 

 １：医療保険に限り適用される診療行為 

 ２：後期高齢者医療に限り適用される診療行為 

 

１７ 時間加算区分 数字 １ 固定  時間外加算、夜間加算、深夜加算及び休日加算等に関する

診療行為であるか否かを表す。 

 

 ０：「１」から「９」以外の診療行為 
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項番 項 目 名 
形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

 １：時間外加算自体 

 ２：休日加算自体 

 ３：初診料の休日加算自体 

 ４：深夜加算自体 

 ５：時間外特例加算自体 

 ６：夜間・早朝加算自体 

 ７：夜間加算自体 

 ８：時間外、深夜、時間外特例加算（手術又は１，０００

点以上の処置）（注加算又は通則加算）自体 

 ９：休日加算（手術又は１，０００点以上の処置）（注加

算又は通則加算）自体 

 

１８ 病院・診療所区分 数字 １ 固定  当該診療行為の適用範囲が病院又は診療所であるか否かを

表す。 

 

 ０：「１」及び「２」以外の診療行為 

 １：病院に限り適用される診療行為 

 ２：診療所に限り適用される診療行為 

 

１９ 看護加算 数字 ２ 可変  看護加算に関する診療行為であるか否かを表す。 

 

 看護加算コードは「別紙７－３」のとおりである。 

 

２０ 予備 数字 ３ 可変  未使用：「０」を設定する。 

２１ 予備 数字 ２ 可変  未使用：「０」を設定する。 

２２ 地域加算 数字 １ 固定  地域加算に関する診療行為であるか否かを表す。 

 

 ０：「１」から「７５」以外の診療行為 

 １：１級地地域加算自体 

 ２：２級地地域加算自体 

 ３：３級地地域加算自体 

 ４：４級地地域加算自体 

 ５：５級地地域加算自体 

 ６：６級地地域加算自体 

 ７：７級地地域加算自体 

 

２３ 傷病名関連区分 数字 ２ 可変  傷病名を算定要件とする診療行為であるか否かを表す。 

 

 ０：「５」及び「１０」以外の診療行為 

 ５：特定疾患処方管理加算（処方料）、特定疾患処方管理

加算（処方箋料） 

１０：歯科特定疾患療養管理料 

２４ 医薬品関連区分 数字 １ 固定  医薬品の種類を算定要件とする診療行為であるか否かを表

す。 

 

 ０：「１」から「４」以外の診療行為 

 １：麻薬等加算、麻薬注射加算 

 ３：神経ブロック（神経破壊剤使用） 
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項番 項 目 名 
形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

 ４：生物学的製剤加算 

 

 

２５ 病床数区分 数字 １ 固定  病床数に関連する診療行為であるか否かを表す。 

 

 ０：「１」から「８」以外の診療行為 

 １：許可病床（１～９９床） 

 ２：許可病床（１００～１９９床） 

 ３：許可病床（０～１９９床） 

 ４：許可病床（２００床以上） 

 ５：一般病床（０～１９９床） 

 ６：一般病床（２００床以上） 

 ７：許可病床（４００床未満） 

 ８：許可病床（４００床以上） 

２６ 届出 数字 ２ 可変  歯科レセプトの「届出」欄に関連する診療行為であるか否

かを表す。 

 

  ０：レセプト「届出」欄に関連しない診療行為 

  １：クラウン・ブリッジ維持管理料 

 １７：歯科初・再診料 

 

２７ 未来院 数字 １ 固定  未来院請求において算定可能な診療行為であるか否かを表

す。 

 

 ０：未来院請求において算定できない診療行為 

 １：未来院請求において算定可能な診療行為 

 

２８ 短期滞在手術 数字 １ 固定  短期滞在手術等基本料を算定可能な診療行為であるか否か

を表す。 

 

 ０：「１」及び「３」以外の診療行為 

 １：短期滞在手術等基本料１ 

 ３：短期滞在手術等基本料１を算定可能な診療行為 

（手術） 

 

２９ 特記事項 数字 １ 固定  歯科レセプトの「特記事項」欄に「４０（加算）」の記録

を要する乳幼児加算（６歳未満）、歯科診療特別対応加算又

は歯科訪問診療加算であるか否かを表す。 

 

 ０：「１」以外の診療行為 

 １：「特記事項」欄に「４０」の記録を要する乳幼児加算

（６歳未満）、歯科診療特別対応加算又は歯科訪問診

療時の加算を含む診療行為 

 

３０ 検査等実施判断区分 数字 １ 固定  検査及び画像診断等の実施料又は判断料に関する診療行為

であるか否かを表す。 

 

 ０：「１」及び「２」以外の診療行為 
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項番 項 目 名 
形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

 １：検体検査実施料、生体検査実施料、核医学撮影料、コ

ンピューター断層撮影料又は病理標本作製料に関する

診療行為 

 ２：検体検査判断料、生体検査判断料、核医学診断料、コ

ンピューター断層診断料、病理診断料又は病理判断料

に関する診療行為 

 

３１ 検査等実施判断グルー

プ区分 

数字 ２ 可変  検査及び画像診断等の判断料又は診断料を算定できる診療

行為のグループ区分を表す。 

 

  ０：「１」から「４２」以外の診療行為 

  １：尿・糞便等検査 

  ２：血液学的検査 

  ３：生化学的検査（Ⅰ） 

  ４：生化学的検査（Ⅱ） 

  ５：免疫学的検査 

  ６：微生物学的検査 

  ８：基本的検体検査 

 １１：呼吸機能検査 

 １３：脳波検査 

 １４：神経・筋検査（筋電図検査） 

 １５：ラジオアイソトープ検査 

 １６：眼科学的検査 

 １７：遺伝子関連・染色体検査判断料 

 １８：神経・筋検査（その他） 

 ３１：核医学診断 

（「Ｅ１０１－２」から「Ｅ１０１－５」） 

 ３２：核医学診断（「３１：核医学診断」以外） 

 ３３：コンピューター断層診断 

 ４０：病理診断 ※ 

 ４１：病理診断（組織診断） 

 ４２：病理診断（細胞診断） 

 

※ 「４０：病理診断」は、「４１：病理診断（組織診

断）」及び「４２：病理診断（細胞診断）」を含む。 

 

３２ 逓減対象区分 数字 １ 固定  算定回数によって逓減計算の対象となる診療行為であるか

否かを表す。 

 

 ＜基本項目＞ 

 ０：逓減計算の対象とならない診療行為 

 １：逓減計算の対象となる診療行為 

 ＜加算項目、通則加算項目＞ 

 ０：逓減コード以外の診療行為 

 １：逓減コード自体 

 

 加算コードの構成は、「別紙８」の３のとおりである。 

 

３３ 包括逓減区分 数字 ３ 可変  逓減する対象検査等のグループ区分を表す。 
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項番 項 目 名 
形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

 包括逓減区分コードは「別紙７－１０」のとおりである。 

 

 

 

 基準適合識別  

３４  適合区分 数字 １ 固定 

 

 当該診療行為が基準を満たさない場合、逓減した点数を算

定する診療行為であるか否かを表す。 

 

 ０：「１」及び「２」以外の診療行為 

 １：逓減コード自体 

 ２：基準を満たさない場合、逓減した点数を算定する診療

行為 

 

３５  対象施設基準 数字 ４ 可変 

 

 基準を満たさない場合、逓減した点数を算定する診療行為

の要件が、施設基準に関するものであるか否かを表す。 

 

 施設基準コードは「別紙７－８」のとおりである。 

 

３６ 

～ 

４５ 

施設基準①～⑩ 施設基準を要する診療行為に、先頭から最大１０項目まで施

設基準コードを設定する。 

 

 施設基準コード 数字 ４ 可変  施設基準を要する診療行為であるか否かを表す。 

 

 施設基準コードは「別紙７－８」のとおりである。 

 

４６ 通則加算グループ 英数 ４ 固定  基本・通則加算対応テーブルの参照先グループ番号を表

す。 

 

４７ 基本加算グループ 英数 ４ 固定  基本・基本加算対応テーブルの参照先グループ番号を表

す。 

 

４８ 注加算グループ 英数 ４ 固定  基本・注加算対応テーブルの参照先グループ番号を表す。 

 

４９ 手技・材料加算グルー

プ 

英数 ４ 固定  手技・材料加算対応テーブルの参照先グループ番号を表

す。 

 

５０ 算定回数限度テーブル

関連識別 

数字 １ 固定  算定回数限度テーブルとの関連の有無を表す。 

 

 ０：関連なし 

 １：関連あり 

 

５１ きざみテーブル関連識

別 

数字 １ 固定  きざみテーブルとの関連の有無を表す。 

 

 ０：関連なし 

 １：関連あり（診療行為数量データ１の記録が必要） 

 ２：関連あり（診療行為数量データ１、２の記録が必要） 
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項番 項 目 名 
形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

 きざみ値による計算対象の診療行為は、原則、記録条件仕

様に規定する歯科診療行為レコードの「診療行為数量データ

１」（６歳未満の自己血貯血又は自己血輸血の場合は「診療

行為数量データ２」を含む。）欄（「きざみテーブル」内に

おいて「数量データ」という。）の値により算定する点数が

３段階以上あり、同一点数の数量データの範囲ときざみ値ご

とに加算する点数が一定である診療行為を設定の対象とす

る。 

 

５２ 年齢制限テーブル関連

識別 

数字 １ 固定  年齢制限テーブルとの関連の有無を表す。 

 

 ０：関連なし 

 １：関連あり 

 

５３ 併算定背反テーブル関

連識別 

数字 １ 固定  併算定背反テーブルとの関連の有無を表す。 

 

 ０：関連なし 

 １：関連あり 

 

５４ 実日数テーブル関連識

別 

数字 １ 固定  実日数テーブルとの関連の有無を表す。 

 

 ０：関連なし 

 １：関連あり 

 

５５ 予備 数字 ３ 可変  未使用：「０」を設定する。 

５６ 予備 数字 ３ 可変  未使用：「０」を設定する。 

５７ 変更年月日 数字 ８ 固定  当該診療行為の情報に変更等が生じた場合、適用となる日

付を西暦年「４桁」、月「２桁」及び日「２桁」の８桁で表

す。 

 

５８ 廃止年月日 数字 ８ 固定  当該診療行為の使用が可能な最終日付を西暦年「４桁」、

月「２桁」及び日「２桁」の８桁で表す。 

 なお、廃止した歯科診療行為コード以外は「９９９９９９

９９」を設定する。 

 

５９ 長時間麻酔管理加算 英数 １ 固定  長時間麻酔管理加算を算定可能な診療行為であるか否かを

表す。 

 

＜基本項目＞ 

 ０：「１」及び「２」以外の診療行為 

 １：長時間麻酔管理加算を算定可能な診療行為 

 ２：医科点数表のＬ００８に掲げるマスク又は気管内挿管

による閉鎖循環式全身麻酔の実施時間が８時間を超え、長時

間麻酔管理加算を算定する場合に実施している必要がある手

術 

 ＜加算項目、通則加算項目＞ 

 ０：長時間麻酔管理加算以外の診療行為 
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項番 項 目 名 
形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

 １：長時間麻酔管理加算自体 

 

６０ 悪性腫瘍病理組織標本

加算 

英数 １ 固定 悪性腫瘍病理組織標本加算の算定要件を満たす診療行為であ

るか否かを表す。 

 ＜基本項目、合成項目、準用項目＞ 

 ０：「１」以外の診療行為 

 １：悪性腫瘍病理組織標本加算を算定する場合に実施して

いる必要がある診療行為 

 

 ＜加算項目、通則加算項目＞ 

 ０：悪性腫瘍病理組織標本加算以外の診療行為 

 １：悪性腫瘍病理組織標本加算自体 

 

６１ 看護職員処遇改善評価

料等 

英数 １ 固定  看護職員処遇改善評価料又は入院ベースアップ評価料を算

定可能な診療行為であるか否かを表す。 

 

 ０：「１」及び「２」以外の診療行為 

 １：看護職員処遇改善評価料等を算定可能な診療行為 

 ２：看護職員処遇改善評価料等自体 

 

６２ 歯科外来・在宅ベース

アップ評価料（１） 

英数 １ 固定 歯科外来・在宅ベースアップ評価料（１）を算定可能な診

療行為であるか否かを表す。 

 

 ０：「１」から「８」以外の診療行為 

 １：歯科外来・在宅ベースアップ評価料（１）（初診時）

を算定可能な診療行為 

 ２：歯科外来・在宅ベースアップ評価料（１）（初診時）

自体 

 ３：歯科外来・在宅ベースアップ評価料（１）（再診時

等）を算定可能な診療行為 

 ４：歯科外来・在宅ベースアップ評価料（１）（再診時

等）自体 

 ５：歯科外来・在宅ベースアップ評価料（１）（歯科訪問

診療時）イを算定可能な診療行為 

 ６：歯科外来・在宅ベースアップ評価料（１）（歯科訪問

診療時）イ自体 

 ７：歯科外来・在宅ベースアップ評価料（１）（歯科訪問

診療時）ロを算定可能な診療行為 

 ８：歯科外来・在宅ベースアップ評価料（１）（歯科訪問

診療時）ロ自体 

 

６３ 歯科外来・在宅ベース

アップ評価料（２） 

英数 １ 固定 歯科外来・在宅ベースアップ評価料（２）であるか否かを

表す。 

 

 ０：「１」及び「２」以外の診療行為 

 １：歯科外来・在宅ベースアップ評価料（２）（初診又は

歯科訪問診療）自体 

 ２：歯科外来・在宅ベースアップ評価料（２）（再診時

等）自体 
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項番 項 目 名 
形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

 

６４ 予備４歯科物価対応料

区分 

数字

英数 

３１ 可変固

定 

 未使用：「０」を設定する。 歯科物価対応料に関する診

療行為であるか否かを表す。 

 

 ０：「１」及び「２」以外の診療行為 

 １：歯科物価対応料自体 

 ２：歯科物価対応料に関する診療行為 

 

６５ 予備５歯科物価対応料

グループ区分 

数字

英数 

３ 可変固

定 

 未使用：「０」を設定する。 歯科物価対応料を算定でき

る診療行為のグループ区分を表す。 

 

 歯科物価対応料グループ区分コードは「別紙７－１５」の

とおりである。 

 

６６ 公表順序番号 数字 ９ 可変  歯科点数表に規定する区分番号等に基づき診療行為の順序

番号を設定する。 

 

６７ 予備 数字 １ 可変  未使用：「０」を設定する。 

６８ 予備 数字 １ 可変  未使用：「０」を設定する。 

６９ 予備 数字 １ 可変  未使用：「０」を設定する。 

７０ 予備 数字 １ 可変  未使用：「０」を設定する。 

７１ 予備 数字 １ 可変  未使用：「０」を設定する。 

７２ 予備 数字 １ 可変  未使用：「０」を設定する。 

７３ 予備 数字 １ 可変  未使用：「０」を設定する。 

７４ 予備 数字 １ 可変  未使用：「０」を設定する。 

７５ 予備 数字 １ 可変  未使用：「０」を設定する。 

７６ 予備 数字 １ 可変  未使用：「０」を設定する。 
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イ 基本・通則加算対応テーブル 

項番 項 目 名 
形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

１ 変更区分 数字 １ 固定  マスター内容の異動状況を表す。 

 

 ０：前マスターの内容と同じであることを表す。 

 １：抹消 

 ２：復活 

 ３：新規 

 ５：変更 

 ９：廃止 

 

 「９：廃止」は、当該コードが使用できなくなったことを

表す。 

 次回のマスター更新時に、当該コードを削除する。 

 

２ グループ番号 英数 ４ 固定  基本テーブルの項番４６「通則加算グループ」に設定した

コードを表す。 

 

 通則加算項目     

３  加算コード 英数 ５ 固定  加算項目ごとに重複しないコードを設定する。 

 

 加算コードの構成は、「別紙８」の３のとおりである。 

 

４  歯科診療行為コード 数字 ９ 固定  項番２「グループ番号」に対応する診療行為に加算可能な

歯科診療行為コードを設定する。 

 

  診療行為名称     項番２「グループ番号」に対応する診療行為に加算可能な

診療行為名称を設定する。 

 

５   基本名称 漢字 200 可変  漢字：１００文字 

 歯科点数表等に基づく診療行為名称を設定する。 

 

６  加算識別 数字 ２ 固定  項番２「グループ番号」の同一コード内で、併算定が可能

な診療行為を単位ごとに識別コードを設定する。 

 

７ 変更年月日 数字 ８ 固定  当該診療行為の情報に変更等が生じた場合、適用となる日

付を西暦年「４桁」、月「２桁」及び日「２桁」の８桁で表

す。 

 

８ 廃止年月日 数字 ８ 固定  当該診療行為の使用が可能な最終日付を西暦年「４桁」、

月「２桁」及び日「２桁」の８桁で表す。 

 なお、廃止した歯科診療行為コード以外は「９９９９９９

９９」を設定する。 

 

９ 予備 数字 ３ 可変  未使用：「０」を設定する。 
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ウ 基本・基本加算対応テーブル 

項番 項 目 名 
形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

１ 変更区分 数字 １ 固定  マスター内容の異動状況を表す。 

 

 ０：前マスターの内容と同じであることを表す。 

 １：抹消 

 ２：復活 

 ３：新規 

 ５：変更 

 ９：廃止 

 

 「９：廃止」は、当該コードが使用できなくなったことを

表す。 

 次回のマスター更新時に、当該コードを削除する。 

 

２ グループ番号 英数 ４ 固定  基本テーブルの項番４７「基本加算グループ」に設定した

コードを表す。 

 基本加算項目  

３  加算コード 英数 ５ 固定  加算項目ごとに重複しないコードを設定する。 

 

 加算コードの構成は、「別紙８」の３のとおりである。 

４  歯科診療行為コード 数字 ９ 固定  項番２「グループ番号」に対応する診療行為に加算可能な

歯科診療行為コードを設定する。 

  診療行為名称     項番２「グループ番号」に対応する診療行為に加算可能な

診療行為名称を設定する。 

５   基本名称 漢字 200 可変  漢字：１００文字 

 歯科点数表等に基づく診療行為名称を設定する。 

６  加算識別 数字 ２ 固定  項番２「グループ番号」の同一コード内で、併算定が可能

な診療行為を単位ごとに識別コードを設定する。 

７ 変更年月日 数字 ８ 固定  当該診療行為の情報に変更等が生じた場合、適用となる日

付を西暦年「４桁」、月「２桁」及び日「２桁」の８桁で表

す。 

８ 廃止年月日 数字 ８ 固定  当該診療行為の使用が可能な最終日付を西暦年「４桁」、

月「２桁」及び日「２桁」の８桁で表す。 

 なお、廃止した歯科診療行為コード以外は「９９９９９９

９９」を設定する。 

９ 予備 数字 ３ 可変  未使用：「０」を設定する。 
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エ 基本・注加算対応テーブル 

項番 項 目 名 
形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

１ 変更区分 数字 １ 固定  マスター内容の異動状況を表す。 

 

 ０：前マスターの内容と同じであることを表す。 

 １：抹消 

 ２：復活 

 ３：新規 

 ５：変更 

 ９：廃止 

 

 「９：廃止」は、当該コードが使用できなくなったことを

表す。 

 次回のマスター更新時に、当該コードを削除する。 

 

２ グループ番号 英数 ４ 固定  基本テーブルの項番４８「注加算グループ」に設定したコ

ードを表す。 

 注加算項目  

３  加算コード 英数 ５ 固定  加算項目ごとに重複しないコードを設定する。 

 

 加算コードの構成は、「別紙８」の３のとおりである。 

４  歯科診療行為コード 数字 ９ 固定  項番２「グループ番号」に対応する診療行為に加算可能な

歯科診療行為コードを設定する。 

  診療行為名称  項番２「グループ番号」に対応する診療行為に加算可能な

診療行為名称を設定する。 

５   基本名称 漢字 200 可変  漢字：１００文字 

 歯科点数表等に基づく診療行為名称を設定する。 

６  加算識別 数字 ２ 固定  項番２「グループ番号」の同一コード内で、併算定が可能

な診療行為を単位ごとに識別コードを設定する。 

７ 変更年月日 数字 ８ 固定  当該診療行為の情報に変更等が生じた場合、適用となる日

付を西暦年「４桁」、月「２桁」及び日「２桁」の８桁で表

す。 

８ 廃止年月日 数字 ８ 固定  当該診療行為の使用が可能な最終日付を西暦年「４桁」、

月「２桁」及び日「２桁」の８桁で表す。 

 なお、廃止した歯科診療行為コード以外は「９９９９９９

９９」を設定する。 

９ 予備 数字 ３ 可変  未使用：「０」を設定する。 
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オ 手技・材料加算対応テーブル 

項番 項 目 名 
形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

１ 変更区分 数字 １ 固定  マスター内容の異動状況を表す。 

 

 ０：前マスターの内容と同じであることを表す。 

 １：抹消 

 ２：復活 

 ３：新規 

 ５：変更 

 ９：廃止 

 

 「９：廃止」は、当該コードが使用できなくなったことを

表す。 

 次回のマスター更新時に、当該コードを削除する。 

 

２ グループ番号 英数 ４ 固定  基本テーブルの項番４９「手技・材料加算グループ」に設

定したコードを表す。 

 手技・材料加算項目  

３  加算コード 英数 ５ 固定  加算項目ごとに重複しないコードを設定する。 

 

 加算コードの構成は、「別紙８」の３のとおりである。 

４  歯科診療行為コード 数字 ９ 固定  項番２「グループ番号」に対応した診療行為に加算可能な

歯科診療行為コードを設定する。 

  診療行為名称  項番２「グループ番号」に対応した診療行為に加算可能な

診療行為名称を設定する。 

５   基本名称 漢字 200 可変  漢字：１００文字 

 歯科点数表等に基づく診療行為名称を設定する。 

６  加算識別 数字 ２ 固定  項番２「グループ番号」の同一コード内で、併算定が可能

な診療行為を単位ごとに識別コードを設定する。 

７ 変更年月日 数字 ８ 固定  当該診療行為の情報に変更等が生じた場合、適用となる日

付を西暦年「４桁」、月「２桁」及び日「２桁」の８桁で表

す。 

８ 廃止年月日 数字 ８ 固定  当該診療行為の使用が可能な最終日付を西暦年「４桁」、

月「２桁」及び日「２桁」の８桁で表す。 

 なお、廃止した歯科診療行為コード以外は「９９９９９９

９９」を設定する。 

９ 予備 数字 ３ 可変  未使用：「０」を設定する。 
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カ 算定回数限度テーブル 

項番 項 目 名 
形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

１ 変更区分 数字 １ 固定  マスター内容の異動状況を表す。 

 

 ０：前マスターの内容と同じであることを表す。 

 １：抹消 

 ２：復活 

 ３：新規 

 ５：変更 

 ９：廃止 

 

 「９：廃止」は、当該コードが使用できなくなったことを

表す。 

 次回のマスター更新時に、当該コードを削除する。 

 

２ 歯科診療行為コード 数字 ９ 固定  基本テーブルに対応した歯科診療行為コードを設定する。 

 告示番号  歯科点数表に規定する診療行為の区分番号及び項番（「Ａ

０００」等）を設定する。 

３  区分 英数 １ 固定  区分番号のアルファベット部を設定する。 

４  区分番号 数字 ３ 固定  区分番号（アルファベット部を除く。）を設定する。 

５  枝番 数字 ２ 固定  区分番号の枝番を設定する。 

６  項番 数字 ３ 固定  項番を設定する。 

７ 加算コード 英数 ５ 固定  加算項目ごとに重複しないコードを設定する。 

 加算コードの構成は、「別紙８」の３のとおりである。 

 診療行為名称  

８  基本名称 漢字 200 可変  漢字：１００文字 

 歯科点数表等に基づく診療行為名称を設定する。 

９  省略名称 漢字 ６４ 可変  漢字：３２文字 

 出力紙レセプト等に出力する名称（省略名称）を設定す

る。 

１０ 算定単位 数字 ３ 固定  単位コード一覧は「別紙４－１」のとおりである。 

１１ 算定回数限度 数字 ３ 可変  当該診療行為の算定可能な回数を表す。 

１２ 上限回数エラー処理 数字 １ 固定  当該診療行為の算定回数が、上限回数を超えた場合の処理

を表す。 

 

 ０：上限回数を確認する。 

 １：上限回数を算定する。 

 

１３ 変更年月日 数字 ８ 固定  当該診療行為の情報に変更等が生じた場合、適用となる日

付を西暦年「４桁」、月「２桁」及び日「２桁」の８桁で表

す。 

１４ 廃止年月日 数字 ８ 固定  当該診療行為の使用が可能な最終日付を西暦年「４桁」、

月「２桁」及び日「２桁」の８桁で表す。 

 なお、廃止した歯科診療行為コード以外は「９９９９９９

９９」を設定する。 

１５ 予備 数字 ３ 可変  未使用：「０」を設定する。 
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キ きざみテーブル 

項番 項 目 名 
形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

１ 変更区分 数字 １ 固定  マスター内容の異動状況を表す。 

 

 ０：前マスターの内容と同じであることを表す。 

 １：抹消 

 ２：復活 

 ３：新規 

 ５：変更 

 ９：廃止 

 

 「９：廃止」は、当該コードが使用できなくなったことを

表す。 

 次回のマスター更新時に、当該コードを削除する。 

 

２ 歯科診療行為コード 数字 ９ 固定  基本テーブルに対応した歯科診療行為コードを設定する。 

 告示番号  歯科点数表に規定する診療行為の区分番号及び項番（「Ａ

０００」等）を設定する。 

３  区分 英数 １ 固定  区分番号のアルファベット部を設定する。 

４  区分番号 数字 ３ 固定  区分番号（アルファベット部を除く。）を設定する。 

５  枝番 数字 ２ 固定  区分番号の枝番を設定する。 

６  項番 数字 ３ 固定  項番を設定する。 

７ 加算コード 英数 ５ 固定  加算項目ごとに重複しないコードを設定する。 

 

 加算コードの構成は、「別紙８」の３のとおりである。 

 診療行為名称  

８  基本名称 漢字 200 可変  漢字：１００文字 

 歯科点数表等に基づく診療行為名称を設定する。 

９  省略名称 漢字 ６４ 可変  漢字：３２文字 

 出力紙レセプト等に出力する名称（省略名称）を設定す

る。 

１０ 点数等識別 数字 １ 固定  項番１１「点数」に設定した点数等の種別を表す。 

 

 ０：廃止診療行為 

 １：金額 

 ３：点数（プラス） 

 ４：購入価格（点数） 

 ５：％加算 

 ６：％減算 

 ７：減点診療行為 

 ８：点数（マイナス） 

 

 点数識別の詳細は「別紙７－１」のとおりである。 

 

１１ 点数 数字 １０ 可変  整数部「７桁」、小数点「１桁」及び小数部「２桁」の組

み合わせで設定する。 
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項番 項 目 名 
形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

１２ きざみ単位 数字 ３ 可変  数量等の単位（「分」等）を表す。 

 

 単位コード一覧は「別紙４－１」のとおりである。 

１３ きざみ下限値 数字 ８ 可変  数量データの下限値を表す。 

 下限値の制限がない場合は「０」を設定する。 

１４ きざみ上限値 数字 ８ 可変  数量データの上限値を表す。 

 上限値の制限がない場合は「９９９９９９９９」を設定す

る。 

１５ きざみ値 数字 ８ 可変  項番１６「きざみ点数」を適用する数量データの単位を表

す。 

１６ きざみ点数 数字 １０ 可変  整数部「７桁」、小数点「１桁」及び小数部「２桁」の組

み合わせで設定する。 

１７ きざみ上下限エラー処

理 

数字 １ 固定  当該診療行為の数量データが「下限値－きざみ値」以下又は

「上限値」を超えた場合の処理を表す。 

 きざみ上下限エラー処理は、下表の区分により「０」から

「３」の値を設定する。 

 

 きざみ上下限エラー処理の設定条件は「別紙７－７」のとおり

である。 

 

 上下限エラー処理 

データ範囲 
０ １ ２ ３ 

 
データ≦（下限値－きざみ値） 基本点数 基本点数 

点数算定せず 
（返戻） 

点数算定せず 
（返戻） 

 
（下限値－きざみ値）＜データ≦下限値 基本点数 基本点数 基本点数 基本点数 

 
下限値＜データ≦上限値 点数算定式１ 点数算定式１ 点数算定式１ 点数算定式１ 

 
上限値＜データ 

点数算定式１ 
（警告） 

点数算定式２ 
点数算定式１ 
（警告） 

点数算定式２ 

 

 点数算定式１ 
                     データ － 下限値    
   基本点数 ＝  基本点数 ＋                 × きざみ点数 
                       きざみ値 
 
 
点数算定式２ 

                     上限値 － 下限値    
   基本点数 ＝  基本点数 ＋                 × きざみ点数 
                       きざみ値 
 
 
           ：切り上げ        ：四捨五入 

 

１８ 変更年月日 数字 ８ 固定  当該診療行為の情報に変更等が生じた場合、適用となる日

付を西暦年「４桁」、月「２桁」及び日「２桁」の８桁で表

す。 
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項番 項 目 名 
形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

１９ 廃止年月日 数字 ８ 固定  当該診療行為の使用が可能な最終日付を西暦年「４桁」、

月「２桁」及び日「２桁」の８桁で表す。 

 なお、廃止した歯科診療行為コード以外は「９９９９９９

９９」を設定する。 

２０ 予備 数字 ３ 可変  未使用：「０」を設定する。 
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ク 年齢制限テーブル 

項番 項 目 名 
形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

１ 変更区分 数字 １ 固定  マスター内容の異動状況を表す。 

 

 ０：前マスターの内容と同じであることを表す。 

 １：抹消 

 ２：復活 

 ３：新規 

 ５：変更 

 ９：廃止 

 

 「９：廃止」は、当該コードが使用できなくなったことを

表す。 

 次回のマスター更新時に、当該コードを削除する。 

 

２ 歯科診療行為コード 数字 ９ 固定  基本テーブルに対応した歯科診療行為コードを設定する。 

 告示番号  歯科点数表に規定する診療行為の区分番号及び項番（「Ａ

０００」等）を設定する。 

３  区分 英数 １ 固定  区分番号のアルファベット部を設定する。 

４  区分番号 数字 ３ 固定  区分番号（アルファベット部を除く。）を設定する。 

５  枝番 数字 ２ 固定  区分番号の枝番を設定する。 

６  項番 数字 ３ 固定  項番を設定する。 

７ 加算コード 英数 ５ 固定  加算項目ごとに重複しないコードを設定する。 

 

 加算コードの構成は、「別紙８」の３のとおりである。 

 診療行為名称  

８  基本名称 漢字 200 可変  漢字：１００文字 

 歯科点数表等に基づく診療行為名称を設定する。 

９  省略名称 漢字 ６４ 可変  漢字：３２文字 

 出力紙レセプト等に出力する名称（省略名称）を設定す

る。 

１０ 下限年齢 英数 ２ 固定  当該診療行為を算定可能な年齢の下限値を表す。 

 

 （算定可能な年齢 ≧ 下限年齢） 

 

 下限年齢に制限がない場合は「００」を設定する。 

 数字２桁以外の設定値は、以下を用いる。 

 ＡＡ：生後２８日 

 

１１ 上限年齢 英数 ２ 固定  当該診療行為を算定可能な年齢の「上限値＋１」を表す。 

 

 （算定可能な年齢 ＜ 上限年齢） 

 

 上限年齢に制限がない場合は「００」を設定する。 

 数字２桁以外の設定値は、以下を用いる。 

 ＡＡ：生後２８日 

 Ｂ３：３歳に達した日の翌月の１日 

 ＢＦ：１５歳に達した日の翌月の１日 
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項番 項 目 名 
形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

１２ 変更年月日 数字 ８ 固定  当該診療行為の情報に変更等が生じた場合、適用となる日

付を西暦年「４桁」、月「２桁」及び日「２桁」の８桁で表

す。 

１３ 廃止年月日 数字 ８ 固定  当該診療行為の使用が可能な最終日付を西暦年「４桁」、

月「２桁」及び日「２桁」の８桁で表す。 

 なお、廃止した歯科診療行為コード以外は「９９９９９９

９９」を設定する。 

１４ 予備 数字 ３ 可変  未使用：「０」を設定する。 
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ケ 併算定背反テーブル 

項番 項 目 名 
形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

１ 変更区分 数字 １ 固定  マスター内容の異動状況を表す。 

 

 ０：前マスターの内容と同じであることを表す。 

 １：抹消 

 ２：復活 

 ３：新規 

 ５：変更 

 ９：廃止 

 

 「９：廃止」は、当該コードが使用できなくなったことを

表す。 

 次回のマスター更新時に、当該コードを削除する。 

 

２ 歯科診療行為コード 数字 ９ 固定  基本テーブルに対応した歯科診療行為コードを設定する。 

 告示番号  歯科点数表に規定する診療行為の区分番号及び項番（「Ａ

０００」等）を設定する。 

３  区分 英数 １ 固定  区分番号のアルファベット部を設定する。 

４  区分番号 数字 ３ 固定  区分番号（アルファベット部を除く。）を設定する。 

５  枝番 数字 ２ 固定  区分番号の枝番を設定する。 

６  項番 数字 ３ 固定  項番設定する。 

７ 加算コード 英数 ５ 固定  加算項目ごとに重複しないコードを設定する。 

 

 加算コードの構成は、「別紙８」の３のとおりである。 

 診療行為名称  

８  基本名称 漢字 200 可変  漢字：１００文字 

 歯科点数表等に基づく診療行為名称を設定する。 

９  省略名称 漢字 ６４ 可変  漢字：３２文字 

 出力紙レセプト等に出力する名称（省略名称）を設定す

る。 

１０ 

～ 

９９ 

背反１～１０  

 算定可否 数字 １ 固定  項番２「歯科診療行為コード」に対する算定可否を表す。 

 

 ０：算定不可 

 １：算定可 

 ２：どちらか一方算定可 

 

 歯科診療行為コード 数字 ９ 固定  項番２「歯科診療行為コード」と背反関係にある歯科診療

行為コードを設定する。 

  告示番号  歯科点数表に規定する診療行為の区分番号及び項番（「Ａ

０００」等）を設定する。 

   区分 英数 １ 固定  区分番号のアルファベット部を設定する。 

   区分番号 数字 ３ 固定  区分番号（アルファベット部を除く。）を設定する。 

   枝番 数字 ２ 固定  区分番号の枝番を設定する。 

   項番 数字 ３ 固定  項番を設定する。 
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項番 項 目 名 
形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

  加算コード 英数 ５ 固定  加算項目ごとに重複しないコードを設定する。 

 

 加算コードの構成は、「別紙８」の３のとおりである。 

  診療行為名称  項番２「歯科診療行為コード」と背反関係にある診療行為

の名称を設定する。 

   基本名称 漢字 200 可変  漢字：１００文字 

 歯科点数表等に基づく診療行為名称を設定する。 

   省略名称 漢字 ６４ 可変  漢字：３２文字 

 出力紙レセプト等に出力する名称（省略名称）を設定する。 

100 変更年月日 数字 ８ 固定  当該診療行為の情報に変更等が生じた場合、適用となる日

付を西暦年「４桁」、月「２桁」及び日「２桁」の８桁で表

す。 

101 廃止年月日 数字 ８ 固定  当該診療行為の使用が可能な最終日付を西暦年「４桁」、

月「２桁」及び日「２桁」の８桁で表す。 

 なお、廃止した歯科診療行為コード以外は「９９９９９９

９９」を設定する。 

102 予備 数字 ３ 可変  未使用：「０」を設定する。 

103 予備 数字 ３ 可変  未使用：「０」を設定する。 

104 予備 数字 ３ 可変  未使用：「０」を設定する。 
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コ 実日数関連テーブル 

項番 項 目 名 
形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

１ 変更区分 数字 １ 固定  マスター内容の異動状況を表す。 

 

 ０：前マスターの内容と同じであることを表す。 

 １：抹消 

 ２：復活 

 ３：新規 

 ５：変更 

 ９：廃止 

 

 「９：廃止」は、当該コードが使用できなくなったことを

表す。 

 次回のマスター更新時に、当該コードを削除する。 

 

２ 歯科診療行為コード 数字 ９ 固定  基本テーブルに対応した歯科診療行為コードを設定する。 

 告示番号  歯科点数表に規定する診療行為の区分番号及び項番（「Ａ

０００」等）を設定する。 

３  区分 英数 １ 固定  区分番号のアルファベット部を設定する。 

４  区分番号 数字 ３ 固定  区分番号（アルファベット部を除く。）を設定する。 

５  枝番 数字 ２ 固定  区分番号の枝番を設定する。 

６  項番 数字 ３ 固定  項番を設定する。 

７ 加算コード 英数 ５ 固定  加算項目ごとに重複しないコードを設定する。 

 

 加算コードの構成は、「別紙８」の３のとおりである。 

 

 診療行為名称     

８  基本名称 漢字 200 可変  漢字：１００文字 

 歯科点数表等に基づく診療行為名称を設定する。 

 

９  省略名称 漢字 ６４ 可変  漢字：３２文字 

 出力紙レセプト等に出力する名称（省略名称）を設定する。 

 

１０ 実日数 数字 １ 固定  算定回数が診療実日数に関する診療行為であるか否かを表

す。 

 

 ０：診療実日数と関連しない診療行為 

 １：算定回数が診療実日数以下の診療行為 

 ２：初診料、再診料、外来診療料等 

 ３：入院基本料、特定入院料 

 ４：外泊 

 

１１ 日数・回数 数字 １ 固定  項番１０「実日数」の細分化する情報を、下表に基づき設定す

る。 

 

 設定条件と対象診療行為は「別紙７－４」のとおりである。 
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項番 項 目 名 
形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

  

  項番 実日数 日数・回数 対 象 診 療 行 為 

  １ ０ ０ 当該診療行為の算定回数と実日数の確認を要しない診療行為 

  ２ １ ０ 当該診療行為の算定回数が実日数以下である確認を要する診療行為 

  ３ 
２ 

１ 初診料 

  ４ ２ 再診料、外来診療料自体、又は再診料、外来診療料が含まれる診療行為 

  ５ ３ ３ 入院基本料、特定入院料 

  ６ ４ ０ 外泊 

  

１２ 変更年月日 数字 ８ 固定  当該診療行為の情報に変更等が生じた場合、適用となる日

付を西暦年「４桁」、月「２桁」及び日「２桁」の８桁で表

す。 

１３ 廃止年月日 数字 ８ 固定  当該診療行為の使用が可能な最終日付を西暦年「４桁」、

月「２桁」及び日「２桁」の８桁で表す。 

 なお、廃止した歯科診療行為コード以外は「９９９９９９

９９」を設定する。 

１４ 予備 数字 ３ 可変  未使用：「０」を設定する。 
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（９） 調剤行為マスター 

項番 項 目 名 
形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

１ 変更区分 数字 １ 固定  マスター内容の異動状況を表す。 

 

 ０：前マスターの内容と同じであることを表す。 

 ３：新規 

 ５：変更 

 ９：廃止 

 

 「９：廃止」は、当該コードが使用できなくなったこと

を表す。 

 次回のマスター更新時に、当該コードを削除する。 

 

２ マスター識別 英数 １ 固定  「Ｍ」を設定する。 

 （調剤行為マスターであることを表す。） 

３ 調剤行為コード 数字 ９ 固定  

  区分  (1)   調剤行為コードを表す「４」を設定する。 

  番号  (8)   調剤行為ごとに重複しない番号を設定する。 

 調剤行為名称  出力紙レセプト等に出力する名称（省略名称）を設定す

る。 

４  漢字有効桁数 数字 ２ 可変  項番５「漢字名称」の文字数を表す。 

５  漢字名称 漢字 ６４ 可変  漢字：３２文字 

６  カナ有効桁数 数字 ２ 可変  項番７「カナ名称」の文字数を表す。 

７  カナ名称 英数 

カナ 

２０ 可変  半角英数カナ：２０文字 

 項番５「漢字名称」のカナ名称を表す。 

８ レセプト表示用記号コ

ード 

数字 ３ 固定  出力紙レセプト等に出力する加算料及び薬学管理料の記

号に対応したコードを設定する。 

 

 レセプト表示用記号コードは、「別紙９－１」のとおり

である。 

９ レセプト表示順番号 数字 ３ 固定  出力紙レセプト等に出力する記号の表示順を設定する。 

 加算料及び薬学管理料以外の場合は「０００」を設定す

る。 

１０ 新又は現点数点数識別 数字 １ 固定  項番１２「新又は現点数（基本点数）」に設定した点数

等の種別を表す。 

 

 ３：点数（プラス） 

 ５：％加算 

 ６：％減算 

 ７：分数減算 

 ８：整数倍点数 

 ９：点数（マイナス） 

 

なお、「６：％減算」において、複数の医療機関から

交付された処方箋を同時に受付けた場合の点数計算は、

「別紙９－２の１」のとおりである。 

 



- 75 - 

項番 項 目 名 
形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

１１ 調剤数量計算フラグ 数字 １ 固定  調剤数量により算定する調剤行為であるか否かを表す。 

 

 ０：調剤数量により算定しない調剤行為 

 １：調剤数量により算定する調剤行為 

 点数計算  ２９   点数の計算方法は「別紙９－２の２～４」のとおりであ

る。 

１２  新又は現点数(基本

点数) 

数字 (9) 可変  下２桁を小数点以下とする９桁の数字で設定する。 

１３  きざみ値計算識別 数字 (1) 固定  きざみ値により計算を行う調剤行為であるか否かを表

す。 

 

 ０：きざみ計算を行わない調剤行為 

 １：きざみ計算を行う調剤行為 

 

 きざみ値による計算の対象調剤行為の基準は、原則、記

録条件仕様に規定する調剤情報レコードの「調剤数量」欄

（以下「点数計算」の項において、単に「調剤数量」とい

う。）の値により、同一点数のデータの範囲ときざみ値ご

とに加算する点数が一定である調剤行為を設定対象とす

る。 

 

１４  下限値 数字 (3) 固定  調剤数量の下限値を表す。 

 下限値に制限がない場合は「０００」を設定する。 

１５  上限値 数字 (3) 固定  調剤数量の上限値を表す。 

 上限値に制限がない場合は「９９９」を設定する。 

１６  きざみ値 数字 (3) 可変  項番１７「きざみ点数」を適用する単位を表す。 

１７  きざみ点数 数字 (9) 可変  下２桁を小数点以下とする９桁の数字で設定する。 

１８  上下限エラー処理 数字 (1) 固定  「０」を設定し、調剤数量と項番１４「下限値」及び項

番１５「上限値」の値に応じた点数計算を行う。 

 

 なお、点数の計算方法は、「別紙９－２」のとおりであ

る。 

 減算項目     

１９  減算行為区分 数字 １ 固定  調剤基本料の減算等に関する調剤行為であるか否かを表

す。 

 

 ０：「１」及び「９」以外の調剤行為 

 １：調剤基本料の減算自体 

 ９：分割調剤の減算自体 

 

２０  減算対象行為区分 数字 １ 固定  減算対象の調剤行為であるか否かを表す。 

 

 ０：「１」から「５」以外の調剤行為 

 １：減算行為区分「１」の減算対象となる調剤行為 

 ４：減算行為区分「９」の減算対象となる調剤行為 

 ５：減算行為区分「１」及び「９」の減算対象となる調

剤行為 
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項番 項 目 名 
形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

２１ 調剤行為識別区分 数字 ２ 固定  調剤点数表等に規定する調剤行為の識別区分を表す。 

 

 １０：調剤基本料 

 １１：調剤基本料加算 

 １２：調剤基本料減算 

 ２０：薬剤調製料 

 ２１：薬剤調製料加算 

 ２２：薬剤調製料減算 

 ３０：薬学管理料 

 ３１：薬学管理料加算 

 ３２：薬学管理料減算 

 ４２：調剤基本料・薬剤調製料・薬学管理料減算 

４３：調剤管理料 

４４：調剤管理料（時間外等加算） 

４５：外来服薬支援料２ 

５０：その他 

 

２２ 包括識別区分 数字 １ 固定  調剤点数表等に規定する調剤行為の包括識別区分を表

す。 

 

 ０：「１」及び「２」以外の調剤行為 

 １：包括の調剤行為自体 

 ２：包括対象の調剤行為 

 

 予備     

２３  予備 数字 ３８ 可変  未使用：「０」を設定する。 

２４  予備 数字 ９ 可変  未使用：「０」を設定する。 

２５  予備 数字 ３ 可変  未使用：「０」を設定する。 

２６  予備 数字 ３ 可変  未使用：「０」を設定する。 

２７  予備 数字 ９ 可変  未使用：「０」を設定する。 

２８ 調剤行為種類（１） 数字 １ 固定  調剤点数表等に規定する調剤行為の区分を表す。 

 

 １：調剤基本料 

 ２：薬剤調製料 

 ３：加算料 

 ４：薬学管理料 

 ５：調剤基本料加算 

 ６：調剤基本料減算 

 ７：その他 

 

２９ 調剤行為種類（２） 数字 ２ 固定  調剤行為の種類を表す。 

 

 調剤行為種類（２）コードは、「別紙９－３」のとおり

である。 

 

３０ 後期高齢者適用区分 数字 １ 固定  当該調剤行為の保険適用区分（医療保険又は後期高齢者

医療）を表す。 
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項番 項 目 名 
形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

 

 ０：「１」及び「２」以外の調剤行為 

 １：医療保険に限り適用される調剤行為 

 ２：後期高齢者医療に限り適用される調剤行為 

 

 施設基準①～⑩  ３０   先頭から最大１０項目まで、施設基準コードを設定す

る。 

 

３１ 

～ 

４０ 

 施設基準コード 数字 (3) 固定  施設基準を要する調剤行為であるか否かを表す。 

 

 施設基準コードの設定方法は「別紙９－４」のとおりで

ある。 

 

４１ レセプト単位背反区分

コード 

数字 ２ 固定  レセプト単位で同時に算定できない調剤行為を、識別す

るためのコードを設定する。 

 同時に算定できる調剤行為は「００」を設定する。 

 

４２ 処方箋受付回単位背反

区分コード 

数字 ２ 固定  処方箋受付回単位で同時に算定できない調剤行為を、識

別するためのコードを設定する。 

 同時に算定できる調剤行為は「００」を設定する。 

 

４３ 調剤単位背反区分コー

ド 

数字 ２ 固定  調剤行為単位で同時に算定できない調剤行為を、識別す

るためのコードを設定する。 

 同時に算定できる調剤行為は「００」を設定する。 

 

４４ 麻薬・毒薬・覚醒剤原

料・向精神薬 

数字 １ 固定  麻薬、毒薬、覚醒剤原料又は向精神薬と関連する調剤行

為であるか否かを表す。 

 

 ０：「１」から「５」以外の調剤行為 

 １：麻薬 

 ２：毒薬 

 ３：覚醒剤原料 

 ５：向精神薬 

 

４５ 時間加算区分 数字 １ 固定  時間加算を算定可能な調剤行為であるか否かを表す。 

 

 ＜基本項目＞ 

 ０：時間加算を算定できない調剤行為 

 １：時間加算を算定可能な調剤行為 

 

 ＜注加算項目＞ 

 ０：「１」から「６」以外の調剤行為 

 １：時間外加算自体 

 ３：休日加算自体 

 ４：深夜加算自体 

 ５：時間外特例加算自体 

 ６：夜間・休日等加算自体 
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項番 項 目 名 
形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

＜その他の項目＞ 

８：基本項目、注加算項目以外の調剤行為 

※ 「基本項目」及び「注加算項目」の種別は、項番５６

「告示等識別区分（１）」を参照。 

 

４６ 剤形 数字 １ 固定  剤形に関係する調剤行為であるか否かを表す。 

 

 剤形コードは、「別紙９－５」のとおりである。 

 

 レセプト単位  

４７  上限回数 数字 ２ 固定  レセプト単位で調剤行為の算定可能な回数を表す。 

 算定回数に制限がない場合は「００」を設定する。 

４８  上限回数エラー処

理 

数字 １ 固定  算定回数が上限回数を超えた場合の処理方法を表す。 

 

 ０：算定回数を確認する。 

 １：上限回数にて算定する。 

 ２：上限回数を確認する。 

 

 処方箋受付回単位  

４９  上限回数 数字 ２ 固定  処方箋受付回１回当たりの算定可能な調剤行為の回数を

表す。 

 算定回数に制限がない場合は「００」を設定する。 

 

５０  上限回数エラー処

理 

数字 １ 固定  当該調剤行為の算定回数が、上限回数を超えた場合の処

理を表す。 

 

 ０：算定回数を確認する。 

 １：上限回数にて算定する。 

 

 注加算  

５１  コード 数字 ４ 可変  注加算が算定可能な調剤行為（基本項目）と、その注加

算（注加算項目）を関連付ける任意の同一番号を設定す

る。 

 

５２  通番 英数 １ 固定  同時に算定可能な注加算に、異なる番号を設定する。 

 なお、同時に算定できない注加算には同一番号を設定す

る。 

 基本項目は「０」を、注加算項目は「１」から「９」及

び「Ａ」から「Ｚ」を設定する。 

 

 注加算コードと注加算通番の関係は「別紙９－６」のと

おりである。 

 

 上下限年齢  

５３  下限年齢 英数 ２ 固定  当該調剤行為を算定可能な年齢の下限値を表す。 

 

 算定可能な年齢 ≧ 下限年齢 
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項番 項 目 名 
形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

 

 下限年齢に制限がない場合は「００」を設定する。 

５４  上限年齢 英数 ２ 固定  当該調剤行為を算定可能な年齢の「上限値＋１」を表

す。 

 

 算定可能な年齢 ＜ 上限年齢 

 

 上限年齢に制限がない場合は「００」を、新生児に限り

算定可能な場合は「ＡＡ」を設定する。 

 

５５ 薬学管理料区分 数字 １ 固定  調剤を行っていない月に、算定可能な医薬学管理料であ

るか否かを表す。 

 

 ０：算定できない薬学管理料及び薬学管理料以外の調剤

行為 

 １：算定可能な薬学管理料 

 

５６ 告示等識別区分（１） 数字 １ 固定  電子レセプトに記録する際の当該調剤行為の種別（取扱

い）を表す。 

 

 １：基本項目（告示） 

 ３：合成項目 

 ７：注加算項目 

 

５７ 告示等識別区分（２） 数字 １ 固定  調剤点数表に規定する調剤行為の種別（取扱い）を表

す。 

 

 １：基本項目（告示） 

 ３：合成項目 

 ７：注加算項目 

 

 旧点数     

５８  点数識別 数字 １ 固定  項番５９「旧点数」に設定した点数等の種別を表す。 

 

 ０：調剤報酬改定又はそれ以降に新設された調剤行為 

 ３：点数（プラス） 

 ５：％加算 

 ６：％減算 

 ７：分数減算 

 ８：整数倍点数 

 ９：点数（マイナス） 

 

５９  旧点数 数字 ９ 可変  調剤報酬改定前又は直近で適用された点数を、下２桁を

小数点以下とする９桁の数字で設定する。 

 

５８ 予備 数字 １ 固定  未使用：「０」を設定する。 

５９ 予備 数字 ９ 可変  未使用：「０」を設定する。 
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項番 項 目 名 
形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

６０ 変更年月日 数字 ８ 固定  当該調剤行為の情報に変更等が生じた場合、適用となる

日付を西暦年「４桁」、月「２桁」及び日「２桁」の８桁

で表す。 

 

 

６１ 廃止年月日 数字 ８ 固定  当該調剤行為の使用が可能な最終日付を西暦年「４

桁」、月「２桁」及び日「２桁」の８桁で表す。 

 なお、廃止した調剤行為コード以外は「９９９９９９９

９」を設定する。 

 

６２ 公表順序番号 数字 ９ 可変  項番６３「コード表用番号」に基づく順序番号を設定す

る。 

 

６３ コード表用番号 数字 １０ 固定  調剤点数表の節、区分番号及び項番に基づき設定する。 

 

６４ 告示・通知関連番号 数字 １０ 固定  調剤点数表に規定する調剤行為の点数を準用する調剤行

為（以下「準用項目」という。）の場合、準用元のコード

表用番号を設定する。 

準用項目以外は、「００００００００００」を設定す

る。 

 

６５ 異動関連 数字 ９ 可変  調剤報酬改定において、調剤行為の統合又は細分化等が

あった場合、従前の調剤行為コードを設定する。 

 なお、次回のマスター更新時に、「０」を設定する。 
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（10） 訪問看護療養費マスター 

    訪問看護療養費マスターは、基本テーブルと訪問看護療養費の算定要件等を設定した５つのテーブルで構

成する。 

ア 基本テーブル 

項番 項 目 名 

形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 

形式 

１ 変更区分 数字 １ 固定 マスター内容の異動状況を表す。 

０：前マスターの内容と同じであることを表す。 

１：抹消 

３：新規 

５：変更 

９：廃止 

 

「９：廃止」は、当該コードが使用できなくなったことを

表す。 

次回のマスター更新時に、当該コードを削除する。 

２ マスター種別 英数 １ 固定 「Ｒ」を設定する。 

（訪問看護療養費マスターであることを表す。） 

３ 訪問看護療養費コード 数字 ９ 固定  

 区分  (1)  訪問看護療養費コードを表す「５」を設定する。 

番号  (8)  訪問看護療養費ごとに重複しない番号を設定する。 

 告示番号 告示番号の設定は「別紙１０－１」とおりである。 

４  区分番号 数字 ２ 固定 区分番号を設定する。 

５ 枝番 数字 １ 固定 区分番号の枝番を設定する。 

６ 
 項番 

数字 ２ 固定 
項番を記録する。 

注番号は「００」を設定する。 

 訪問看護療養費名称  

７  基本名称 漢字 200 可変 漢字：１００文字 

名称を設定する。 

８  省略名称有効桁数 数字 ２ 可変 項番９「省略名称」の文字数を表す。 

９  省略名称 漢字 128 可変 漢字：６４文字 

出力紙レセプト等に出力する名称（省略名称）を設定す

る。 

１０ 省略カナ名称有効 

桁数 

数字 ２ 可変 項番１１「省略カナ名称」の文字数を表す。 

１１ 省略カナ名称 英数 

カナ 

２０ 可変 半角英数カナ：２０文字 

 

１２ データ規格コード 数字 ３ 可変 記録条件仕様に規定する訪問看護療養費レコードの「数

量データ」欄に（以下、「数量データ」という。）記録が必

要な訪問看護療養費の算定単位を表す。 

数量データの記録が不要な訪問看護療養費は、「０」を

設定する。 

データ規格コードの単位コードは「別紙４－１」のとお

りである。 
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項番 項 目 名 

形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 

形式 

 データ規格名  

１３  

 

漢字有効桁数 数字 １ 固定 項番１４「漢字名称」の文字数を表す。 

未使用の場合：「０」を設定する。 

１４ 漢字名称 漢字 １２ 可変 漢字：６文字 

未使用の場合：省略 

 新又は現金額 

１５ 

 

 

 

金額識別 

 

数字 

 

１ 

 

固定 

 

項番１６「新又は現金額」に設定した金額等の識別を表

す。 

１：金額 

３：点数（プラス） 

５：％加算 

金額識別の詳細は「別紙１０－２」のとおりである。 

 

１６ 新又は現金額 数字 １０ 可変 整数部「７桁」、小数点「１桁」及び小数部「２桁」の組

み合わせで設定する。 

 旧金額 

１７ 

 

 

 

金額識別 数字 １ 固定 項番１８「旧金額」に設定した金額等の識別を表す。 

 

０：診療報酬改定又はそれ以降に新設された訪問看護療養

費 

１：金額 

３：点数（プラス） 

５：％加算 

 

金額識別の詳細は「別紙１０－２」のとおりである。 

１８ 旧金額 数字 １０ 可変 整数部「７桁」、小数点「１桁」及び小数部「２桁」の組

み合わせで設定する。 

１７ 予備 数字 １ 固定 未使用：「０」を設定する。 

１８ 予備 数字 １０ 可変 未使用：「０」を設定する。 

 きざみ値 

１９  

 

きざみ値計算識別 数字 １ 固定 きざみ値により算定する訪問看護療養費であるか否かを表

す。 

 

０：きざみ値により算定しない訪問看護療養費 

１：きざみ値により算定する訪問看護療養費 

 

２０ 下限値 数字 ８ 可変 数量データの下限値を表す。 

下限値に制限がない場合は「０」を設定する。 

２１ 上限値 数字 ８ 可変 数量データの上限値を表す。 

上限値に制限がない場合は「９９９９９９９９」を設定す

る。 

２２ きざみ値 数字 ８ 可変 項番２３「きざみ金額」を適用する数量データの単位を表

す。 
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項番 項 目 名 

形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 

形式 

２３ きざみ金額 数字 １０ 可変 整数部「７桁」、小数点「１桁」及び小数部「２桁」の組

み合わせで設定する。 

２４  上下限エラー処理 数字 １ 固定 当該訪問看護療養費の数量データが「下限値－きざみ値」

以下又は「上限値」を超えた場合の処理を表す。 

 

 上下限年齢 

２５  下限年齢 英数 ２ 固定 当該訪問看護療養費を算定可能な年齢の下限値を表す。 

 

算定可能な年齢≧下限年齢 

 

下限年齢に制限がない場合は「００」を設定する。 

２６  上限年齢 英数 ２ 固定 当該訪問看護療養費を算定可能な年齢の「上限値＋１」を

表す。 

 

算定可能な年齢＜上限年齢 

 

上限年齢に制限がない場合は「００」を設定する。 

２７ 後期高齢者医療

適用区分 

数字 １ 固定 当該訪問看護療養費の保険適用区分（医療保険又は後期高

齢者医療）を表す。 

 

０：「１」及び「２」以外の訪問看護療養費 

１：医療保険に限り適用される訪問看護療養費 

２：後期高齢者医療に限り適用される訪問看護療養費 

 

２８ 医療観察法対象区分 数字 １ 固定 医療観察診療報酬点数表において算定可能な訪問看護療養

費であるか否かを表す。 

 

０：「１」以外の訪問看護療養費 

１：医療観察診療報酬点数表に規定する訪問看護療養費 

 

 職種区分①～⑮ 数字 ３０ 固定 先頭から最大１５項目まで、職種等コードを設定する。 

２９ 

～ 

４３ 

 職種等コード  (2)  当該訪問看護療養費を算定可能な職種等コードか否かを表

す。 

 

職種等コードは「別紙１０－３」のとおりである。 

４４ 実施回数区分 数字 １ 固定 記録条件仕様に規定する訪問看護療養費レコードの「同日

訪問回数」欄に訪問看護回数コードの記録が必要な訪問看護

療養費か否かを表す。 

 

０：記録が不要な訪問看護療養費 

１：訪問看護回数コード「０１」から「０３」のいずれか

の記録が必要な訪問看護療養費 

２：訪問看護回数コード「０２」の記録が必要な訪問看護
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項番 項 目 名 

形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 

形式 

療養費 

３：訪問看護回数コード「０３」の記録が必要な訪問看護

療養費 

４５ 訪問看護指示区分 数字 １ 固定 訪問看護指示書に基づく指定訪問看護（医療観察訪問看

護）が行われた場合に区分の記録が必要な訪問看護療養費か

否かを表す。 

 

０：訪問看護指示の記録が不要な訪問看護療養費 

１：訪問看護指示の記録が必要な訪問看護基本療養費 

３：訪問看護指示の記録が必要な精神科訪問看護基本療養

費 

５：訪問看護指示の記録が必要な医療観察訪問看護基本料 

 

４６ 特別訪問看護指示区分 数字 １ 固定 特別訪問看護指示書に基づく指定訪問看護（医療観察訪問

看護）が行われた場合に区分の記録が必要な訪問看護療養費

か否かを表す。 

 

０：特別訪問看護指示の記録が不要な訪問看護療養費 

２：特別訪問看護指示の記録が必要な訪問看護基本療養費 

４：特別訪問看護指示の記録が必要な精神科訪問看護基本

療養費 

６：特別訪問看護指示の記録が必要な医療観察訪問看護基

本料 

 

４７ 加算単独算定区分 数字 １ 固定 単独算定可能な加算か否かを表す。 

 

０：単独算定可能な加算以外 

１：単独算定可能な加算 

４８ 加算グループ 英数 ４ 固定 基本・加算対応テーブルの参照先グループ番号を表す。 

４９ 施設基準グループ 英数 ４ 固定 施設基準テーブルの参照先グループ番号を表す。 

５０ 基本・加算対応テーブル

関連識別 

数字 １ 固定 基本・加算対応テーブルとの関連の有無を表す。 

 

０：関連なし 

１：関連あり 

５１ 算定回数限度テーブル 

関連識別 

数字 １ 固定 算定回数限度テーブルとの関連の有無を表す。 

 

   ０：関連なし  

１：関連あり   

５２ 併算定背反テーブル 

関連識別  

数字 １ 固定 併算定背反テーブルとの関連の有無を表す。  

 

０：関連なし 

１：関連あり 

５３ レセプト表示欄 数字 ２ 固定 出力紙レセプト等に出力する表示欄の番号を設定する。 

５４ レセプト表示項 数字 ２ 固定 出力紙レセプト等に出力する表示項の番号を設定する。 
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項番 項 目 名 

形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 

形式 

５５ レセプト表示連番 数字 ３ 固定 出力紙レセプト等に出力する表示項ごとの連番を設定す

る。 

 レセプト表示用記号①～⑨⑩ 

５６  レセプト表示用 

記号① 

数字 １ 固定 １日に１回指定訪問看護（医療観察訪問看護）を行った場

合、レセプトの日付の欄に「○」を印字する訪問看護療養費

か否かを表す。 

 

０：印字しない 

１：印字する 

 

 

５７  レセプト表示用 

記号② 

数字 １ 固定 特別訪問看護指示書、精神科特別訪問看護指示書又は医療

観察精神科特別訪問看護指示書に基づき指定訪問看護（医療

観察訪問看護）を行った場合、レセプトの日付の欄に「△」

を印字する訪問看護療養費か否かを表す。 

 

０：印字しない 

１：印字する 

 

 

５８  レセプト表示用 

記号③ 

数字 １ 固定 １日に２回指定訪問看護（医療観察訪問看護）を行った場

合、レセプトの日付の欄に「◎」を印字する訪問看護療養費

か否かを表す。 

０：印字しない 

１：印字する 

 

 

５９ レセプト表示用 

記号④ 

数字 １ 固定 １日に３回以上指定訪問看護（医療観察訪問看護）を行

った場合、レセプトの日付の欄に「◇」を印字する訪問看

護療養費か否かを表す。 

 

０：印字しない 

１：印字する 

 

６０  レセプト表示用 

記号⑤ 

数字 １ 固定 長時間訪問看護加算、長時間精神科訪問看護加算又は医

療観察長時間訪問看護加算を算定した場合、レセプトの日

付の欄に「□」を印字する訪問看護療養費か否かを表す。 

 

０：印字しない 

１：印字する 
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項番 項 目 名 

形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 

形式 

６１ レセプト表示用 

記号⑥ 

数字 １ 固定 複数名訪問看護加算、複数名精神科訪問看護加算又は医

療観察複数名訪問看護加算を算定した場合、レセプトの日

付の欄に「▽」を印字する訪問看護療養費か否かを表す。 

 

０：印字しない 

１：印字する 

 

６２  レセプト表示用 

記号⑦ 

数字 １ 固定 以下の場合、レセプトの日付の欄に「☆」を印字する訪

問看護療養費か否かを表す。 

ア 訪問看護基本療養費（Ⅰ）又は訪問看護基本療養費

（Ⅱ）における悪性腫瘍の利用者に対する緩和ケア、褥瘡

ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修

を受けた看護師が指定訪問看護を行った場合 

イ 専門管理加算を算定した場合で、緩和ケア、褥瘡ケ

ア若しくは人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研

修を受けた看護師又は保健師助産師看護師法（昭和 23 年法

律第 203 号）第 37 条の２第２項第５号に規定する指定研修

機関において行われる研修を修了した看護師が指定訪問看

護を行った場合 

 

０：印字しない 

１：印字する（アの場合） 

２：印字する（イの場合） 

 

６３  レセプト表示用 

記号⑧ 

数字 １ 固定 訪問看護基本療養費（Ⅱ）又は精神科訪問看護基本療養

費（Ⅲ）を算定した場合、レセプトの日付の欄に「▲」を

印字する訪問看護療養費か否かを表す。 

 

０：印字しない 

１：印字する 

 

 

６４ レセプト表示用 

記号⑨ 

数字 １ 固定 緊急訪問看護加算、精神科緊急訪問看護加算又は医療観

察精神科緊急訪問看護加算のみを算定した場合、レセプト

の日付の欄に「▼」を印字する訪問看護療養費か否かを表

す。 

０：印字しない 

１：印字する 

 

 

６５  予備レセプト表示用 

記号⑩ 

数字 １ 固定 未使用：「０」を設定する。包括型訪問看護療養費を算

定する場合、レセプトの日付の欄に「●」を印字する訪問看

護療養費か否かを表す。 

０：印字しない 

１：印字する 
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項番 項 目 名 

形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 

形式 

６６ 公表順序番号 数字 ９ 可変 訪問看護療養費を規定する区分番号等に基づき訪問看護

療養費の順序番号を設定する。 

６７ 訪問看護療養費種類 数字 ２ 固定 審査支払機関で使用する訪問看護療養費の種類を表す。 

訪問看護療養費種類コードは「別紙１０－４」のとおり

である。 

６８ 予備 数字 ２ 可変 未使用：「０」を設定する。 

６９ 予備 数字 ２ 可変 未使用：「０」を設定する。 

７０ 予備 数字 ２ 可変 未使用：「０」を設定する。 

７１ 変更年月日 数字 ８ 固定 当該訪問看護療養費の情報に変更等が生じた場合、適用

となる日付を西暦年「４桁」、月「２桁」及び日「２桁」

の８桁で表す。 

７２ 廃止年月日 数字 ８ 固定 当該訪問看護療養費の使用が可能な最終日付を西暦年

「４桁」、月「２桁」及び日「２桁」の８桁で表す。 

なお、廃止した訪問看護療養費コード以外は「９９９９

９９９９」を設定する。 
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イ 基本・基本加算対応テーブル 

項番 項 目 名 

形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 

ﾊﾞｲﾄ 

項目 

形式 

１ 変更区分 数字 １ 固定 マスター内容の異動状況を表す。 

 

０：前マスターの内容と同じであることを表す。 

１：抹消 

２：復活 

３：新規 

５：変更 

９：廃止 

 

「９：廃止」は、当該コードが使用できなくなったことを表

す。 

次回のマスター更新時に、当該コードを削除する。 

 

２ グループ番号 英数 ４ 固定 基本テーブルの項番４８「加算グループ」に設定したコード

を表す。 

 加算項目 

３  

 

 

訪問看護療養費コー

ド 

数字 ９ 固定 項番２「グループ番号」に対応する訪問看護療養費に加算

可能な訪問看護療養費コードを設定する。 

 

４ 省略名称 漢字 128 可変 漢字：６４文字 

項番２「グループ番号」に対応する訪問看護療養費に加算

可能な訪問看護療養費名称の省略名称を設定する。 

 

５ 加算識別 数字 ２ 固定 項番２「グループ番号」の同一コード内で、併算定が可能

な訪問看護療養費を単位ごとに識別コードを設定する。 

 

６ 変更年月日 数字 ８ 固定 当該訪問看護療養費の情報に変更等が生じた場合、適用と

なる日付を西暦年「４桁」、月「２桁」及び日「２桁」の８

桁で表す。 

 

７ 廃止年月日 数字 ８ 固定 当該訪問看護療養費の使用が可能な最終日付を西暦年「４

桁」、月「２桁」及び日「２桁」の８桁で表す。 

なお、廃止した訪問看護療養費コード以外は「９９９９９ 

９９９」を設定する。 

 

８ 予備 数字 ３ 可変 未使用：「０」を設定する。 
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ウ 算定回数限度テーブル 

項番 項 目 名 

形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 

ﾊﾞｲﾄ 

項目 

形式 

１ 変更区分 数字 １ 固定 マスター内容の異動状況を表す。 

 

０：前マスターの内容と同じであることを表す。 

１：抹消 

２：復活 

３：新規 

５：変更 

９：廃止 

 

「９：廃止」は、当該コードが使用できなくなったことを表

す。 

次回のマスター更新時に、当該コードを削除する。 

 

２ 訪問看護療養費コード 数字 ９ 固定 基本テーブルに対応した訪問看護療養費コードを設定する。 

３ 省略名称 漢字 128 可変 漢字：６４文字 

訪問看護療養費名称の省略名称を設定する。 

 上限回数 

４  

 

 

算定単位 数字 ３ 可変 単位コード一覧の値を設定する。 

 

５ 算定単位名称 漢字 １２ 可変 漢字：６文字 

算定単位名称を設定する。 

 

６ 

 

上限回数 数字 ３ 可変 当該訪問看護療養費の算定可能な回数を表す。 

なお、算定回数に制限がない場合は「０」を設定する。 

 

７ 上限回数エラー処理 数字 １ 固定 当該訪問看護療養費の算定回数が、上限回数を超えた場合

の処理を表す。 

 

０：上限回数を確認する。 

１：上限回数を算定する。 

 

８ 変更年月日 数字 ８ 固定 当該訪問看護療養費の情報に変更等が生じた場合、適用と

なる日付を西暦年「４桁」、月「２桁」及び日「２桁」の８

桁で表す。 

 

９ 廃止年月日 数字 ８ 固定 当該訪問看護療養費の使用が可能な最終日付を西暦年「４

桁」、月「２桁」及び日「２桁」の８桁で表す。 

なお、廃止した訪問看護療養費コード以外は 

「９９９９９９９９」を設定する。 

 

１０ 予備 数字 ３ 可変 未使用：「０」を設定する。 
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エ 併算定背反テーブル 

項番 項 目 名 

形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最 大

ﾊﾞｲﾄ 

項目 

形式 

１ 変更区分 数字 １ 固定 マスター内容の異動状況を表す。 

 

０：前マスターの内容と同じであることを表す。 

１：抹消 

２：復活 

３：新規 

５：変更 

９：廃止 

 

「９：廃止」は、当該コードが使用できなくなったことを表

す。 

次回のマスター更新時に、当該コードを削除する。 

 

２ 訪問看護療養費コード 数字 ９ 固定 基本テーブルに対応した訪問看護療養費コードを設定する。 

３ 省略名称① 漢字 128 可変  漢字：６４文字 

 訪問看護療養費名称の省略名称を設定する。 

 背反 

４  

 

 

 

 

背反区分 数字 １ 固定 背反の条件を表す。 

 

０：算定不可 

１：算定可 

２：どちらか一方算定可 

 

５ 訪問看護療養費コー

ド 

数字 ９ 固定 項番２「訪問看護療養費コード」と背反関係にある訪問看

護療養費コードを設定する。 

 

６ 省略名称② 漢字 128 可変 漢字：６４文字 

項番２「訪問看護療養費コード」と背反関係にある訪問看

護療養費名称の省略名称を設定する。 

 

７ 背反単位 数字 １ 固定 項番２と項番５の「訪問看護療養費コード」が背反となる

単位を設定する。 

 

１：１日につき 

２：同一月 

３：同時 

４：暦週 

 

８ 特例条件 数字 １ 固定 背反条件に特別な条件がある場合に設定する。 

 

０：条件なし 

１：条件あり 
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項番 項 目 名 

形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最 大

ﾊﾞｲﾄ 

項目 

形式 

９ 変更年月日 数字 ８ 固定 当該訪問看護療養費の情報に変更等が生じた場合、適用とな

る日付を西暦年「４桁」、月「２桁」及び日「２桁」の８桁

で表す。 

１０ 廃止年月日 数字 ８ 固定 当該訪問看護療養費の使用が可能な最終日付を西暦年「４

桁」、月「２桁」及び日「２桁」の８桁で表す。 

なお、廃止した訪問看護療養費コード以外は「９９９９９

９９９」を設定する。 

１１ 予備 数字 ３ 可変 未使用：「０」を設定する。 

１２ 予備 数字 ３ 可変 未使用：「０」を設定する。 

１３ 予備 数字 ３ 可変 未使用：「０」を設定する。 
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オ 施設基準テーブル 

項番 項 目 名 

形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最 大

ﾊﾞｲﾄ 

項目 

形式 

１ 変更区分 数字 １ 固定 マスター内容の異動状況を表す。 

 

０：前マスターの内容と同じであることを表す。 

１：抹消 

２：復活 

３：新規 

５：変更 

９：廃止 

 

「９：廃止」は、当該コードが使用できなくなったことを表

す。 

次回のマスター更新時に、当該コードを削除する。 

 

２ グループ番号 英数 ４ 固定 基本テーブルの項番４９「施設基準グループ」に設定した

コードを表す。 

３ 訪問看護療養費コード 数字 ９ 固定 基本テーブルに対応した訪問看護療養費コードを設定する。 

４ 省略名称 漢字 128 可変 漢字：６４文字 

訪問看護療養費名称の省略名称を設定する。 

５ 施設基準 数字 ４ 可変 当該訪問看護療養費コードが算定可能な施設基準コードを

４桁の数字で設定する。 

施設基準コードは「別紙１０－５」のとおりである。 

６ 施設基準識別 英数 ２ 固定 項番２「グループ番号」の同一コード内で、届出を要する

施設基準を単位ごとに識別コードを設定する。 

７ 変更年月日 数字 ８ 固定 当該訪問看護療養費の情報に変更等が生じた場合、適用と

なる日付を西暦年「４桁」、月「２桁」及び日「２桁」の８

桁で表す。 

 

８ 廃止年月日 数字 ８ 固定 当該訪問看護療養費の使用が可能な最終日付を西暦年「４

桁」、月「２桁」及び日「２桁」の８桁で表す。 

なお、廃止した訪問看護療養費コード以外は「９９９９９

９９９」を設定する。 

 

９ 予備 数字 ３ 可変 未使用：「０」を設定する。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 別  紙  

 

 



- 92 - 

別紙１－１ 

 

傷病名マスターの補足説明 

 

１ 異字体等の傷病名表記の取扱い 

傷病名マスターの傷病名称に使用する文字は、下表のとおり、「異字体」の文字を原則「統一語」

で表記している。 

異字体 統一語 異字体 統一語 異字体 統一語 異字体 統一語 

齲蝕 う蝕 拇 母 頸 頚 歇 欠 

髮 髪 癆 ろう 膣 腟 條 条 

彎 弯 窿 隆 鈎 鉤 疝 仙 

臀 殿 穹窿 穹隆 靭 靱 臟 臓 

弓隆 穹隆 え死 壊死 鼡 鼠 糜 び 

殼 殻       

 

２ 傷病名の表記等 

⑴ 傷病名の「症」の有無 

傷病名表記に用いる「症」の取扱いは、次のとおりである。 

ア 症なし：「結核」、「～パチー」、「～トロフィー」、「梗塞」、「うっ血」 

イ 症あり：「狭窄」、「閉塞」、「血栓」、「塞栓」、「閉鎖不全」、「硬化」 

ウ 例 外：「骨形成不全症」、「視野狭窄」、「気道閉塞」など 

※ 傷病名の表記は、個々の病態等によって、若干、相違する場合がある。 

⑵ 足指及び手指に関連する傷病名の表記 

ア 足の指は、「趾」に統一し、読みを「シ」としている。 

イ 手の指は、原則、「手指」に統一し、読みを「シュシ」としている。 

 

３ 傷病名変更及びコード設定のルール 

傷病名表記の統一の推進を図るため、傷病名の表記を変更する場合は、原則、新たな傷病名として

取り扱い、現在使用していない新規の傷病名コード（７桁）を追加（特に意味を持たない重複しない

コードを設定）する。 

なお、「カナ表記」を「漢字表記」に変更する場合など、比較的軽微な表記の変更は、新規に傷病

名コードを設定しない場合がある。 

 

４ 単独で使用を禁止する傷病名等の識別区分 

部位等の記録を要する包括的な表記の傷病名やレセプト表示等に使用することが望ましくないと判

断される傷病名等には、識別情報を設定する。 

 

【傷病名コードの単独による使用を禁止している傷病名の事例】 

① 「骨折」、「腫瘍」、「打撲傷」など      （単独使用禁止区分） 

傷病名コードと併せて、修飾語コードによる部位等の記録を要する。 

② 「健康診断」、「正常妊娠」、「予防接種」など （保険請求外区分） 

傷病名コードと併せて、別の傷病名コードの記録を要する。  
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別紙１－２ 

 

傷病名マスターの収載内容の変更等に関する取扱い 

 

傷病名マスターの改定において、傷病名コードの新設等を行う場合、次のとおり、各項目に関連付け

情報を設定している。 

 

１ 新規に傷病名を追加する場合 

【新設】 

変更 
区分 

ﾏｽﾀｰ 
種別 

傷病名 
コード 

移行先 
コード 

傷病名 
基本名称 

病名管理 
番号 

病名交換 
用コード 

廃止 
年月日 

傷病名 
カナ名称 

（変更情報） 

移行先 
病名管 
理番号 

３ Ｂ 3333333 Null （追加病名） 12345678 XXX9 99999999 ０ Null 

 

注１ 新規に追加する傷病名には、特に意味を持たない７桁の重複しないコードを設定する。 

注２ 「病名管理番号」及び「病名交換用コード」は、「ＩＣＤ１０対応標準病名マスター」と同一

のコードを設定する。 

 

２ 廃止傷病名に対応する新規傷病名がある場合 

【廃止】 

変更 
区分 

ﾏｽﾀｰ 
種別 

傷病名 
コード 

移行先 
コード 

傷病名 
基本名称 

病名管理 
番号 

病名交換 
用コード 

廃止 
年月日 

傷病名 
カナ名称 

（変更情報） 

移行先 
病名管 
理番号 

９ Ｂ 7338012 8844645 
尺骨骨折偽
関節 

20063563 G3FM 20090228 ０ 20091969 

 

 

【新設】 

変更 
区分 

ﾏｽﾀｰ 
種別 

傷病名 
コード 

移行先 
コード 

傷病名 
基本名称 

病名管理 
番号 

病名交換 
用コード 

廃止 
年月日 

傷病名 
カナ名称 

（変更情報） 

移行先 
病名管 
理番号 

３ Ｂ 8844645 Null 尺骨偽関節 20091969 G3FM 99999999 ０ Null 

 

注１ 廃止傷病名（廃止コード）は、「傷病名コード」に従前のコードを、「移行先コード」に移行

先となる傷病名の新規コードを、「廃止年月日」には当該傷病名の使用期限となる年月日を西暦

でそれぞれ設定する。 

なお、廃止傷病名（廃止コード）の「移行先病名管理番号」は、移行先の傷病名（新規コード）

がある場合、新規コードの「病名管理番号」を設定し、対応する傷病名がない場合には、Ｎｕｌｌ

を設定する。 

注２ 新規に追加する傷病名は、特に意味を持たない７桁の重複しないコードを設定する。 
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３ 傷病名コードの収載内容に変更が生じない場合 

【前回改定時（新設）】 

変更 
区分 

ﾏｽﾀｰ 
種別 

傷病名 
コード 

移行先 
コード 

傷病名 
基本名称 

病名管理 
番号 

病名交換 
用コード 

廃止 
年月日 

傷病名 
カナ名称 

（変更情報） 

移行先 
病名管 
理番号 

３ Ｂ 8844626 Null 
１型糖尿病
性水疱 

20091936 V74D 99999999 ０ Null 

 

 

【今回改定時（変更なし）】 

変更 
区分 

ﾏｽﾀｰ 
種別 

傷病名 
コード 

移行先 
コード 

傷病名 
基本名称 

病名管理 
番号 

病名交換 
用コード 

廃止 
年月日 

傷病名 
カナ名称 

（変更情報） 

移行先 
病名管 
理番号 

０ Ｂ 8844626 8844626 
１型糖尿病
性水疱 

20091936 V74D 99999999 ０ Null 

注 前回改定で新規に追加した傷病名で、今回改定において収載内容に変更が生じない場合は、前回

改定でＮｕｌｌとしていた「移行先コード」に、傷病名コードと同一コードを設定する。 

 

４ 傷病名コードの収載内容に変更が生じた場合（例：「ＩＣＤ－１０－１（２０１３）」を変更した

場合） 

【変更前】 

変更 
区分 

ﾏｽﾀｰ 
種別 

傷病名 
コード 

移行先 
コード 

傷病名 
基本名称 

病名管理 
番号 

ＩＣＤ－
１０－１
（２０１
３） 

変更 
年月日 

ＩＣＤ－ 
１０－１（２
０１３） 

（変更情報） 

移行先 
病名管 
理番号 

０ Ｂ 2280029 2280029 
血管平滑筋
腫 

20060129 D180 Null ０ Null 

 

 

【変更後】 

変更 
区分 

ﾏｽﾀｰ 
種別 

傷病名 
コード 

移行先 
コード 

傷病名 
基本名称 

病名管理 
番号 

ＩＣＤ－
１０－１
（２０１
３） 

変更 
年月日 

ＩＣＤ－ 
１０－１（２
０１３） 

（変更情報） 

移行先 
病名管 
理番号 

５ Ｂ 2280029 2280029 
血管平滑筋
腫 

20060129 D219 20170601 １ Null 
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注 表１のいずれかの項目に内容の変更が生じた場合、それぞれの項目に対応した「変更情報」項目

（表２）に「１」を設定し、「変更年月日」に適用となる年月日を西暦で設定する。 

表１                   表２ 

項番 項 目 名  項番 項 目 名 

６ 傷病名基本名称  ２５ 傷病名基本名称   （変更情報） 

８ 傷病名省略名称  ２６ 傷病名省略名称   （変更情報） 

１０ 傷病名カナ名称  ２７ 傷病名カナ名称   （変更情報） 

１２ 採択区分  ２８ 採択区分      （変更情報） 

１３ 病名交換用コード  ２９ 病名交換用コード  （変更情報） 

３９ 歯科傷病名省略名称  ３２ 歯科傷病名省略名称 （変更情報） 

４３ 難病外来対象区分  ３３ 難病外来対象区分  （変更情報） 

４４ 歯科特定疾患対象区分  ３４ 歯科特定疾患対象区分（変更情報） 

１９ 単独使用禁止区分  ３５ 単独使用禁止区分  （変更情報） 

２０ 保険請求外区分  ３６ 保険請求外区分   （変更情報） 

２１ 特定疾患等対象区分  ３７ 特定疾患等対象区分 （変更情報） 

１６ ＩＣＤ－１０－１（２０１３）  ４５ ＩＣＤ－１０－１（２０１３）（変更情報） 

１７ ＩＣＤ－１０－２（２０１３）  ４６ ＩＣＤ－１０－２（２０１３）（変更情報） 

 

５ 廃止傷病名を復活する場合 

【廃止】 

変更 
区分 

ﾏｽﾀｰ 
種別 

傷病名 
コード 

移行先 
コード 

傷病名 
基本名称 

病名管理 
番号 

ＩＣＤ－
１０－１
（２０１
３） 

廃止 
年月日 

ＩＣＤ－ 
１０－１（２
０１３） 

（変更情報） 

移行先 
病名管 
理番号 

９ Ｂ 0170015 8841387 
皮膚疣状結
核 

Null Null 20030531 ０ 20084288 

 

 

【復活】 

変更 
区分 

ﾏｽﾀｰ 
種別 

傷病名 
コード 

移行先 
コード 

傷病名 
基本名称 

病名管理 
番号 

ＩＣＤ－
１０－１
（２０１
３） 

廃止 
年月日 

ＩＣＤ－ 
１０－１（２
０１３） 

（変更情報） 

移行先 
病名管 
理番号 

２ Ｂ 0170015 Null 
皮膚疣状結
核 

20074311 A184 99999999 ０ Null 

 

注 廃止した傷病名を復活（傷病名基本名称の表記を変えずに復活）する場合は、従前の傷病名コー

ドを設定し、旧傷病名管理ファイルに収載する当該傷病名コードを削除する。 
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別紙２ 

 

修飾語マスターの収載内容の変更等に関する取扱い 

 

修飾語マスターの改定において、修飾語コードの新設等を行う場合、次のとおり、各項目に関連付け

情報を設定している。 

 

１ 新規に修飾語を追加する場合 

【新設】 

変更 
区分 

ﾏｽﾀｰ 
種別 

修飾語 
コード 

修飾語名称 
収載 
年月日 

廃止 
年月日 

修飾語 
管理番号 

修飾語交換用 
コード 

修飾語 
区分 

３ Ｚ 3333 （新規修飾語） 20030401 99999999 12345678 9X9X A7000000 

 

注１ 修飾語コードは、現在使用していないコードを用い、特に意味を持たない４桁の重複しないコ

ードを設定する。 

注２ 接頭語である修飾語は「１０００」から「７０００」番台、接尾語である修飾語は「８０００」

番台、歯科部位（現在なし）は、「９０００」番台を使用する。 

 

２ 修飾語の表記変更（廃止及び新規） 

【廃止】 

変更 
区分 

ﾏｽﾀｰ 
種別 

修飾語 
コード 

修飾語名称 
廃止 
年月日 

修飾語 
管理番号 

修飾語交換用 
コード 

修飾語 
区分 

９ Ｚ 4444 （廃止修飾語） 20040331 12345678 9X9X A4000000 

 

 

【新設】 

変更 
区分 

ﾏｽﾀｰ 
種別 

修飾語 
コード 

修飾語名称 
廃止 
年月日 

修飾語 
管理番号 

修飾語交換用 
コード 

修飾語 
区分 

３ Ｚ 7777 （新規修飾語） 99999999 11112222 X8X8 A7000000 

 

注１ 修飾語名称に表記の変更が生じた場合は、原則、変更前の修飾語コードを廃止して、変更後の

修飾語コードを新規に追加する。 

注２ 廃止修飾語（廃止コード）は、「廃止年月日」に当該修飾語の使用期限となる年月日を西暦で

設定する。（現在、廃止修飾語はない。） 

注３ 廃止修飾語に対応する新規修飾語がある場合は、別に移行対応テーブルを提供する。（現在、

移行対応テーブルはない。） 
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３ 修飾語コードの収載内容に変更が生じた場合 

（例：「修飾語カナ名称」を変更した場合） 

【変更前】 

変更 
区分 

ﾏｽﾀｰ 
種別 

修飾語 
コード 

修飾語カナ 
名称 

修飾語カナ名称 
（変更情報） 

変更 
年月日 

修飾語 
管理番号 

修飾語交換 
用コード 

修飾語 
区分 

０ Ｚ 6666 アアアアアア ０ Null 12345678 9X9X A6000000 

 

 

【変更後】 

変更 
区分 

ﾏｽﾀｰ 
種別 

修飾語 
コード 

修飾語カナ 
名称 

修飾語カナ名称 
（変更情報） 

変更 
年月日 

修飾語 
管理番号 

修飾語交換 
用コード 

修飾語 
区分 

５ Ｚ 6666 イイイイイイイ １ 20040401 12345678 9X9X A6000000 

 

注 表 1 のいずれかの項目に内容の変更が生じた場合、それぞれの項目に対応した「変更情報」項目

（表２）に「１」を設定し、「変更年月日」に適用となる年月日を西暦で設定する。 

 

表１                表２ 

項番 項 目 名  項番 項 目 名 

７ 修飾語名称  １２ 修飾語名称   （変更情報） 

１０ 修飾語カナ名称  １３ 修飾語カナ名称 （変更情報） 

 

４ 廃止修飾語を復活する場合 

【廃止】 

変更 
区分 

ﾏｽﾀｰ 
種別 

修飾語 
コード 

修飾語名称 
廃止 
年月日 

修飾語 
管理番号 

修飾語交換 
用コード 

修飾語 
区分 

９ Ｚ 5555 ウウウウウウウ 20040331 12345678 9X9X A5000000 

 

 

【復活】 

変更 
区分 

ﾏｽﾀｰ 
種別 

修飾語 
コード 

修飾語名称 
廃止 
年月日 

修飾語 
管理番号 

修飾語交換 
用コード 

修飾語 
区分 

２ Ｚ 5555 ウウウウウウウ 99999999 12345678 9X9X A5000000 

 

注 廃止した修飾語を復活（修飾語名称の表記を変えずに復活）する場合は、従前の修飾語コードを

設定する。（現在、対象事例はない。） 
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別紙３－１ 

 

歯種コード一覧 

NO 
歯種 
コード 

歯    種  NO 
歯種 

コード 
歯    種 

  1 1000 口腔全体   43 1046 右側下顎第１大臼歯 

  2 1001 上顎歯列   44 1047 右側下顎第２大臼歯 

  3 1002 下顎歯列   45 1048 右側下顎第３大臼歯 

  4 1003 右側上顎臼歯   46 1051 右側上顎乳中切歯 

  5 1004 上顎前歯   47 1052 右側上顎乳側切歯 

  6 1005 左側上顎臼歯   48 1053 右側上顎乳犬歯 

  7 1006 左側下顎臼歯   49 1054 右側上顎第１乳臼歯 

  8 1007 下顎前歯   50 1055 右側上顎第２乳臼歯 

  9 1008 右側下顎臼歯   51 1061 左側上顎乳中切歯 

 10 1010 右上顎歯列   52 1062 左側上顎乳側切歯 

 11 1020 左上顎歯列   53 1063 左側上顎乳犬歯 

 12 1030 左下顎歯列   54 1064 左側上顎第１乳臼歯 

 13 1040 右下顎歯列   55 1065 左側上顎第２乳臼歯 

 14 1011 右側上顎中切歯   56 1071 左側下顎乳中切歯 

 15 1012 右側上顎側切歯   57 1072 左側下顎乳側切歯 

 16 1013 右側上顎犬歯   58 1073 左側下顎乳犬歯 

 17 1014 右側上顎第１小臼歯   59 1074 左側下顎第１乳臼歯 

 18 1015 右側上顎第２小臼歯   60 1075 左側下顎第２乳臼歯 

 19 1016 右側上顎第１大臼歯   61 1081 右側下顎乳中切歯 

 20 1017 右側上顎第２大臼歯   62 1082 右側下顎乳側切歯 

 21 1018 右側上顎第３大臼歯   63 1083 右側下顎乳犬歯 

 22 1021 左側上顎中切歯   64 1084 右側下顎第１乳臼歯 

 23 1022 左側上顎側切歯   65 1085 右側下顎第２乳臼歯 

 24 1023 左側上顎犬歯   66 101A 右側上顎中切歯近傍過剰歯 

 25 1024 左側上顎第１小臼歯   67 101B 右側上顎側切歯近傍過剰歯 

 26 1025 左側上顎第２小臼歯   68 101C 右側上顎犬歯近傍過剰歯 

 27 1026 左側上顎第１大臼歯   69 101D 右側上顎第１小臼歯近傍過剰歯 

 28 1027 左側上顎第２大臼歯   70 101E 右側上顎第２小臼歯近傍過剰歯 

 29 1028 左側上顎第３大臼歯   71 101F 右側上顎第１大臼歯近傍過剰歯 

 30 1031 左側下顎中切歯   72 101G 右側上顎第２大臼歯近傍過剰歯 

 31 1032 左側下顎側切歯   73 101H 右側上顎第３大臼歯近傍過剰歯 

 32 1033 左側下顎犬歯   74 102A 左側上顎中切歯近傍過剰歯 

 33 1034 左側下顎第１小臼歯   75 102B 左側上顎側切歯近傍過剰歯 

 34 1035 左側下顎第２小臼歯   76 102C 左側上顎犬歯近傍過剰歯 

 35 1036 左側下顎第１大臼歯   77 102D 左側上顎第１小臼歯近傍過剰歯 

 36 1037 左側下顎第２大臼歯   78 102E 左側上顎第２小臼歯近傍過剰歯 

 37 1038 左側下顎第３大臼歯   79 102F 左側上顎第１大臼歯近傍過剰歯 

 38 1041 右側下顎中切歯   80 102G 左側上顎第２大臼歯近傍過剰歯 

 39 1042 右側下顎側切歯   81 102H 左側上顎第３大臼歯近傍過剰歯 

 40 1043 右側下顎犬歯   82 103A 左側下顎中切歯近傍過剰歯 

 41 1044 右側下顎第１小臼歯   83 103B 左側下顎側切歯近傍過剰歯 

 42 1045 右側下顎第２小臼歯   84 103C 左側下顎犬歯近傍過剰歯 
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NO 
歯種 
コード 

歯    種     

 85 103D 左側下顎第１小臼歯近傍過剰歯     

 86 103E 左側下顎第２小臼歯近傍過剰歯     

 87 103F 左側下顎第１大臼歯近傍過剰歯     

 88 103G 左側下顎第２大臼歯近傍過剰歯     

 89 103H 左側下顎第３大臼歯近傍過剰歯     

 90 104A 右側下顎中切歯近傍過剰歯     

 91 104B 右側下顎側切歯近傍過剰歯     

 92 104C 右側下顎犬歯近傍過剰歯     

 93 104D 右側下顎第１小臼歯近傍過剰歯     

 94 104E 右側下顎第２小臼歯近傍過剰歯     

 95 104F 右側下顎第１大臼歯近傍過剰歯     

 96 104G 右側下顎第２大臼歯近傍過剰歯     

 97 104H 右側下顎第３大臼歯近傍過剰歯     

 98 105A 右側上顎乳中切歯近傍過剰歯     

 99 105B 右側上顎乳側切歯近傍過剰歯     

100 105C 右側上顎乳犬歯近傍過剰歯     

101 105D 右側上顎第１乳臼歯近傍過剰歯     

102 105E 右側上顎第２乳臼歯近傍過剰歯 

103 106A 左側上顎乳中切歯近傍過剰歯 

104 106B 左側上顎乳側切歯近傍過剰歯 

105 106C 左側上顎乳犬歯近傍過剰歯 

106 106D 左側上顎第１乳臼歯近傍過剰歯 

107 106E 左側上顎第２乳臼歯近傍過剰歯 

108 107A 左側下顎乳中切歯近傍過剰歯 

109 107B 左側下顎乳側切歯近傍過剰歯 

110 107C 左側下顎乳犬歯近傍過剰歯 

111 107D 左側下顎第１乳臼歯近傍過剰歯 

112 107E 左側下顎第２乳臼歯近傍過剰歯 

113 108A 右側下顎乳中切歯近傍過剰歯 

114 108B 右側下顎乳側切歯近傍過剰歯 

115 108C 右側下顎乳犬歯近傍過剰歯 

116 108D 右側下顎第１乳臼歯近傍過剰歯 

117 108E 右側下顎第２乳臼歯近傍過剰歯 

  注 網掛けは任意コード、網掛け以外は必須コードである。 
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別紙３－２ 

 

状態コード一覧 

状 態 
コード 

状 態（意味） 

0 現存歯 

1 対象のみを表示（部位のみを示す場合に使用） 

2 欠損歯 

3 支台歯 

4 分割抜歯支台（根） 

5 便宜抜髄支台歯 

6 残根 

7 部インプラント 

8 部近心隙 

9 近心位に存在 

 

注１ 歯の治療状態などを、１桁の状態コードで表す。 

注２ 状態コードの「０」は「現存歯」を示し、加療していない歯は「０」で示す。 

注３ 状態コードの「８」の「部近心隙」は、「隙」を示すときに用いるが、「支台歯」の位置にか

かわらず、『「歯」を含まない単独の「隙」が、何処の歯の近心に存在するか』で示す。 

なお、正中の場合は、右側の中切歯を用いる。 

 注４ 網掛けは任意コード、網掛け以外は必須コードである。 

 

 

部分コード一覧 

状 態 
コード 

状 態（意味） 

0 部分指定なし 

1 遠心頬側根 

2 近心頬側根 

3 近心頬側根および遠心頬側根 

4 舌側（口蓋）根 

5 舌側（口蓋）根および遠心頬側根 

6 舌側（口蓋）根および近心頬側根 

7 遠心根 

8 近心根 

 

注１ 歯の部分を、１桁の部分コードで表す。部分コードの「１」に「遠心頬側根」を、「２」に

「近心頬側根」を、「４」に「舌側（口蓋）根」を割り当て、該当する根の部分コードを歯式コ

ードに加えて歯式を表現する。 

注２ 網掛けは任意コード、網掛け以外は必須コードである。 
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別紙４－１ 

 

単位コード一覧 

コード 内  容  コード 内  容  コード 内  容 

  １ 分   ４２ ｍ  １２２ 椎間 

  ２ 回   ４３ μＣｉ  １２３ 筋 

  ３ 種   ４４ ｍＣｉ  １２４ 菌種 

  ４ 箱   ４５ μｇ  １２５ 項目 

  ５ 巻   ４６ 管（瓶）  １２６ 箇所 

  ６ 枚   ４７ 筒  １２７ 椎弓 

  ７ 本   ４８ ＧＢｑ  １２８ 食 

  ８ 組   ４９ ＭＢｑ  １２９ 根管 

  ９ セット   ５０ ＫＢｑ  １３０ ３分の１顎 

 １０ 個   ５１ キット  １３１ 月 

 １１ 裂   ５２ 国際単位  １３２ 入院初日 

 １２ 方向   ５３ 患者当り  １３３ 入院中 

 １３ トローチ   ５４ 気圧  １３４ 退院時 

 １４ アンプル   ５５ 缶  １３５ 初回 

 １５ カプセル   ５６ 手術当り  １３６ 口腔 

 １６ 錠   ５７ 容器  １３７ 顎 

 １７ 丸   ５８ ｍＬ（ｇ）  １３８ 週 

 １８ 包   ５９ ブリスター  １３９ 窩洞 

 １９ 瓶   ６０ シート  １４０ 神経 

 ２０ 袋   ６１ カセット  １４１ 一連 

 ２１ 瓶（袋）  １０１ 分画  １４２ ２週 

 ２２ 管  １０２ 染色  １４３ ２月 

 ２３ シリンジ  １０３ 種類  １４４ ３月 

 ２４ 回分  １０４ 株  １４５ ４月 

 ２５ テスト分  １０５ 菌株  １４６ ６月 

 ２６ ガラス筒  １０６ 照射  １４７ １２月 

 ２７ 桿錠  １０７ 臓器  １４８ ５年 

 ２８ 単位  １０８ 件  １４９ 妊娠中 

 ２９ 万単位  １０９ 部位  １５０ 検査当り 

 ３０ フィート  １１０ 肢  １５１ １疾患当り 

 ３１ 滴  １１１ 局所  １５３ 装置 

 ３２ ｍｇ  １１２ 種目  １５４ １歯１回 

 ３３ ｇ  １１３ スキャン  １５５ １口腔１回 

 ３４ Ｋｇ  １１４ コマ  １５６ 床 

 ３５ ｃｃ  １１５ 処理  １５７ １顎１回 

 ３６ ｍＬ  １１６ 指  １５８ 椎体 

 ３７ Ｌ  １１７ 歯  １５９ 初診時 

 ３８ ｍＬＶ  １１８ 面  １６０ １分娩当り 

 ３９ バイアル  １１９ 側  １６１ ２年 

 ４０ ｃｍ  １２０ 個所  １６２ 年度 

 ４１ ｃｍ２  １２１ 日    
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別紙４－２ 

 

医薬品マスターの「金額種別」 

 

金額種別は項番１２「新又は現金額」又は項番２５「旧金額」に設定した医薬品の価格等から、請求

点数を計算するための情報である。 

 

１○ 「新又は現金額」の「金額種別」 

⑴１ 「１：金額」 

項番１２「新又は現金額」に、薬価基準に規定する医薬品の価格を設定していることを表す。 

⑵２ 「３：薬剤使用量省略（歯科に限る。）」 

項番１２「新又は現金額」に、平均的な使用量から金額を算出して、医薬品の価格（表面麻酔薬

及び歯又は顎を単位に使用する特定薬剤）を設定していることを表す。 

当該医薬品コードは、レセプト電算処理歯科システムに限り使用可能なコードであり、電子レセ

プトへの薬剤使用量の記録を省略する。 

⑶３ 「７：減点」 

「薬剤料減点（合算薬剤料上限超）」及び「薬剤料逓減（９０／１００）（内服薬）」並びに

「包括点数の治験減点分」等、医薬品の点数を減点するための医薬品コードに設定する。 

なお、項番１２「新又は現金額」には、「０.００」を設定し、電子レセプトに当該医薬品コー

ドと併せて減点する点数を記録する。 

 

２ 「旧金額」の「金額種別」 

⑴ 「０：薬価基準改定又はそれ以降に新設された医薬品」 

新規に設定した医薬品であることを表す。 

項番２５「旧金額」には、「０.００」を設定する。 

⑵ 「１：金額」 

項番２５「旧金額」に、薬価基準改定前又は直近で適用された医薬品の価格を設定していること

を表す。 

⑶ 「３：薬剤使用量省略（歯科に限る。）」 

項番２５「旧金額」に、平均的な使用量から金額を算出して、薬価基準改定前又は直近で適用さ

れた医薬品の価格（表面麻酔薬及び歯又は顎を単位に使用する特定薬剤）を設定していることを表

す。 

当該医薬品コードは、レセプト電算処理歯科システムに限り使用可能なコードであり、電子レセ

プトへの薬剤使用量の記録を省略する。 

⑷ 「７：減点」 

「薬剤料減点（合算薬剤料上限超）」及び「薬剤料逓減（９０／１００）（内服薬）」並びに

「包括点数の治験減点分」等、医薬品の点数を減点するための医薬品コードに設定する。 

項番２５「旧金額」には、「０.００」を設定する。 
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別紙５－１ 

 

特定器材マスターの「金額種別」 

 

金額種別は項番１２「新又は現金額」又は項番１８「旧金額」に設定した特定器材の価格等から請求

点数を計算するための情報である。 

 

１○ 「新又は現金額」の「金額種別」 

⑴１ 「１：金額（整数部１０桁、小数部２桁）」 

項番１２「新又は現金額」に、材料価格基準に規定する特定器材の価格等を設定していることを

表す。 

⑵２ 「２：購入価格」 

当該特定器材の材料価格は、保険医療機関又は保険薬局の購入価格であることを表す。 

項番１２「新又は現金額」には、「０.００」を設定し、電子レセプトに当該特定器材コードと

併せて保険医療機関又は保険薬局の購入価格を記録する。 

⑶３ 「５：％加算」 

「６歳未満の乳幼児に対する胸部又は腹部単純撮影時のフィルム料（１．１倍）」及び「酸素補

正率（１．３倍）」の材料価格に加算する割合を表す。 

項番１２「新又は現金額」には、加算割合（百分率（○○／１００））の分子を設定する。 
 

(参 考) 項番１２「新又は現金額」の記録例 

・ フィルム料（乳幼児）加算…………「１０.００」（１０％加算） 

・ 酸素補正率１．３（１気圧）………「３０.００」（３０％加算） 
 

⑷４ 「９：乗算割合」 

高気圧酸素治療を行った場合に、気圧数を記録するための特定器材コードであることを表す。 

項番１２「新又は現金額」には、「０.００」を設定し、電子レセプトに当該特定器材コードと

併せて気圧数を記録する。 

 

２ 「旧金額」の「金額種別」 

⑴ 「０：材料価格基準改定又はそれ以降に新設された特定器材」 

新規に設定した特定器材であることを表す。 

⑵ 「１：金額（整数部１０桁、小数部２桁）」 

項番１８「旧金額」に、材料価格基準又は直近で適用された特定器材の材料価格を設定している

ことを表す。 

⑶ 「２：購入価格」 

当該特定器材の材料価格は、保険医療機関又は保険薬局の購入価格であることを表す。 

項番１８「旧金額」には、「０.００」を設定する。 

⑷ 「５：％加算」 

「６歳未満の乳幼児に対する胸部又は腹部単純撮影時のフィルム料（１．１倍）」及び「酸素補

正率（１．３倍）」の材料価格に加算する割合を表す。 

項番１８「旧金額」には、加算割合（百分率（○○／１００））の分子を設定する。 

⑸ 「９：乗算割合」 

高気圧酸素治療を行った場合に、気圧数を記録するための特定器材コードである。 
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項番１８「旧金額」には、「０.００」を設定する。 
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別紙５－２ 

 

特定保険医療材料の別表番号一覧 

 

特定器材マスターは、原則、材料価格基準の別表に規定する特定器材に特定器材コードを設定してい

ることから、同一の特定器材名及び材料価格でありながら、複数の特定器材コードを設定した特定器材

がある。 

これらの特定器材は、項番３１「別表番号」に設定した値で識別し、設定値は下表のとおりである。 

別表 
番号 

定  義 点数表区分 

Ⅰ 医科点数表の第２章第２部に規定する特定保険医療材
料 

第２章 特掲診療料 
第２部 在宅医療 

Ⅱ 医科点数表の第２章第１部、第３部、第４部、第５
部、第６部、第９部、第１０部、第１１部及び第１２
部に規定する特定保険医療材料（フィルムを除く。） 

第２章 特掲診療料 

 第１部 医学管理等 

第３部 検査 

第４部 画像診断 

第５部 投薬 

第６部 注射 

第９部 処置 

第１０部 手術 

第１１部 麻酔 

第１２部 放射線治療 

Ⅲ 医科点数表の第２章第４部及び歯科点数表の第２章第
４部に規定するフィルム 

第２章 特掲診療料 

第４部 画像診断 

Ⅳ 歯科点数表の第２章第６部に規定する特定保険医療材
料 

第２章 特掲診療料 

第６部 注射 

Ⅴ 歯科点数表の第２章第５部、第８部、第９部、第１０
部及び第１１部に規定する特定保険医療材料 

第２章 特掲診療料 

第５部 投薬 

第８部 処置 

第９部 手術 

第１０部 麻酔 

第１１部 放射線治療 

Ⅵ 歯科点数表の第２章第１２部に規定する特定保険医療
材料 

第２章 特掲診療料 

第１２部 歯冠修復及び欠損補綴 

Ⅶ 歯科点数表の第２章第１３部に規定する特定保険医療
材料 

第２章 特掲診療料 

第１３部 歯科矯正 

Ⅷ 調剤点数表に規定する特定保険医療材料  

Ⅸ 経過措置  

※ 材料価格基準の別表番号は、ローマ数字で告示されるが、特定器材マスターは、記録条件仕様の情

報表記仕様に基づき、算用数字で設定している。 
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別紙５－３ 

 

特定器材マスターの基本漢字名称 

 

項番３７「基本漢字名称」は、原則、材料価格基準で告示された特定器材の名称を設定する。 

なお、材料価格基準に、機能区分ごとに細分類した項番が付された特定器材の名称は、区分番号及び

項番の名称を中点（・）で区切った名称を設定する。(別表Ⅸを除く。) 

 

例）別表Ⅱ 

医科点数表の第２章第１部、第３部、第４部、第５部、第６部、第９部、第１０部、第１１部及

び第１２部に規定する特定保険医療材料（フィルムを除く。） 

010 血管造影用マイクロカテーテル 

 (1) オーバーザワイヤー 

 ① 選択的アプローチ型 

 ア ブレードあり 

 イ ブレードなし 

 ② 造影能強化型 

 ③ デタッチャブルコイル用 

 (2) フローダイレクト 

 (3) 遠位端可動型治療用 

 

 

機能区分番号 － 枝番 基本漢字名称 

010－⑴－①－ア 
血管造影用マイクロカテーテル・オーバーザワイヤー・選択的アプロ

ーチ型・ブレードあり 

010－⑴－①－イ 
血管造影用マイクロカテーテル・オーバーザワイヤー・選択的アプロ

ーチ型・ブレードなし 

010－⑴－② 血管造影用マイクロカテーテル・オーバーザワイヤー・造影能強化型 

010－⑴－③ 
血管造影用マイクロカテーテル・オーバーザワイヤー・デタッチャブ

ルコイル用 

010－⑵ 血管造影用マイクロカテーテル・フローダイレクト 

010－⑶ 血管造影用マイクロカテーテル・遠位端可動型治療用 
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別紙６－１ 

 

コメントパターンの種類と記録方法 

 

１ コメントパターン「１０」 

保険医療機関等が電子レセプトに記録したコメント文の文字列を、そのまま出力紙レセプト等に出

力する。 

例） 

コメントコード コメント文（保険医療機関等の記録） 

810000001 ４月７日 患者の容態が急変し、緊急処置が必要と判断したため。 
 

＜出力紙レセプトへの出力イメージ＞ 

11 01  ４月７日 患者の容態が急変し、緊急処置が必要と判断し 

たため。 

 

２ コメントパターン「２０」 

コメントコードに設定しているコメント文を、出力紙レセプト等に出力する。 

例） 

コメントコード 
コメントマスターの 
定型のコメント文 

コメント文 
（保険医療機関等の記録） 

820000002 自費から ※ 記録の必要なし 
 

＜出力紙レセプトへの出力イメージ＞ 

11 02  自費から 

 

３ コメントパターン「３０」 

コメントコードに設定しているコメント文の後に、保険医療機関等が記録したコメント文を付加し

て出力紙レセプト等に出力する。 

例） 

コメントコード 
コメントマスターの 
定型のコメント文 

コメント文 
（保険医療機関等の記録） 

830181540 撮影部位（単純撮影）足＿； 右 

 
 

＜出力紙レセプトへの出力イメージ＞ 

70 01  撮影部位（単純撮影）足＿；右 

 

４ コメントパターン「３１」 

コメントコードに設定しているコメント文の後に、保険医療機関が記録した診療行為コード（医科）

の省略漢字名称を付加して出力紙レセプト等に出力する。 

例） 

コメントコード 
コメントマスターの 
定型のコメント文 

コメント文 
（保険医療機関等の記録） 

831110002 
入院後３日以内に実施した主要な診療

行為（救急医療管理加算２） 
１４０００５６１０ 
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＜出力紙レセプトへの出力イメージ＞ 

90 02  入院後３日以内に実施した主要な診療行為（救急医療管理

加算２）；酸素吸入 

 

５ コメントパターン「４０」 

コメントコードに設定しているコメント文と、保険医療機関等が記録した数字のコメント文を組み

合せて出力紙レセプト等に出力する。 

例） 

コメントコード 
コメントマスターの 
定型のコメント文 

コメント文 
（保険医療機関等の記録） 

840000015 外泊   日 ０６ 

※ 下線部に挿入する数字の文字列を記録する。 
 

＜出力紙レセプトへの出力イメージ＞ 

99 01  外泊  ６日 

 

６ コメントパターン「４２」 

コメントコードに設定しているコメント文の後に、保険医療機関等が記録した値（数値として取り

扱うものに限る。）を付加して出力紙レセプト等に出力する。 

例） 

コメントコード 
コメントマスターの 
定型のコメント文 

コメント文 
（保険医療機関等の記録） 

842100057 通算実施回数（持続緩徐式血液濾過） ３ 
 

＜出力紙レセプトへの出力イメージ＞ 

40 02  通算実施回数（持続緩徐式血液濾過）；３ 

 

７ コメントパターン「５０」 

コメントコードに設定しているコメント文の後に、保険医療機関等が記録した年月日情報（ＧＹＹ

ＭＭＤＤ形式）を付加して出力紙レセプト等に出力する 

例）  

コメントコード 
コメントマスターの 
定型のコメント文 

コメント文 
（保険医療機関等の記録） 

850100186 算定開始年月日（呼吸心拍監視等） ５０２０９１１ 
 

＜出力紙レセプトへの出力イメージ＞ 

60 02  算定開始年月日（呼吸心拍監視等）；令和 ２年 ９月１

１日 
 

なお、年月日情報（ＧＹＹＭＭＤＤ形式）の先頭に記録する年号区分コードは次のとおり。 

コ ー ド 名 コ ー ド 内   容 備   考 

年号区分コード 

１  明 治  

２  大 正  

３  昭 和  

４  平 成  

５  令 和 令和 1年 5月 1日適用 
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８ コメントパターン「５１」 

コメントコードに設定しているコメント文の後に、保険医療機関等が記録した時刻情報（ＨＨＭＭ

形式）を付加して出力紙レセプト等に出力する。 

例） 

コメントコード 
コメントマスターの 
定型のコメント文 

コメント文 
（保険医療機関等の記録） 

851100001 

 

患者死亡時刻（在宅ターミナルケア加算） 

 

０５４５ 

＜出力紙レセプトへの出力イメージ＞ 

14 01  患者死亡時刻（在宅ターミナルケア加算） 

； ５時４５分 

 

９ コメントパターン「５２」 

コメントコードに設定しているコメント文の後に、保険医療機関等が記録した時間（分）情報を付

加して出力紙レセプト等に出力する。 

例） 

コメントコード 
コメントマスターの 
定型のコメント文 

コメント文 
（保険医療機関等の記録） 

852100004 

 

診療に要した時間（長時間加算（救急

搬送診療料）） 

 

０００７５ 

 
全角数字 ５桁（頭０埋め） 

＜出力紙レセプトへの出力イメージ＞ 

14 01  診療に要した時間（長時間加算（救急搬送診療料）） 
；７５分 

 

10 コメントパターン「５３」 

  コメントコードに設定しているコメント文の後に、保険医療機関等が記録した日時情報（ＤＤＨＨ

ＭＭ）を付加して出力紙レセプト等に出力する。 

 例） 

コメントコード 
コメントマスターの 
定型のコメント文 

コメント文 
（保険医療機関等の記録） 

853100019 

 

摂食機能療法開始日時（摂食機能療

法） 

 

０１１１１１ 

 

＜出力紙レセプトへの出力イメージ＞ 

80 01  摂食機能療法開始日時（摂食機能療法） 
； １日１１時１１分 
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11 コメントパターン「８０」 

  コメントコードに設定しているコメント文の後に、保険医療機関等が記録した年月日情報（ＧＹＹ

ＭＭＤＤ）及び値（８桁（頭０埋め））を付加して出力紙レセプト等に出力する。 

 例） 

コメントコード 
コメントマスターの 
定型のコメント文 

コメント文 
（保険医療機関等の記録） 

880100013 検査実施年月日及び検査結果（フェリ

チン） 

５０４１１０１００００１０．５ 

 

＜出力紙レセプトへの出力イメージ＞ 

60 01 検査実施年月日及び検査結果（フェリチン）；令和４年 １１月 １日 検査値：１０.５ 

 

12 コメントパターン「９０」 

保険医療機関等が記録した修飾語マスターに収載する修飾語コード（複数記録可）を、翻訳して出

力紙レセプト等に出力する。 

例）「右足」を出力する場合、修飾語コードの「2056：右」と「1066：足」を記録する。 

コメントコード 
コメント文 

（保険医療機関等の記録） 

890000001 ２０５６１０６６ 
 

＜出力紙レセプトへの出力イメージ＞ 

40 01  右足 

 

13 その他 

  審査支払機関によるオンライン資格確認の結果、レセプトの請求内容を算定日情報等により分割し、

新旧の保険者にそれぞれ請求する場合に、分割した全てのレセプトの最終行に以下のコメントレコー

ドを記録する。 

コメントコード 
コメント文 

（審査支払機関の記録） 

820000244 電子資格確認による分割レセプト 
 
 

  



- 111 - 

別紙６－２ 

 

レセプト編集情報の設定事例 

 

電子レセプトにコメントコードを使用して退院年月日（１８年４月１２日）を記録した場合、出力紙

レセプトの摘要欄への出力は、次の例による。 

 

１ 電子レセプトデータの記録 

⑴ コメントレコードの記録条件仕様 

項 
 

目 

（１） （２） （３） （４） （５） 

レ
コ
ー
ド
識
別
情
報 

診
療
識
別 

負
担
区
分 

コ
メ
ン
ト
コ
ー
ド 

文
字
デ
ー
タ 

モード 英数 数字 英数 数字 漢字 

最 大 
バイト数 

２ ２ １ ９ ７６ 

項目形式 固定 可変 固定 固定 可変 
 

⑵ 記録例 

レコード 
識別情報 

診療 
識別 

負担 
区分 

コメントコード 文字データ 

CO 11 1 840000013 １ ８ ０ ４ １ ２  

                      ２桁  ２桁  ２桁 

２ コメントマスター 

コメントコード コメント文 レセプト編集情報①～④ 

区
分 

パ
タ
ー
ン 

一
連
番
号 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ 

カ
ラ
ム
位
置 

桁
数 

カ
ラ
ム
位
置 

桁
数 

カ
ラ
ム
位
置 

桁
数 

カ
ラ
ム
位
置 

桁
数 

8 40 13 
退  院    年   月   日 05 02 08 02 11 02 00 00 

840000013 

 

 

３ 出力紙レセプトへの編集 

コメント文 

退 □ 院 □ １ ８ 年 □ ４ 月 １ ２ 日 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ 
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別紙７－１ 

 

診療行為マスターの「点数識別」 

 

１ 点数識別 

項番１２「新又は現点数」（歯科診療行為マスターは、基本テーブルの項番１２「点数等」及びき

ざみテーブルの項番１１「点数」。以下同じ）又は項番５８「旧点数」（歯科診療行為マスターは、

基本テーブルの項番１４「点数等」。以下同じ）に設定した診療行為の点数等から医科点数表又は歯

科点数表等に規定する請求点数を計算するために使用する情報である。 

 

２ 項番１２「新又は現点数」の「点数識別」 

⑴ 「１：金額」 

項番１２「新又は現点数」に、食事療養費及び生活療養費並びに標準負担額等の単位を「金額」

で設定していることを表す。 

⑵ 「３：点数（プラス）」 

項番１２「新又は現点数」に、医科点数表又は歯科点数表等に規定する診療行為の単位を「点数」

で設定していることを表す。 

⑶ 「４：購入価格（点数）」 

生体移植における臓器等提供者の療養上の費用等、所定点数が確定していない診療行為であるこ

とを表す。 

項番１２「新又は現点数」には、「０.００」を設定する。 

（参 考） 

「点数識別」に「４：購入価格（点数）」を設定している診療行為の例 

・生体皮膚移植（提供者の療養上の費用）加算 

・生体部分肝移植術（提供者の療養上の費用）加算 

・生体部分肺移植術（提供者の療養上の費用）加算 

・生体部分小腸移植術（提供者の療養上の費用）加算 

・生体腎移植術（提供者の療養上の費用）加算 

・造血幹細胞移植（提供者の療養上の費用）加算 

・治験分控除後包括点数 

・公害補償法控除後包括点数 

・他医療機関診療費 

・歯科診療費 
 

⑷ 「５：％加算」 

医科点数表又は歯科点数表等に「所定点数の１００分の○○に相当する点数を加算する。」と規

定する診療行為（注加算及び通則加算）の加算割合を表す。 

項番１２「新又は現点数」には、加算割合を百分率（○○／１００）で設定する。 

⑸ 「６：％減算」 

医科点数表又は歯科点数表等に「所定点数の１００分の○○に相当する点数により算定する」と

規定する診療行為の逓減割合を表す。 

項番１２「新又は現点数」には、減算割合を百分率（○○／１００）で設定する。 
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（参考１） 

「点数識別」に「６：％減算」を設定している診療行為の例 

・検査逓減等、所定点数を逓減して算定する診療行為 

・２以上の手術の５０％併施加算 

・外泊 

・定数超過入院基本料減額 

・標欠 
 

（参考２） 

「％減算」の点数計算の例 

 

「超音波検査 Ａモード法（１５０点）」を、同一患者へ同一月に３回実施した場合の請

求点数の計算方法（２回目以降の検査は、所定点数の１００分の９０に相当する点数により

算定する。） 

 

① 診療行為マスターの設定内容 

 診療行為 
コード 

省略漢字名称 点数識別 
新又は 
現点数 

 

 160072110 超音波（Ａモード法） ３：点数（プラス） 150.00  

 160000190 検査逓減 ６：％減算 10.00  
 

② 電子レセプトの記録内容 

 レコード 
識別情報 

診療 
識別 

診療行為コード （省略漢字名称） 点数 回数  

 SI 60 160072110 超音波（Ａモード法） 150 １  

 SI 60 160072110 超音波（Ａモード法）    

 SI  160000190 検査逓減 135 2  
 

③ 点数算出式 

 １回目                        １５０点  

 
２、３回目 

                １０  
１５０点 ― （１５０点 × ──── ） ＝１３５点 
                １００  

 

 
 

⑹ 「７：減点診療行為」 

特定入院料等に包括される診療行為のうち、治験及び公害補償法の対象となる診療行為の点数を

合算して減点するためのコードを表す。 

項番１２「新又は現点数」には、「０.００」を設定する。 

（参 考） 

「点数識別」に「７：減点診療行為」を設定している診療行為の例 

・包括点数の治験減点分 

・包括点数の公害補償法減点分 
 

⑺ 「８：点数（マイナス）」 

厚生労働大臣が定める基準を満たしていない場合等に、所定点数を減点する診療行為であること

を表す。 

項番１２「新又は現点数」には、減算する「点数」を設定する。 
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３ 項番５８「旧点数」の「点数識別」 

⑴ 「０：診療報酬改定又はそれ以降に新設された診療行為」 

診療報酬改定及び厚生労働省通知により、新設された診療行為であることを表す。 

項番５８「旧点数」には、「０．００」を設定する。 

⑵ 「１：金額」 

項番５８「旧点数」に、食事療養費及び生活療養費並びに標準負担額等の単位を「金額」で設定

していることを表す。 

⑶ 「３：点数（プラス）」 

項番５８「旧点数」に、医科点数表又は歯科点数表等に規定する診療行為等の単位を「点数」で

設定していることを表す。 

⑷ 「４：購入価格（点数）」 

生体移植における臓器等提供者の療養上の費用等、所定点数が確定していない診療行為であるこ

とを表す。 

項番５８「旧点数」には、「０.００」を設定する。 

⑸ 「５：％加算」 

医科点数表又は歯科点数表等に「所定点数の１００分の○○に相当する点数を加算する。」と規

定する診療行為（注加算及び通則加算）の加算割合を表す。 

項番５８「旧点数」には、加算割合を百分率（○○／１００）で設定する。 

⑹ 「６：％減算」 

医科点数表又は歯科点数表等に「所定点数の１００分の○○に相当する点数により算定する。」

と規定する診療行為の逓減割合を表す。 

項番５８「旧点数」には、減算割合を百分率（○○／１００）で設定する。 

⑺ 「７：減点診療行為」 

特定入院料等に包括される診療行為のうち、治験及び公害補償法の対象となる診療行為の点数を

合算して減点するためのコードを表す。 

項番５８「旧点数」には、「０.００」を設定する。 

⑻ 「８：点数（マイナス）」 

厚生労働大臣が定める基準を満たしていない場合等に、所定点数を減点する診療行為であること

を表す。 

項番５８「旧点数」には、減算する「点数」を設定する。 
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別紙７－２ 

 

点数欄集計先コード一覧 

区 分 

コード 

医    科 

点数集計先識別（入院） 点数集計先識別（入院外） 

  ０ 未使用 

１１０ 初診 

１２０  再診（再診・外来診療料） 

１２２ 再診（外来管理加算） 

１２３ 再診（時間外） 

１２４ 再診（休日） 

１２５ 再診（深夜） 

１３０ 医学管理 

１４０ 在宅 

２１０  投薬（内服・頓服調剤）（入院外） 

２３０ 投薬（外用調剤）（入院外） 

２４０ 投薬（調剤）（入院）  

２５０  投薬（処方） 

２６０ 投薬（麻毒） 

２７０ 投薬（調基） 

３００ 注射（生物学的製剤・精密持続点滴・麻薬・外来化学療法加算） 

３１１  注射（皮下筋肉内） 

３２１ 注射（静脈内） 

３３１ 注射（その他） 

４００ 処置 

５００ 手術（手術） 

５０２ 手術（輸血） 

５４０ 麻酔 

６００ 検査・病理診断 

７００ 画像診断 

８００ その他 

９０３ 入院基本料  

９２０ 特定入院料・その他 

９７０ 入院時食事療養 

９７１ 入院時食事療養（標準負担額） 

９７２ 生活療養食事療養 

９７３ 生活療養食事療養（標準負担額） 

９７４ 生活療養環境療養 

９７５ 生活療養環境療養（標準負担額） 
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別紙７－３ 

 

看護加算コード一覧 

コード 内    容 

 ０ 

５３ 

５５ 

５７ 

５８ 

６８ 

６９ 

看護加算に関係しないもの 

看護補助加算１ 

看護補助加算２ 

看護補助加算３ 

看護配置加算 

夜間７５対１看護補助加算 

夜間看護体制加算（看護補助体制） 
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別紙７－４ 

 

項番２７「実日数」と項番２８「日数・回数」の設定条件と対象診療行為 

 

医科診療行為マスターの項番２７「実日数」及び項番２８「日数・回数」の組み合わせにより、診療

行為の算定回数が、診療実日数と関連するか否かの設定条件である。 

なお、歯科診療行為マスターにおいては、実日数関連テーブルの項番１０「実日数」及び項番１１

「日数・回数」に読み替える。 

項
番 

項番２７
実日数 

項番２８ 
日数・回数 

設定条件 対象診療行為 

１ ０ ０ 
診療実日数に関連する確認を

要しない診療行為 
 

２ １ ０ 

当該診療行為の算定回数が診
療実日数以下である確認を要す
る診療行為 

当該診療行為の「回数」≦診
療実日数 

 

３ 

２ 

１ 

入院外レセプトの場合、初診
料の回数と再診料又は外来診療
料の回数の累積回数（項番２８
「日数・回数」の設定値が
「１」及び「２」の「回数」の
集計値）と診療実日数の確認を
要する診療行為 
 

初診料、再診料等の累積回数
≦診療実日数 
 

初診料（初診（同日複数診療
科）を除く。） 
小児科外来診療料（初診時） 
小児かかりつけ診療料（初診
時） 

４ ２ 

再診料（同日再診を除く。） 
電話等再診料（同日電話等再診
を除く。） 
外来診療料（同日外来診療料を
除く。） 
小児科外来診療料（再診時） 
小児かかりつけ診療料（再診
時） 
開放型病院共同指導料（１） 
在宅患者訪問診療料 
退院時共同指導料１ 
ハイリスク妊産婦共同管理料
（１）等 
（その他入院外レセプトにおい
て再診料を含んでいるもの） 

５ ３ ３ 

入院レセプトの場合、入院基
本料等の累積回数（項番２７
「実日数」が「３」であって、
項番２８「日数・回数」が
「３」の「回数」の集計値）と
診療実日数の確認を要する診療
行為 
 
〈入院レセプト〉 

入院基本料等の累積回数≦診
療実日数 

入院基本料 
特定入院料（ＤＰＣ適用区分
２、３、４を除く。） 

６ ４ ０ 

入院基本料及び特定入院料と
外泊の間に、他の診療行為が記
録されている場合及び入院基本
料及び特定入院料以外に外泊が
算定された場合 

外泊 
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別紙７－５ 

 

きざみ値の上下限エラー処理 

 

項番３５「上下限エラー処理」は、きざみ値による計算対象診療行為の数量データが「（下限値－き

ざみ値）以下」又は「上限値超」の場合に、点数計算の条件を識別するための値を設定する。 

項番３５「上下限エラー処理」は、「０」から「３」の４つの値を持ち、数量データが「（下限値－

きざみ値）以下」又は「上限値超」の場合に、双方とも点数の算定条件を満たす値を選択して設定して

いる。 

なお、歯科診療行為マスターにおいては、項番１２「新又は現点数」を「基本テーブル」の項番１２

「点数等」に、項番３１「下限値」を「きざみテーブル」の項番１３「きざみ下限値」に、項番３２

「上限値」を同項番１４「きざみ上限値」に、項番３３「きざみ値」を同項番１５「きざみ値」に、項

番３５「上下限エラー処理」を同項番１７「きざみ上下限エラー処理」にそれぞれ読替える。 

 

１ 「（下限値－きざみ値）以下」の条件 

当該診療行為の数量データが「（下限値－きざみ値）に満たない」又は「（下限値－きざみ値）と

一致する」場合 

上下限 
エラー処理 

判  断  条  件 

０ 
診療行為の数量データが、『項番３１「下限値」－項番３３「きざみ値」』

以下の場合、項番１２「新又は現点数」の点数を算定する診療行為 
なお、当該診療行為の数量データが「０」の場合、レセプトは返戻の取扱い

となる。 １ 

２ 診療行為の数量データが、『項番３１「下限値」－項番３３「きざみ値」』
以下の場合、点数を算定できない診療行為（レセプトは返戻の取扱いとな
る。） ３ 

 
２ 「上限値超」の条件 

当該診療行為の数量データが「上限値」を超える場合 

上下限 
エラー処理 

判  断  条  件 

０ 
診療行為の数量データが、項番３２「上限値」を超えている場合、当該診療

行為の数量データに従い、きざみ値による点数の算定を行う診療行為（レセプ
トの記録内容の確認を要する。） 

１ 
診療行為の数量データが、項番３２「上限値」を超えている場合、項番３２

「上限値」に従い、きざみ値による点数の計算を行う診療行為 

２ 
診療行為の数量データが、項番３２「上限値」を超えている場合、当該診療

行為の数量データに従い、きざみ値による点数の算定を行う診療行為（レセプ
トの記録内容の確認を要する。） 

３ 
診療行為の数量データが、項番３２「上限値」を超えている場合、項番３２

「上限値」に従い、きざみ値による点数の計算を行う診療行為 

（注） 項番３２「上限値」の値が「９９９９９９９９」の場合、項番３５「上下限エラー処理」に

設定する「０」及び「１」又は「２」及び「３」に点数の計算に違いはなく、どちらを設定し

ても同じ結果が得られる。しかし、この時の設定値は、「０」又は「２」としている。 
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３ 具体的な事例 

上下限 
エラー処理 

事        例 

０ 

上限値の規定がない診療行為 
診療行為コード：160098210 省略漢字名称：内視鏡下生検法 

 
※ １臓器につき３１０点を加算する。 

１ 

上限値の規定がある診療行為 
診療行為コード：160177770 省略漢字名称：外来迅速検体検査加算 

 
※ ５項目を限度として、外来迅速検体検査加算として、第１節第１款の各
区分に掲げる検体検査実施料の各項目の所定点数にそれぞれ 10 点を加算
する。 

２ 

下限値の規定がある診療行為 
診療行為コード：114000970 省略漢字名称：患家診療時間加算（往診） 

 
※ 患家における診療時間が１時間を超えた場合は、３０分又はその端数を
増すごとに、１００点を所定点数に加算する。 

３ 現在該当なし 
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別紙７－６ 

 

項番３８「注加算コード」の設定対象外項目 

 

項番６８「告示等識別区分（１）」に「７：加算項目」を設定している診療行為コードには、注加算

が算定可能な診療行為（基本項目、合成項目及び準用項目）と注加算の算定可否の確認を行うため、原

則、項番３８「注加算コード」に任意の番号を設定している。 

しかし、下表の加算項目については、算定可能な診療行為（基本項目、合成項目及び準用項目）が複

数存在することから、注加算コードを設定せず、複数の診療行為コードに共通で使用するため、専用の

項目を別に設定している。 

項 番 項 目 名 
項目名に関する 

診療行為 
確認の方法 

 ２０ 画像等手術支援加算 画像等手術支援加算 
専用の項目を設定し、

設定値により、当該加算
の算定可否を確認する。 

 ４６ 処置乳幼児加算区分 処置の乳幼児加算 

専用の項目を設定し、
設定値により、当該加算
の算定可否を確認する。 

 ４７ 極低出生体重児加算区分 極低出生体重児加算 

 ５３ 脊髄誘発電位測定等加算区分 脊髄誘発電位測定等加算 

 ５４ 頸部郭清術併施加算区分 頸部郭清術併施加算 

 ５５ 自動縫合器加算区分 
自動縫合器加算 
自動縫合器加算（左心耳閉塞
用クリップ使用） 

 ６４ 超音波内視鏡加算区分 超音波内視鏡加算 

 ６７ 自動吻合器加算区分 自動吻合器加算 

 ８２ 
超音波凝固切開装置等加算区
分 

超音波凝固切開装置等加算 

１１４ 副鼻腔手術用内視鏡加算 副鼻腔手術用内視鏡加算 

１１５ 
副鼻腔手術用骨軟部組織切除
機器加算 

副鼻腔手術用骨軟部組織切除
機器加算 

１１６ 長時間麻酔管理加算 長時間麻酔管理加算 

１１９ 凍結保存同種組織加算 凍結保存同種組織加算 

１２１ 創外固定器加算 創外固定器加算 

１２２ 超音波切削機器加算 超音波切削機器加算 

注１ 上表中の項番は、診療行為マスターの項番を表す。 

注２ 項番４７、項番５４及び項番６４は、通則加算の項目であるが、加算の対象となる診療行為が

限定されているため、専用の項目により加算の算定可否を判定する値を設定する。 
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別紙７－７ 

 

項番３８「注加算コード」と項番３９「注加算通番」の相関関係 

 

１ 項番３８「注加算コード」 

基本項目、合成項目及び準用項目に対して、算定可能な注加算であるか否かを確認するためのコー

ドである。 

⑴ 基本項目、合成項目及び準用項目である診療行為コードと加算項目である診療行為コードの項番

３８「注加算コード」が一致する場合、算定可能な注加算と判定する。 

⑵ 基本項目、合成項目及び準用項目である診療行為コードと加算項目である診療行為コードの項番

３８「注加算コード」が一致しない場合、算定できない注加算と判定する。 

 

２ 項番３９「注加算通番」 

複数の加算項目のうち、重複して算定できない加算項目を確認するために設定する値である。 

⑴ 項番３８「注加算コード」が同一の設定値であって、項番３９「注加算通番」内の設定値が異な

る場合、同時に算定可能な注加算と判定する。 

⑵ 項番３８「注加算コード」が同一の設定値であって、項番３９「注加算通番」内の設定値も同一

の設定値である場合、同時に算定できない注加算と判定する。 

 

設定例） 

診療行為コード 省略漢字名称 注加算コード 注加算通番 告示等識別区分（１）の内容 

112007410 再診料 １２０１ ０ 基本項目 

112000970 乳幼児加算（再診） １２０１ １ 

加算項目 112016070 時間外対応体制加算１ １２０１ ２ 

112015670 時間外対応体制加算２ １２０１ ２ 

※ 「112000970：乳幼児加算（再診）」と「112016070：時間外対応体制加算１」又は「112015670：

時間外対応体制加算２」は、同時に算定できるため、「注加算通番」の設定を異なる値としている。 

※ 「112016070：時間外対応加算１」と「112015670：時間外対応加算２」は、同時に算定できない

ため、「注加算通番」を同一の値としている。 
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別紙７－８ 

 

施設基準コード関連情報 

 

１ 施設基準コード一覧 

 

施設基準コード 施設基準 

３ 特定機能病院 

６ 精神病棟 

９ 特殊疾患入院施設管理加算 

１４ 精神科作業療法 

１５ 精神科デイ・ケア「大規模なもの」 

１９ 重症者等療養環境特別加算 

２２ 開放型病院共同指導料 

２３ 精神科 

２９ 精神科ナイト・ケア 

３１ 精神科応急入院施設管理加算 

３５ 人工膵臓検査、人工膵臓療法 

３６ 薬剤管理指導料 

４０ 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 

４５ 重度認知症患者デイ・ケア料 

５７ 療養環境加算 

６１ 結核病棟 

６３ 精神科デイ・ケア「小規模なもの」 

７０ 体外衝撃波胆石破砕術 

９０ 療養病棟療養環境加算１ 

９１ 療養病棟療養環境加算２ 

９６ 在宅がん医療総合診療料 

９８ 人工内耳植込術 

１００ 補助人工心臓 

１０４ 精神科デイ・ナイト・ケア 

１１７ 総合周産期特定集中治療室管理料１ 

１１８ 精神科急性期治療病棟入院料１ 

１１９ 精神科急性期治療病棟入院料２ 

１２４ 難病患者リハビリテーション料 

１２５ 植込除細動器移植(経静脈)、交換(他)、抜去 

１３３ 精神療養病棟入院料 

１４６ 地域医療支援病院 

１５２ 生体部分肝移植術 

１５９ ペースメーカー移植術、交換術 

１６０ 大動脈バルーンパンピング法（ＩＡＢＰ法） 

１６８ 心臓カテ血管内視鏡検査加算 

１６９ 長期継続頭蓋内脳波検査 

１７０ 補聴器適合検査 

１７２ 脳刺激装置植込術及び脳刺激装置交換術 

１７３ 放射線治療専任加算 

２０７ 精神病棟入院時医学管理加算 

２０８ 一類感染症患者入院医療管理料 
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施設基準コード 施設基準 

２０９ 特殊疾患入院医療管理料 

２１４ 短期滞在手術等基本料１ 

２１７ 脊髄刺激装置植込術、脊髄刺激装置交換術 

２２４ 緩和ケア診療加算 

２３１ 小児入院医療管理加算（保育士１名） 

２３３ 地域連携小児夜間・休日診療料１ 

２３４ 光トポグラフィー（施設共同利用率２０％以上） 

２３５ 中枢神経磁気刺激による誘発筋電図（施設共同利用率２０％以上） 

２３６ 画像診断管理加算１ 

２３７ 画像診断管理加算２ 

２３８ 遠隔画像診断 

２４３ エタノールの局所注入（甲状腺） 

３２０ 高エネルギー放射線治療 

３６９ 医療保護入院等診療料 

３７０ 両心室ペースメーカー移植、交換(経静脈) 

３７１ 経皮的中隔心筋焼灼術 

３７３ 直線加速器による定位放射線治療 

３７６ エタノールの局所注入（副甲状腺） 

６０６ 褥瘡ハイリスク患者ケア加算 

６０７ ハイリスク分娩管理加算 

６０８ 脳卒中ケアユニット入院医療管理料 

６０９ ウイルス疾患指導料 

６１０ 喘息治療管理料 

６１１ 地域連携小児夜間・休日診療料２ 

６１２ ニコチン依存症管理料 

６１５ ハイリスク妊産婦共同管理料（１） 

６１８ 小児食物アレルギー負荷検査 

６２８ 障害児（者）リハビリテーション料 

６２９ 精神科ショート・ケア「大規模なもの」 

６３０ 精神科ショート・ケア「小規模なもの」 

６３３ 同種死体肺移植術 

６３４ 同種心移植術 

６３５ 同種心肺移植術 

６３６ 同種死体肝移植術 

６３７ 同種死体膵移植術、同種死体膵腎移植術 

６３８ 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 

６４０ 輸血管理料１ 

６４１ 輸血管理料２ 

６４２ 入院時食事療養（１）入院時生活療養（１） 

６７３ 超急性期脳卒中加算 

６７６ 精神科地域移行実施加算 

６７７ 精神科身体合併症管理加算 

６７８ ハイリスク妊娠管理加算 

６８９ 精神科救急・合併症入院料 

６９０ 糖尿病合併症管理料 

６９２ 医療機器安全管理料１ 

６９３ 医療機器安全管理料２ 

６９７ 遺伝カウンセリング加算 
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施設基準コード 施設基準 

６９８ 神経学的検査 

７０１ 冠動脈ＣＴ撮影加算 

７０２ 心臓ＭＲＩ撮影加算 

７０４ 集団コミュニケーション療法料 

７０５ 強度変調放射線治療（ＩＭＲＴ） 

７１３ 特殊疾患病棟入院料１ 

７１４ 特殊疾患病棟入院料２ 

７１７ 認知症治療病棟入院料１ 

７１８ 認知症治療病棟入院料２ 

７２１ 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学 

７２５ コンタクトレンズ検査料１ 

７２７ 無菌製剤処理料 

７２８ 外来化学療法加算１ 

７２９ 外来化学療法加算２ 

７３０ 心大血管疾患リハビリテーション料（１） 

７３１ 心大血管疾患リハビリテーション料（２） 

７３２ 脳血管疾患等リハビリテーション料（１） 

７３３ 脳血管疾患等リハビリテーション料（２） 

７３４ 脳血管疾患等リハビリテーション料（３） 

７３７ 呼吸器リハビリテーション料（１） 

７３８ 呼吸器リハビリテーション料（２） 

７３９ 頭蓋骨形成手術（骨移動を伴う） 

７４０ 上顎骨・下顎骨形成術（骨移動を伴う） 

７４１ 生体部分肺移植術 

７４２ 両室ペーシング除細動器移植、交換(経静脈) 

７４５ 同種死体腎移植術 

７４６ 生体腎移植術 

７４７ 焦点式高エネルギー超音波療法 

７４９ 外来放射線治療加算 

７５０ デジタル病理画像による術中迅速病理組織 

７６２ 依存症入院医療管理加算 

７６３ 摂食障害入院医療管理加算 

７６４ 栄養サポートチーム加算 

７７５ 呼吸ケアチーム加算 

７７７ 救命救急入院料１ 

７７８ 救命救急入院料２ 

７７９ 救命救急入院料３ 

７８０ 救命救急入院料４ 

７８３ 高度医療体制加算 

７８４ 小児加算（救命救急入院料） 

７８７ 特定集中治療室管理料（小児加算） 

７９０ 新生児治療回復室入院医療管理料 

７９１ 小児入院医療管理料１ 

７９２ 小児入院医療管理料２ 

７９３ 小児入院医療管理料３ 

７９４ 小児入院医療管理料４ 

７９５ 小児入院医療管理料５ 

７９８ 休日リハビリテーション提供体制加算 
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８０３ がん性疼痛緩和指導管理料 

８０６ 地域連携夜間・休日診療料 

８１０ がん治療連携計画策定料 

８１１ がん治療連携指導料 

８１３ 肝炎インターフェロン治療計画料 

８１５ 在宅血液透析指導管理料 

８１６ ＨＰＶ核酸検出 

８１７ 検体検査管理加算（１） 

８１８ 検体検査管理加算（２） 

８１９ 検体検査管理加算（３） 

８２０ 検体検査管理加算（４） 

８２２ 胎児心エコー法 

８２４ 内服・点滴誘発試験 

８２６ 外傷全身ＣＴ加算 

８２７ 抗悪性腫瘍剤処方管理加算 

８２８ 運動器リハビリテーション料（１） 

８２９ 運動器リハビリテーション料（２） 

８３０ 運動器リハビリテーション料（３） 

８３１ がん患者リハビリテーション料 

８３３ 皮膚悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算 

８３４ 治療的角膜切除術（エキシマレーザー） 

８３９ 腹腔鏡下肝切除術（部分及び外側区域切除） 

８４０ 膀胱水圧拡張及びハンナ型間質性膀胱炎手術 

８４１ 麻酔管理料１ 

８４２ 麻酔管理料２ 

８４３ 画像誘導放射線治療加算 

８４４ デジタル病理画像による迅速細胞診 

８４９ リハビリテーション総合計画評価料１ 

８５２ ＣＴ撮影（１６列以上マルチスライス型） 

８５３ ＣＴ撮影（１６列未満マルチスライス型） 

８５８ 有床診療所急性期患者支援病床初期加算 

８５９ 有床診急性期在宅患者支援療養病床初期加算 

３００１ 時間外対応加算１ 

３００２ 時間外対応加算４ 

３００６ 看取り加算 

３０１２ ２５対１急性期看護補助体制加算 ５割未満 

３０１３ 夜間５０対１急性期看護補助体制加算 

３０１４ 夜間１００対１急性期看護補助体制加算 

３０１６ 療養病棟療養環境改善加算１ 

３０１７ 療養病棟療養環境改善加算２ 

３０１８ 診療所療養病床療養環境改善加算 

３０１９ 無菌治療室管理加算１ 

３０２０ 無菌治療室管理加算２ 

３０２１ 緩和ケア診療加算（地域指定） 

３０２２ 有床診療所緩和ケア診療加算 

３０２３ 精神科リエゾンチーム加算 

３０２４ 栄養サポートチーム加算（地域指定） 

３０２５ 感染対策向上加算１(旧感染防止対策加算１) 
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３０２６ 感染対策向上加算２(旧感染防止対策加算２) 

３０２８ 患者サポート体制充実加算 

３０２９ 入退院支援加算２ 

３０３０ 精神科救急搬送患者地域連携紹介加算 

３０３１ 精神科救急搬送患者地域連携受入加算 

３０３３ 病棟薬剤業務実施加算１ 

３０３６ 小児特定集中治療室管理料 

３０３９ 児童・思春期精神科入院医療管理料 

３０４１ 認知症夜間対応加算（認知症治療病棟） 

３０４２ 特定一般病棟入院料１ 

３０４３ 特定一般病棟入院料２ 

３０４４ 一般病棟看護必要度評価加算 特定一般病棟 

３０４７ 外来緩和ケア管理料 

３０４９ 糖尿病透析予防指導管理料 

３０５０ 院内トリアージ実施料 

３０５３ 外来放射線照射診療料 

３０５５ 在宅療養支援診療所（１） 

３０５６ 在宅療養支援診療所（２） 

３０５７ 在宅療養支援病院（１） 

３０５８ 在宅療養支援病院（２） 

３０５９ 同一建物居住者訪問看護・指導料 

３０６０ 時間内歩行試験･シャトルウォーキング 

３０６１ ヘッドアップティルト試験 

３０６２ ロービジョン検査判断料 

３０６３ ＣＴ透視下気管支鏡検査加算 

３０６４ ＣＴ撮影（６４列以上）その他の場合 

３０６６ ＭＲＩ撮影（３テスラ以上）その他の場合 

３０６７ 初期加算（リハビリテーション料）及び急性期リハビリテーション加算 

３０６９ 抗精神病特定薬剤治療指導管理料 

３０７０ 重度認知症患者デイ・ケア（夜間ケア加算） 

３０７１ 透析液水質確保加算・慢性維持透析濾過加算 

３０７２ 腫瘍脊椎骨全摘術 

３０７３ 網膜付着組織を含む硝子体切除術 

３０７４ 腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術 

３０７５ 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 

３０７７ 腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術 

３０７８ 人工尿道括約筋植込・置換術 

３０７９ 内視鏡的胎盤吻合血管レーザー焼灼術 

３０８０ 輸血適正使用加算 

３０８１ 自己生体組織接着剤作成術 

３０８２ 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 

３０８３ 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡機器） 

３０８５ 体外照射呼吸性移動対策加算 

３０８６ 定位放射線治療呼吸性移動対策加算 追尾法 

３０８７ 病理診断管理加算１ 

３０８８ 病理診断管理加算２ 

３０９４ 療養病棟入院料１（特定一般入院患者） 

３１５４ 植込型補助人工心臓（非拍動流型） 
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施設基準コード 施設基準 

３１５５ 時間外対応加算３ 

３１５６ ５０対１急性期看護補助体制加算 

３１５７ ７５対１急性期看護補助体制加算 

３１５８ 診療所療養病床療養環境加算 

３１６２ 回復期リハ病棟入院料４（旧入院料２） 

３１６８ 在宅療養支援診療所（３） 

３１６９ 在宅療養支援病院（３） 

３１７０ 脳磁図(その他のもの) 

３１７１ ＭＲＩ撮影（１．５テスラ以上の機器） 

３１７６ 定位放射線治療呼吸性移動対策加算 その他 

３１７７ 保険医療機関間の連携による病理診断 

３１８５ 重症者加算１ 

３１９１ 磁気ナビゲーション加算 

３１９２ 体外衝撃波膵石破砕術 

３１９３ 経カテーテル大動脈弁置換術(経心尖経皮的) 

３１９５ 地域包括診療加算２ 

３１９８ 急性期一般入院料６（旧入院料７） 

３１９９ 地域一般入院料２（旧１３対１） 

３２００ 地域一般入院料３（旧１５対１） 

３２０３ 急性期一般入院料６（超過減算）旧入院料７ 

３２０４ 地域一般入院料２（超過減算）旧１３対１ 

３２０５ 地域一般入院料３（超過減算）旧１５対１ 

３２０６ 看護必要度加算２（特定・専門） 

３２０７ 看護必要度加算３（特定・専門） 

３２１０ 在宅復帰機能強化加算 

３２１１ 結核病棟７対１入院基本料 

３２１３ 結核病棟１０対１入院基本料 

３２１４ 結核病棟１３対１入院基本料 

３２１５ 結核病棟１５対１入院基本料 

３２１６ 結核病棟１８対１入院基本料 

３２１７ 結核病棟２０対１入院基本料 

３２１８ 結核病棟入院基本料７対１（超過減算） 

３２２０ 結核病棟入院基本料１０対１（超過減算） 

３２２１ 結核病棟入院基本料１３対１（超過減算） 

３２２２ 結核病棟入院基本料１５対１（超過減算） 

３２２３ 結核病棟入院基本料１８対１（超過減算） 

３２２４ 結核病棟入院基本料２０対１（超過減算） 

３２２５ 精神病棟１０対１入院基本料 

３２２６ 精神病棟１３対１入院基本料 

３２２７ 精神病棟１５対１入院基本料 

３２２８ 精神病棟１８対１入院基本料 

３２２９ 精神病棟２０対１入院基本料 

３２３０ 精神病棟入院基本料１０対１（超過減算） 

３２３１ 精神病棟入院基本料１３対１（超過減算） 

３２３２ 精神病棟入院基本料１５対１（超過減算） 

３２３３ 精神病棟入院基本料１８対１（超過減算） 

３２３４ 精神病棟入院基本料２０対１（超過減算） 

３２３５ 精神保健福祉士配置加算（精神病棟） 
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３２３６ 特定一般病棟７対１入院基本料 

３２３８ 特定一般病棟１０対１入院基本料 

３２３９ 特定結核病棟７対１入院基本料 

３２４０ 特定結核病棟１０対１入院基本料 

３２４１ 特定結核病棟１３対１入院基本料 

３２４２ 特定結核病棟１５対１入院基本料 

３２４３ 特定精神病棟７対１入院基本料 

３２４４ 特定精神病棟１０対１入院基本料 

３２４５ 特定精神病棟１３対１入院基本料 

３２４６ 特定精神病棟１５対１入院基本料 

３２４７ 専門病院７対１入院基本料 

３２４９ 専門病院１０対１入院基本料 

３２５０ 専門病院１３対１入院基本料 

３２５１ 障害者施設等７対１入院基本料 

３２５２ 障害者施設等１０対１入院基本料 

３２５３ 障害者施設等１３対１入院基本料 

３２５４ 障害者施設等１５対１入院基本料 

３２５５ 障害者施設等入院基本料７対１（超過減算） 

３２５６ 障害者施設等入院基本料１０対１ 超過減算 

３２５７ 障害者施設等入院基本料１３対１ 超過減算 

３２５８ 障害者施設等入院基本料１５対１ 超過減算 

３２５９ 有床診療所入院基本料１ 

３２６０ 有床診療所入院基本料２ 

３２６１ 有床診療所入院基本料３ 

３２６２ 有床診療所入院基本料４ 

３２６３ 有床診療所入院基本料５ 

３２６４ 有床診療所入院基本料６ 

３２６５ 看護補助配置加算１ 

３２６６ 看護補助配置加算２ 

３２６７ 栄養管理実施加算 

３２６８ 総合入院体制加算１ 

３２６９ 総合入院体制加算３ 

３２７０ 診療録管理体制加算２（旧加算１） 

３２７１ 診療録管理体制加算３（旧加算２） 

３２７２ 医師事務作業補助体制加算１(１５対１) 

３２７３ 医師事務作業補助体制加算１(２０対１) 

３２７４ 医師事務作業補助体制加算１(２５対１) 

３２７５ 医師事務作業補助体制加算１(３０対１) 

３２７６ 医師事務作業補助体制加算１(４０対１) 

３２７７ 医師事務作業補助体制加算１(５０対１) 

３２７８ 医師事務作業補助体制加算１(７５対１) 

３２７９ 医師事務作業補助体制加算１(１００対１) 

３２８０ 医師事務作業補助体制加算２(１５対１) 

３２８１ 医師事務作業補助体制加算２(２０対１) 

３２８２ 医師事務作業補助体制加算２(２５対１) 

３２８３ 医師事務作業補助体制加算２(３０対１) 

３２８４ 医師事務作業補助体制加算２(４０対１) 

３２８５ 医師事務作業補助体制加算２(５０対１) 
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３２８６ 医師事務作業補助体制加算２(７５対１) 

３２８７ 医師事務作業補助体制加算２(１００対１) 

３２８８ ２５対１急性期看護補助体制加算 ５割以上 

３２８９ 夜間３０対１急性期看護補助体制加算 

３２９０ 看護職員夜間１２対１配置加算２ 

３２９１ 医療安全対策加算１ 

３２９２ 医療安全対策加算２ 

３２９３ 褥瘡ハイリスク患者ケア加算（特定地域） 

３２９４ 入退院支援加算（特定地域） 

３３００ 特定集中治療室管理料１ 

３３０１ 特定集中治療室管理料２ 

３３０２ 特定集中治療室管理料３ 

３３０３ 特定集中治療室管理料４ 

３３０４ ハイケアユニット入院医療管理料１ 

３３０５ ハイケアユニット入院医療管理料２ 

３３０６ 新生児特定集中治療室管理料１ 

３３０７ 新生児特定集中治療室管理料２ 

３３０９ 総合周産期特定集中治療室管理料２ 

３３１０ 回復期リハ病棟入院料２（旧入院料１） 

３３１２ 地域包括ケア病棟入院料２(旧入院料１) 

３３１３ 地包ケア入院医療管理料２(旧管理料１) 

３３１４ 地域包括ケア病棟入院料４（旧入院料２） 

３３１５ 地包ケア入院医療管理料４(旧管理料２) 

３３１６ 地包ケア入院料２(旧入院料１)特定地域 

３３１７ 地包ケア管理料２（旧管理料１）特定地域 

３３１８ 地包ケア病棟入院料４(旧入院料２)特定地域 

３３１９ 地包ケア管理料４（旧管理料２）特定地域 

３３２０ 看護職員配置加算（地域包括ケア病棟） 

３３２１ 看護補助者配置加算（地域包括ケア病棟） 

３３２２ 精神科救急急性期医療入院料 

３３２５ 精神保健福祉士配置加算（精神療養） 

３３２６ 地包ケア管理料２（旧管理料１）特定一般 

３３２７ 地包ケア管理料４（旧管理料２）特定一般 

３３３２ がん患者指導管理料（イ） 

３３３３ がん患者指導管理料（ロ） 

３３３４ がん患者指導管理料（ハ） 

３３３５ 外来緩和ケア管理料（特定地域） 

３３３６ 移植後患者指導管理料（臓器移植後） 

３３３７ 移植後患者指導管理料（造血幹細胞移植後） 

３３３８ 糖尿病透析予防指導管理料（特定地域） 

３３３９ 地域包括診療料２ 

３３４０ 在宅療養実績加算１（診療所） 

３３４１ 在宅療養実績加算１（病院） 

３３４２ 在宅療養後方支援病院 

３３４３ 在宅患者訪問褥瘡管理指導料 

３３４５ ＨＰＶ核酸検出（簡易ジェノタイプ測定） 

３３４６ 光トポグラフィー（抑うつ症状）イの場合 

３３４９ ポジトロン断層・ＭＲＩ断層複合撮影 
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３３５０ 乳房用ポジトロン断層撮影 

３３５８ 認知症患者リハビリテーション料 

３３５９ 認知療法・認知行動療法１ 

３３６１ 精神科在宅患者支援管理料 

３３６２ 医科処置の通則の５に掲げる休日加算１ 

３３６３ 医科処置の通則の５に掲げる時間外加算１ 

３３６４ 医科処置の通則の５に掲げる深夜加算１ 

３３６５ 磁気による膀胱等刺激法 

３３６６ 組織拡張器による再建手術 

３３６７ 骨移植術（軟骨移植術を含む）（自家培養） 

３３６８ 脳腫瘍覚醒下マッピング加算 

３３６９ 原発性悪性脳腫瘍光線力学療法加算 

３３７０ 仙骨神経刺激装置植込・交換術(便失禁) 

３３７１ 羊膜移植術 

３３７２ 緑内障手術（インプラント挿入術） 

３３７３ 網膜再建術 

３３７４ 植込型骨導補聴器移植術 

３３７５ 植込型骨導補聴器交換術 

３３７６ 内視鏡下鼻副鼻腔手術 5型･経鼻内視鏡下副鼻 

３３７７ ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術 

３３８２ 胸腔鏡下動脈管開存閉鎖術 

３３８３ 内視鏡下下肢静脈瘤不全穿通枝切離術 

３３８８ 腹腔鏡下胃縮小術 

３３９４ 腹腔鏡下小切開膀胱悪性腫瘍手術 

３３９５ 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術（子宮体がん） 

３３９６ 胎児胸腔・羊水腔シャント術 

３３９７ 医科手術の通則の１２に掲げる休日加算１ 

３３９８ 医科手術の通則の１２に掲げる時間外加算１ 

３３９９ 医科手術の通則の１２に掲げる深夜加算１ 

３４００ 貯血式自己血輸血管理体制加算（輸血） 

３４０１ 一回線量増加加算（全乳房照射） 

３４０２ 一般病棟特別入院基本料 

３４０４ 療養病棟入院料１（一般病棟入院患者） 

３４０５ 療養病棟入院料１ 

３４０６ 療養病棟入院料２（注１１に係る届出） 

３４０７ 療養病棟入院基本料（特別入院基本料） 

３４０８ 結核病棟特別入院基本料 

３４０９ 精神病棟特別入院基本料 

３４１０ 夜間緊急体制確保加算（診入院） 

３４１１ 医師配置加算１ 

３４１２ 医師配置加算２ 

３４１３ 看護配置加算１ 

３４１４ 看護配置加算２ 

３４１５ 夜間看護配置加算１ 

３４１６ 夜間看護配置加算２ 

３４１７ 有床診療所療養病床入院基本料 

３４１８ 有床診療所療養病床入院基本料（特別） 

３４１９ ポジトロン断層撮影 
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３４２０ ポジトロン断層撮影（施設共同利用率３０％以上又は計算除外対象保険医療機

関） 

３４２１ ポジトロン断層・ＣＴ断層複合撮影 

３４２２ 一般病棟看護必要度評価加算（専門） 

３４２３ 医科入院料の通則８及び歯科入院料の通則７ 

３４２４ 医科点数表第２章第 10部手術の通則の 16 に掲げる手術 

３４２５ 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 

３４２６ 光トポグラフィー（抑うつ症状）ロの場合 

３４２７ 小児補助人工心臓 

３４２９ 
急性期一般入院料６（旧急性期一般入院料７） 

（夜勤時間特別入院基本料） 

３４３０ 地域一般入院料２（夜勤時間特別入院基本料） 

３４３１ 地域一般入院料３（夜勤時間特別入院基本料） 

３４３２ 看護必要度加算１（特定・専門） 

３４３４ 結核病棟７対１入院基本料（夜勤時間特別入院基本料） 

３４３５ 結核病棟１０対１入院基本料（夜勤時間特別入院基本料） 

３４３６ 結核病棟１３対１入院基本料（夜勤時間特別入院基本料） 

３４３７ 結核病棟１５対１入院基本料（夜勤時間特別入院基本料） 

３４３８ 結核病棟１８対１入院基本料（夜勤時間特別入院基本料） 

３４３９ 結核病棟２０対１入院基本料（夜勤時間特別入院基本料） 

３４４０ 精神病棟１０対１入院基本料（夜勤時間特別入院基本料） 

３４４１ 精神病棟１３対１入院基本料（夜勤時間特別入院基本料） 

３４４２ 精神病棟１５対１入院基本料（夜勤時間特別入院基本料） 

３４４３ 精神病棟１８対１入院基本料（夜勤時間特別入院基本料） 

３４４４ 精神病棟２０対１入院基本料（夜勤時間特別入院基本料） 

３４４５ 有床診療所在宅復帰機能強化加算 

３４４６ 有床診療所療養病床在宅復帰機能強化加算 

３４４７ 総合入院体制加算２ 

３４４８ 夜間看護体制加算 

３４４９ 看護職員夜間１２対１配置加算１ 

３４５０ 看護職員夜間１６対１配置加算１ 

３４５１ 後発医薬品使用体制加算１ 

３４５２ 後発医薬品使用体制加算２ 

３４５３ 後発医薬品使用体制加算３ 

３４５４ 病棟薬剤業務実施加算２ 

３４５５ 入退院支援加算１ 

３４５６ 入退院支援加算３ 

３４５８ 入退院支援加算（地域連携診療計画加算） 

３４５９ 認知症ケア加算１ 

３４６１ 精神疾患診療体制加算 

３４６２ 重症児受入体制加算１ 

３４６４ 地域移行機能強化病棟入院料 

３４６５ 重症者加算１（地域移行機能強化病棟） 

３４６６ 高度腎機能障害患者指導加算 

３４６７ 小児かかりつけ診療料１・旧小児かかりつけ 

３４６８ 在宅緩和ケア充実診療所・病院加算 診療所 

３４６９ 在宅療養実績加算２（診療所） 

３４７０ 外来排尿自立指導料 
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３４７１ 地域連携診療計画加算 

３４７２ 検査画像情報提供及び電子的診療情報評価料 

３４７３ 在宅緩和ケア充実診療所・病院加算 病院 

３４７４ 在宅療養実績加算２（病院） 

３４７５ 在宅植込型補助人工心臓指導管理料 

３４７６ 持続血糖測定器加算(ポンプ連動する) 

３４７７ 遺伝学的検査の注１に規定する施設基準 

３４７８ 国際標準検査管理加算 

３４７９ 長期脳波ビデオ同時記録検査１ 

３４８０ 脳波検査判断料１ 

３４８１ 遠隔脳波診断 

３４８２ コンタクトレンズ検査料２ 

３４８３ コンタクトレンズ検査料３ 

３４８４ ＣＴ撮影（６４列以上）施設共同利用 

３４８５ ＭＲＩ撮影（３テスラ以上）施設共同利用 

３４８６ 乳房ＭＲＩ撮影加算 

３４８７ 外来後発医薬品使用体制加算１ 

３４８８ 外来後発医薬品使用体制加算２ 

３４９０ リンパ浮腫複合的治療料 

３４９１ 児童思春期精神科専門管理加算 

３４９２ 救急患者精神科継続支援料 

３４９３ 認知療法・認知行動療法２(旧３) 

３４９４ 依存症集団療法１ 

３４９５ 硬膜外自家血注入 

３４９６ 下肢末梢動脈疾患指導管理加算 

３４９７ 歩行運動処置 

３４９８ 骨移植術（軟骨移植術を含む。）同種骨 

３４９９ 内視鏡下甲状腺部分切除、腺腫摘出術等 

３５００ 乳センチネルリンパ節加算１・生検（併用） 

３５０１ 乳センチネルリンパ節加算２・生検（単独） 

３５０２ 乳腺悪性腫瘍手術、乳輪温存乳房切除術 

３５０３ 肺悪性腫瘍手術 

３５０４ 内視鏡下筋層切開術 

３５０５ 骨格筋由来細胞シート心表面移植術 

３５０６ 腹腔鏡下小切開骨盤内リンパ節群郭清術等 

３５０７ 胆管悪性腫瘍手術（膵頭十二指腸切除等） 

３５０８ 腹腔鏡下膵頭部腫瘍切除術(内視鏡機器除く) 

３５０９ 腹腔鏡下腎･尿管悪性腫瘍手術(内視鏡機器) 

３５１０ 腹腔鏡下仙骨腟固定術 

３５１１ 凍結保存同種組織加算 

３５１２ 粒子線治療 

３５１３ 粒子線治療適応判定加算 

３５１４ 粒子線治療医学管理加算 

３５１５ 画像誘導密封小線源治療加算 

３５１７ 腹腔鏡下肝切除術（亜区域切除等） 

３５１８ 人工中耳植込術 

３５２０ ニコチン依存症管理料（治療の平均継続回数２回以上） 

３５２１ 仙骨神経刺激装置植込・交換術(過活動膀胱) 
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３５２２ 機能強化加算 

３５２３ 地域包括診療加算１ 

３５２５ 急性期一般入院料１ 

３５２６ 急性期一般入院料２ 

３５２７ 急性期一般入院料３ 

３５２８ 急性期一般入院料４ 

３５２９ 急性期一般入院料５ 

３５３１ 地域一般入院料１ 

３５３２ 急性期一般入院料１（超過減算） 

３５３３ 急性期一般入院料２（超過減算） 

３５３４ 急性期一般入院料３（超過減算） 

３５３５ 急性期一般入院料４（超過減算） 

３５３６ 急性期一般入院料５（超過減算） 

３５３８ 地域一般入院料１（超過減算） 

３５３９ 急性期一般入院料１（夜勤時間特別入院基本料） 

３５４０ 急性期一般入院料２（夜勤時間特別入院基本料） 

３５４１ 急性期一般入院料３（夜勤時間特別入院基本料） 

３５４２ 急性期一般入院料４（夜勤時間特別入院基本料） 

３５４３ 急性期一般入院料５（夜勤時間特別入院基本料） 

３５４５ 地域一般入院料１（夜勤時間特別入院基本料） 

３５４６ 療養病棟入院料２ 

３５４８ 夜間看護加算 

３５４９ 結核病棟入院基本料（注７に係る届出） 

３５５１ 看護補助加算（障害者施設等入院基本料） 

３５５２ 夜間看護体制加算(障害者施設等の注 11) 

３５５３ 看護職員夜間１６対１配置加算２ 

３５５４ 医療安全対策地域連携加算１ 

３５５５ 医療安全対策地域連携加算２ 

３５５８ データ提出加算１・３（許可２００床以上） 

３５５９ データ提出加算１・３（許可２００床未満） 

３５６０ データ提出加算２・４（許可２００床以上） 

３５６１ データ提出加算２・４（許可２００床未満） 

３５６２ 入退院支援加算（入院時支援加算１・２） 

３５６３ 早期離床・リハビリテーション加算 

３５６４ 回復期リハ病棟入院料１ 

３５６５ 回復期リハ病棟入院料３ 

３５６７ 地域包括ケア病棟入院料１ 

３５６８ 地域包括ケア入院医療管理料１ 

３５６９ 地域包括ケア病棟入院料３ 

３５７０ 地域包括ケア入院医療管理料３ 

３５７１ 地域包括ケア病棟入院料１（特定地域） 

３５７２ 地域包括ケア入院医療管理料１（特定地域） 

３５７３ 地域包括ケア病棟入院料３（特定地域） 

３５７４ 地域包括ケア入院医療管理料３（特定地域） 

３５７５ 看護職員夜間配置加算（地包ケア病棟） 

３５７７ 緩和ケア病棟入院料２ 

３５７８ 看護職員夜間配置加算（精神科救急急性期） 

３５７９ 看護職員夜間配置加算(精神科救急合併症) 
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３５８０ 地域包括ケア入院医療管理料１（特定一般） 

３５８１ 地域包括ケア入院医療管理料３（特定一般） 

３５８２ 導入期加算２・腎代替療法実績加算 

３５８３ 乳腺炎重症化予防ケア・指導料 

３５８４ 救急搬送看護体制加算２ 

３５８５ 地域包括診療料１ 

３５８７ ハイリスク妊産婦連携指導料１ 

３５８８ ハイリスク妊産婦連携指導料２ 

３５８９ 遠隔モニタリング加算（在宅酸素療法） 

３５９０ 遠隔モニタリング加算（ＣＰＡＰ） 

３５９１ 在宅腫瘍治療電場療法指導管理料 

３５９２ 在宅経肛門的自己洗腸指導管理料 

３５９３ 骨髄微小残存病変量測定 

３５９４ 抗ＨＬＡ抗体(スクリーニング・抗体特異性) 

３５９５ 画像診断管理加算４(旧画像診断管理加算３) 

３５９６ 小児鎮静下ＭＲＩ撮影加算 

３５９７ 頭部ＭＲＩ撮影加算 

３５９８ 外来後発医薬品使用体制加算３ 

３５９９ 人工腎臓（慢性維持透析を行った場合１） 

３６００ 人工腎臓（慢性維持透析を行った場合２） 

３６０１ 導入期加算１（人工腎臓） 

３６０５ 皮膚移植術（死体） 

３６０６ 後縦靭帯骨化症手術（前方進入） 

３６０７ 緑内障手術(流出路再建・眼内ドレーン挿入) 

３６０８ 喉頭形成手術（甲状軟骨固定用器具） 

３６０９ 内視鏡下甲状腺悪性腫瘍手術 

３６１０ 乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術（ＭＲＩ） 

３６１１ 乳房切除術（性同一性障害） 

３６１２ 胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術（内視鏡機器） 

３６１３ 胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術（内視鏡機器） 

３６１４ 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除、支機) 

３６１５ 食道縫合術（穿孔、損傷）等（内視鏡） 

３６１６ 胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術（内視鏡機器） 

３６１７ 胸腔鏡下弁形成術 

３６１８ 胸腔鏡下弁形成術（内視鏡機器） 

３６１９ 胸腔鏡下弁置換術 

３６２０ 経皮的僧帽弁クリップ術 

３６２１ ペースメーカー移植術･交換術(リードレス) 

３６２２ 経皮的循環補助法（ポンプカテーテル） 

３６２３ 腹腔鏡下胃切除術 単純･悪性(内視鏡機器) 

３６２４ 腹腔鏡下噴門側胃切除術･単純･悪性支援機器 

３６２５ 腹腔鏡下胃全摘術 単純全摘･悪性(支援機器) 

３６２７ バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術 

３６２８ 腹腔鏡下胆道閉鎖症手術 

３６２９ 腹腔鏡下膵腫瘍摘出術 

３６３０ 生体部分小腸移植術 

３６３１ 同種死体小腸移植術 

３６３２ 腹腔鏡下直腸切除・切断術(内視鏡支援機器) 
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３６３３ 腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術（内視鏡機器） 

３６３４ 尿道形成手術（前部尿道）（性同一性障害） 

３６３５ 尿道下裂形成手術（性同一性障害） 

３６３６ 陰茎形成術（性同一性障害） 

３６３７ 陰茎全摘術（性同一性障害） 

３６３８ 精巣摘出術（性同一性障害） 

３６３９ 会陰形成手術(筋層に及ばない)性同一性障害 

３６４０ 造腟術、膣閉鎖症術（性同一性障害） 

３６４１ 子宮全摘術（性同一性障害） 

３６４２ 腹腔鏡下腟式子宮全摘術（性同一性障害） 

３６４３ 腹腔鏡下腟式子宮全摘術（内視鏡機器） 

３６４４ 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術（内視鏡機器） 

３６４５ 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術（子宮頸がん） 

３６４６ 子宮附属器腫瘍摘出術（性同一性障害） 

３６４７ コーディネート体制充実加算 

３６４８ 自己クリオプレシピテート作製術（用手法） 

３６４９ レーザー機器加算 

３６５０ 遠隔放射線治療計画加算 

３６５１ 一回線量増加加算（前立腺照射） 

３６５２ デジタル病理画像による病理診断 

３６５３ 悪性腫瘍病理組織標本加算 

３６５６ 救急体制充実加算１ 

３６５７ 救急体制充実加算２ 

３６５８ 救急体制充実加算３ 

３６５９ 救急医療管理加算 

３６６６ 総合機能評価加算 

３６６７ 認知症ケア加算３ 

３６６８ せん妄ハイリスク患者ケア加算 

３６６９ 精神科急性期医師配置加算１ 

３６７０ 精神科急性期医師配置加算２のイ 

３６７１ 精神科急性期医師配置加算２のロ 

３６７２ 精神科急性期医師配置加算３ 

３６７３ 排尿自立支援加算 

３６７４ 地域医療体制確保加算 

３６７５ 早期栄養介入管理加算 

３６７６ 遠隔モニタリング加算(ペースメーカー) 

３６７７ がん患者指導管理料（ニ） 

３６７８ 小児運動器疾患指導管理料 

３６７９ 婦人科特定疾患治療管理料 

３６８０ 腎代替療法指導管理料 

３６８２ 救急搬送看護体制加算１ 

３６８４ 連携充実加算（外来腫瘍化学療法診療料） 

３６８５ ニコチン依存症管理料(情報通信機器) 

３６８６ 相談支援加算(療養・就労両立支援) 

３６８８ 精神科退院時共同指導料１ 

３６８９ 精神科退院時共同指導料２ 

３６９０ 訪問看護・指導体制充実加算 

３６９２ 持続血糖測定器加算(ポンプ連動しない) 
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３６９３ ＢＲＣＡ１／２遺伝子検査(腫瘍細胞検体) 

３６９４ がんゲノムプロファイリング検査 

３６９５ 角膜ジストロフィー遺伝子検査 

３６９６ 先天性代謝異常症検査 

３６９７ 
ウイルス・細菌核酸多項目同時検出（ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２核酸検出を含まな

いもの） 

３６９８ 遺伝性腫瘍カウンセリング加算 

３６９９ 脳磁図(自発活動を測定するもの) 

３７００ 終夜睡眠ポリグラフィー(安全精度管理下) 

３７０１ 単線維筋電図 

３７０２ 黄斑局所網膜電図 

３７０３ 全視野精密網膜電図 

３７０４ 経気管支凍結生検法 

３７０５ 血流予備量比コンピューター断層撮影 

３７０６ 全身ＭＲＩ撮影加算 

３７０７ 摂食嚥下機能回復体制加算１(摂食嚥下加算) 

３７０９ 依存症集団療法２ 

３７１０ 静脈圧迫処置(慢性静脈不全に対するもの) 

３７１１ 多血小板血漿処置 

３７１２ 心不全に対する遠赤外線温熱療法 

３７１３ 乳房切除術(遺伝性乳癌卵巣癌症候群患者) 

３７１４ 子宮附属器腫瘍摘出術(遺伝性乳癌卵巣癌) 

３７１５ 処理骨再建加算 

３７１６ 椎間板内酵素注入療法 

３７１７ 頭蓋内電極植込術(脳深部電極によるもの) 

３７１８ 角膜移植術(内皮移植加算) 

３７１９ 鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋手術含む) 

３７２０ 鏡視下喉頭悪性腫瘍手術 

３７２１ 顎関節人工関節全置換術 

３７２２ 胸腔鏡下拡大胸腺摘出術(内視鏡機器) 

３７２３ 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除、支機) 

３７２４ 縦隔鏡下食道悪性腫瘍手術(内視鏡機器) 

３７２５ 不整脈手術(左心耳閉鎖術･経カテーテル的) 

３７２６ 経皮的下肢動脈形成術 

３７２７ 腹腔鏡下リンパ節群郭清術(後腹膜) 

３７２８ 腹腔鏡下リンパ節群郭清術(傍大動脈) 

３７２９ 腹腔鏡下十二指腸局所切除術(処置併施) 

３７３０ 腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術(内視鏡機器) 

３７３１ 腹腔鏡下膵頭部腫瘍切除術(内視鏡機器) 

３７３２ 同種死体膵島移植術 

３７３３ 腹腔鏡下腎盂形成手術(内視鏡機器) 

３７３４ 腹腔鏡下仙骨腟固定術(内視鏡機器) 

３７３５ 両心室ペースメーカー移植、交換(心筋) 

３７３６ 植込除細動器移植、交換(心筋) 

３７３７ 両室ペーシング除細動器移植、交換(心筋) 

３７３８ 無心体双胎焼灼術 

３７３９ 胎児輸血術及び臍帯穿刺 

３７４４ 認知症ケア加算２ 
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３７４５ ＢＲＣＡ１／２遺伝子検査(血液検体) 

３７４６ 経頭蓋磁気刺激療法 

３７４７ 緩和ケア病棟入院料１ 

３７４８ 外来栄養食事指導料の注２ 

３７５２ 同種クリオプレシピテート作製術 

３７５３ 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテル) 

３７５４ 地域包括ケア病棟特別入院料 

３７６４ 小児かかりつけ診療料２ 

３７６５ 外来腫瘍化学療法診療料１ 

３７６６ 外来腫瘍化学療法診療料２ 

３７６７ 外来データ提出加算 

３７６８ こころの連携指導料（Ⅰ） 

３７６９ こころの連携指導料（Ⅱ） 

３７７１ 在宅データ提出加算 

３７７２ 重症患者搬送加算 

３７７３ 専門管理加算（緩和･褥瘡･人工肛門･膀胱） 

３７７４ 専門管理加算（特定行為） 

３７７５ 染色体検査の注２に規定する基準 

３７７６ 抗アデノ随伴ウイルス９型（ＡＡＶ９）抗体 

３７７７ 前立腺針生検法（ＭＲＩ・超音波検査融合） 

３７７８ 二次性骨折予防継続管理料３ 

３７７９ 肝エラストグラフィ加算 

３７８０ リハビリテーションデータ提出加算 

３７８１ 療養生活継続支援加算 

３７８２ 依存症集団療法３ 

３７８３ 導入期加算３・腎代替療法実績加算 

３７８４ ＬＤＬアフェレシス療法（糖尿病性腎症） 

３７８５ 血漿交換療法(移植後拒絶反応治療) 

３７８６ 自家脂肪注入 

３７８７ 緊急整復固定加算及び緊急挿入加算 

３７８８ 内視鏡下脳腫瘍生検術及び脳腫瘍摘出術 

３７８９ 癒着性脊髄くも膜炎手術（脊髄くも膜剥離） 

３７９０ 舌下神経電気刺激装置植込術 

３７９１ 角結膜悪性腫瘍切除術 

３７９２ 緑内障手術（濾過胞再建術（needle 法）） 

３７９３ 経外耳道的内視鏡下鼓室形成術 

３７９４ 植込型骨導補聴器（直接振動型）植込術 

３７９５ 耳管用補綴材挿入術 

３７９６ 鏡視下咽頭･喉頭悪性腫瘍術(内視鏡機器) 

３７９７ 内喉頭筋内注入術（ボツリヌス毒素） 

３７９８ 頭頸部悪性腫瘍光線力学療法 

３７９９ 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(気管支形成肺切除) 

３８００ 経カテーテル弁置換術（経皮的肺動脈弁） 

３８０１ 不整脈手術（左心耳閉鎖術（胸腔鏡下）） 

３８０２ 腹腔鏡下リンパ節群郭清術（側方） 

３８０３ 内視鏡的逆流防止粘膜切除術 

３８０４ 腹腔鏡下総胆管拡張症手術（内視鏡機器） 

３８０５ 腹腔鏡下胆嚢悪性腫瘍手術（胆嚢床切除） 
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３８０６ 腹腔鏡下肝切除術（内視鏡機器） 

３８０７ 移植用部分肝採取術（生体）（腹腔鏡） 

３８０８ 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術（内視鏡機器） 

３８１０ 腹腔鏡下副腎･髄質腫瘍摘出術(支援機器) 

３８１１ 副腎腫瘍ラジオ波焼灼療法 

３８１２ 有床診療所在宅患者支援病床初期加算 

３８１４ 精巣内精子採取術 

３８１５ 腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術 

３８１６ 体外式膜型人工肺管理料 

３８１７ 周術期栄養管理実施加算 

３８１８ 周術期薬剤管理加算 

３８１９ 急性期充実体制加算１ 

３８２０ 摂食嚥下機能回復体制加算２ 

３８２１ 摂食嚥下機能回復体制加算３ 

３８２２ ホウ素中性子捕捉療法 

３８２３ ホウ素中性子捕捉療法適応判定加算 

３８２４ ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算 

３８２５ 情報通信機器を用いた診療に係る基準 

３８２６ 外来感染対策向上加算 

３８２７ 連携強化加算（外来感染対策向上加算） 

３８２８ サーベイランス強化加算(外来感染対策向上) 

３８２９ 入院栄養管理体制加算（特定機能注１０） 

３８３０ 精神科充実体制加算 

３８３１ 看護補助体制充実加算３（療養病棟注１３） 

３８３２ 看護補助体制充実加算３（地包ケア病棟注５） 

３８３３ 看護補助体制充実加算３（障害者施設等注１０) 

３８３４ 看護補助体制充実加算２（急性看補注４） 

３８３５ 放射線治療病室管理加算（放射性同位元素） 

３８３６ 放射線治療病室管理加算（密封小線源） 

３８３７ 感染対策向上加算３ 

３８３８ 指導強化加算 

３８３９ 重症患者初期支援充実加算 

３８４０ 報告書管理体制加算 

３８４１ 地域連携分娩管理加算 

３８４２ 術後疼痛管理チーム加算 

３８４３ 算定上限日数に関する基準 

３８４４ 精神疾患診断治療初回加算 

３８４５ 重症患者対応体制強化加算 

３８４６ 成育連携支援加算 

３８４７ 無菌治療管理加算１ 

３８４８ 無菌治療管理加算２ 

３８４９ 養育支援体制加算 

３８５０ 時間外受入体制強化加算１ 

３８５１ 時間外受入体制強化加算２ 

３８５２ 回復期リハ病棟入院料５ 令和４年４月 1日 

３８５３ 地包ケア病棟入院料・医療管理料（注１１） 

３８５４ 地包ケア病棟入院料・医療管理料（注１２） 

３８５５ 精神科救急医療体制加算１ 
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３８５６ 精神科救急医療体制加算２ 

３８５７ 精神科救急医療体制加算３ 

３８５８ 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料 

３８５９ 一般不妊治療管理料 

３８６０ 生殖補助医療管理料２ 

３８６１ 二次性骨折予防継続管理料２ 

３８６２ 下肢創傷処置管理料 

３８６３ 外来栄養食事指導料の注３ 

３８６４ 生殖補助医療管理料１ 

３８６５ 二次性骨折予防継続管理料１ 

３８６６ 連携強化加算（感染対策向上加算） 

３８６７ サーベイランス強化加算(感染対策向上加算) 

３８６８ 看護職員処遇改善評価料１ 

３８６９ 看護職員処遇改善評価料２ 

３８７０ 看護職員処遇改善評価料３ 

３８７１ 看護職員処遇改善評価料４ 

３８７２ 看護職員処遇改善評価料５ 

３８７３ 看護職員処遇改善評価料６ 

３８７４ 看護職員処遇改善評価料７ 

３８７５ 看護職員処遇改善評価料８ 

３８７６ 看護職員処遇改善評価料９ 

３８７７ 看護職員処遇改善評価料１０ 

３８７８ 看護職員処遇改善評価料１１ 

３８７９ 看護職員処遇改善評価料１２ 

３８８０ 看護職員処遇改善評価料１３ 

３８８１ 看護職員処遇改善評価料１４ 

３８８２ 看護職員処遇改善評価料１５ 

３８８３ 看護職員処遇改善評価料１６ 

３８８４ 看護職員処遇改善評価料１７ 

３８８５ 看護職員処遇改善評価料１８ 

３８８６ 看護職員処遇改善評価料１９ 

３８８７ 看護職員処遇改善評価料２０ 

３８８８ 看護職員処遇改善評価料２１ 

３８８９ 看護職員処遇改善評価料２２ 

３８９０ 看護職員処遇改善評価料２３ 

３８９１ 看護職員処遇改善評価料２４ 

３８９２ 看護職員処遇改善評価料２５ 

３８９３ 看護職員処遇改善評価料２６ 

３８９４ 看護職員処遇改善評価料２７ 

３８９５ 看護職員処遇改善評価料２８ 

３８９６ 看護職員処遇改善評価料２９ 

３８９７ 看護職員処遇改善評価料３０ 

３８９８ 看護職員処遇改善評価料３１ 

３８９９ 看護職員処遇改善評価料３２ 

３９００ 看護職員処遇改善評価料３３ 

３９０１ 看護職員処遇改善評価料３４ 

３９０２ 看護職員処遇改善評価料３５ 

３９０３ 看護職員処遇改善評価料３６ 
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３９０４ 看護職員処遇改善評価料３７ 

３９０５ 看護職員処遇改善評価料３８ 

３９０６ 看護職員処遇改善評価料３９ 

３９０７ 看護職員処遇改善評価料４０ 

３９０８ 看護職員処遇改善評価料４１ 

３９０９ 看護職員処遇改善評価料４２ 

３９１０ 看護職員処遇改善評価料４３ 

３９１１ 看護職員処遇改善評価料４４ 

３９１２ 看護職員処遇改善評価料４５ 

３９１３ 看護職員処遇改善評価料４６ 

３９１４ 看護職員処遇改善評価料４７ 

３９１５ 看護職員処遇改善評価料４８ 

３９１６ 看護職員処遇改善評価料４９ 

３９１７ 看護職員処遇改善評価料５０ 

３９１８ 看護職員処遇改善評価料５１ 

３９１９ 看護職員処遇改善評価料５２ 

３９２０ 看護職員処遇改善評価料５３ 

３９２１ 看護職員処遇改善評価料５４ 

３９２２ 看護職員処遇改善評価料５５ 

３９２３ 看護職員処遇改善評価料５６ 

３９２４ 看護職員処遇改善評価料５７ 

３９２５ 看護職員処遇改善評価料５８ 

３９２６ 看護職員処遇改善評価料５９ 

３９２７ 看護職員処遇改善評価料６０ 

３９２８ 看護職員処遇改善評価料６１ 

３９２９ 看護職員処遇改善評価料６２ 

３９３０ 看護職員処遇改善評価料６３ 

３９３１ 看護職員処遇改善評価料６４ 

３９３２ 看護職員処遇改善評価料６５ 

３９３３ 看護職員処遇改善評価料６６ 

３９３４ 看護職員処遇改善評価料６７ 

３９３５ 看護職員処遇改善評価料６８ 

３９３６ 看護職員処遇改善評価料６９ 

３９３７ 看護職員処遇改善評価料７０ 

３９３８ 看護職員処遇改善評価料７１ 

３９３９ 看護職員処遇改善評価料７２ 

３９４０ 看護職員処遇改善評価料７３ 

３９４１ 看護職員処遇改善評価料７４ 

３９４２ 看護職員処遇改善評価料７５ 

３９４３ 看護職員処遇改善評価料７６ 

３９４４ 看護職員処遇改善評価料７７ 

３９４５ 看護職員処遇改善評価料７８ 

３９４６ 看護職員処遇改善評価料７９ 

３９４７ 看護職員処遇改善評価料８０ 

３９４８ 看護職員処遇改善評価料８１ 

３９４９ 看護職員処遇改善評価料８２ 

３９５０ 看護職員処遇改善評価料８３ 

３９５１ 看護職員処遇改善評価料８４ 
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３９５２ 看護職員処遇改善評価料８５ 

３９５３ 看護職員処遇改善評価料８６ 

３９５４ 看護職員処遇改善評価料８７ 

３９５５ 看護職員処遇改善評価料８８ 

３９５６ 看護職員処遇改善評価料８９ 

３９５７ 看護職員処遇改善評価料９０ 

３９５８ 看護職員処遇改善評価料９１ 

３９５９ 看護職員処遇改善評価料９２ 

３９６０ 看護職員処遇改善評価料９３ 

３９６１ 看護職員処遇改善評価料９４ 

３９６２ 看護職員処遇改善評価料９５ 

３９６３ 看護職員処遇改善評価料９６ 

３９６４ 看護職員処遇改善評価料９７ 

３９６５ 看護職員処遇改善評価料９８ 

３９６６ 看護職員処遇改善評価料９９ 

３９６７ 看護職員処遇改善評価料１００ 

３９６８ 看護職員処遇改善評価料１０１ 

３９６９ 看護職員処遇改善評価料１０２ 

３９７０ 看護職員処遇改善評価料１０３ 

３９７１ 看護職員処遇改善評価料１０４ 

３９７２ 看護職員処遇改善評価料１０５ 

３９７３ 看護職員処遇改善評価料１０６ 

３９７４ 看護職員処遇改善評価料１０７ 

３９７５ 看護職員処遇改善評価料１０８ 

３９７６ 看護職員処遇改善評価料１０９ 

３９７７ 看護職員処遇改善評価料１１０ 

３９７８ 看護職員処遇改善評価料１１１ 

３９７９ 看護職員処遇改善評価料１１２ 

３９８０ 看護職員処遇改善評価料１１３ 

３９８１ 看護職員処遇改善評価料１１４ 

３９８２ 看護職員処遇改善評価料１１５ 

３９８３ 看護職員処遇改善評価料１１６ 

３９８４ 看護職員処遇改善評価料１１７ 

３９８５ 看護職員処遇改善評価料１１８ 

３９８６ 看護職員処遇改善評価料１１９ 

３９８７ 看護職員処遇改善評価料１２０ 

３９８８ 看護職員処遇改善評価料１２１ 

３９８９ 看護職員処遇改善評価料１２２ 

３９９０ 看護職員処遇改善評価料１２３ 

３９９１ 看護職員処遇改善評価料１２４ 

３９９２ 看護職員処遇改善評価料１２５ 

３９９３ 看護職員処遇改善評価料１２６ 

３９９４ 看護職員処遇改善評価料１２７ 

３９９５ 看護職員処遇改善評価料１２８ 

３９９６ 看護職員処遇改善評価料１２９ 

３９９７ 看護職員処遇改善評価料１３０ 

３９９８ 看護職員処遇改善評価料１３１ 

３９９９ 看護職員処遇改善評価料１３２ 
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４０００ 看護職員処遇改善評価料１３３ 

４００１ 看護職員処遇改善評価料１３４ 

４００２ 看護職員処遇改善評価料１３５ 

４００３ 看護職員処遇改善評価料１３６ 

４００４ 看護職員処遇改善評価料１３７ 

４００５ 看護職員処遇改善評価料１３８ 

４００６ 看護職員処遇改善評価料１３９ 

４００７ 看護職員処遇改善評価料１４０ 

４００８ 看護職員処遇改善評価料１４１ 

４００９ 看護職員処遇改善評価料１４２ 

４０１０ 看護職員処遇改善評価料１４３ 

４０１１ 看護職員処遇改善評価料１４４ 

４０１２ 看護職員処遇改善評価料１４５ 

４０１３ 看護職員処遇改善評価料１４６ 

４０１４ 看護職員処遇改善評価料１４７ 

４０１５ 看護職員処遇改善評価料１４８ 

４０１６ 看護職員処遇改善評価料１４９ 

４０１７ 看護職員処遇改善評価料１５０ 

４０１８ 看護職員処遇改善評価料１５１ 

４０１９ 看護職員処遇改善評価料１５２ 

４０２０ 看護職員処遇改善評価料１５３ 

４０２１ 看護職員処遇改善評価料１５４ 

４０２２ 看護職員処遇改善評価料１５５ 

４０２３ 看護職員処遇改善評価料１５６ 

４０２４ 看護職員処遇改善評価料１５７ 

４０２５ 看護職員処遇改善評価料１５８ 

４０２６ 看護職員処遇改善評価料１５９ 

４０２７ 看護職員処遇改善評価料１６０ 

４０２８ 看護職員処遇改善評価料１６１ 

４０２９ 看護職員処遇改善評価料１６２ 

４０３０ 看護職員処遇改善評価料１６３ 

４０３１ 看護職員処遇改善評価料１６４ 

４０３２ 看護職員処遇改善評価料１６５ 

４０３３ 医科入院料の通則９及び歯科入院料の通則８ 

４０３４ 抗菌薬適正使用体制加算 

４０３５ 医療ＤＸ推進体制整備加算（医科・歯科） 

４０３６ 時間外対応加算２ 

４０３７ 看護師等遠隔診療補助加算 

４０３８ 特定集中治療室遠隔支援加算（特定集中注７） 

４０４５ 経腸栄養管理加算 

４０４６ 看護補助体制充実加算１（療養病棟注１３） 

４０４７ 看護補助体制充実加算２（療養病棟注１３） 

４０４８ 看護補助体制充実加算１(障害者施設等注 10) 

４０４９ 看護補助体制充実加算２(障害者施設等注 10) 

４０５１ 急性期充実体制加算２ 

４０５２ 小児・周産期・精神科充実体制加算 

４０５３ 看護補助体制充実加算１（急性看補） 

４０５４ 小児緩和ケア診療加算 
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４０５５ リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算 

４０５６ 抗菌薬適正使用体制加算(感染対策向上加算) 

４０５７ バイオ後続品使用体制加算 

４０５８ 薬剤業務向上加算 

４０５９ 精神科入退院支援加算 

４０６０ 医療的ケア児（者）入院前支援加算 

４０６１ 協力対象施設入所者入院加算 

４０６２ 特定集中治療室管理料５ 

４０６３ 特定集中治療室管理料６ 

４０６４ 新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料 

４０６５ 地域包括医療病棟入院料 

４０６６ 25 対 1 看護補助体制加算(５割以上)(地包医) 

４０６７ 25 対 1 看護補助体制加算(５割未満)(地包医) 

４０６８ 50 対 1 看護補助体制加算(地包医) 

４０６９ 75 対 1 看護補助体制加算(地包医) 

４０７０ 夜間３０対１看護補助体制加算（地包医） 

４０７１ 夜間５０対１看護補助体制加算（地包医） 

４０７２ 夜間１００対１看護補助体制加算（地包医） 

４０７３ 夜間看護体制加算（地包医） 

４０７４ 看護補助体制充実加算１（地包医） 

４０７５ 看護補助体制充実加算２（地包医） 

４０７６ 看護補助体制充実加算３（地包医） 

４０７７ 看護職員夜間１２対１配置加算１（地包医） 

４０７８ 看護職員夜間１２対１配置加算２（地包医） 

４０７９ 看護職員夜間１６対１配置加算１（地包医） 

４０８０ 看護職員夜間１６対１配置加算２（地包医） 

４０８１ リハビリテーション・栄養・口腔連携加算(地包医) 

４０８２ 小児入院医療管理加算（保育士２名以上） 

４０８３ 重症児受入体制加算２ 

４０８４ 看護補助加算（小児入院医療管理料） 

４０８５ 看護補助体制充実加算（小児入院医療管理料） 

４０８６ 回復期リハビリテーション入院医療管理料 

４０８７ 看護補助体制充実加算１（地包ケア病棟注５） 

４０８８ 看護補助体制充実加算２（地包ケア病棟注５） 

４０８９ 精神科養育支援体制加算 

４０９０ 精神科地域包括ケア病棟入院料 

４０９１ 難治性がん性疼痛緩和指導管理加算 

４０９２ 慢性腎臓病透析予防指導管理料 

４０９３ 外来腫瘍化学療法診療料３ 

４０９４ がん薬物療法体制充実加算 

４０９５ プログラム医療機器等指導管理料（ニコチン依存症） 

４０９６ プログラム医療機器等指導管理料（高血圧） 

４０９９ 介護保険施設等連携往診加算 

４１００ 在宅医療ＤＸ情報活用加算 

４１０１ 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学（注１４） 

４１０２ 在宅医療情報連携加算 

４１０４ 救急患者連携搬送料 

４１０５ 訪問看護医療ＤＸ情報活用加算（医科） 
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４１０６ 遠隔死亡診断補助加算（医科） 

４１０７ 遺伝学的検査の注２に規定する施設基準 

４１０８ ウイルス・細菌核酸多項目同時検出（髄液） 

４１０９ 経頸静脈的肝生検 

４１１０ 画像診断管理加算３ 

４１１１ ポジトロン断層撮影（アミロイドＰＥＴイメージング剤を用いた場合のイ） 

４１１２ 
ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影（アミロイドＰＥＴイメージン

グ剤を用いた場合のイ） 

４１１３ 
ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影（アミロイドＰＥＴイ

メージング剤を用いた場合のイ） 

４１１４ 児童思春期支援指導加算 

４１１５ 早期診療体制充実加算 

４１１６ 情報通信機器を用いた通院精神療法の施設基準 

４１１７ ストーマ合併症加算 

４１１８ ポジトロン断層撮影（アミロイドＰＥＴイメージング剤を用いた場合のロ） 

４１１９ 
ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影（アミロイドＰＥＴイメージン

グ剤を用いた場合のロ） 

４１２０ 
ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影（アミロイドＰＥＴイ

メージング剤を用いた場合のロ） 

４１２１ 骨悪性腫瘍、類骨骨腫及び四肢軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法 

４１２２ 人工股関節置換術（手術支援装置を用いるもの） 

４１２３ 緊急穿頭血腫除去術 

４１２４ 脳血栓回収療法連携加算 

４１２５ 毛様体光凝固術（眼内内視鏡を用いるものに限る。） 

４１２７ 乳腺悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法 

４１２８ 気管支バルブ留置術 

４１２９ 
胸腔鏡下肺切除術（区域切除及び肺葉切除術又は１肺葉を超えるものに限

る。）（内視鏡手術用支援機器を用いる場合） 

４１３０ 肺悪性腫瘍及び胸腔内軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法 

４１３１ 胸腔鏡下弁置換術（内視鏡手術用支援機器を用いる場合） 

４１３２ 胸腔鏡下心房中隔欠損閉鎖術 

４１３３ 骨盤内悪性腫瘍及び腹腔内軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法 

４１３４ 腹腔鏡下膵中央切除術 

４１３５ 腎悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法 

４１３６ 腹腔鏡下膀胱尿管逆流手術（膀胱外アプローチ） 

４１３７ 尿道狭窄グラフト再建術 

４１３８ 精巣温存手術 

４１３９ 女子外性器悪性腫瘍手術センチネルリンパ節生検加算 

４１４０ 腹腔鏡下腟断端挙上術（内視鏡手術用支援機器を用いる場合） 

４１４１ 再製造単回使用医療機器使用加算 

４３０７ 外来・在宅ベースアップ評価料（１） 

４３０８ 外来・在宅ベースアップ評価料（２）１ 

４３０９ 外来・在宅ベースアップ評価料（２）２ 

４３１０ 外来・在宅ベースアップ評価料（２）３ 

４３１１ 外来・在宅ベースアップ評価料（２）４ 

４３１２ 外来・在宅ベースアップ評価料（２）５ 

４３１３ 外来・在宅ベースアップ評価料（２）６ 

４３１４ 外来・在宅ベースアップ評価料（２）７ 
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４３１５ 外来・在宅ベースアップ評価料（２）８ 

４３２３ 看護補助体制充実加算１（看護補助加算） 

４３２４ 看護補助体制充実加算２（看護補助加算） 

４３２５ 入院ベースアップ評価料１ 

４３２６ 入院ベースアップ評価料２ 

４３２７ 入院ベースアップ評価料３ 

４３２８ 入院ベースアップ評価料４ 

４３２９ 入院ベースアップ評価料５ 

４３３０ 入院ベースアップ評価料６ 

４３３１ 入院ベースアップ評価料７ 

４３３２ 入院ベースアップ評価料８ 

４３３３ 入院ベースアップ評価料９ 

４３３４ 入院ベースアップ評価料１０ 

４３３５ 入院ベースアップ評価料１１ 

４３３６ 入院ベースアップ評価料１２ 

４３３７ 入院ベースアップ評価料１３ 

４３３８ 入院ベースアップ評価料１４ 

４３３９ 入院ベースアップ評価料１５ 

４３４０ 入院ベースアップ評価料１６ 

４３４１ 入院ベースアップ評価料１７ 

４３４２ 入院ベースアップ評価料１８ 

４３４３ 入院ベースアップ評価料１９ 

４３４４ 入院ベースアップ評価料２０ 

４３４５ 入院ベースアップ評価料２１ 

４３４６ 入院ベースアップ評価料２２ 

４３４７ 入院ベースアップ評価料２３ 

４３４８ 入院ベースアップ評価料２４ 

４３４９ 入院ベースアップ評価料２５ 

４３５０ 入院ベースアップ評価料２６ 

４３５１ 入院ベースアップ評価料２７ 

４３５２ 入院ベースアップ評価料２８ 

４３５３ 入院ベースアップ評価料２９ 

４３５４ 入院ベースアップ評価料３０ 

４３５５ 入院ベースアップ評価料３１ 

４３５６ 入院ベースアップ評価料３２ 

４３５７ 入院ベースアップ評価料３３ 

４３５８ 入院ベースアップ評価料３４ 

４３５９ 入院ベースアップ評価料３５ 

４３６０ 入院ベースアップ評価料３６ 

４３６１ 入院ベースアップ評価料３７ 

４３６２ 入院ベースアップ評価料３８ 

４３６３ 入院ベースアップ評価料３９ 

４３６４ 入院ベースアップ評価料４０ 

４３６５ 入院ベースアップ評価料４１ 

４３６６ 入院ベースアップ評価料４２ 

４３６７ 入院ベースアップ評価料４３ 

４３６８ 入院ベースアップ評価料４４ 

４３６９ 入院ベースアップ評価料４５ 
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施設基準コード 施設基準 

４３７０ 入院ベースアップ評価料４６ 

４３７１ 入院ベースアップ評価料４７ 

４３７２ 入院ベースアップ評価料４８ 

４３７３ 入院ベースアップ評価料４９ 

４３７４ 入院ベースアップ評価料５０ 

４３７５ 入院ベースアップ評価料５１ 

４３７６ 入院ベースアップ評価料５２ 

４３７７ 入院ベースアップ評価料５３ 

４３７８ 入院ベースアップ評価料５４ 

４３７９ 入院ベースアップ評価料５５ 

４３８０ 入院ベースアップ評価料５６ 

４３８１ 入院ベースアップ評価料５７ 

４３８２ 入院ベースアップ評価料５８ 

４３８３ 入院ベースアップ評価料５９ 

４３８４ 入院ベースアップ評価料６０ 

４３８５ 入院ベースアップ評価料６１ 

４３８６ 入院ベースアップ評価料６２ 

４３８７ 入院ベースアップ評価料６３ 

４３８８ 入院ベースアップ評価料６４ 

４３８９ 入院ベースアップ評価料６５ 

４３９０ 入院ベースアップ評価料６６ 

４３９１ 入院ベースアップ評価料６７ 

４３９２ 入院ベースアップ評価料６８ 

４３９３ 入院ベースアップ評価料６９ 

４３９４ 入院ベースアップ評価料７０ 

４３９５ 入院ベースアップ評価料７１ 

４３９６ 入院ベースアップ評価料７２ 

４３９７ 入院ベースアップ評価料７３ 

４３９８ 入院ベースアップ評価料７４ 

４３９９ 入院ベースアップ評価料７５ 

４４００ 入院ベースアップ評価料７６ 

４４０１ 入院ベースアップ評価料７７ 

４４０２ 入院ベースアップ評価料７８ 

４４０３ 入院ベースアップ評価料７９ 

４４０４ 入院ベースアップ評価料８０ 

４４０５ 入院ベースアップ評価料８１ 

４４０６ 入院ベースアップ評価料８２ 

４４０７ 入院ベースアップ評価料８３ 

４４０８ 入院ベースアップ評価料８４ 

４４０９ 入院ベースアップ評価料８５ 

４４１０ 入院ベースアップ評価料８６ 

４４１１ 入院ベースアップ評価料８７ 

４４１２ 入院ベースアップ評価料８８ 

４４１３ 入院ベースアップ評価料８９ 

４４１４ 入院ベースアップ評価料９０ 

４４１５ 入院ベースアップ評価料９１ 

４４１６ 入院ベースアップ評価料９２ 

４４１７ 入院ベースアップ評価料９３ 



- 147 - 

施設基準コード 施設基準 

４４１８ 入院ベースアップ評価料９４ 

４４１９ 入院ベースアップ評価料９５ 

４４２０ 入院ベースアップ評価料９６ 

４４２１ 入院ベースアップ評価料９７ 

４４２２ 入院ベースアップ評価料９８ 

４４２３ 入院ベースアップ評価料９９ 

４４２４ 入院ベースアップ評価料１００ 

４４２５ 入院ベースアップ評価料１０１ 

４４２６ 入院ベースアップ評価料１０２ 

４４２７ 入院ベースアップ評価料１０３ 

４４２８ 入院ベースアップ評価料１０４ 

４４２９ 入院ベースアップ評価料１０５ 

４４３０ 入院ベースアップ評価料１０６ 

４４３１ 入院ベースアップ評価料１０７ 

４４３２ 入院ベースアップ評価料１０８ 

４４３３ 入院ベースアップ評価料１０９ 

４４３４ 入院ベースアップ評価料１１０ 

４４３５ 入院ベースアップ評価料１１１ 

４４３６ 入院ベースアップ評価料１１２ 

４４３７ 入院ベースアップ評価料１１３ 

４４３８ 入院ベースアップ評価料１１４ 

４４３９ 入院ベースアップ評価料１１５ 

４４４０ 入院ベースアップ評価料１１６ 

４４４１ 入院ベースアップ評価料１１７ 

４４４２ 入院ベースアップ評価料１１８ 

４４４３ 入院ベースアップ評価料１１９ 

４４４４ 入院ベースアップ評価料１２０ 

４４４５ 入院ベースアップ評価料１２１ 

４４４６ 入院ベースアップ評価料１２２ 

４４４７ 入院ベースアップ評価料１２３ 

４４４８ 入院ベースアップ評価料１２４ 

４４４９ 入院ベースアップ評価料１２５ 

４４５０ 入院ベースアップ評価料１２６ 

４４５１ 入院ベースアップ評価料１２７ 

４４５２ 入院ベースアップ評価料１２８ 

４４５３ 入院ベースアップ評価料１２９ 

４４５４ 入院ベースアップ評価料１３０ 

４４５５ 入院ベースアップ評価料１３１ 

４４５６ 入院ベースアップ評価料１３２ 

４４５７ 入院ベースアップ評価料１３３ 

４４５８ 入院ベースアップ評価料１３４ 

４４５９ 入院ベースアップ評価料１３５ 

４４６０ 入院ベースアップ評価料１３６ 

４４６１ 入院ベースアップ評価料１３７ 

４４６２ 入院ベースアップ評価料１３８ 

４４６３ 入院ベースアップ評価料１３９ 

４４６４ 入院ベースアップ評価料１４０ 

４４６５ 入院ベースアップ評価料１４１ 
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施設基準コード 施設基準 

４４６６ 入院ベースアップ評価料１４２ 

４４６７ 入院ベースアップ評価料１４３ 

４４６８ 入院ベースアップ評価料１４４ 

４４６９ 入院ベースアップ評価料１４５ 

４４７０ 入院ベースアップ評価料１４６ 

４４７１ 入院ベースアップ評価料１４７ 

４４７２ 入院ベースアップ評価料１４８ 

４４７３ 入院ベースアップ評価料１４９ 

４４７４ 入院ベースアップ評価料１５０ 

４４７５ 入院ベースアップ評価料１５１ 

４４７６ 入院ベースアップ評価料１５２ 

４４７７ 入院ベースアップ評価料１５３ 

４４７８ 入院ベースアップ評価料１５４ 

４４７９ 入院ベースアップ評価料１５５ 

４４８０ 入院ベースアップ評価料１５６ 

４４８１ 入院ベースアップ評価料１５７ 

４４８２ 入院ベースアップ評価料１５８ 

４４８３ 入院ベースアップ評価料１５９ 

４４８４ 入院ベースアップ評価料１６０ 

４４８５ 入院ベースアップ評価料１６１ 

４４８６ 入院ベースアップ評価料１６２ 

４４８７ 入院ベースアップ評価料１６３ 

４４８８ 入院ベースアップ評価料１６４ 

４４８９ 入院ベースアップ評価料１６５ 

４４９０ 診療録管理体制加算１ 

８００１ 一般病棟特別入院基本料（患者の要件により算定するもの）（名寄せコード） 

８００２ 
結核病棟特別入院基本料（患者の要件により算定するもの） 

（名寄せコード） 

８００３ 結核病棟入院基本料（特別入院基本料等以外）（名寄せコード） 

８００５ 精神病棟入院基本料（特別入院基本料等以外）（名寄せコード） 

８００６ 障害者施設等入院基本料（特別入院基本料等含む）（名寄せコード） 

８０１０ 
療養病棟入院料１入院料Ｉ（患者の要件により算定するもの）（医科）（名寄

せコード） 

８０１１ 
精神病棟１５対１入院基本料（患者の要件により算定するもの）（名寄せコー

ド） 

８０１２ 
療養病棟入院料２入院料Ｉ（患者の要件により算定するもの）（医科）（名寄

せコード） 

８０１３ 精神病棟入院基本料（特別入院基本料等）（名寄せコード） 

８０１４ 
デングウイルス抗原定性及びデングウイルス抗原・抗体同時測定定性（名寄せ

コード） 

８０１５ 療養病棟入院基本料 注８（名寄せコード） 

８０１６ 外来リハビリテーション診療料（名寄せコード） 

８０１７ 経皮的大動脈遮断術及びダメージコントロール手術（名寄せコード） 

８０１８ 一般病棟特別入院基本料等（名寄せコード） 

８０２０ 一般病棟入院基本料（名寄せコード） 

８０２３ 
療養病棟入院料１入院料Ｉ（患者の要件により算定するもの）（歯科）（名寄 

せコード） 

８０２４ 療養病棟入院料２入院料Ｉ（患者の要件により算定するもの）（歯科）（名寄 
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せコード） 

８０２５ 地域一般入院基本料（名寄せコード） 

８０２６ 
初診料注１又は注２（Ｃ０００注１６に規定する施設基準）（歯科）（名寄せ

コード） 

【医療観察診療報酬点数表によるもの】 

 ８８０ 入院対象者入院医学管理料 

 ８８１ 通院対象者通院医学管理料 

 ８８２ 医療観察精神科作業療法 

 ８８３ 医療観察精神科デイ・ケア「大規模なもの」 

 ８８４ 医療観察精神科デイ・ケア「小規模なもの」 

 ８８５ 医療観察精神科ナイト・ケア 

 ８８６ 医療観察精神科デイ・ナイト・ケア 

 ８８７ 医療観察精神科ショート・ケア「大規模なもの」 

 ８８８ 医療観察精神科ショート・ケア「小規模なもの」 

 ８８９ 通院対象者社会復帰体制強化加算 

 ８９１ 医療観察治療抵抗性統合失調症治療指導管理料 

 ８９６ 医療観察認知療法・認知行動療法ロ 

 ８９７ 医療観察認知療法・認知行動療法イ 

 ８９８ 医療観察児童思春期精神科専門管理加算 

 ８９９ 医療観察依存症集団療法（薬物依存症） 

 ９００ 医療観察依存症集団療法（ギャンブル依存症） 

 ９０１ 医療観察依存症集団療法（アルコール依存症） 

【歯科点数表によるもの】 

１３０５ クラウン・ブリッジ維持管理料 

１３０６ 顎口腔機能診断料 

１３１０ 歯科治療時医療管理料 

１３１１ 地域医療連携体制加算 

１３１３ 地域歯科診療支援病院歯科初診料 

１３１５ 歯科矯正診断料 

１３１８ 地域歯科診療支援病院入院加算 

１３１９ 医療機器安全管理料（歯科） 

１３２０ 在宅療養支援歯科診療所２ 

１３２１ う蝕歯無痛的窩洞形成加算 

１３２２ 歯周組織再生誘導手術 

１３２５ 手術時歯根面レーザー応用加算 

１３２６ 有床義歯修理及び有床義歯内面適合法の歯科技工加算１及び２ 

１３２７ 在宅患者歯科治療時医療管理料 

１３３０ 歯科画像診断管理加算２ 

１３３１ 
上顎骨形成術（骨移動を伴う場合に限る。）、下顎骨形成術（骨移動を伴う場

合に限る。）（歯科診療） 

１３３２ 広範囲顎骨支持型装置埋入手術 

１３３３ 歯科診療特別対応連携加算 

１３３４ 歯科画像診断管理加算１ 

１３３５ 在宅歯科医療推進加算 

１３３６ 歯科口腔リハビリテーション料２ 

１３３７ 歯科点数表第２章第８部処置の通則第６号に掲げる処置の休日加算１ 

１３３８ 歯科点数表第２章第８部処置の通則第６号に掲げる処置の時間外加算１ 

１３３９ 歯科点数表第２章第８部処置の通則第６号に掲げる処置の深夜加算１ 
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施設基準コード 施設基準 

１３４０ ＣＡＤ／ＣＡＭ冠及びＣＡＤ／ＣＡＭインレー 

１３４１ 歯科点数表第２章第９部手術の通則第９号に掲げる手術の休日加算１ 

１３４２ 歯科点数表第２章第９部手術の通則第９号に掲げる手術の時間外加算１ 

１３４３ 歯科点数表第２章第９部手術の通則第９号に掲げる手術の深夜加算１ 

１３４４ 口腔病理診断管理加算１ 

１３４５ 口腔病理診断管理加算２ 

１３４６ 口腔管理体制強化加算 

１３４７ 歯科訪問診療料の注１５に規定する基準 

１３４９ 手術用顕微鏡加算 

１３５０ 歯根端切除手術の注３ 

１３５１ 初診料（歯科）の注１に掲げる基準 

１３５２ 歯科外来診療医療安全対策加算１ 

１３５３ 在宅療養支援歯科診療所１ 

１３５５ 有床義歯咀嚼機能検査２のイ 

１３５６ 有床義歯咀嚼機能検査２のロ及び咬合圧検査 

１３５７ 精密触覚機能検査 

１３５８ 口腔粘膜処置 

１３５９ 口腔粘膜血管腫凝固術 

１３６０ 有床義歯咀嚼機能検査１のイ 

１３６１ 有床義歯咀嚼機能検査１のロ及び咀嚼能力検査 

１３６２ 歯科外来診療医療安全対策加算２ 

１３６３ 睡眠時歯科筋電図検査（一連につき） 

１３６５ 歯科麻酔管理料 

１３６６ 顎関節人工関節全置換術 

１３６７ 口腔細菌定量検査 

１３７０ 歯科外来診療感染対策加算１ 

１３７１ 歯科外来診療感染対策加算２ 

１３７２ 歯科外来診療感染対策加算３ 

１３７３ 歯科外来診療感染対策加算４ 

１３７４ 初診料（歯科）の注 16及び再診料（歯科）の注 12 に掲げる基準 

１３７６ 在宅療養支援歯科病院 

１３７７ 在宅歯科医療情報連携加算 

１３７８ 歯科技工士連携加算１及び光学印象歯科技工士連携加算 

１３７９ 歯科技工士連携加算２ 

１３８０ 光学印象 

１３８１ 頭頸部悪性腫瘍光線力学療法（歯科） 

１３８２ 歯科外来・在宅ベースアップ評価料（１） 

１３８３ 歯科外来・在宅ベースアップ評価料（２）１ 

１３８４ 歯科外来・在宅ベースアップ評価料（２）２ 

１３８５ 歯科外来・在宅ベースアップ評価料（２）３ 

１３８６ 歯科外来・在宅ベースアップ評価料（２）４ 

１３８７ 歯科外来・在宅ベースアップ評価料（２）５ 

１３８８ 歯科外来・在宅ベースアップ評価料（２）６ 

１３８９ 歯科外来・在宅ベースアップ評価料（２）７ 

１３９０ 歯科外来・在宅ベースアップ評価料（２）８ 
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２ 名寄せコード一覧 

名寄せコードとは、原則として７つ以上の施設基準要件があり、そのうち、何れかの要件を満たし

ている場合、算定できる診療行為コードに設定する。 

下表の名寄せ先に、名寄せ元を代表する施設基準コードを設定し、該当診療行為の施設基準の要件

に読み替える。 

名寄せ先 名寄せ元 
備  考 

コード 名 称 コード 名 称 

 849 
リハビリテーション
総合計画評価料１ 

 730 
心大血管疾患リハビリテーショ
ン料（Ⅰ） 

【医科点数表】 
「Ｈ００３－２ リハビリ
テーション総合計画評価
料」の注１の規定に基づき
設定 

 732 
脳血管疾患等リハビリテーショ
ン料（Ⅰ） 

 733 
脳血管疾患等リハビリテーショ
ン料（Ⅱ） 

 828 
運動器リハビリテーション料
（Ⅰ） 

 829 
運動器リハビリテーション料
（Ⅱ） 

 737 
呼吸器リハビリテーション料
（Ⅰ） 

 831 がん患者リハビリテーション料 

3358 
認知症患者リハビリテーション
料 

8001 

一般病棟特別入院基
本料（患者の要件に
より算定するもの）
（名寄せコード） 

3564 
回復期リハビリテーション病棟
入院料１ 

【医科点数表】 
「Ａ３０８ 回復期リハビ
リテーション病棟入院料」
の注１、「Ａ３０８－３ 
地域包括ケア病棟入院料」
の注１及び注２、「Ａ３１
０ 緩和ケア病棟入院料」 
の注１、「Ａ３１７ 特定
一般病棟入院料」の注７、
「Ａ３１９ 特定機能病院
リハビリテーション病棟入
院料」の注１の規定に基づ 
き設定 

3310 
回復期リハビリテーション病棟
入院料２ 

3565 
回復期リハビリテーション病棟
入院料３ 

3162 
回復期リハビリテーション病棟
入院料４ 

3566 
（旧）回復期リハビリテーショ
ン病棟入院料５ 

3852 
回復期リハビリテーション病棟
入院料５ 

3163 
（旧）回復期リハビリテーショ
ン病棟入院料６ 

4086 
回復期リハビリテーション入院
医療管理料 

3567 地域包括ケア病棟入院料１ 

3568 地域包括ケア入院医療管理料１ 

3312 地域包括ケア病棟入院料２ 

3313 地域包括ケア入院医療管理料２ 

3569 地域包括ケア病棟入院料３ 
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名寄せ先 名寄せ元 
備  考 

コード 名 称 コード 名 称 

3570 地域包括ケア入院医療管理料３ 

3314 地域包括ケア病棟入院料４ 

3315 地域包括ケア入院医療管理料４ 

3571 
地域包括ケア病棟入院料１（特
定地域） 

3572 
地域包括ケア入院医療管理料１
（特定地域） 

3316 
地域包括ケア病棟入院料２（特
定地域） 

3317 
地域包括ケア入院医療管理料２
（特定地域） 

3573 
地域包括ケア入院医療管理料３
（特定地域） 

3574 
地域包括ケア入院医療管理料３
（特定地域） 

3318 
地域包括ケア病棟入院料４（特
定地域） 

3319 
地域包括ケア入院医療管理料４
（特定地域） 

3747 緩和ケア病棟入院料１ 

3577 緩和ケア病棟入院料２ 

3580 
地域包括ケア入院医療管理１
（特定一般病棟入院料） 

3326 
地域包括ケア入院医療管理２
（特定一般病棟入院料） 

3581 
地域包括ケア入院医療管理３
（特定一般病棟入院料） 

3327 
地域包括ケア入院医療管理４
（特定一般病棟入院料） 

3858 
特定機能病院リハビリテーショ
ン病棟入院料 

3042 特定一般病棟入院料１ 

3043 特定一般病棟入院料２ 

8002 

結核病棟特別入院基
本料（患者の要件に
より算定するもの）
（名寄せコード） 

3211 結核病棟７対１入院基本料 
【医科点数表】 
「Ａ１０２ 結核病棟入院
基本料」の注３、「Ａ１０
４ 特定機能病院入院基本
料」の注２の規定に基づき
設定  

3213 結核病棟１０対１入院基本料 

3214 結核病棟１３対１入院基本料 

3215 結核病棟１５対１入院基本料 
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名寄せ先 名寄せ元 
備  考 

コード 名 称 コード 名 称 

3216 結核病棟１８対１入院基本料 

3217 結核病棟２０対１入院基本料 

3218 
結核病棟７対１入院基本料（月
平均夜勤時間超過減算） 

3220 
結核病棟１０対１入院基本料
（月平均夜勤時間超過減算） 

3221 
結核病棟１３対１入院基本料
（月平均夜勤時間超過減算） 

3222 
結核病棟１５対１入院基本料
（月平均夜勤時間超過減算） 

3223 
結核病棟１８対１入院基本料
（月平均夜勤時間超過減算） 

3224 
結核病棟２０対１入院基本料
（月平均夜勤時間超過減算） 

3549 
結核病棟入院基本料（重症患者
割合特別入院基本料） 

3239 
特定機能病院結核病棟７対１入
院基本料 

3240 
特定機能病院結核病棟１０対１
入院基本料 

3241 
特定機能病院結核病棟１３対１
入院基本料 

3242 
特定機能病院結核病棟１５対１
入院基本料 

8003 

結核病棟入院基本料
（特別入院基本料等
以外）（名寄せコー
ド） 
 

3211 結核病棟７対１入院基本料 

【医科点数表】 
「Ａ１０２ 結核病棟入院
基本料」の注４に基づき設
定 
 

3213 結核病棟１０対１入院基本料 

3214 結核病棟１３対１入院基本料 

3215 結核病棟１５対１入院基本料 

3216 結核病棟１８対１入院基本料 

3217 結核病棟２０対１入院基本料 

8005 

精神病棟入院基本料
（特別入院基本料等
以外）（名寄せコー
ド 

3225 精神病棟１０対１入院基本料 

【医科点数表】 
「Ａ１０３ 精神病棟入院
基本料」の注３及び４並び
に５の「精神病棟１５対１
入院基本料（患者要件によ
り算定するもの）」を含め 
た施設基準に対応するため
に設定 

3226 精神病棟１３対１入院基本料 

3227 精神病棟１５対１入院基本料 

3228 精神病棟１８対１入院基本料 

3229 精神病棟２０対１入院基本料 
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名寄せ先 名寄せ元 
備  考 

コード 名 称 コード 名 称 

8006 

障害者施設等入院基
本料（特別入院基本
料等含む）（名寄せ
コード 

3251 障害者施設等７対１入院基本料 

【医科点数表】 
「Ａ１０６ 障害者施設等
入院基本料」の注４「重症
児（者）受入連携加算」の
項番６８「告示等識別区分
（１）」に「１：基本項
目」を設定しているため、
入院基本料と別に施設基準
を設定 

3252 
障害者施設等１０対１入院基本
料 

3253 
障害者施設等１３対１入院基本
料 

3254 
障害者施設等１５対１入院基本
料 

3255 
障害者施設等７対１入院基本料
（月平均夜勤時間超過減算） 

3256 
障害者施設等１０対１入院基本
料（月平均夜勤時間超過減算） 

3257 
障害者施設等１３対１入院基本
料（月平均夜勤時間超過減算） 

3258 
障害者施設等１５対１入院基本
料（月平均夜勤時間超過減算） 

8010 

療養病棟入院料１入
院料 27（患者の要
件により算定するも
の）（医科）（名寄
せコード） 

3564 
回復期リハビリテーション病棟
入院料１ 

【留意事項通知】 
「Ａ３０８ 回復期リハビ
リテーション病棟入院料」
の（４）、「Ａ３０８－３ 
地域包括ケア病棟入院料」
の（１１）の規定に基づき
設定 

3310 
回復期リハビリテーション病棟
入院料２ 

3565 
回復期リハビリテーション病棟
入院料３ 

3162 
回復期リハビリテーション病棟
入院料４ 

4086 
回復期リハビリテーション入院
医療管理料 

3567 地域包括ケア病棟入院料１ 

3568 地域包括ケア入院医療管理料１ 

3312 地域包括ケア病棟入院料２ 

3313 地域包括ケア入院医療管理料２ 

3571 
地域包括ケア病棟入院料１（特
定地域） 

3572 
地域包括ケア入院医療管理料１
（特定地域） 

3316 
地域包括ケア病棟入院料２（特
定地域） 

3317 
地域包括ケア入院医療管理料２
（特定地域） 

8011 

精神病棟１５対１入
院基本料（患者の要
件により算定するも
の）（名寄せコー
ド） 

 795 小児入院医療管理料５ 【医科点数表】 
Ａ３１８ 地域移行機能強
化病棟入院料 注１ 
【留意事項通知】 
「Ａ３０７ 小児入院医療
管理料」の（８）、「Å３

3322 精神科救急急性期医療入院料 

  



- 155 - 

名寄せ先 名寄せ元 
備  考 

コード 名 称 コード 名 称 

 118 精神科急性期治療病棟入院料１ 
１１ 
精神科救急急性期医療入院
料（５）」、「Ａ３１１－
２ 精神科急性期治療病棟
入院料」の（６）、「Ａ３
１１－３ 精神科救急・合
併症入院料」の（５）に基
づき設定 
 

 119 精神科急性期治療病棟入院料２ 

 689 精神科救急・合併症入院料 

3464 地域移行機能強化病棟入院料 

8012 

療養病棟入院料２入
院料 27（患者の要
件により算定するも
の）（医科）（名寄
せコード） 

3566 
（旧）回復期リハビリテーショ
ン病棟入院料５ 

【留意事項通知】 
「Ａ３０８ 回復期リハビ
リテーション病棟入院料」
の（４）、「Ａ３０８－３ 
地域包括ケア病棟入院料」
の（１１）の規定に基づき
設定 

3163 
（旧）回復期リハビリテーショ
ン病棟入院料６ 

3852 
回復期リハビリテーション病棟
入院料５ 

3569 地域包括ケア病棟入院料３ 

3570 地域包括ケア入院医療管理料３ 

3314 地域包括ケア病棟入院料４ 

3315 地域包括ケア入院医療管理料４ 

3573 
地域包括ケア病棟入院料３（特
定地域） 

3574 
地域包括ケア入院医療管理料３
（特定地域） 

3318 
地域包括ケア病棟入院料４（特
定地域） 

3319 
地域包括ケア入院医療管理料４
（特定地域） 

8013 

精神病棟入院基本料
（特別入院基本料
等）（名寄せコー
ド） 

3409 
精神病棟入院基本料（特別入院
基本料） 

 
【医科点数表】 
「Ａ１０３ 精神病棟入院
基本料」の注３及び４並び
に５の「精神病棟１５対１
入院基本料（患者要件によ
り算定するもの）」を含め
た施設基準に対応するため
に設定 

3230 
精神病棟１０対１入院基本料
（月平均夜勤時間超過減算） 

3231 
精神病棟１３対１入院基本料
（月平均夜勤時間超過減算） 

3232 
精神病棟１５対１入院基本料
（月平均夜勤時間超過減算） 

3233 
精神病棟１８対１入院基本料
（月平均夜勤時間超過減算） 

3234 
精神病棟２０対１入院基本料
（月平均夜勤時間超過減算） 

 
8014 

 
 

 
デングウイルス抗原
定性及びデングウイ
ルス抗原・抗体同時
測定定性（名寄せコ
ード） 

 777 救命救急入院料１  
 
【特掲診療料の施設基準 
留意事項通知】 
第１８の１の４ 
１ デングウイルス抗原定性

 778 救命救急入院料２ 

 779 救命救急入院料３ 
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名寄せ先 名寄せ元 
備  考 

コード 名 称 コード 名 称 

 
 780 救命救急入院料４ 

及びデングウイルス抗原・
抗体同時測定定性に関する
施設基準下記のいずれかの
施設基準の届出を行った保
険医療機関において算定で
きる。 
 (１) 区分番号「Ａ３０
０」救命救急入院料「１」
から「４」までのいずれか 
 (２) 区分番号「Ａ３０
１」特定集中治療室管理料
「１」から「６」までのい
ずれか 
 (３) 区分番号「Ａ３０１
－２」ハイケアユニット入
院医療管理料「１」又は
「２」のいずれか 
 (４) 区分番号「Ａ３０１
－４」小児特定集中治療室
管理料 
 

3300  特定集中治療室管理料１  

3301 特定集中治療室管理料２ 

3302 特定集中治療室管理料３ 

3303 特定集中治療室管理料４ 

4062 特定集中治療室管理料５ 

4063 特定集中治療室管理料６ 

3304 
ハイケアユニット入院医療管理
料１ 

3305 
ハイケアユニット入院医療管理
料２ 

3036 小児特定集中治療室管理料 

8015 
療養病棟入院基本料 
注８（名寄せコー
ド） 

 777 救命救急入院料１ 

【留意事項通知】 
「Ａ３００ 救命救急入院
料」の（１７）、「Ａ３０
１ 特定集中治療室管理料」
の（１２）、「Ａ３０１－
２ ハイケアユニット入院医
療管理料」の（４）、「Ａ
３０１－３ 脳卒中ケアユニ
ット入院医療管理料」の
（４）、「Ａ３０１－４ 小
児特定集中治療室管理料」 
の（６）、「Ａ３０２ 新生
児特定集中治療室管理料」
の（２）、「Ａ３０２－２ 
新生児特定集中治療室重症
児対応体制強化管理料」の
（３）、「Ａ３０３ 総合周
産期特定集中治療室管理
料」 の（６）、「Ａ３０３
－２ 新生児治療回復室入院
医療管理料」の（３）、
「Ａ３０５ 一類感染症患者
入院医療管理料」 の
（２）、「Ａ３０７ 小児入
院医療管理料」の（７） 
の規定に基づき設定 

 778 救命救急入院料２ 

 779 救命救急入院料３ 

 780 救命救急入院料４ 

3300 特定集中治療室管理料１ 

3301 特定集中治療室管理料２ 

3302 特定集中治療室管理料３ 

3303 特定集中治療室管理料４ 

3304 
ハイケアユニット入院医療管理
料１ 

3305 
ハイケアユニット入院医療管理
料２ 

 608 
脳卒中ケアユニット入院医療管
理料 

3036 小児特定集中治療室管理料 

3306 新生児特定集中治療室管理料１ 

3307 新生児特定集中治療室管理料２ 
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名寄せ先 名寄せ元 
備  考 

コード 名 称 コード 名 称 

4064 
新生児特定集中治療室重症児対
応体制強化管理料 

 117 
総合周産期特定集中治療室管理
料１ 

3309 
総合周産期特定集中治療室管理
料２ 

 790 
新生児治療回復室入院医療管理
料 

 208 一類感染症患者入院医療管理料 

 791 小児入院医療管理料１ 

 792 小児入院医療管理料２ 

 793 小児入院医療管理料３ 

 794 小児入院医療管理料４ 

8016 
外来リハビリテーシ
ョン診療料（名寄せ
コード） 

 730 
心大血管疾患リハビリテーショ
ン料（Ⅰ） 

【点数表】 
「Ｂ００１－２－７ 外来リ
ハビリテーション診療料」
の注 1 
の規定に基づき設定 

 731 
心大血管疾患リハビリテーショ
ン料（Ⅱ） 

 732 
脳血管疾患等リハビリテーショ
ン料（Ⅰ） 

 733 
脳血管疾患等リハビリテーショ
ン料（Ⅱ） 

 734 
脳血管疾患等リハビリテーショ
ン料（Ⅲ） 

 828 
運動器リハビリテーション料
（Ⅰ） 

 829 
運動器リハビリテーション料
（Ⅱ） 

 830 
運動器リハビリテーション料
（Ⅲ） 

 737 
呼吸器リハビリテーション料
（Ⅰ） 

 738 
呼吸器リハビリテーション料
（Ⅱ） 

8017 

経皮的大動脈遮断術
及びダメージコント
ロール手術（名寄せ
コード） 

 777 救命救急入院料１ 

【特掲診療料の施設基準 
留意事項通知】 
第７２の２ 経皮的大動脈
遮断術、第７２の６ ダメ
ージコントロール手術 
の規定に基づき設定 

 778 救命救急入院料２ 

 779 救命救急入院料３ 

 780 救命救急入院料４ 

3300 特定集中治療室管理料１ 
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名寄せ先 名寄せ元 
備  考 

コード 名 称 コード 名 称 

3301 特定集中治療室管理料２ 

3302 特定集中治療室管理料３ 

3303 特定集中治療室管理料４ 

4062 特定集中治療室管理料５ 

4063 特定集中治療室管理料６ 

8018 
一般病棟特別入院基
本料等（名寄せコー
ド） 

3402 
一般病棟入院基本料（特別入院
基本料） 

【点数表】 
「Ａ１００ 一般病棟入院
基本料」の注２、注７の規
定に基づき設定 

3532 
急性期一般入院料１（月平均夜
勤時間超過減算） 

3533 
急性期一般入院料２（月平均夜
勤時間超過減算） 

3534 
急性期一般入院料３（月平均夜
勤時間超過減算） 

3535 
急性期一般入院料４（月平均夜
勤時間超過減算） 

3536 
急性期一般入院料５（月平均夜
勤時間超過減算） 

3203 
急性期一般入院料６（月平均夜
勤時間超過減算）（旧 急性期
一般入院料７） 

3538 
地域一般入院料１（月平均夜勤
時間超過減算） 

3204 
地域一般入院料２（月平均夜勤
時間超過減算） 

3205 
地域一般入院料３（月平均夜勤 
時間超過減算） 

8020 
一般病棟入院基本料
（名寄せコード） 

3525 急性期一般入院料１ 

【点数表】 
「Ａ１００ 一般病棟入院
基本料」の注１の規定に基
づき設定 

3526 急性期一般入院料２ 

3527 急性期一般入院料３ 

3528 急性期一般入院料４ 

3529 急性期一般入院料５ 

3198 
急性期一般入院料６ 
（旧 急性期一般入院料７） 

3531 地域一般入院料１ 

3199 地域一般入院料２ 
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名寄せ先 名寄せ元 
備  考 

コード 名 称 コード 名 称 

3200 地域一般入院料３ 

8023 

療養病棟入院料１入
院料 27（患者の要
件により算定するも
の）（歯科）（名寄
せコード） 

3567 地域包括ケア病棟入院料１ 

【留意事項通知】 
「Ａ３０８－３ 地域包括ケ
ア病棟入院料」の（１２）
の規定に基づき設定 

3568 地域包括ケア入院医療管理料１ 

3312 地域包括ケア病棟入院料２ 

3313 地域包括ケア入院医療管理料２ 

3571 
地域包括ケア病棟入院料１（特
定地域） 

3572 
地域包括ケア入院医療管理料１
（特定地域） 

3316 
地域包括ケア病棟入院料２（特
定地域） 

3317 
地域包括ケア入院医療管理料２
（特定地域） 

8024 

療養病棟入院料２入
院料 27（患者の要
件により算定するも
の）（歯科）（名寄
せコード） 

3569 地域包括ケア病棟入院料３ 

【留意事項通知】 
「Ａ３０８－３ 地域包括ケ
ア病棟入院料」の（１２）
の規定に基づき設定 
 

3570 地域包括ケア入院医療管理料３ 

3314 地域包括ケア病棟入院料４ 

3315 地域包括ケア入院医療管理料４ 

3573 
地域包括ケア病棟入院料３（特
定地域） 

3574 
地域包括ケア入院医療管理料３
（特定地域） 

3318 
地域包括ケア病棟入院料４（特
定地域） 

3319 
地域包括ケア入院医療管理料４
（特定地域） 

8025 
地域一般入院基本料
（名寄せコード） 

3531 地域一般入院料１ 

【留意事項通知】 
「Ａ１００ 一般病棟入院
基本料」の（５）の規定に
基づき設定 

3199 地域一般入院料２ 

3200 地域一般入院料３ 

3538 
地域一般入院料１（月平均夜勤
時間超過減算） 

3204 
地域一般入院料２（月平均夜勤
時間超過減算） 

3205 
地域一般入院料３（月平均夜勤
時間超過減算） 

8026 
初診料注１又は注２
（Ｃ０００注１６に

1351 
初診料（歯科）の注１に掲げる
基準 

【点数表】 
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名寄せ先 名寄せ元 
備  考 

コード 名 称 コード 名 称 

規定する施設基準）
（歯科）（名寄せコ
ード） 

1313 
地域歯科診療支援病院歯科初診
料 

「Ｃ０００ 歯科訪問診療
料」の注１６の規定に基づ
き設定 

 

３ 施設基準コードの設定要領 

「施設基準」項目は、項番７２「施設基準①」から項番８１「施設基準⑩」までの最大１０項目に

施設基準コードを設定する。 

項番７２「施設基準①」から項番８１「施設基準⑩」は、３つのグループに区分され、グループ①

は「施設基準①～⑥」の６項目、グループ②は「施設基準⑦～⑨」の３項目、グループ③は「施設基

準⑩」の１項目で構成する。 

グループ内（グループ①の場合は「施設基準①～⑥」の６項目）に設定した施設基準コードは、い

ずれかの施設基準を満たしている場合に算定できる診療行為となる。 

また、グループ間（グループ①、グループ②及びグループ③）に設定した施設基準コードは、グル

ープ間の施設基準を、いずれも満たしている場合に算定できる診療行為となる。 

なお、「施設基準①～⑥」、「施設基準⑦～⑨」及び「施設基準⑩」の各区分内の設定値が、すべ

て「０：ゼロ」の場合は、施設基準を要しない診療行為を表す。 

設定例① 

                 グループ①                 グループ②    グループ③ 

項 番 ７２ ７３ ７４ ７５ ７６ ７７ ７８ ７９ ８０ ８１ 

施設基準 
項 目 

施設 
基準 
① 

施設 
基準 
② 

施設 
基準 
③ 

施設 
基準 
④ 

施設 
基準 
⑤ 

施設 
基準 
⑥ 

施設 
基準 
⑦ 

施設 
基準 
⑧ 

施設 
基準 
⑨ 

施設 
基準 
⑩ 

施設基準 
コード 

236 237 0 0 0 0 0 0 0 0 

※ 設定例①では、「施設基準①～⑥に「２３６」、「２３７」、「０」、「０」、「０」、「０」

を、「施設基準⑦～⑨」に「０」、「０」、「０」を、「施設基準⑩」に、「０」を設定している。 
 

設定例①は、「施設基準③～⑥」、「施設基準⑦～⑨」及び「施設基準⑩」の施設基準が、すべて

「０：ゼロ」のため、施設基準の条件から除き、「施設基準①」の「２３６：画像診断管理加算１」

又は「施設基準②」の「２３７：画像診断管理加算２」の何れか一方の届出を、地方厚生（支）局に

行った保険医療機関において算定できる診療行為を表す。 

 

設定例②） 

                 グループ①                  グループ②    グループ③ 

項 番 ７２ ７３ ７４ ７５ ７６ ７７ ７８ ７９ ８０ ８１ 

施設基準 
項 目 

施設 
基準 
① 

施設 
基準 
② 

施設 
基準 
③ 

施設 
基準 
④ 

施設 
基準 
⑤ 

施設 
基準 
⑥ 

施設 
基準 
⑦ 

施設 
基準 
⑧ 

施設 
基準 
⑨ 

施設 
基準 
⑩ 

施設基準 
コード 

3236 3238 0 0 0 0 3300 0 0 0 

※ 設定例②では、「施設基準①～⑥」に「３２３６」、「３２３８」、「０」、「０」、「０」、

「０」を、「施設基準⑦～⑨」に「３３００」、「０」、「０」を、「施設基準⑩」に「０」を設

定している。 
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設定例②は、グループ①とグループ②内に施設基準コードを設定していることから、「施設基準①」

の「３２３６：特定機能病院一般病棟７対１入院基本料」及び「施設基準⑦」の「３３００：特定集

中治療室管理料１」の双方の届出又は「施設基準②」の「３２３８：特定機能病院一般病棟１０対１

入院基本料」及び「施設基準⑦」の「３３００：特定集中治療室管理料１」の双方の届出のうち、何

れか一方の届出を、地方厚生（支）局に行った保険医療機関において算定できる診療行為を表す。 
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別紙７－９ 

 

 

医科点数表等に規定のない診療行為コード 

 

検体検査である診療行為コードの診療行為名称に検体名が設定されていない場合、検体検査の診療行

為コードに検体名を組み合わせて記録するために、診療行為マスターには、検体名の診療行為コードを

設定している。 

当該診療行為コードには、項番１２「新又は現点数」に「０．００」を設定し、コード表用番号の項

番９０「章」及び項番９１「部」は検査を準用し、項番９２「区分番号」は「９９９」、項番９３「枝

番」は「００」、項番９４「項番」に「０１」から始まる通番を設定している。 

なお、検体検査の検体名を設定した診療行為コードは、下表のとおりである。 

 

検体検査の検体名一覧 

項番 
診療行為 
コード 

診療行為名称 
（検体名） 

項番 
診療行為 
コード 

診療行為名称 
（検体名） 

  １ 160138910 〈尿〉  １４ 160140210 〈頸管粘液〉 

  ２ 160139010 〈喀痰〉  １５ 160140310 〈子宮分泌物〉 

  ３ 160139110 〈穿刺液〉  １６ 160140410 〈腹水〉 

  ４ 160139210 〈胃液〉  １７ 160140510 〈膵液〉 

  ５ 160139310 〈十二指腸液〉  １８ 160140610 〈尿道分泌物〉 

  ６ 160139410 〈胆汁〉  １９ 160140710 〈胸水〉 

  ７ 160139510 〈眼分泌液〉  ２０ 160140810 〈関節液〉 

  ８ 160139610 〈鼻腔液〉  ２１ 160140910 〈前立腺液〉 

  ９ 160139710 〈咽喉液〉  ２２ 160141010 〈骨髄穿刺液〉 

 １０ 160139810 〈口腔液〉  ２３ 160141110 〈乳汁〉 

 １１ 160139910 〈精液〉  ２４ 160154010 〈血液〉 

 １２ 160140010 〈髄液〉 
 ２５ 160141210 

〈その他の穿刺・採
取液〉  １３ 160140110 〈腟分泌物〉 
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別紙７－１０ 

 

包括逓減区分コード一覧 

 

コード 内   容 コード 内   容 

０ 逓減規定なし ７２ 膀胱尿道ファイバースコピー 

１７ 
心臓カテーテル法による諸検査（左
心） 

７３ 尿管カテーテル法 

１８ 
心臓カテーテル法による諸検査（右
心） 

７４ ヒステロスコピー 

１９ 肺臓カテーテル法 ７５ コルポスコピー 

２０ 肝臓カテーテル法 ７６ 子宮ファイバースコピー 

２５ 体液量測定 ７７ 細胞外液量測定 

２６ 血流量測定 ７８ 循環血流量測定 

２７ 皮弁血流検査 ７９ 
電子授受式発消色性インジケーター使用
皮膚表面温度測定 

２９ 血管伸展性検査 ８０ 循環血液量測定 

３０ 心拍出量測定 ８１ リアルタイム解析型心電図 

３１ 循環時間測定 ８２ 
サイクルエルゴメーターによる心肺機能
検査 

３２ 脳循環測定（色素希釈法） ８３ 腎盂尿管ファイバースコピー 

３３ 脳循環測定（笑気法） ８５ 顎関節鏡検査 

３４ 心電図検査 ８６ 乳管鏡検査 

３５ 負荷心電図検査 ８７ 膵臓カテーテル法 

３６ ホルター型心電図検査 ８９ 脈波図、心機図、ポリグラフ検査 

３７ トレッドミルによる負荷心肺機能検査 ９０ 鼻咽腔直達鏡検査 

３９ 心音図検査 ９１ 縦隔鏡検査 

４０ 超音波検査 ９２ エレクトロキモグラフ 

４１ サーモグラフィー検査 ９３ 体表面心電図 

５２ 関節鏡検査 ９４ 心外膜興奮伝播図 

５３ 喉頭直達鏡検査 ９５ 
携帯型発作時心電図記録計使用心電図検
査 

５４ 
嗅裂部・鼻咽腔・副鼻腔入口部ファイ
バースコピー（部位を問わず一連につ
き） 

９６ 肛門鏡検査 

５５ 喉頭ファイバースコピー ９７ 小腸内視鏡検査（カプセル型内視鏡） 

５６ 中耳ファイバースコピー ９８ 小腸内視鏡検査（その他） 

５８ 気管支ファイバースコピー ９９ 喘息運動負荷試験 

５９ 胸腔鏡検査 １００ 植込型心電図検査 

６１ 食道ファイバースコピー １０１ 内視鏡下嚥下機能検査 

６３ 胃・十二指腸ファイバースコピー １０２ 膀胱尿道鏡検査 

６４ 胆道ファイバースコピー １０３ Ｔ波オルタナンス検査 

６６ 直腸鏡検査、コロンブラッシュ法 １０４ 時間内歩行試験 

６７ 直腸ファイバースコピー １０５ 消化管通過性検査 

６８ 大腸内視鏡検査 １０７ 大腸内視鏡検査（カプセル型内視鏡） 

６９ 腹腔鏡検査 １０８ 皮膚灌流圧測定 

７０ 腹腔ファイバースコピー １０９ シャトルウォーキングテスト 

７１ クルドスコピー １１０ 気管支カテーテル気管支肺胞洗浄法検査 



- 164 - 

コード 内   容 コード 内   容 

１１１ ＥＧＦＲ遺伝子検査（血漿）   

１１２ 小腸内視鏡検査（バルーン内視鏡）   

１１３ 回腸嚢ファイバースコピー   

１１４ 小腸内視鏡検査（スパイラル内視鏡）   

１１５ 
内視鏡用テレスコープを用いた咽頭画

像等解析 
  

２０１ ＣＴ撮影、ＭＲＩ撮影   

３０１ 歯周組織検査   

３０２ 口腔細菌定量検査   
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別紙７－１１ 

 

医科点数表等の規定と異なるコードの設定 

 

１ 項番６８「告示等識別区分（１）」 

医科点数表に規定する診療行為を、次の区分に分類し、項番６８「告示等識別区分（１）」に設定

する。 

コード 種 別 設定対象診療行為 

１ 基本項目 
医科点数表等に規定する区分番号を付された診療行為（「Ａ＊

＊＊」等の区分番号を設定している診療行為） 

３ 合成項目 
医科点数表等に規定する診療行為の点数とその加算である診療

行為等の点数を組み合せて設定した診療行為 

５ 準用項目 
医科点数表の関係通知等に規定する他の診療行為の点数を準用

する診療行為 

７ 加算項目 
医科点数表に掲げる診療行為の注書きに規定する加算である診

療行為 

９ 通則加算項目 医科点数表の通則に規定する加算である診療行為 

 

２ 例外となるコード設定 

原則、前１に基づき項番６８「告示等識別区分（１）」を設定するが、下表に掲げる診療行為は例

外として別の取扱いによりコードを設定する。 

項番 
例外対象 
項 目 

診療行為
マスター
の設定値 

医科点数
表の種別 

設 定 理 由 

１ 
再診料及び外来
診療料等の注加
算 

基本項目 加算項目 

紙レセプトの点数集計欄に、注加算の点数の
みを別に集計する必要がある診療行為は、電子
レセプトの診療行為レコードに、注加算項目の
診療行為コードのみを記録する必要がある。 

この場合、注加算項目の診療行為コードを単
独で記録しても記録誤りとならないように、
「基本項目」でコードを設定している。 

２ 
入院基本料等加
算 

基本項目 基本項目 

施設基準等に基づき、保険医療機関又は病棟
単位で算定する入院基本料等加算は、基本項目
とセットで記録する必要があるため、加算項目
でコードを設定している。 

３ その他 基本項目 加算項目 

「初回に限り算定する。」等の診療時の要件
に応じて算定する点数や回数が異なる診療行為
は、電子レセプトへの記録の利便性を考慮し
て、基本項目としてコードを設定している。 

注 「基本項目」には、「合成項目」及び「準用項目」を含み、「加算項目」には、「注加算項目」

及び「通則加算項目」を含む。 
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３ 時間外加算自体の診療行為 

時間外加算自体である診療行為は、項番６９「告示等識別区分（２）」の「７：加算項目」と項番

４３「時間加算区分」の「１：時間外加算自体」の組み合わせが対象となるが、次の診療行為等は、

前２の項番「３」の取扱いにより、項番６８「告示等識別区分（１）」に「１：基本項目（告示）」

を設定している加算項目のため、例外となる。 

⑴ 時間外加算自体の対象外診療行為 

項番３ 項番５ 項番４３ 項番６８ 項番６９ 

診療行為 
コード 

省略漢字名称 
時間加算 

区分 
告示等識別 
区分（１） 

告示等識別 
区分（２） 

150368870150478410 
多椎間又は多椎弓実施加算（前方椎
体固定）多椎間又は多椎弓実施加算
（頸椎前方椎体固定術） 

１ １ ７ 

150368970150478510 
多椎間又は多椎弓実施加算（後方又
は後側方固定）多椎間又は多椎弓実
施加算（胸椎前方椎体固定術） 

１ １ ７ 

150369070150478610 
多椎間又は多椎弓実施加算（後方椎
体固定）多椎間又は多椎弓実施加算
（腰椎前方椎体固定術） 

１ １ ７ 

150369170150478710 
多椎間又は多椎弓実施加算（前方後
方同時固定）多椎間又は多椎弓実施
加算（仙椎前方椎体固定術） 

１ １ ７ 

150369270150478810 
多椎間又は多椎弓実施加算（椎弓切
除）多椎間又は多椎弓実施加算（頸
椎後方又は後側方固定術） 

１ １ ７ 

150369370150478910 
多椎間又は多椎弓実施加算（椎弓形
成）多椎間又は多椎弓実施加算（胸
椎後方又は後側方固定術） 

１ １ ７ 

150479010 
多椎間又は多椎弓実施加算（腰椎後
方又は後側方固定術） 

１ １ ７ 

150479110 
多椎間又は多椎弓実施加算（仙椎後
方又は後側方固定術） 

１ １ ７ 

150479210 
多椎間又は多椎弓実施加算（頸椎後
方椎体固定術） 

１ １ ７ 

150479310 
多椎間又は多椎弓実施加算（胸椎後
方椎体固定術） 

１ １ ７ 

150479410 
多椎間又は多椎弓実施加算（腰椎後
方椎体固定術） 

１ １ ７ 

150479510 
多椎間又は多椎弓実施加算（仙椎後
方椎体固定術） 

１ １ ７ 

150479610 
多椎間又は多椎弓実施加算（頸椎前
方後方同時固定術） 

１ １ ７ 

150479710 
多椎間又は多椎弓実施加算（胸椎前
方後方同時固定術） 

１ １ ７ 

150479810 
多椎間又は多椎弓実施加算（腰椎前
方後方同時固定術） 

１ １ ７ 

150479910 
多椎間又は多椎弓実施加算（仙椎前
方後方同時固定術） 

１ １ ７ 

150480010 
多椎間又は多椎弓実施加算（頸椎椎
弓切除術） 

１ １ ７ 

150480110 
多椎間又は多椎弓実施加算（胸椎椎
弓切除術） 

１ １ ７ 
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項番３ 項番５ 項番４３ 項番６８ 項番６９ 

診療行為 
コード 

省略漢字名称 
時間加算 

区分 
告示等識別 
区分（１） 

告示等識別 
区分（２） 

150480210 
多椎間又は多椎弓実施加算（腰椎椎
弓切除術） 

１ １ ７ 

150480310 
多椎間又は多椎弓実施加算（仙椎椎
弓切除術） 

１ １ ７ 

150480410 
多椎間又は多椎弓実施加算（頸椎椎
弓形成術） 

１ １ ７ 

150480510 
多椎間又は多椎弓実施加算（胸椎椎
弓形成術） 

１ １ ７ 

150480610 
多椎間又は多椎弓実施加算（腰椎椎
弓形成術） 

１ １ ７ 

150480710 
多椎間又は多椎弓実施加算（仙椎椎
弓形成術） 

１ １ ７ 

 

⑵ 時間外加算自体の診療行為（設定例） 

項番３ 項番５ 項番４３ 項番６８ 項番６９ 

診療行為 
コード 

省略漢字名称 
時間加算 

区分 
告示等識別 
区分（１） 

告示等識別 
区分（２） 

112017790 時間外加算（再診）（入院） １ １ ７ 

112018090 乳幼児時間外加算（再診）（入院） １ １ ７ 

112018890 時間外加算（外来診療料）（入院） １ １ ７ 

112019190 
乳幼児時間外加算（外来診療料）（入
院） 

１ １ ７ 

111000570 時間外加算（初診） １ ７ ７ 

111011970 乳幼児時間外加算（初診） １ ７ ７ 

112001110 時間外加算（再診）（入院外） １ １ ７ 

112014770 乳幼児時間外加算（再診）（入院外） １ １ ７ 

112006470 時間外加算（外来診療料）（入院外） １ １ ７ 

112015170 
乳幼児時間外加算（外来診療料）（入院
外） 

１ １ ７ 

113009670 
乳幼児時間外加算（初診）（小児科外来
診療料） 

１ １ ７ 

113009770 
乳幼児時間外加算（再診）（小児科外来
診療料） 

１ １ ７ 

113009870 
乳幼児時間外加算（外来診療料）（小児
科外来診療料） 

１ １ ７ 

113016270 時間外加算（再診）（地域包括診療料） １ １ ７ 

113016570 
乳幼児時間外加算（再診）（地域包括診
療料） 

１ １ ７ 

113018570 
時間外加算（再診）（認知症地域包括診
療料） 

１ １ ７ 
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項番３ 項番５ 項番４３ 項番６８ 項番６９ 

診療行為 
コード 

省略漢字名称 
時間加算 

区分 
告示等識別 
区分（１） 

告示等識別 
区分（２） 

113018870 
乳幼児時間外加算（再診）（認知症地域
包括診療料） 

１ １ ７ 

113020170 
乳幼児時間外加算（初診）（小児かかり
つけ診療料） 

１ １ ７ 

113020870 
乳幼児時間外加算（再診）（小児かかり
つけ診療料） 

１ １ ７ 

113021570 
乳幼児時間外加算（外来診療料）（小児
かかりつけ診療料） 

１ １ ７ 

160204070 時間外加算（内視鏡検査） １ 7 ７ 

140000190 
時間外加算２（イに該当を除く）（処
置） 

１ 9 ７ 

150000490 時間外加算２（手術） １ 9 ７ 

150231790 時間外加算（麻酔） １ 9 ７ 
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別紙７－１２ 

 

コード表用番号の付番方法 

 

１ 一般的事項 

⑴ 基本項目及び加算項目 

医科点数表の章、部、区分番号及び項番を基本とする。 

⑵ 準用項目 

準用元である基本項目及び加算項目と同一の章、部、区分番号及び項番とする。 

なお、同一番号を付した準用項目が複数ある場合は、留意事項通知の項番順とする。 

 

２ 例外事項 

⑴ 検体コードの付番方法 

章及び部は検査を準用し、区分番号は「９９９」、枝番は「００」とする。 

⑵ 区分番号の枝番号 

区分番号の枝番号までを設定し、枝番号以降は項目を設けていない。 

 

３ 介護老人保健施設入所者に係る診療料 

医科点数表の章、部、区分番号及び項番を基本とする。 

 

４ 食事療養費・標準負担額 

章は「８」、部は「０１」、区分番号はすべて「０００」、項番は通し番号「０１」～「９９」と

する。 

 

５ 「治験」及び「公害補償法」に関する診療行為 

章は「９」、部は「０１」、区分番号はすべて「０００」、項番は通し番号「０１」～「９９」と

する。 

 

６ 医療観察法に関する診療行為 

章を「６」とし、医療観察診療報酬点数表には「部」を設けていないため、次のとおり設定する。 

⑴ 第１章 基本診療料 第１節 入院料 ： 「０１」 

⑵ 第１章 基本診療料 第２節 通院料 ： 「０２」 

⑶ 第２章 医療観察精神科専門療法   ： 「０３」 
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別紙７－１３ 

 

点数表区分番号の設定例 

 

「厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名」（厚生労働省告示第95号）に収載

されている区分番号等を設定する。なお、医科点数表「第２章 第１０部 手術」に掲げる診療行為に

ついては、次の例のとおり設定する。 

 

医科点数表「第２章 第１０部 手術」に掲げる診療行為の区分番号等 

項番 医科点数表の記載例 区分番号等の構成 
点数表区分番号の 

設定方法（半角英数） 

 １ Ｋ○○○ □□□□□□□□ 区分番号 Ｋ○○○ 

 ２ 
Ｋ○○○ □□□□□□□□ 
  １ □□□□□□□□ 

区分番号＋項番 Ｋ○○○１ 

 ３ 
Ｋ○○○ □□□□□□□□ 
  １ □□□□□□□□ 
   イ □□□□□□□□ 

区分番号＋項番＋種別 Ｋ○○○１イ 

 ４ 

Ｋ○○○ □□□□□□□□ 
  １ □□□□□□□□ 
   イ □□□□□□□□ 
    ⑴ □□□□□□□ 

区分番号＋項番＋種別
＋識別 

Ｋ○○○１イ（１） 

 ５ Ｋ○○○－○ □□□□□□□□ 区分番号＋枝番 Ｋ○○○－○ 

 ６ 
Ｋ○○○－○ □□□□□□□□ 
  １ □□□□□□□□ 

区分番号＋枝番＋項番 Ｋ○○○－○１ 

 ７ 
Ｋ○○○－○ □□□□□□□□ 
  １ □□□□□□□□ 
   イ □□□□□□□□ 

区分番号＋枝番＋項番
＋種別 

Ｋ○○○－○１イ 

 ８ 

Ｋ○○○－○ □□□□□□□□ 
  １ □□□□□□□□ 
   イ □□□□□□□□ 
    ⑴ □□□□□□□ 

区分番号＋枝番＋項番
＋種別＋識別 

Ｋ○○○－○１イ（１） 

 ９ 
Ｋ○○○－○－○ □□□□□□□
□ 

区分番号＋枝番＋枝番 Ｋ○○○－○－○ 

１０ 
Ｋ○○○－○－○ □□□□□□□
□ 
  １ □□□□□□□□ 

区分番号＋枝番＋枝番
＋項番 

Ｋ○○○－○－○１ 

１１ 

Ｋ○○○－○－○ □□□□□□□
□ 
  １ □□□□□□□□ 
   イ □□□□□□□□ 

区分番号＋枝番＋枝番
＋項番＋種別 

Ｋ○○○－○－○１イ 

１２ 

Ｋ○○○－○－○ □□□□□□□
□ 
  １ □□□□□□□□ 
   イ □□□□□□□□ 
    ⑴ □□□□□□□ 

区分番号＋枝番＋枝番
＋項番＋種別＋識別 

Ｋ○○○－○－○１イ
（１） 

※「医科点数表第２章第１０部手術」に掲げる診療行為の中で、診療行為コード：１

５００７２９５０（骨形成的片側椎弓切除術と髄核摘出術）は未設定とする。 
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別紙７－１４ 

 

物価対応料グループ区分コード一覧 

 

コード 内   容 

００１ 物価対応料１（外来・在宅物価対応料）（初診時）イ 

００２ 物価対応料１（外来・在宅物価対応料）（再診時等）ロ 

００３ 物価対応料１（外来・在宅物価対応料）（訪問診療時）ハ 

００４ 物価対応料２（急性期病院Ａ一般入院料）イ 

００５ 物価対応料２（急性期病院Ｂ一般入院料）（ハの場合を除く。）ロ 

物価対応料２（急性期一般入院料Ｂ一般入院料及び看護・多職種等）ハ 

００６ 物価対応料２（急性期一般入院料１）ニ 

００７ 物価対応料２（急性期一般入院料２）ホ 

００８ 物価対応料２（急性期一般入院料３）へ 

００９ 物価対応料２（急性期一般入院料４（チの場合を除く））ト 

物価対応料２（急性期一般入院料４及び看護・多職種協働加算等）チ 

０１０ 物価対応料２（急性期一般入院料５）リ 

０１１ 物価対応料２（急性期一般入院料６）ヌ 

０１２ 物価対応料２（地域一般入院料１）ル 

０１３ 物価対応料２（地域一般入院料２）ヲ 

０１４ 物価対応料２（地域一般入院料３）ワ 

０１５ 物価対応料２（特別入院基本料（一般病棟））カ 

０１６ 物価対応料２（療養病棟入院料１の入院料１）ヨ 

０１７ 物価対応料２（療養病棟入院料１の入院料２）タ 

０１８ 物価対応料２（療養病棟入院料１の入院料３）レ 

０１９ 物価対応料２（療養病棟入院料１の入院料４）ソ 

０２０ 物価対応料２（療養病棟入院料１の入院料５）ツ 

０２１ 物価対応料２（療養病棟入院料１の入院料６）ネ 

０２２ 物価対応料２（療養病棟入院料１の入院料７）ナ 

０２３ 物価対応料２（療養病棟入院料１の入院料８）ラ 

０２４ 物価対応料２（療養病棟入院料１の入院料９）ム 

０２５ 物価対応料２（療養病棟入院料１の入院料１０）ウ 

０２６ 物価対応料２（療養病棟入院料１の入院料１１）ヰ 

０２７ 物価対応料２（療養病棟入院料１の入院料１２）ノ 

０２８ 物価対応料２（療養病棟入院料１の入院料１３）オ 

０２９ 物価対応料２（療養病棟入院料１の入院料１４）ク 

０３０ 物価対応料２（療養病棟入院料１の入院料１５）ヤ 

０３１ 物価対応料２（療養病棟入院料１の入院料１６）マ 

０３２ 物価対応料２（療養病棟入院料１の入院料１７）ケ 

０３３ 物価対応料２（療養病棟入院料１の入院料１８）フ 

０３４ 物価対応料２（療養病棟入院料１の入院料１９）コ 

０３５ 物価対応料２（療養病棟入院料１の入院料２０）エ 

０３６ 物価対応料２（療養病棟入院料１の入院料２１）テ 

０３７ 物価対応料２（療養病棟入院料１の入院料２２）ア 

０３８ 物価対応料２（療養病棟入院料１の入院料２３）サ 

０３９ 物価対応料２（療養病棟入院料１の入院料２４）キ 

０４０ 物価対応料２（療養病棟入院料１の入院料２５）ユ 

０４１ 物価対応料２（療養病棟入院料１の入院料２６）メ 
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コード 内   容 

０４２ 物価対応料２（療養病棟入院料１の入院料２７）ミ 

０４３ 物価対応料２（療養病棟入院料１の入院料２８）シ 

０４４ 物価対応料２（療養病棟入院料１の入院料２９）ヱ 

０４５ 物価対応料２（療養病棟入院料１の入院料３０）ヒ 

０４６ 物価対応料２（療養病棟入院料２の入院料１）モ 

０４７ 物価対応料２（療養病棟入院料２の入院料２）セ 

０４８ 物価対応料２（療養病棟入院料２の入院料３）ス 

０４９ 物価対応料２（療養病棟入院料２の入院料４）ン 

０５０ 物価対応料２（療養病棟入院料２の入院料５）イイ 

０５１ 物価対応料２（療養病棟入院料２の入院料６）イロ 

０５２ 物価対応料２（療養病棟入院料２の入院料７）イハ 

０５３ 物価対応料２（療養病棟入院料２の入院料８）イニ 

０５４ 物価対応料２（療養病棟入院料２の入院料９）イホ 

０５５ 物価対応料２（療養病棟入院料２の入院料１０）イヘ 

０５６ 物価対応料２（療養病棟入院料２の入院料１１）イト 

０５７ 物価対応料２（療養病棟入院料２の入院料１２）イチ 

０５８ 物価対応料２（療養病棟入院料２の入院料１３）イリ 

０５９ 物価対応料２（療養病棟入院料２の入院料１４）イヌ 

０６０ 物価対応料２（療養病棟入院料２の入院料１５）イル 

０６１ 物価対応料２（療養病棟入院料２の入院料１６）イヲ 

０６２ 物価対応料２（療養病棟入院料２の入院料１７）イワ 

０６３ 物価対応料２（療養病棟入院料２の入院料１８）イカ 

０６４ 物価対応料２（療養病棟入院料２の入院料１９）イヨ 

０６５ 物価対応料２（療養病棟入院料２の入院料２０）イタ 

０６６ 物価対応料２（療養病棟入院料２の入院料２１）イレ 

０６７ 物価対応料２（療養病棟入院料２の入院料２２）イソ 

０６８ 物価対応料２（療養病棟入院料２の入院料２３）イツ 

０６９ 物価対応料２（療養病棟入院料２の入院料２４）イネ 

０７０ 物価対応料２（療養病棟入院料２の入院料２５）イナ 

０７１ 物価対応料２（療養病棟入院料２の入院料２６）イラ 

０７２ 物価対応料２（療養病棟入院料２の入院料２７）イム 

０７３ 物価対応料２（療養病棟入院料２の入院料２８）イウ 

０７４ 物価対応料２（療養病棟入院料２の入院料２９）イヰ 

０７５ 物価対応料２（療養病棟入院料２の入院料３０）イノ 

０７６ 物価対応料２（特別入院基本料（療養病棟））イオ 

０７７ 物価対応料２（結核病棟入院基本料の７対１入院基本料）イク 

０７８ 物価対応料２（結核病棟入院基本料の１０対１入院基本料）イヤ 

０７９ 物価対応料２（結核病棟入院基本料の１３対１入院基本料）イマ 

０８０ 物価対応料２（結核病棟入院基本料の１５対１入院基本料）イケ 

０８１ 物価対応料２（結核病棟入院基本料の１８対１入院基本料）イフ 

０８２ 物価対応料２（結核病棟入院基本料の２０対１入院基本料）イコ 

０８３ 物価対応料２（特別入院基本料（結核病棟））イエ 

０８４ 物価対応料２（急性期病院Ａ精神病棟入院料１０対１入院基本料）イテ 

０８５ 物価対応料２（急性期病院Ａ精神病棟入院料１３対１入院基本料）イア 

０８６ 物価対応料２（急性期病院Ａ精神病棟入院料１５対１入院基本料）イサ 

０８７ 物価対応料２（急性期病院Ｂ精神病棟入院料１０対１入院基本料）イキ 

０８８ 物価対応料２（急性期病院Ｂ精神病棟入院料１３対１入院基本料）イユ 

０８９ 物価対応料２（急性期病院Ｂ精神病棟入院料１５対１入院基本料）イメ 
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コード 内   容 

０９０ 物価対応料２（精神病棟入院基本料の１０対１入院基本料）イミ 

０９１ 物価対応料２（精神病棟入院基本料の１３対１入院基本料）イシ 

０９２ 物価対応料２（精神病棟入院基本料の１５対１入院基本料）イヱ 

０９３ 物価対応料２（精神病棟入院基本料の１８対１入院基本料）イヒ 

０９４ 物価対応料２（精神病棟入院基本料の２０対１入院基本料）イモ 

０９５ 物価対応料２（特別入院基本料（精神病棟））イセ 

０９６ 物価対応料２（特定機能病院入院基本料（一般病棟）７）イス 

０９７ 物価対応料２（特定機能病院入院基本料（一般病棟）１０）イン 

０９８ 物価対応料２（特定機能病院入院基本料（結核病棟）７）ロイ 

０９９ 物価対応料２（特定機能病院入院基本料（結核病棟）１０）ロロ 

１００ 物価対応料２（特定機能病院入院基本料（結核病棟）１３）ロハ 

１０１ 物価対応料２（特定機能病院入院基本料（結核病棟）１５）ロニ 

１０２ 物価対応料２（特定機能病院入院基本料（精神病棟）７）ロホ 

１０３ 物価対応料２（特定機能病院入院基本料（精神病棟）１０）ロヘ 

１０４ 物価対応料２（特定機能病院入院基本料（精神病棟）１３）ロト 

１０５ 物価対応料２（特定機能病院入院基本料（精神病棟）１５）ロチ 

１０６ 物価対応料２（専門病院入院基本料の７対１入院基本料）ロリ 

１０７ 物価対応料２（専門病院入院基本料の１０対１入院基本料）ロヌ 

１０８ 物価対応料２（専門病院入院基本料の１３対１入院基本料）ロル 

１０９ 物価対応料２（障害者施設等入院基本料７対１入院基本料）ロヲ 

１１０ 物価対応料２（障害者施設等入院基本料１０対１入院基本料）ロワ 

１１１ 物価対応料２（障害者施設等入院基本料１３対１入院基本料）ロカ 

１１２ 物価対応料２（障害者施設等入院基本料１５対１入院基本料）ロヨ 

１１３ 物価対応料２（特定入院基本料（障害者施設等））ロタ 

１１４ 物価対応料２（障害者施設等入院基本料（注６のイの（１）））ロレ 

１１５ 物価対応料２（障害者施設等入院基本料（注６のイの（２）））ロソ 

１１６ 物価対応料２（障害者施設等入院基本料（注６のロの（１）））ロツ 

１１７ 物価対応料２（障害者施設等入院基本料（注６のロの（２）））ロネ 

１１８ 物価対応料２（障害者施設等入院基本料（注６のハの（１）））ロナ 

１１９ 物価対応料２（障害者施設等入院基本料（注６のハの（２）））ロラ 

１２０ 物価対応料２（障害者施設等入院基本料（注１３のイの（１）））ロム 

１２１ 物価対応料２（障害者施設等入院基本料（注１３のイの（２）））ロウ 

１２２ 物価対応料２（障害者施設等入院基本料（注１３のロの（１）））ロヰ 

１２３ 物価対応料２（障害者施設等入院基本料（注１３のロの（２）））ロノ 

１２４ 物価対応料２（障害者施設等入院基本料（注１３のハの（１）））ロオ 

１２５ 物価対応料２（障害者施設等入院基本料（注１３のハの（２）））ロク 

１２６ 物価対応料２（障害者施設等入院基本料（注１４のイ））ロヤ 

１２７ 物価対応料２（障害者施設等入院基本料（注１４のロ））ロマ 

１２８ 物価対応料２（障害者施設等入院基本料（注１４のハ））ロケ 

１２９ 物価対応料２（有床診療所入院基本料１（１４日以内の期間））ロフ 

１３０ 物価対応料２（有床診療所入院基本料１・１５日以上３０日以内）ロコ 

１３１ 物価対応料２（有床診療所入院基本料１（３１日以上））ロエ 

１３２ 物価対応料２（有床診療所入院基本料２（１４日以内））ロテ 

１３３ 物価対応料２（有床診療所入院基本料２・１５日以上３０日以内）ロア 

１３４ 物価対応料２（有床診療所入院基本料２（３１日以上））ロサ 

１３５ 物価対応料２（有床診療所入院基本料３（１４日以内））ロキ 

１３６ 物価対応料２（有床診療所入院基本料３・１５日以上３０日以内）ロユ 

１３７ 物価対応料２（有床診療所入院基本料３（３１日以上））ロメ 
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コード 内   容 

１３８ 物価対応料２（有床診療所入院基本料４（１４日以内））ロミ 

１３９ 物価対応料２（有床診療所入院基本料４・１５日以上３０日以内）ロシ 

１４０ 物価対応料２（有床診療所入院基本料４（３１日以上））ロヱ 

１４１ 物価対応料２（有床診療所入院基本料５（１４日以内））ロヒ 

１４２ 物価対応料２（有床診療所入院基本料５・１５日以上３０日以内）ロモ 

１４３ 物価対応料２（有床診療所入院基本料５（３１日以上））ロセ 

１４４ 物価対応料２（有床診療所入院基本料６（１４日以内））ロス 

１４５ 物価対応料２（有床診療所入院基本料６・１５日以上３０日以内）ロン 

１４６ 物価対応料２（有床診療所入院基本料６（３１日以上））ハイ 

１４７ 物価対応料２（有床診療所療養病床入院基本料Ａ）ハロ 

１４８ 物価対応料２（有床診療所療養病床入院基本料Ｂ）ハハ 

１４９ 物価対応料２（有床診療所療養病床入院基本料Ｃ）ハニ 

１５０ 物価対応料２（有床診療所療養病床入院基本料Ｄ）ハホ 

１５１ 物価対応料２（有床診療所療養病床入院基本料Ｅ）ハヘ 

１５２ 物価対応料２（特別入院基本料（有床診療所療養病床））ハト 

１５３ 物価対応料２（救命救急入院料１（３日以内））ハチ 

１５４ 物価対応料２（救命救急入院料１（４日以上７日以内））ハリ 

１５５ 物価対応料２（救命救急入院料１（８日以上の期間））ハヌ 

１５６ 物価対応料２（救命救急入院料２（３日以内の期間））ハル 

１５７ 物価対応料２（救命救急入院料２（４日以上７日以内））ハヲ 

１５８ 物価対応料２（救命救急入院料２（８日以上））ハワ 

１５９ 物価対応料２（特定集中治療室管理料１（７日以内））ハカ 

１６０ 物価対応料２（特定集中治療室管理料１（８日以上））ハヨ 

１６１ 物価対応料２（特定集中治療室管理料２（７日以内の期間））ハタ 

１６２ 物価対応料２（特定集中治療室管理料２（８日以上の期間））ハレ 

１６３ 物価対応料２（特定集中治療室管理料３（７日以内の期間））ハソ 

１６４ 物価対応料２（特定集中治療室管理料３（８日以上の期間））ハツ 

１６５ 物価対応料２（ハイケアユニット入院医療管理料１）ハネ 

１６６ 物価対応料２（ハイケアユニット入院医療管理料の注５及び２）ハナ 

１６７ 物価対応料２（脳卒中ケアユニット入院医療管理料）ハラ 

１６８ 物価対応料２（小児特定集中治療室管理料（７日以内））ハム 

１６９ 物価対応料２（小児特定集中治療室管理料（８日以上））ハウ 

１７０ 物価対応料２（新生児特定集中治療室管理料１）ハヰ 

１７１ 物価対応料２（新生児特定集中治療室管理料２）ハノ 

１７２ 物価対応料２（新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料）ハオ 

１７３ 物価対応料２（産周母）ハク 

１７４ 物価対応料２（産周新）ハヤ 

１７５ 物価対応料２（新生児治療回復室入院医療管理料）ハマ 

１７６ 物価対応料２（地域包括医療病棟入院料１）ハケ 

１７７ 物価対応料２（地域包括医療病棟入院料２）ハフ 

１７８ 物価対応料２（一類感染症患者入院医療管理料）ハコ 

１７９ 物価対応料２（特殊疾患入院医療管理料）ハエ 

１８０ 物価対応料２（特殊疾患入院医療管理料（注４のイ））ハテ 

１８１ 物価対応料２（特殊疾患入院医療管理料（注４のロ））ハア 

１８２ 物価対応料２（特殊疾患入院医療管理料（注６のイ））ハサ 

１８３ 物価対応料２（特殊疾患入院医療管理料（注６のロ））ハキ 

１８４ 物価対応料２（特殊疾患入院医療管理料（注７））ハユ 

１８５ 物価対応料２（小児入院医療管理料１）ハメ 
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１８６ 物価対応料２（小児入院医療管理料２）ハミ 

１８７ 物価対応料２（小児入院医療管理料３）ハシ 

１８８ 物価対応料２（小児入院医療管理料４）ハヱ 

１８９ 物価対応料２（小児入院医療管理料５）ハヒ 

１９０ 物価対応料２（回復期リハビリテーション病棟入院料１）ハモ 

１９１ 物価対応料２（回復期リハビリテーション病棟入院料２）ハセ 

１９２ 物価対応料２（回復期リハビリテーション病棟入院料３）ハス 

１９３ 物価対応料２（回復期リハビリテーション病棟入院料４）ハン 

１９４ 物価対応料２（回復期リハビリテーション病棟入院料５）ニイ 

１９５ 物価対応料２（回復期リハビリテーション病棟入院医療管理料）ニロ 

１９６ 物価対応料２（地ケア入院料１等（４０日以内））ニハ 

１９７ 物価対応料２（地ケア入院料１等（４１日以上））ニニ 

１９８ 物価対応料２（地ケア入院料２等（４０日以内））ニホ 

１９９ 物価対応料２（地ケア入院料２等（４１日以上））ニヘ 

２００ 物価対応料２（地ケア入院料３等（４０日以内））ニト 

２０１ 物価対応料２（地ケア入院料３等（４１日以上））ニチ 

２０２ 物価対応料２（地ケア入院料４等（４０日以内））ニリ 

２０３ 物価対応料２（地ケア入院料４等（４１日以上））ニヌ 

２０４ 物価対応料２（地ケア入院料１等（４０日以内）（特定地域））ニル 

２０５ 物価対応料２（地ケア入院料１等（４１日以上）（特定地域））ニヲ 

２０６ 物価対応料２（地ケア入院料２等（４０日以内）（特定地域））ニワ 

２０７ 物価対応料２（地ケア入院料２等（４１日以上）（特定地域））ニカ 

２０８ 物価対応料２（地ケア入院料３等（４０日以内）（特定地域））ニヨ 

２０９ 物価対応料２（地ケア入院料３等（４１日以上）（特定地域））ニタ 

２１０ 物価対応料２（地ケア入院料４等（４０日以内）（特定地域））ニレ 

２１１ 物価対応料２（地ケア入院料４等（４１日以上）（特定地域））ニソ 

２１２ 物価対応料２（特殊疾患病棟入院料１）ニツ 

２１３ 物価対応料２（特殊疾患病棟入院料２）ニネ 

２１４ 物価対応料２（特殊疾患病棟入院料１（注４のイの（１）））ニナ 

２１５ 物価対応料２（特殊疾患病棟入院料１（注４のイの（２）））ニラ 

２１６ 物価対応料２（特殊疾患病棟入院料２（注４のロの（１）））ニム 

２１７ 物価対応料２（特殊疾患病棟入院料２（注４のロの（２）））ニウ 

２１８ 物価対応料２（特殊疾患病棟入院料１（注６のイの（１）））ニヰ 

２１９ 物価対応料２（特殊疾患病棟入院料１（注６のイの（２）））ニノ 

２２０ 物価対応料２（特殊疾患病棟入院料２（注６のロの（１）））ニオ 

２２１ 物価対応料２（特殊疾患病棟入院料２（注６のロの（２）））ニク 

２２２ 物価対応料２（特殊疾患病棟入院料１（注７のイ））ニヤ 

２２３ 物価対応料２（特殊疾患病棟入院料２（注７のロ））ニマ 

２２４ 物価対応料２（緩和ケア病棟入院料１（３０日以内））ニケ 

２２５ 物価対応料２（緩和ケア病棟入院料１・３１日以上６０日以内）ニフ 

２２６ 物価対応料２（緩和ケア病棟入院料１（６１日以上））ニコ 

２２７ 物価対応料２（緩和ケア病棟入院料２（３０日以内））ニエ 

２２８ 物価対応料２（緩和ケア病棟入院料２（３１日以上６０日以内））ニテ 

２２９ 物価対応料２（緩和ケア病棟入院料２（６１日以上））ニア 

２３０ 物価対応料２（精救（３０日以内））ニサ 

２３１ 物価対応料２（精救（３１日以上６０日））ニキ 

２３２ 物価対応料２（精救（６１日以上９０日））ニユ 

２３３ 物価対応料２（精急１（３０日以内）））ニメ 
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２３４ 物価対応料２（精急１（３１日以上６０日））ニミ 

２３５ 物価対応料２（精急１（６１日以上９０日））ニシ 

２３６ 物価対応料２（精急２（３０日以内））ニヱ 

２３７ 物価対応料２（精急２（３１日以上６０日））ニヒ 

２３８ 物価対応料２（精急２（６１日以上９０日））ニモ 

２３９ 物価対応料２（精神科救急・合併症入院料（３０日以内））ニセ 

２４０ 物価対応料２（精神科救急合併症入院料・３１日以上６０日以内）ニス 

２４１ 物価対応料２（精神科救急合併症入院料・６１日以上９０日以内）ニン 

２４２ 物価対応料２（児童・思春期精神科入院医療管理料）ホイ 

２４３ 物価対応料２（精神療養病棟入院料）ホロ 

２４４ 物価対応料２（認知症治療病棟入院料１（３０日以内））ホハ 

２４５ 物価対応料２（認知症治療病棟入院料１・３１日以上６０日以内）ホニ 

２４６ 物価対応料２（認知症治療病棟入院料１（６１日以上））ホホ 

２４７ 物価対応料２（認知症治療病棟入院料２（３０日以内））ホヘ 

２４８ 物価対応料２（認知症治療病棟入院料２・３１日以上６０日以内）ホト 

２４９ 物価対応料２（認知症治療病棟入院料２（６１日以上））ホチ 

２５０ 物価対応料２（特定一般病棟入院料１）ホリ 

２５１ 物価対応料２（特定一般病棟入院料２）ホヌ 

２５２ 物価対応料２（特定一般病棟（地ケア１）（４０日以内））ホル 

２５３ 物価対応料２（特定一般病棟（地ケア１・４１以上６０日以内））ホヲ 

２５４ 物価対応料２（特定一般病棟（地ケア２）（４０日以内））ホワ 

２５５ 物価対応料２（特定一般病棟（地ケア２・４１以上６０日以内））ホカ 

２５６ 物価対応料２（特定一般病棟（地ケア３）（４０日以内））ホヨ 

２５７ 物価対応料２（特定一般病棟（地ケア３・４１以上６０日以内））ホタ 

２５８ 物価対応料２（特定一般病棟（地ケア４）（４０日以内））ホレ 

２５９ 物価対応料２（特定一般病棟（地ケア４・４１以上６０日以内））ホソ 

２６０ 物価対応料２（地域移行機能強化病棟入院料）ホツ 

２６１ 物価対応料２（特定機能病院リハビリテーション病棟入院料）ホネ 

２６２ 物価対応料２（短手３（終夜睡眠ポリグラフィー（３）））ホナ 

２６３ 物価対応料２（短手３（終夜睡眠ポリグラフィー（３）））ホラ 

２６４ 物価対応料２（短手３（反復睡眠潜時試験（ＭＳＬＴ）））ホム 

２６５ 物価対応料２（短手３（内分泌負荷試験（１）（イ）））ホウ 

２６６ 物価対応料２（短手３（小児食物アレルギー負荷検査））ホヰ 

２６７ 物価対応料２（短手３（前立腺針生検法（２）））ホノ 

２６８ 物価対応料２（短手３・経皮的放射線治療用金属マーカー留置術）ホオ 

２６９ 物価対応料２（短手３（四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術（７）））ホク 

２７０ 物価対応料２（短手３（骨折観血的手術（６）））ホヤ 

２７１ 物価対応料２（短手３（前腕骨骨内異物除去術））ホマ 

２７２ 物価対応料２（短手３（鎖骨骨内異物除去術））ホケ 

２７３ 物価対応料２（短手３（手根骨骨内異物除去術）））ホフ 

２７４ 物価対応料２（短手３（中手骨骨内異物除去術）））ホコ 

２７５ 物価対応料２（短手３（ガングリオン摘出術（１）））ホエ 

２７６ 物価対応料２（短手３（手根管開放手術（内視鏡下）））ホテ 

２７７ 物価対応料２（短手３（胸腔鏡下交感神経節切除術（両側）））ホア 

２７８ 物価対応料２（短手３（涙管チューブ挿入術（１）（片側）））ホサ 

２７９ 物価対応料２（短手３（涙管チューブ挿入術（１）（両側）））ホキ 

２８０ 物価対応料２（短手３（眼瞼内反症手術（２）（片側）））ホユ 

２８１ 物価対応料２（短手３（眼瞼内反症手術（２）（両側）））ホメ 
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２８２ 物価対応料２（短手３（眼瞼下垂症手術（１）（片側）））ホミ 

２８３ 物価対応料２（短手３（眼瞼下垂症手術（１）（両側）））ホシ 

２８４ 物価対応料２（短手３（眼瞼下垂症手術（３）（片側）））ホヱ 

２８５ 物価対応料２（短手３（眼瞼下垂症手術（３）（両側）））ホヒ 

２８６ 物価対応料２（短手３（翼状片手術（片側）））ホモ 

２８７ 物価対応料２（短手３（翼状片手術（両側）））ホセ 

２８８ 物価対応料２（短手３（斜視手術（２）（片側）））ホス 

２８９ 物価対応料２（短手３（斜視手術（２）（両側）））ホン 

２９０ 物価対応料２（短手３（斜視手術（３）（片側）））ヘイ 

２９１ 物価対応料２（短手３（斜視手術（３）（両側）））ヘロ 

２９２ 物価対応料２（短手３（治療的角膜切除術（１）（片側）））ヘハ 

２９３ 物価対応料２（短手３（治療的角膜切除術（１）（両側）））ヘニ 

２９４ 物価対応料２（短手３（緑内障手術（６）（片側）））ヘホ 

２９５ 物価対応料２（短手３（緑内障手術（６）（両側）））ヘヘ 

２９６ 物価対応料２（短手３（水晶体再建術（１）（片側）））ヘト 

２９７ 物価対応料２（短手３（水晶体再建術（１）（両側）））ヘチ 

２９８ 物価対応料２（短手３（水晶体再建術（２）（片側）））ヘリ 

２９９ 物価対応料２（短手３（水晶体再建術（２）（両側）））ヘヌ 

３００ 物価対応料２（短手３（鼓膜形成手術））ヘル 

３０１ 物価対応料２（短手３（鼻骨骨折整復固定術））ヘヲ 

３０２ 物価対応料２（短手３（喉頭・声帯ポリープ切除術（２）））ヘワ 

３０３ 物価対応料２（短手３（乳腺腫瘍摘出術（１）））ヘカ 

３０４ 物価対応料２（短手３（乳腺腫瘍摘出術（２）））ヘヨ 

３０５ 物価対応料２（短手３（Ｋ６１６－４の１（高度狭窄等）））ヘタ 

３０６ 物価対応料２（短手３（Ｋ６１６－４の１（その他）））ヘレ 

３０７ 物価対応料２（短手３（Ｋ６１６－４の２））ヘソ 

３０８ 物価対応料２（短手３（下肢静脈瘤手術（１）））ヘツ 

３０９ 物価対応料２（短手３（下肢静脈瘤手術（２）））ヘネ 

３１０ 物価対応料２（短手３（下肢静脈瘤手術（３）））ヘナ 

３１１ 物価対応料２（短手３（大伏在静脈抜去術））ヘラ 

３１２ 物価対応料２（短手３（下肢静脈瘤血管内焼灼術））ヘム 

３１３ 物価対応料２（短手３（下肢静脈瘤血管内塞栓術））ヘウ 

３１４ 物価対応料２（短手３（ヘルニア手術（５）（３歳未満）））ヘヰ 

３１５ 物価対応料２（短手３（ヘルニア手術（５）３歳～６歳未満））ヘノ 

３１６ 物価対応料２（短手３（ヘルニア手術（５）６歳～１５歳未満））ヘオ 

３１７ 物価対応料２（短手３（ヘルニア手術（５）（１５歳以上）））ヘク 

３１８ 物価対応料２（短３（鏡下鼠径ヘルニア手術（３歳未満）））ヘヤ 

３１９ 物価対応料２（短３（鏡下鼠径ヘルニア手術（３以上６未満）））ヘマ 

３２０ 物価対応料２（短３（鏡下鼠径ヘルニア手術（６以上１５未満））ヘケ 

３２１ 物価対応料２（短３（鏡下鼠径ヘルニア手術（１５歳以上）））ヘフ 

３２２ 物価対応料２（短３（内視鏡的大腸ポリープ粘膜切除術（１）））ヘコ 

３２３ 物価対応料２（短３（内視鏡的大腸ポリープ粘膜切除術（２）））ヘエ 

３２４ 物価対応料２（短手３（痔核手術（脱肛を含む（２））））ヘテ 

３２５ 物価対応料２（短手３（肛門ポリープ切除術））ヘア 

３２６ 物価対応料２（短手３（肛門尖圭コンジローム切除術））ヘサ 

３２７ 物価対応料２（短手３（体外衝撃波腎・尿管結石破砕術））ヘキ 

３２８ 物価対応料２（短３・尿失禁手術（ボツリヌス毒素によるもの））ヘユ 

３２９ 物価対応料２（短手３（顕微鏡下精索静脈瘤手術））ヘメ 
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３３０ 物価対応料２（短手３（子宮頸部（腟部）切除術））ヘミ 

３３１ 物価対応料２（短手３（子宮内膜ポリープ切除術１））ヘシ 

３３２ 物価対応料２（短手３（子宮内膜ポリープ切除術２））ヘヱ 

３３３ 物価対応料２（短手３（子宮内膜ポリープ切除術３））ヘヒ 

３３４ 物価対応料２（短手３（子宮鏡下子宮筋腫摘出術（１）））ヘモ 

３３５ 物価対応料２（短手３（子宮鏡下子宮筋腫摘出術（２）））ヘセ 

３３６ 物価対応料２（短手３（腹腔鏡下卵管形成術））ヘス 

３３７ 物価対応料２（短手３（ガンマナイフによる定位放射線治療））ヘン 
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別紙７－１５ 

 

歯科物価対応料グループ区分コード一覧 

 

コード 内   容 

００１ 歯科外来物価対応料１（初診時） 

００２ 歯科外来物価対応料１（再診時等） 

００３ 歯科物価対応料２（急性期病院Ａ一般入院料）イ 

００４ 歯科物価対応料２（急性期病院Ｂ一般入院料（ハの場合を除く））ロ 

歯科物価対応料２（急性期病院Ｂ一般入院料及び看護・多職種）ハ 

００５ 歯科物価対応料２（急性期一般入院料１）ニ 

００６ 歯科物価対応料２（急性期一般入院料２）ホ 

００７ 歯科物価対応料２（急性期一般入院料３）へ 

００８ 歯科物価対応料２（急性期一般入院料４（チの場合を除く））ト 

歯科物価対応料２（急性期一般入院料４及び看護・多職種）チ 

００９ 歯科物価対応料２（急性期一般入院料５）リ 

０１０ 歯科物価対応料２（急性期一般入院料６）ヌ 

０１１ 歯科物価対応料２（地域一般入院料１）ル 

０１２ 歯科物価対応料２（地域一般入院料２）ヲ 

０１３ 歯科物価対応料２（地域一般入院料３）ワ 

０１４ 歯科物価対応料２（特別入院基本料（一般病棟））カ 

０１５ 歯科物価対応料２（療養病棟入院料１の入院料１）ヨ 

０１６ 歯科物価対応料２（療養病棟入院料１の入院料２）タ 

０１７ 歯科物価対応料２（療養病棟入院料１の入院料３）レ 

０１８ 歯科物価対応料２（療養病棟入院料１の入院料４）ソ 

０１９ 歯科物価対応料２（療養病棟入院料１の入院料５）ツ 

０２０ 歯科物価対応料２（療養病棟入院料１の入院料６）ネ 

０２１ 歯科物価対応料２（療養病棟入院料１の入院料７）ナ 

０２２ 歯科物価対応料２（療養病棟入院料１の入院料８）ラ 

０２３ 歯科物価対応料２（療養病棟入院料１の入院料９）ム 

０２４ 歯科物価対応料２（療養病棟入院料１の入院料１０）ウ 

０２５ 歯科物価対応料２（療養病棟入院料１の入院料１１）ヰ 

０２６ 歯科物価対応料２（療養病棟入院料１の入院料１２）ノ 

０２７ 歯科物価対応料２（療養病棟入院料１の入院料１３）オ 

０２８ 歯科物価対応料２（療養病棟入院料１の入院料１４）ク 

０２９ 歯科物価対応料２（療養病棟入院料１の入院料１５）ヤ 

０３０ 歯科物価対応料２（療養病棟入院料１の入院料１６）マ 

０３１ 歯科物価対応料２（療養病棟入院料１の入院料１７）ケ 

０３２ 歯科物価対応料２（療養病棟入院料１の入院料１８）フ 

０３３ 歯科物価対応料２（療養病棟入院料１の入院料１９）コ 

０３４ 歯科物価対応料２（療養病棟入院料１の入院料２０）エ 

０３５ 歯科物価対応料２（療養病棟入院料１の入院料２１）テ 

０３６ 歯科物価対応料２（療養病棟入院料１の入院料２２）ア 

０３７ 歯科物価対応料２（療養病棟入院料１の入院料２３）サ 

０３８ 歯科物価対応料２（療養病棟入院料１の入院料２４）キ 

０３９ 歯科物価対応料２（療養病棟入院料１の入院料２５）ユ 

０４０ 歯科物価対応料２（療養病棟入院料１の入院料２６）メ 

０４１ 歯科物価対応料２（療養病棟入院料１の入院料２７）ミ 
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０４２ 歯科物価対応料２（療養病棟入院料１の入院料２８）シ 

０４３ 歯科物価対応料２（療養病棟入院料１の入院料２９）ヱ 

０４４ 歯科物価対応料２（療養病棟入院料１の入院料３０）ヒ 

０４５ 歯科物価対応料２（療養病棟入院料２の入院料１）モ 

０４６ 歯科物価対応料２（療養病棟入院料２の入院料２）セ 

０４７ 歯科物価対応料２（療養病棟入院料２の入院料３）ス 

０４８ 歯科物価対応料２（療養病棟入院料２の入院料４）ン 

０４９ 歯科物価対応料２（療養病棟入院料２の入院料５）イイ 

０５０ 歯科物価対応料２（療養病棟入院料２の入院料６）イロ 

０５１ 歯科物価対応料２（療養病棟入院料２の入院料７）イハ 

０５２ 歯科物価対応料２（療養病棟入院料２の入院料８）イニ 

０５３ 歯科物価対応料２（療養病棟入院料２の入院料９）イホ 

０５４ 歯科物価対応料２（療養病棟入院料２の入院料１０）イヘ 

０５５ 歯科物価対応料２（療養病棟入院料２の入院料１１）イト 

０５６ 歯科物価対応料２（療養病棟入院料２の入院料１２）イチ 

０５７ 歯科物価対応料２（療養病棟入院料２の入院料１３）イリ 

０５８ 歯科物価対応料２（療養病棟入院料２の入院料１４）イヌ 

０５９ 歯科物価対応料２（療養病棟入院料２の入院料１５）イル 

０６０ 歯科物価対応料２（療養病棟入院料２の入院料１６）イヲ 

０６１ 歯科物価対応料２（療養病棟入院料２の入院料１７）イワ 

０６２ 歯科物価対応料２（療養病棟入院料２の入院料１８）イカ 

０６３ 歯科物価対応料２（療養病棟入院料２の入院料１９）イヨ 

０６４ 歯科物価対応料２（療養病棟入院料２の入院料２０）イタ 

０６５ 歯科物価対応料２（療養病棟入院料２の入院料２１）イレ 

０６６ 歯科物価対応料２（療養病棟入院料２の入院料２２）イソ 

０６７ 歯科物価対応料２（療養病棟入院料２の入院料２３）イツ 

０６８ 歯科物価対応料２（療養病棟入院料２の入院料２４）イネ 

０６９ 歯科物価対応料２（療養病棟入院料２の入院料２５）イナ 

０７０ 歯科物価対応料２（療養病棟入院料２の入院料２６）イラ 

０７１ 歯科物価対応料２（療養病棟入院料２の入院料２７）イム 

０７２ 歯科物価対応料２（療養病棟入院料２の入院料２８）イウ 

０７３ 歯科物価対応料２（療養病棟入院料２の入院料２９）イヰ 

０７４ 歯科物価対応料２（療養病棟入院料２の入院料３０）イノ 

０７５ 歯科物価対応料２（特別入院基本料（療養病棟））イオ 

０７６ 歯科物価対応料２（特定機能病院入院基本料（一般病棟）７）イス 

０７７ 歯科物価対応料２（特定機能病院入院基本料（一般病棟）１０）イン 

０７８ 歯科物価対応料２（専門病院入院基本料の７対１入院基本料）ロリ 

０７９ 歯科物価対応料２（専門病院入院基本料の１０対１入院基本料）ロヌ 

０８０ 歯科物価対応料２（専門病院入院基本料の１３対１入院基本料）ロル 

０８１ 歯科物価対応料２（障害者施設等入院基本料７対１入院基本料）ロヲ 

０８２ 歯科物価対応料２（障害者施設等入院基本料１０対１入院基本料）ロワ 

０８３ 歯科物価対応料２（障害者施設等入院基本料１３対１入院基本料）ロカ 

０８４ 歯科物価対応料２（障害者施設等入院基本料１５対１入院基本料）ロヨ 

０８５ 歯科物価対応料２（特定入院基本料（障害者施設等））ロタ 

０８６ 歯科物価対応料２（障害者施設等入院基本料・注６のイ（１）））ロレ 

０８７ 歯科物価対応料２（障害者施設等入院基本料・注６のイ（２））ロソ 

０８８ 歯科物価対応料２（障害者施設等入院基本料・注６のロ（１））ロツ 

０８９ 歯科物価対応料２（障害者施設等入院基本料・注６のロ（２））ロネ 
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０９０ 歯科物価対応料２（障害者施設等入院基本料・注６のハ（１））ロナ 

０９１ 歯科物価対応料２（障害者施設等入院基本料・注６のハ（２））ロラ 

０９２ 歯科物価対応料２（障害者施設等入院基本料・注１３のイ（１））ロム 

０９３ 歯科物価対応料２（障害者施設等入院基本料・注１３のイ（２））ロウ 

０９４ 歯科物価対応料２（障害者施設等入院基本料・注１３のロ（１））ロヰ 

０９５ 歯科物価対応料２（障害者施設等入院基本料・注１３のロ（２））ロノ 

０９６ 歯科物価対応料２（障害者施設等入院基本料・注１３のハ（１））ロオ 

０９７ 歯科物価対応料２（障害者施設等入院基本料・注１３のハ（２））ロク 

０９８ 歯科物価対応料２（障害者施設等入院基本料（注１４のイ））ロヤ 

０９９ 歯科物価対応料２（障害者施設等入院基本料（注１４のロ））ロマ 

１００ 歯科物価対応料２（障害者施設等入院基本料（注１４のハ））ロケ 

１０１ 歯科物価対応料２（有床診療所入院基本料１・１４日以内の期間）ロフ 

１０２ 歯科物価対応料２（有床診療所入院基本料１・１５～３０日以内）ロコ 

１０３ 歯科物価対応料２（有床診療所入院基本料１（３１日以上））ロエ 

１０４ 歯科物価対応料２（有床診療所入院基本料２（１４日以内））ロテ 

１０５ 歯科物価対応料２（有床診療所入院基本料２・１５～３０日以内）ロア 

１０６ 歯科物価対応料２（有床診療所入院基本料２（３１日以上））ロサ 

１０７ 歯科物価対応料２（有床診療所入院基本料３（１４日以内））ロキ 

１０８ 歯科物価対応料２（有床診療所入院基本料３・１５～３０日以内）ロユ 

１０９ 歯科物価対応料２（有床診療所入院基本料３（３１日以上））ロメ 

１１０ 歯科物価対応料２（有床診療所入院基本料４（１４日以内））ロミ 

１１１ 歯科物価対応料２（有床診療所入院基本料４・１５～３０日以内）ロシ 

１１２ 歯科物価対応料２（有床診療所入院基本料４（３１日以上））ロヱ 

１１３ 歯科物価対応料２（有床診療所入院基本料５（１４日以内））ロヒ 

１１４ 歯科物価対応料２（有床診療所入院基本料５・１５～３０日以内）ロモ 

１１５ 歯科物価対応料２（有床診療所入院基本料５（３１日以上））ロセ 

１１６ 歯科物価対応料２（有床診療所入院基本料６（１４日以内））ロス 

１１７ 歯科物価対応料２（有床診療所入院基本料６・１５～３０日以内）ロン 

１１８ 歯科物価対応料２（有床診療所入院基本料６（３１日以上））ハイ 

１１９ 歯科物価対応料２（有床診療所療養病床入院基本料Ａ）ハロ 

１２０ 歯科物価対応料２（有床診療所療養病床入院基本料Ｂ）ハハ 

１２１ 歯科物価対応料２（有床診療所療養病床入院基本料Ｃ）ハニ 

１２２ 歯科物価対応料２（有床診療所療養病床入院基本料Ｄ）ハホ 

１２３ 歯科物価対応料２（有床診療所療養病床入院基本料Ｅ）ハヘ 

１２４ 歯科物価対応料２（特別入院基本料（有床診療所療養病床））ハト 

１２５ 歯科物価対応料２（特定集中治療室管理料１（７日以内））ハカ 

１２６ 歯科物価対応料２（特定集中治療室管理料１（８日以上））ハヨ 

１２７ 歯科物価対応料２（特定集中治療室管理料２（７日以内の期間））ハタ 

１２８ 歯科物価対応料２（特定集中治療室管理料２（８日以上の期間））ハレ 

１２９ 歯科物価対応料２（特定集中治療室管理料３（７日以内の期間））ハソ 

１３０ 歯科物価対応料２（特定集中治療室管理料３（８日以上の期間））ハツ 

１３１ 歯科物価対応料２（ハイケアユニット入院医療管理料１）ハネ 

１３２ 歯科物価対応料２（ハイケアユニット入院医療管理料２又は注５）ハナ 

１３３ 歯科物価対応料２（小児特定集中治療室管理料（７日以内））ハム 

１３４ 歯科物価対応料２（小児特定集中治療室管理料（８日以上））ハウ 

１３５ 歯科物価対応料２（地域包括医療病棟入院料１）ハケ 

１３６ 歯科物価対応料２（地域包括医療病棟入院料２）ハフ 

１３７ 歯科物価対応料２（小児入院医療管理料１）ハメ 
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コード 内   容 

１３８ 歯科物価対応料２（小児入院医療管理料２）ハミ 

１３９ 歯科物価対応料２（小児入院医療管理料３）ハシ 

１４０ 歯科物価対応料２（小児入院医療管理料４）ハヱ 

１４１ 歯科物価対応料２（小児入院医療管理料５）ハヒ 

１４２ 歯科物価対応料２（地ケア入院料１等（４０日以内））ニハ 

１４３ 歯科物価対応料２（地ケア入院料１等（４１日以上））ニニ 

１４４ 歯科物価対応料２（地ケア入院料２等（４０日以内））ニホ 

１４５ 歯科物価対応料２（地ケア入院料２等（４１日以上））ニヘ 

１４６ 歯科物価対応料２（地ケア入院料３等（４０日以内））ニト 

１４７ 歯科物価対応料２（地ケア入院料３等（４１日以上））ニチ 

１４８ 歯科物価対応料２（地ケア入院料４等（４０日以内））ニリ 

１４９ 歯科物価対応料２（地ケア入院料４等（４１日以上））ニヌ 

１５０ 歯科物価対応料２（地ケア入院料１等（４０日以内・特定地域））ニル 

１５１ 歯科物価対応料２（地ケア入院料１等（４１日以上・特定地域））ニヲ 

１５２ 歯科物価対応料２（地ケア入院料２等（４０日以内・特定地域））ニワ 

１５３ 歯科物価対応料２（地ケア入院料２等（４１日以上・特定地域））ニカ 

１５４ 歯科物価対応料２（地ケア入院料３等（４０日以内・特定地域））ニヨ 

１５５ 歯科物価対応料２（地ケア入院料３等（４１日以上・特定地域））ニタ 

１５６ 歯科物価対応料２（地ケア入院料４等（４０日以内・特定地域））ニレ 

１５７ 歯科物価対応料２（地ケア入院料４等（４１日以上・特定地域））ニソ 

１５８ 歯科物価対応料２（緩和ケア病棟入院料１（３０日以内））ニケ 

１５９ 歯科物価対応料２（緩和ケア病棟入院料１・３１以上６０日以内）ニフ 

１６０ 歯科物価対応料２（緩和ケア病棟入院料１（６１日以上））ニコ 

１６１ 歯科物価対応料２（緩和ケア病棟入院料２（３０日以内））ニエ 

１６２ 歯科物価対応料２（緩和ケア病棟入院料２・３１以上６０日以内）ニテ 

１６３ 歯科物価対応料２（緩和ケア病棟入院料２（６１日以上））ニア 

１６４ 歯科物価対応料２（特定一般病棟入院料１）ホリ 

１６５ 歯科物価対応料２（特定一般病棟入院料２）ホヌ 

１６６ 歯科物価対応料２（特定一般病棟（地ケア１）４０日以内））ホル 

１６７ 歯科物価対応料２（特定一般病棟（地ケア１・４１～６０日以内）ホヲ 

１６８ 歯科物価対応料２（特定一般病棟（地ケア２）（４０日以内））ホワ 

１６９ 歯科物価対応料２（特定一般病棟（地ケア２・４１～６０日以内）ホカ 

１７０ 歯科物価対応料２（特定一般病棟（地ケア３）（４０日以内））ホヨ 

１７１ 歯科物価対応料２（特定一般病棟（地ケア３・４１～６０日以内）ホタ 

１７２ 歯科物価対応料２（特定一般病棟（地ケア４）（４０日以内））ホレ 

１７３ 歯科物価対応料２（特定一般病棟・地ケア４・４１～６０日以内）ホソ 
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別紙８ 

 

歯科診療行為マスターの構成と活用方法 

 

１ 歯科診療行為マスターに収載する対象項目と種別 

次の項目に歯科診療行為コードを設定し、歯科診療行為マスターに収載する。 

項番 区 分 解  説 

 １ 基本項目 
歯科点数表に規定する区分番号を付された診療行為（「Ａ＊＊＊」等の

区分番号を設定している診療行為） 

 ２ 準用項目 
歯科点数表の関係通知等に規定する他の診療行為の点数を準用する診療

行為 

 ３ 通則加算 歯科点数表に規定する通則による加算点数等を設定した診療行為 

 ４ 基本加算 
歯科点数表に規定する区分番号を付された加算である診療行為（「Ｂ＊

＊＊＊」の加算コードを設定している加算である歯科診療行為） 

 ５ 注加算 歯科点数表に掲げる診療行為の注書きに規定する加算である診療行為 

 ６ 材料１ 
厚生労働省保険局歯科医療管理官通知の別紙１に基づく材料価格基準の

別表のⅥに規定する特定保険医療材料に関する診療行為（歯冠修復及び欠
損補綴に係る材料料点数） 

 ７ 材料２ 
厚生労働省保険局歯科医療管理官通知の別紙２に基づく材料価格基準の

別表のⅦに規定する特定保険医療材料に関する診療行為（歯科矯正に係る
材料料点数） 

 

２ マスター構成 

歯科診療行為マスターは、次のテーブルで構成する。 

項番 テーブル名 収 載 内 容 

 １ 基本テーブル 
歯科点数表等に規定する診療行為のコード、診療行

為名称及び点数等を収載する。 

 ２ 

算

定

要

件

等

確

認

用

テ

ー

ブ

ル 
基本・通則加算対応テーブル 基本項目と通則加算の関係性を表す。 

 ３ 基本・基本加算対応テーブル 基本項目と基本加算の関係性を表す。 

 ４ 基本・注加算対応テーブル 基本項目と注加算の関係性を表す。 

 ５ 手技・材料加算対応テーブル 
「歯冠修復・欠損補綴」及び「歯科矯正」の手技と

材料の関係性を表す。 

 ６ 算定回数限度テーブル 
レセプト単位の算定回数に上限が設定されている診

療行為を表す。 

 ７ きざみテーブル 
診療時間等の定量の数値に応じた点数を加算できる

診療行為を表す。 

 ８ 年齢制限テーブル 
点数の算定に当たり、年齢に制約を規定している診

療行為を表す。 

 ９ 併算定背反テーブル 
他の診療行為と併算定をすることができない診療行

為を表す。 

１０ 実日数関連テーブル 
診療実日数に応じて、算定回数に制約を規定してい

る診療行為を表す。 
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３ 加算コード（基本テーブルの項番８）のコード体系 

歯科診療行為マスターは、歯科診療行為コードの設定と別に、次の区分に従い、加算コードを設定

する。 

区  分 

形  式 

加算コードの体系 
モード 

最 大 
バイト 

項 目 
形 式 

基本項目 

英数 ５ 固定 

00000 

加
算
コ
ー
ド 

通則加算 AA001～AZ999 

基本加算 BA001～BZ999 

注加算 CA001～CZ999 

材料１加算 DA001～DZ999 

材料２加算 EA001～EZ999 

 

⑴ 加算コード（５桁）の構成 

１桁目 ２桁目 ３～５桁目 

０：基本項目 ０：固定 ０００：固定 

Ａ：通則加算 Ａ～Ｚ：歯科点数表に規定する

区分番号のアルファベット部 

００１～９９９：歯科点数表に

規定する区分番号のアルファベ

ット部内で通番 
Ｂ：基本加算 

Ｃ：注加算 

Ｄ：材料１加算 

Ｅ：材料２加算 

 

⑵ 加算コードの設定例 

「歯科初診料」等の加算である「乳幼児加算（初診）」の場合 

１桁目 ２桁目 ３～５桁目 

Ｃ（注加算） Ａ（基本診療料：Ａ） ００１（基本診療料内の通番） 

 

４ 基本テーブルのイメージ 

項番１８「病院・診療所区分」は、「０：「１」及び「２」以外の診療行為（「病院及び診療所に

適用される診療行為」を示す。）」、「１：病院に限り適用される診療行為」及び「２：診療所に限

り適用される診療行為」を表し、これ以外にも、入院や入院外に適用する診療行為等を識別するため

の情報として、項番１５「入外適用区分」等、診療行為の算定可否を「０」や「１」で表している。 

なお、基本テーブルのイメージは次のとおりである。 

【基本テーブルイメージ】 

歯科診療行為 
コード 

加算 
コード 

診療行為名称 
注加算 
グループ 

病院・診療所 
適用区分 

算定回数 
限度テーブル 
関連識別 

301000110 00000 歯科初診料 C001 0 1 

301000210 00000 
地域歯科診療支援病院
歯科初診料 

C001C177 1 1 

301000370 CA001 乳幼児加算（初診） 0000 0 1 

302000710 00000 
歯科特定疾患療養管理
料 

0000C012 0 1 
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５ 基本・○○加算対応テーブル及び手技・材料加算対応テーブルの設定イメージ 

前２の「マスター構成」の項番２「基本・通則加算対応テーブル」から項番５「手技・材料加算対

応テーブル」のテーブル設定のイメージは次のとおりである。 

【基本・注加算対応テーブル（２次元マトリックス）イメージ】 

グループ 
番 号 

基本診療行為 注加算１ 注加算２ 注加算３ 注加算４ 

Ｃ００１ 

歯科初診料 乳 幼 児 加 算
（初診） 

歯科診療特別
対 応 加 算 １
（初診） 

歯科外来診療
環境体制加算
地域歯科医療
加算（初診） 

歯科診療特別
対応連携加算
歯科外来診療
医療安全対策
加 算 １ （ 初
診） 

地域歯科診療支援病院
歯科初診料 

時 間 外 加 算
（初診） 

初診時歯科診
療導入加算歯
科診療特別対
応加算２（初
診） 

 歯科診療特別
対応地域支援
加算 

 休日加算（初
診） 

歯科診療特別
対 応 加 算 ３
（初診） 

  

 深夜加算（初
診） 

   

 乳幼児時間外
加算（初診） 

   

 …    

Ｃ００２ 

歯科再診料 乳 幼 児 加 算
（再診） 

歯科診療特別
対 応 加 算 １
（再診） 

再診時歯科外
来診療環境体
制加算地域歯
科 医 療 加 算
（再診） 

明細書発行体
制等加算歯科
外来診療医療
安全対策加算
１（再診） 

地域歯科診療支援病院
歯科再診料 

時 間 外 加 算
（再診） 

歯科診療特別
対 応 加 算 ２
（再診） 

  

同日歯科再診料 休日加算（再
診） 

歯科診療特別
対 応 加 算 ３
（再診） 

  

同日地域歯科診療支援
病院歯科再診料 

深夜加算（再
診） 

   

 …    

※ 当該イメージは、診療行為の名称を表示しているが、実際のテーブルは、歯科診療行為コードや

加算コードを名称に並べて設定している。 

 

① 基本項目等に加算できる加算項目を、列ごとに設定し、併算定できない加算項目を同一の列内に

グループ化したテーブル（２次元マトリックス）に展開する。 

② 「基本・注加算対応テーブル」のグループ番号「Ｃ００１」を例に挙げると、「歯科初診料」及

び「地域歯科診療支援病院歯科初診料」は、歯科点数表の当該診療行為の注に加算点数を規定して

おり、「注加算１」、「注加算２」、「注加算３」及び「注加算４」の列に、それぞれ注に掲げた

加算項目を設定する。 

③ 加算項目の中には併算定できない加算の組合せがあることから、「注加算１」、「注加算２」、

「注加算３」及び「注加算４」の列内に、併算定できない加算項目を設定してグループ化をしてい
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る。 

④ 同一列内に設定した個々の加算項目は、「基本・注加算対応テーブル」の項番６「加算識別」項

目に、同一の識別コードを設定し、同一の識別コードを設定した加算項目は、併算定できない加算

項目を表す。 
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【算定可否の判定例】 
 
※ （歯科点数表のＡ000 初診料（以下、「初診料」という。）の注５.７.８）は「注加算１」の列

内に設定した加算項目であり、（初診料の注６）及び（初診料の注９）も「注加算２」及び「注加

算３」のそれぞれの列内に設定した加算項目を表す。 

 

① 「歯科初診料」（基本項目） ＋ 「時間外加算」（初診料の注７） ＋ 「歯科診療特別対

応加算」（初診料の注６） ＋ 「歯科外来診療環境体制加算地域歯科医療加算」（初診料の注

９） 

⇒ 算定可 

 

② 「歯科初診料」（基本項目） ＋ 「時間外加算」（初診料の注７） ＋ 「休日加算」（初

診料の注７） ＋ 「歯科診療特別対応加算」（初診料の注６） 

⇒ 算定不可 （「注加算１」の列内にグループ化した「時間外加算（初診料の注７）」と「休

日加算（注７）」を算定しているため。) 

 

６ 基本・○○加算対応テーブル及び手技・材料加算対応テーブルの活用方法 

⑴ 基本テーブルと基本・○○加算対応テーブル及び手技・材料加算対応テーブルの関連付け情報 

前２の「マスター構成」の項番２「基本・通則加算対応テーブル」から項番５「手技・材料加算

対応テーブル」の項番２「グループ番号」に設定するコードは、基本テーブルの項番４６「通則加

算グループ」から項番４９「手技・材料加算グループ」（以下、「関連グループ項目」という。）

に、同一のコードを設定して関連付けを行っている。 

なお、基本テーブルの「関連グループ項目」と各加算対応テーブルの「グループ番号」に係るコ

ードの設定方法は、次のとおりである。 

基本テーブルの 
関連グループ項目 

加算対応テーブル 
コードの設定方法 

加算項目種別 １桁目 ２から４桁目 

通則加算グループ 基本・通則加算対応テーブル 通則加算 Ａ 「加算項目種
別」ごとに、加
算項目を設定し
たグループ単位
に３桁の通番を
付す。 

基本加算グループ 基本・基本加算対応テーブル 基本加算 Ｂ 

注加算グループ 基本・注加算対応テーブル 注加算 Ｃ 

手技・材料加算グループ 手技・材料加算対応テーブル 
材料１加算 Ｄ 

材料２加算 Ｅ 

 

⑵ 活用例 

基本テーブルの項番４８「注加算グループ」と「基本・注加算対応テーブル」の項番２「グルー

プ番号」を例に挙げると、基本テーブルの「301000110：歯科初診料」は、前４の【基本テーブル

イメージ】に示すとおり、「注加算グループ」に「Ｃ００１」を設定している。 

「注加算グループ」の「Ｃ００１」と、前５の【基本・注加算対応テーブル（２次元マトリック

ス）イメージ】に示す「グループ番号：Ｃ００１」を参照し、基本・注加算対応テーブルに設定し

た加算項目の併算定の可否を確認することができる。 

 

７ 算定回数限度テーブル等の活用方法 

⑴ 基本テーブルとの関連付け情報 

前２の「マスター構成」の項番６「算定回数限度テーブル」から項番１０「実日数関連テーブル」

は、基本テーブルの項番５０「算定回数限度テーブル関連識別」から項番５４「実日数テーブル関

連識別」に、関連付け情報を設定し、基本テーブルの設定値により、関連するか否かを判別する。 

基本テーブルと関連するテーブルは、双方のテーブルに設定する歯科診療行為コードにより関連
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付け、当該診療行為の算定要件を確認することができる。 

なお、基本テーブルに設定する関連識別項目の値と対応するテーブルの関係性は、次のとおりで

ある。 

基本テーブル 
対応テーブル 設定値 

項番 項 目 名 

５０ 算定回数限度テーブル関連識別 算定回数限度テーブル 
きざみテーブル以外の場合 
 ０：関連なし 
 １：関連あり 
 
きざみテーブルの場合 
 ０：関連なし 
 １：関連あり（診療行為数量

データ１の記録が必要） 
 ２：関連あり（診療行為数量

データ１及び２の記録が
必要） 

５１ きざみテーブル関連識別 きざみテーブル 

５２ 年齢制限テーブル関連識別 年齢制限テーブル 

５３ 併算定背反テーブル関連識別 併算定背反テーブル※ 

５４ 実日数テーブル関連識別 実日数関連テーブル 

※ 併算定背反テーブルは、歯科電子点数表が構築されたことに伴い、既存の歯科診療行為コードに

限り整備し、診療報酬改定等において新設された歯科診療行為コードの追加は行わない。 

なお、歯科診療行為の背反関係は、歯科電子点数表に収載する「背反関連テーブル（同一月）」

で確認できる。 

 

⑵ 活用例 

基本テーブルの項番５０「算定回数限度テーブル関連識別」と「算定回数限度テーブル」を例に

挙げると、基本テーブルの「302000710：歯科特定疾患療養管理料」は、前４の【基本テーブルイ

メージ】に示すとおり、「算定回数限度テーブル関連識別」に「算定回数限度テーブル」と関連す

ることを示す「１」を設定している。 

基本テーブルの項番５０「算定回数限度テーブル関連識別」は、歯科点数表等において、当該診

療行為に算定回数の上限を規定していることを示し、「算定回数限度テーブル」には、算定上限回

数を次のように設定している。 

歯科診療行為 
コード 

加算 
コード 

診療行為名称 算定単位 算定回数限度 

301066610 BA164 
認知症ケア加算１（１４日以内の期間）
（１日につき） 

日 １４ 

302000110 00000 歯科疾患管理料 月  １ 

309008410 00000 心身医学療法（入院中の患者） 週  ９ 

※ 活用例では、算定単位を文字列で「月」等と表示しているが、実際のテーブルには、別紙４－１

「単位コード一覧」の内容に対応するコードを設定する。 

 

基本テーブルの項番５０「算定回数限度テーブル関連識別」に、「１：関連あり」を設定した診療

行為は、基本テーブルと算定回数限度テーブルの歯科診療行為コードを参照し、算定回数限度テーブ

ルに設定した当該診療行為の算定単位ごとの上限回数を確認することができる。 

なお、きざみテーブル等の他のテーブルに設定した診療行為についても、算定回数限度テーブルと

同様に、基本テーブルの関連識別項目に「１：関連あり」を設定し、対応するテーブルにより算定要

件を確認することができる。 
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別紙９－１ 

 

レセプト表示用記号コード表 

コード 表示 備考 コード 表示 備考 

００   
 

レセプト表示用記号に
関係しない調剤行為  

６５ 訪Ｂ  

６７ 緊共  

１０ 菌  ６８ 退共  

１１ 麻  ６９ 吸  

１２ 向  ７１ 在  

１３ 覚原  ７２ 乳  

１４ 毒  ７３ 特管Ａ  

１５ 時  ７４ 特管Ｂ  

１６ 特  ７５ 調後  

１７ 休  ７６ 薬Ａ  

１８ 深  ７７ 薬Ｂ  

１９ 自  ７８ 基Ａ  

２０ 予  ７９ 基Ｂ  

２１ 計  ８０ 基Ｃ  

２３ 困  ８１ 基Ｄ  

２４ 同  ８２ 基Ｅ  

２５ 後減  ８３ 在オ  

２６ 薬オ  ８４ 経  

２７ 薬特オ  ８５ 薬Ｃ  

３０ 包  ８８ 薬指  

４０ 夜  ８９ 薬包  

４１ 緊コＡ  ９０ 同妥減  

４２ 緊コＢ  ９１ 妥減  

４５ 薬３Ａ  ９２ 地支  

４６ 薬３Ｂ  ９３ 後Ａ  

４７ 薬３Ｃ  ９４ 後Ｂ  

４８ 薬特Ａ  ９５ 後Ｃ  

４９ 薬特Ｂ  ９８ 小コ ※ 臨時的取扱 
５０ 薬特Ｃ  ９９ 薬時  

５１ 防Ａ  １００ 薬休  

５２ 防Ｂ  １０１ 薬深  

５４ 訪Ｃ  １０２ 薬特  

５５ 服Ａ  １０３ 調時  

５６ 服Ｂ  １０４ 調休  

５７ 訪Ａ  １０５ 調深  

５８ 在防Ａ  １０６ 調特  

５９ 在防Ｂ  １０７ 分自  

６０ 剤調Ａ  １０８ 基Ｆ  

６１ 剤調Ｂ  １０９ 地支Ａ  

６２ 緊訪Ａ  １１０ 地支Ｂ  

６３ 緊訪Ｂ  １１１ 地支Ｃ  

６４ 支  １１２ 地支Ｄ  
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コード 表示 備考 コード 表示 備考 

１１３ 連強  １５９ 医シＢ  

１１４ 地敷Ｃ  １６０ 地支Ａ（特）  

１１５ 地敷Ｄ  １６１ 地支Ｂ（特）  

１１６ 後敷Ａ  １６２ 地支Ｃ（特）  

１１７ 後敷Ｂ  １６３ 地支Ｄ（特）  

１１８ 後敷Ｃ  １６４ 地敷Ｃ（特）  

１１９ 基一定  １６５ 地敷Ｄ（特）  

１２０ リ１/２  １６６ 医シＡ（特）  

１２１ リ２/２  １６７ 薬コＡ  

１２２ リ１/３  １６８ 薬コＢ  

１２３ リ２/３  １６９ 薬コＣ  

１２４ リ３/３  １７０ 薬オコＡ  

１２５ 調管  １７１ 薬オコＢ  

１２６ 調管Ａ  １７２ 薬オコＣ  

１２７ 調管Ｂ  １７３ 緊訪オコ  

１２８ 電情  １７４ 特基Ａ  

１２９ 電情困  １７５ 特基Ｂ  

１３０ 薬オＡ  １７６ 在総Ａ  

１３１ 薬オＢ  １７７  在総Ｂ  

１３２ 薬オＣ  １７８  在敷Ａ  

１３３ 特１Ａ  １７９  在敷Ｂ  

１３４ 特１Ｂ  １８０  薬ＤＸ  

１３５ 特１Ｃ  １８１  特管Ａイ  

１３６ 特１オＡ  １８２  特管Ａロ  

１３７ 特１オＢ  １８３  特管Ｂ  

１３８ 特１オＣ  １８４  特管Ｃイ  

１３９ 特２Ａ  １８５  特管Ｃロ  

１４０ 特２Ｂ  １８６  施連  

１４１ 特２Ｃ  １８７  調後Ａ  

１４２ 特２オＡ  １８８  調後Ｂ  

１４３ 特２オＢ  １８９  緊在オ  

１４４ 特２オＣ  １９０  感訪  

１４５ 小特  １９１  感オ  

１４６ 薬指オ  １９２  夜訪  

１４７ 支Ａ  １９３  休訪  

１４８ 支Ｂ  １９４  深訪  

１４９ 剤調Ｃ  １９５  服Ａ  

１５０ 医麻  １９６  服Ｂイ  

１５１ 中静  １９７  服Ｂロ  

１５２ 麻オ  １９８  服Ｂハ  

１５３ 乳オ  １９９  服Ｃ  

１５４ 小特オ  ２００  在防Ａイ  

１５５ 緊訪オ  ２０１  在防Ａロ  

１５６ 服Ｃ  ２０２  在防Ｂイ  

１５７ 薬包オ  ２０３  在防Ｂロ  

１５８ 医シＡ  ２０４  在初  
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コード 表示 備考 コード 表示 備考 

２０５ 医情Ａ     

２０６ 医情Ｂ     

２０７ 薬ＤＸＡ     

２０８ 薬ＤＸＢ     

２０９ 薬ＤＸＣ     

２１０ 医情     

２１１ 在総Ｃ     

２１２ 在敷Ｃ     

２１３ 門減     

２１４ 調残     

２１５ 調有     

２１６ 薬１Ａ     

２１７ 薬１Ｂ     

２１８ 薬２Ａ     

２１９ 薬２Ｂ     

２２０ 薬２Ｃ     

２２３ 薬４Ａ     

２２４ 薬４Ｂ     

２２５ 薬４Ｃ     

２２６ 薬４Ｄ     

２２７ 薬ＦＵ     

２２８ 薬訪     

２２９ 医同     

２３０ 調複     

２３１ 調剤ベ     

２３２ 調剤物     

２３３ 地支     

２３４ バ後体     

２３５ 地敷Ｅ     
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別紙９－２ 

 

点数計算 

 

１ 「％減算」の点数計算の例 

 複数の医療機関から交付された処方箋を同時に受付けた場合、当該処方箋のうち、受付が２回目以

降の調剤基本料は、処方箋の受付１回につき所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。 

 

① 調剤行為マスターの設定内容 

調剤行為 

コード 
漢字名称 

新又は現点数 

点数識別 

新又は現点数 

(基本点数) 

410004110 調剤基本料１ 3：点数（プラス） 427.00 

460000980 調剤基本料（１００分の８０） 6：％減算 80.00 

 

② 電子レセプトの記録内容 

レコード 

識別情報 
調剤料コード 点数 加算料コード 点数 

ＫＩ 410004110 427 460000980 8 

 

③ 点数計算式（減算する点数の計算式） 

             ８０ 

  ４２７点 ― （４２７×―――――） ＝ ８９．４点（四捨五入） ＝ 

８９点 

            １００ 
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２ 点数計算の設定例 

調剤行為マスターに設定する項番１１「調剤数量計算フラグ」と項番１２「新又は現点数（基本点

数）」から項番１８「上下限エラー処理」の「点数計算」の設定例は、次のとおりである。 

項 番 １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ 

 
        調剤行為マスター 
            設定項目 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   調剤行為 

調
剤
数
量
計
算
フ
ラ
グ 

点 数 計 算 

新
又
は
現
点
数
（
基
本
点
数
）
※ 

き
ざ
み
値
計
算
識
別 

下
限
値 

上
限
値 

き
ざ
み
値 

き
ざ
み
点
数
※ 

上
下
限
エ
ラ
ー
処
理 

湯薬薬剤調製料 
（７日分以下の場合） 

１ １９０００ ０ ００１ ００７ ０   ０ ０ 

湯薬薬剤調製料 
（８日分以上２８分以下の場合） 

１ ２００００ １ ００８ ０２８ １ １０００ ０ 

湯薬薬剤調製料 
（２９日分以上の場合） 

１ ４００００ ０ ０２９ ９９９ ０   ０ ０ 

屯服薬薬剤調製料 ０ ２１００ ０ ０００ ９９９ ０   ０ ０ 

注 「内服薬薬剤調製料」及び「湯薬薬剤調製料」以外は、すべて「屯服薬薬剤調製料」と同様の設

定となる。 

※ 下２桁を小数点以下とする。 
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３ 点数の計算方法 

点数の計算式は、次のとおりとなる。 

⑴ 調剤数量による計算を行わない調剤行為 

項番１１「調剤数量計算フラグ」が「０」の調剤行為は、項番１２「新又は現点数（基本点数）」

を算定する。 

⑵ 調剤数量に対応した調剤行為の点数を算定し、きざみ値の計算は行わない調剤行為 

項番１１「調剤数量計算フラグ」が「１」で、項番１３「きざみ計算識別」が「０」の調剤行為

は、項番１４「下限値」と項番１５「上限値」の設定値内の調剤数量である調剤料の項番１２「新

又は現点数（基本点数）」を算定する。 

⑶ 調剤数量により、きざみ値の計算を行う調剤行為 

項番１３「きざみ値計算識別」が「１」の調剤行為は、きざみ値による点数の計算を、次のとお

り行う。 

 

 

 

〈計算式〉 

 算定点数 ＝ 基本点数 ＋ { ( 電子レセプトに記録した調剤数量 － 下限値 ) 

         ÷ きざみ値 × きざみ点数 } 

 

        ：切り上げ      ：四捨五入 

 

４ 点数計算の具体例 

湯薬を１０日分調剤した場合の薬剤調製料の計算例は、次のとおりである。 

① 項番１４「下限値」と項番１５「上限値」内の調剤日数である湯薬薬剤調製料を決定する。 
  本例では、湯薬を１０日分調剤していることから、基本点数は「湯薬薬剤調製料（８日分以

上２８日分以下の場合）」が該当する。 
 
② 計算式 
 
   基本点数（２００点）  ＋（ 電子レセプトに記録した調剤数量（１０日分） 
 
             －  下限値（８日） ）÷  きざみ値（１日） 
 
             ×  きざみ点数（１０点） ＝  請求点数（２２０点） 
 
③ 前②の計算式により、請求点数は２２０点となる。 
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別紙９－３ 

 

調剤行為種類（２）コード表 

コード 調剤行為種類 

００ 特別な条件のない調剤行為 

０１ 外来服薬支援料２ 

０２ 計量混合調剤加算 

０３ 自家製剤加算 

０４ 無菌製剤処理加算 

０６ 内服薬薬剤調製料 

１２ 調剤基本料（長期投薬）（２回目以降の分割調剤） 

１３ 浸煎薬薬剤調製料 

１４ 湯薬薬剤調製料 

１６ 在宅患者訪問薬剤管理指導料 

１７ 調剤基本料（後発医薬品）（２回目の分割調剤） 

１８ 服薬管理指導料 

１９ 服薬管理指導料の加算 

２３ 外来服薬支援料１ 

２４ 退院時共同指導料 

２７ 特定薬剤管理指導加算１（服薬管理指導料） 

２９ 在宅患者調剤加算 

３０ 在宅薬学総合体制加算対象薬学管理料 

３２ かかりつけ薬剤師指導料 

３３ かかりつけ薬剤師指導料の加算 

３４ かかりつけ薬剤師包括管理料 

３５ 服薬情報等提供料 

５０ 調剤基本料減算（１００分の５０） 

５３ 調剤基本料減算（分割回数減算） 

５４ 服薬管理指導料の特例 

５５ 服用薬剤調整支援料１ 

５６ 調剤基本料減算（１００分の８０） 

５７ 調剤基本料減算（１００分の８０・１００分の５０） 

５８ 調剤基本料減算（後発医薬品減算） 

５９ 特定薬剤管理指導加算２（服薬管理指導料） 

６０ 服用薬剤調整支援料２ 

６１ 在宅患者オンライン薬剤管理指導料 

６２ 経管投薬支援料 

６３ 特定薬剤管理指導加算１（かかりつけ薬剤師指導料） 

６４ 特定薬剤管理指導加算２（かかりつけ薬剤師指導料） 

６５ 調剤管理料１ 

６６ 調剤管理料（１以外） 

６７ 調剤管理料（時間外等加算） 
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コード 調剤行為種類 

６８ 調剤管理料１（在宅基幹薬局～） 

６９ 調剤管理料（１以外）（在宅基幹薬局～） 

７０ 調剤管理料（時間外等加算）（在宅基幹薬局～） 

７１ 外来服薬支援料２（在宅基幹薬局～） 

７２ ３点合成コード 

７３ リフィル 

７４ 調剤管理料加算（時間外等加算以外） 

７５ 調剤管理料加算（時間外等加算以外）（在宅基幹薬局～） 

７６ 在宅移行初期管理料 

７７ 服薬情報等提供料３ 

７８ 特別調剤基本料Ａ 

７９ 特別調剤基本料Ｂ 

８０ 施設連携加算（外来服薬支援料２） 

８１ 在宅薬学総合体制加算 

８２ 調剤ベースアップ評価料 

８３ 調剤物価対応料 

８４ 訪問薬剤管理医師同時指導料 

８５ 複数名薬剤管理指導訪問料 

８６ 門前薬局等立地依存減算 
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別紙９－４ 

 

施設基準コード 

 

１ 施設基準コード表 

コード 名  称 

０００ 施設基準に関係しない調剤行為 

４０１ 無菌製剤処理加算 

４０８ 在宅薬学総合体制加算１（在宅患者調剤加算） 

４０２ 在宅患者訪問薬剤管理指導 

４１２ 後発医薬品調剤体制加算１ 

４１３ 後発医薬品調剤体制加算２ 

４１６ 調剤基本料１ 

４１７ 調剤基本料２ 

４２１ 調剤基本料１（注１のただし書き該当） 

４２４ かかりつけ薬剤師指導料及び包括管理料 

４２５ 調剤基本料３イ 

４２６ 調剤基本料３ロ 

４２７ 地域支援体制加算１（旧地域支援体制加算） 

４２８ 後発医薬品調剤体制加算３ 

４３０ 特定薬剤管理指導加算２ 

４３１ 調剤基本料３ハ 

４３２ 地域支援体制加算２ 

４３３ 地域支援体制加算３ 

４３４ 地域支援体制加算４ 

４３５ 連携強化加算（保険薬局） 

４３６ 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算 

４３７ 在宅中心静脈栄養法加算 

４３８ 特別調剤基本料Ａ 

４４０ 在宅薬学総合体制加算２ 

４４１ 医療ＤＸ推進体制整備加算（調剤） 

 

２ 施設基準コードの設定要領 

「施設基準」項目は、項番３１「施設基準①」から項番４０「施設基準⑩」までの最大１０項目に

施設基準コードを設定する。 

項番３１「施設基準①」から項番４０「施設基準⑩」は、３つのグループに区分され、グループ①

は「施設基準①～⑥」の６項目、グループ②は「施設基準⑦～⑨」の３項目、グループ③は「施設基

準⑩」の１項目で構成する。 

グループ内（グループ①の場合は「施設基準①～⑥」の６項目を指す。）に設定した施設基準コー

ドは、いずれかの施設基準を満たしている場合に算定できる調剤行為となる。 

また、グループ間（グループ①、グループ②及びグループ③を指す。）に設定した施設基準コード
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は、グループ間の施設基準を、いずれも満たしている場合に算定できる調剤行為となる。 

なお、「施設基準①～⑥」、「施設基準⑦～⑨」及び「施設基準⑩」の各区分内の設定値が、すべ

て「０００」の場合は、施設基準の条件から除かれるコードである。 

 

 

設定例） 

               グループ①             グループ②   グループ③ 

設定例では、「施設基準②～⑥」、「施設基準⑦～⑨」及び「施設基準⑩」の施設基準がすべて

「０００」のため、施設基準の条件から除き、「施設基準①」の「４１２：後発医薬品調剤体制加算

１」の届出を、地方厚生（支）局長へ届け出た保険薬局において算定できる調剤行為を表す。 

 

  

項 番 ３１ ３２ ３３ ３４ ３５ ３６ ３７ ３８ ３９ ４０ 

施設基準 
項 目 

施設 
基準 
① 

施設 
基準 
② 

施設 
基準 
③ 

施設 
基準 
④ 

施設 
基準 
⑤ 

施設 
基準 
⑥ 

施設 
基準 
⑦ 

施設 
基準 
⑧ 

施設 
基準 
⑨ 

施設 
基準 
⑩ 

施設基準 
コード 

４１２ ０００ ０００ ０００ ０００ ０００ ０００ ０００ ０００ ０００ 
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別紙９－５ 

 

剤形コード表 

コード 剤   形 

０ 剤形に関係しない調剤行為 

１ 

内服薬（錠剤等）及び内服薬・屯服薬（液剤）（自家製剤加算） 

内服薬及び屯服薬（計量混合調剤加算） 

内服薬（その他の調剤行為） 

２ 内服用滴剤 

３ 
屯服薬 

屯服薬（錠剤等）（自家製剤加算） 

４ 
注射薬 

注射薬（無菌製剤処理加算） 

５ 

外用薬 

外用薬（自家製剤加算） 

外用薬（計量混合調剤加算） 

６ 浸煎薬 

７ 湯薬 

９ 材料 
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別紙９－６ 

 

項番５１「注加算コード」と項番５２「注加算通番」 

 

１ 項番５１「注加算コード」 

当該調剤行為が他の調剤行為に対して、算定可能な注加算であるか否かを確認するためのコードで

ある。 

⑴ 基本項目である調剤行為コードと加算項目である調剤行為コードの項番５１「注加算コード」が

一致する場合、算定可能な注加算と判定する。 

⑵ 基本項目である調剤行為コードと加算項目である調剤行為コードの項番５１「注加算コード」が

一致しない場合、算定できない注加算と判定する。 

 

２ 項番５２「注加算通番」 

複数の加算項目のうち、同時に算定している加算項目を確認するための設定値である。 

⑴ 項番５１「注加算コード」が同一のコードであって、項番５２「注加算通番」内の設定値が異な

る場合、同時に算定可能な注加算と判定する。 

⑵ 項番５１「注加算コード」が同一のコードであって、項番５２「注加算通番」内の設定値も同一

である場合、同時に算定できない注加算と判定する。 

設定例） 

調 剤 行 為 名 称 
注加算 
コード 

注加算 
通番 

備 考 

薬剤調製料 １００ ０ 
すべての薬剤調製料コードについて、同一の注

加算コードを付与し、注加算通番は「０」とす
る。 

無菌製剤処理加算 １００ １  

麻薬加算 １００ ２  

向精神薬加算 １００ ２  

覚醒剤原料加算 １００ ２  

毒薬加算 １００ ２  

時間外加算（薬剤調製料） １００ ３  

休日加算（薬剤調製料） １００ ３  

深夜加算（薬剤調製料） １００ ３  

時間外加算の特例（薬剤調
製料） 

１００ ３  

自家製剤加算 １００ ４ 

自家製剤加算及び計量混合調剤加算について
は、すべて同一の注加算通番とする。 

自家製剤加算、予製剤 １００ ４ 

計量混合調剤加算 １００ ４ 

計量混合調剤加算、予製剤 １００ ４ 

 

 

  



- 201 - 

別紙１０－１ 

 

告示番号の付番方法 

 

１ 一般的事項 

訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の区分番号及び項番を基本とする。 

 

２ 医療観察法に関する告示番号 

医療観察診療報酬点数表の区分番号は次のとおり設定する。 

第３章 医療観察訪問看護 

１ 医療観察訪問看護基本料   ： 「９１」 

２ 医療観察訪問看護管理料   ： 「９２」 

   ３ 医療観察訪問看護情報提供料 ： 「９３」 
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別紙１０－２ 

 

訪問看護療養費マスターの「金額識別」 

 

１ 金額識別 

項番１６「新又は現金額」又は項番１８「旧金額」に設定した訪問看護療養費の金額等から訪問看

護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法に規定する請求金額を計算するために使用する情

報である。 

 

２ 項番１５「新又は現金額」の「金額識別」 

⑴ 「１：金額」 

項番１６「新又は現金額」に、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法に規定

する訪問看護療養費の単位を「金額」で設定していることを表す。 

⑵ 「３：点数（プラス）」 

項番１６「新又は現金額」に、医療観察診療報酬点数表に規定する費用の単位を「点数」で設定

していることを表す。 
 

⑶ 「５：％加算」 

訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法に「所定額の１００分の○○に相当す

る額を加算する。」と規定する訪問看護療養費（注加算及び通則加算）の加算割合を表す。 

項番１６「新又は現金額」には、加算割合を百分率（○○／１００）で設定する。 

 

３ 項番１７「旧金額」の「金額識別」 

 ⑴ 「０：診療報酬改定又はそれ以降に新設された訪問看護療養費」 

診療報酬改定及び厚生労働省通知により、新設された訪問看護療養費であることを表す。 

項番１８「旧金額」には、「０．００」を設定する。 

⑵ 「１：金額」 

項番１８「旧金額」に、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法に規定する訪

問看護療養費の単位を「金額」で設定していることを表す。 

⑶ 「３：点数（プラス）」 

項番１８「旧金額」に、医療観察診療報酬点数表に規定する費用の単位を「点数」で設定してい

ることを表す。 

⑷ 「５：％加算」 

訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法に「所定額の１００分の○○に相当す

る額を加算する。」と規定する訪問看護療養費（注加算及び通則加算）の加算割合を表す。 

項番１８「旧金額」には、加算割合を百分率（○○／１００）で設定する。 

  



- 203 - 

別紙１０－３ 

 

職種等コード一覧 

 

職種等コード 職種等 

０１ 保健師 

０２ 助産師 

０３ 

看護師（悪性腫瘍の利用者に対する緩和ケア、褥瘡ケア若しくは人工肛門ケア及び

人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師又は保健師助産師看護師法（昭和

23 年法律第 203 号）第 37 条の２第２項第５号に規定する指定研修機関において

行われる研修を修了した看護師を除く） 

０４ 理学療法士 

０５ 作業療法士 

０６ 言語聴覚士 

０７ 准看護師 

０８ 

悪性腫瘍の利用者に対する緩和ケア、褥瘡ケア若しくは人工肛門ケア及び人工膀胱

ケアに係る専門の研修を受けた看護師又は保健師助産師看護師法（昭和 23 年法律

第 203 号）第 37 条の２第２項第５号に規定する指定研修機関において行われる研

修を修了した看護師 

０９ 看護補助者 

１０ 精神保健福祉士 

複数名訪問看護加算、複数名精神科訪問看護加算又は医療観察複数名訪問看護加算の場合は、以下の

職種等コードを使用 

職種等コード 職種等 

３１ 看護職員(*1) と 他の看護師等（准看護師を除く）(*2) 

３２ 看護職員(*1) と 他の准看護師 

３３ 看護職員(*1) と その他職員(*3) 

３４ 保健師又は看護師 と 他の保健師、看護師又は作業療法士 

３５ 保健師又は看護師 と 准看護師 

３６ 保健師又は看護師 と 看護補助者又は精神保健福祉士 

３７ 看護師等(*4) と 他の看護師等(*4) 

３８ 看護師等(*4) と 准看護師 

３９ 看護師等(*4) と 看護補助者又は精神保健福祉士 

*1 職種等コード３１から３３の「看護職員」は、保健師、助産師、看護師又は准看護師 

*2 職種等コード３１の「他の看護師等」は、保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又

は言語聴覚士 

*3 職種等コード３３の「その他職員」は、看護師等又は看護補助者であり、保健師、助産師、看護

師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は看護補助者 

*4 職種等コード３７から３９の「看護師等」及び「他の看護師等」は、保健師、看護師又は作業療 

法士 

  



- 204 - 

別紙１０－４ 

 

訪問看護療養費種類コード一覧 

 

訪問看護療養費 

種類コード 
訪問看護療養費種類 

００ いずれにも該当しない訪問看護療養費 

０１ 訪問看護基本療養費１、２（４日目以降） 

０２ 訪問看護基本療養費３ 

０３ 難病等複数回訪問加算 

０４ 緊急訪問看護加算、精神科緊急訪問看護加算 

０５ 長時間訪問看護加算、長時間精神科訪問看護加算 

０６ 精神科訪問看護基本療養費１ 

０７ 精神科訪問看護基本療養費３ 

０８ 特別管理加算 

０９ 特別管理加算（重症度等の高いもの） 

１０ 退院時共同指導加算 

１１ 特別管理指導加算 

１２ 退院支援指導加算 

１３ 看護・介護職員連携強化加算 

１４ 訪問看護情報提供療養費１ 

１５ 訪問看護情報提供療養費２ 

１６ 訪問看護ターミナルケア療養費 

１７ 専門管理加算ロ 

１８ 訪問看護情報提供療養費３ 

１９ 
長時間訪問看護加算（別に厚生労働大臣が定める者）、 

長時間精神科訪問看護加算（別に厚生労働大臣が定める者） 

２０ 訪問看護基本療養費１、２のハ 

２１ 専門管理加算イ 

２２ 訪問看護管理療養費（月の初日の訪問の場合） 

２３ 訪問看護ベースアップ評価料（１） 

２４ 訪問看護ベースアップ評価料（２） 

２５ 乳幼児加算（別に厚生労働大臣が定める者） 

２６ 訪問看護物価対応料（訪問看護物価対応料１） 

２７ 訪問看護物価対応料（訪問看護物価対応料２） 

２８ 包括型訪問看護療養費 

２９ 訪問看護管理療養費（月の２日目以降の訪問の場合） 

３０ 訪問看護遠隔診療補助料 

９０ 医療観察訪問看護基本料１・３（週４日目以降） 
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訪問看護療養費 

種類コード 
訪問看護療養費種類 

９１ 医療観察精神科緊急訪問看護加算 

９２ 医療観察長時間訪問看護加算 

９３ 医療観察訪問看護情報提供料 
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別紙１０－５ 

 

施設基準コード一覧 

 

施設基準コード 施設基準名 

 ８９２ 医療観察訪問看護基本料 

 ８９３ 医療観察２４時間対応体制加算（ロ イ以外の場合） 

 ９０２ 
医療観察２４時間対応体制加算（イ 看護業務の負担軽減の取組を行って

いる場合） 

１６０４ ２４時間対応体制加算（ロ イ以外の場合） 

１６０５ 特別管理加算 

１６０６ 精神科訪問看護基本療養費 

１６０７ 訪問看護基本療養費（専門研修看護師） 

１６０８ 精神科複数回訪問加算 

１６０９ 精神科重症患者支援管理連携加算 

１６１０ 機能強化型訪問看護管理療養費１ 

１６１１ 機能強化型訪問看護管理療養費２ 

１６１２ 機能強化型訪問看護管理療養費３ 

１６１３ 専門管理加算 

１６１４ 遠隔死亡診断補助加算 

１６１５ 
２４時間対応体制加算（イ 看護業務の負担軽減の取組を行っている場

合） 

１６１６ 訪問看護医療ＤＸ情報活用加算 

１６１７ 訪問看護管理療養費１ 

１６１８ 訪問看護管理療養費２ 

１６１９ 訪問看護ベースアップ評価料（１） 

１６２０ 訪問看護ベースアップ評価料（２）１ 

１６２１ 訪問看護ベースアップ評価料（２）２ 

１６２２ 訪問看護ベースアップ評価料（２）３ 

１６２３ 訪問看護ベースアップ評価料（２）４ 

１６２４ 訪問看護ベースアップ評価料（２）５ 

１６２５ 訪問看護ベースアップ評価料（２）６ 

１６２６ 訪問看護ベースアップ評価料（２）７ 

１６２７ 訪問看護ベースアップ評価料（２）８ 

１６２８ 訪問看護ベースアップ評価料（２）９ 

１６２９ 訪問看護ベースアップ評価料（２）１０ 

１６３０ 訪問看護ベースアップ評価料（２）１１ 

１６３１ 訪問看護ベースアップ評価料（２）１２ 

１６３２ 訪問看護ベースアップ評価料（２）１３ 
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施設基準コード 施設基準名 

１６３３ 訪問看護ベースアップ評価料（２）１４ 

１６３４ 訪問看護ベースアップ評価料（２）１５ 

１６３５ 訪問看護ベースアップ評価料（２）１６ 

１６３６ 訪問看護ベースアップ評価料（２）１７ 

１６３７ 訪問看護ベースアップ評価料（２）１８ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ファイルレイアウト  
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〈傷病名マスター（旧傷病名管理ファイル）〉 

項 番 項 目 名 モード 桁 数 バイト数 備    考 

１ 変更区分 数字 １ １  

２ マスター種別 英数 １ １ Ｂ：固定 

３ 傷病名コード 数字 ７ ７  

４ 移行先コード 数字 ７ ７  

 傷病名称  

５  傷病名基本名称桁数 数字 ２ ２  

６  傷病名基本名称 漢字 ３０ ６０  

７  傷病名省略名称桁数 数字 ２ ２  

８  傷病名省略名称 漢字 ２０ ４０  

９  傷病名カナ名称桁数 数字 ２ ２  

１０  傷病名カナ名称 英数ｶﾅ ５０ １００  

１１ 病名管理番号 数字 ８ ８  

１２ 採択区分 数字 １ １  

１３ 病名交換用コード 英数 ４ ４  

１４ 予備 英数 ５ ５ 未使用 

１５ 予備 英数 ５ ５ 未使用 

１６ ＩＣＤ－１０－１（２０１３） 英数 ５ ５  

１７ ＩＣＤ－１０－２（２０１３） 英数 ５ ５  

１８ 予備 英数 ５ ５ 未使用 

１９ 単独使用禁止区分 数字 ２ ２  

２０ 保険請求外区分 数字 １ １  

２１ 特定疾患等対象区分 数字 ２ ２  

２２ 収載年月日 数字 ８ ８  

２３ 変更年月日 数字 ８ ８  

２４ 廃止年月日 数字 ８ ８  

２５ 傷病名基本名称（変更情報） 数字 １ １  

２６ 傷病名省略名称（変更情報） 数字 １ １  

２７ 傷病名カナ名称（変更情報） 数字 １ １  

２８ 採択区分（変更情報） 数字 １ １  

２９ 病名交換用コード（変更情報） 数字 １ １  

３０ 予備 数字 １ １ 未使用 

３１ 予備 数字 １ １ 未使用 

３２ 歯科傷病名省略名称（変更情報） 数字 １ １  

３３ 難病外来対象区分（変更情報） 数字 １ １  

３４ 歯科特定疾患対象区分（変更情

報） 

数字 １ １  

３５ 単独使用禁止区分（変更情報） 数字 １ １  

３６ 保険請求外区分（変更情報） 数字 １ １  

３７ 特定疾患等対象区分（変更情報） 数字 １ １  

３８ 移行先病名管理番号 数字 ８ ８  

３９ 歯科傷病名省略名称 漢字 ２０ ４０  

４０ 予備 英数 １０ １０ 未使用 

４１ 予備 数字 ８ ８ 未使用 

４２ 歯科傷病名省略名称桁数 数字 ２ ２  

４３ 難病外来対象区分 数字 ２ ２  

４４ 歯科特定疾患対象区分 数字 ２ ２  

４５ ＩＣＤ－１０－１（２０１３）（変

更情報） 

数字 １ １  
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項 番 項 目 名 モード 桁 数 バイト数 備    考 

４６ ＩＣＤ－１０－２（２０１３）（変

更情報） 

数字 １ １  

 ※ 項目間の区切り文字は「，」（カンマ）を使用。 

   数字モードは前ゼロを省略。 
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〈修飾語マスター〉 

項 番 項 目 名 モード 桁 数 バイト数 備    考 

１ 変更区分 数字 １ １  

２ マスター種別 英数 １ １ Ｚ：固定 

３ 修飾語コード 数字 ４ ４  

４ 予備 数字 １ １ 未使用 

５ 予備 数字 ３ ３ 未使用 

６ 修飾語名称桁数 数字 ２ ２  

７ 修飾語名称 漢字 ２０ ４０  

８ 予備 英数 ２４ ２４ 未使用 

９ 修飾語カナ名称桁数 数字 ２ ２  

１０ 修飾語カナ名称 英数ｶﾅ ３０ ６０  

１１ 予備 数字 １ １ 未使用 

１２ 修飾語名称（変更情報） 数字 １ １  

１３ 修飾語カナ名称（変更情報） 数字 １ １  

１４ 収載年月日 数字 ８ ８  

１５ 変更年月日 数字 ８ ８  

１６ 廃止年月日 数字 ８ ８  

１７ 修飾語管理番号 数字 ８ ８  

１８ 修飾語交換用コード 英数 ９ ９  

１９ 修飾語区分 英数 ８ ８  

 ※ 項目間の区切り文字は「，」（カンマ）を使用。 

   数字モードは前ゼロを省略。 
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〈歯式マスター〉 

項 番 項 目 名 モード 桁 数 バイト数 備     考 

１ 変更区分 数字 １ １  

２ マスター種別 英数 １ １ Ｆ：固定 

３ 歯式コード 数字 ６ ６  

 歯種  （４）   

状態  （１）   

部分  （１）   

４ 予備 数字 ３ ３ 未使用 

５ 歯式名称 漢字 ５０ １００  

６ 変更年月日 数字 ８ ８  

７ 廃止年月日 数字 ８ ８  

※ 項目間の区切りは「，」（カンマ）を使用。 

  数字モードは前ゼロを省略。 
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〈医薬品マスター〉 

項 番 項 目 名 モード 桁 数 バイト数 備    考 

１ 変更区分 数字 １ １  

２ マスター種別 英数 １ １ Ｙ：固定 

３ 医薬品コード 数字 ９ ９  

 医薬品名・規格名  

４  漢字有効桁数 数字 ２ ２  

５  漢字名称 漢字 ３２ ６４  

６  カナ有効桁数 数字 ２ ２  

７  カナ名称 英数ｶﾅ ２０ ２０  

 単位  

８  コード 数字 ３ ３  

９  漢字有効桁数 数字 １ １  

１０  漢字名称 漢字 ６ １２  

 新又は現金額  

１１  金額種別 数字 １ １  

１２  新又は現金額 数字 １３ １３ 整数部「１０桁」、小数点「１桁」及

び小数部「２桁」の組合せで設定 

１３ 予備 数字 ２ ２ 未使用 

１４ 麻薬・毒薬・覚醒剤原料・向精神

薬 

数字 １ １  

１５ 神経破壊剤 数字 １ １  

１６ 生物学的製剤 数字 １ １  

１７ 後発品 数字 １ １  

１８ 予備 数字 １ １ 未使用 

１９ 歯科特定薬剤 数字 １ １  

２０ 造影（補助）剤 数字 １ １  

２１ 注射容量 数字 ５ ５  

２２ 収載方式等識別 数字 １ １  

２３ 商品名等関連 数字 ９ ９  

 旧金額  

２４  金額種別 数字 １ １  

２５  旧金額 数字 １３ １３ 整数部「１０桁」、小数点「１桁」及

び小数部「２桁」の組合せで設定 

２４ 予備 数字 １ １ 未使用 

２５ 予備 数字 １３ １３ 未使用 

２６ 漢字名称変更区分 数字 １ １  

２７ カナ名称変更区分 数字 １ １  

２８ 剤形 数字 １ １  

２９ 予備 英数 ４９ ４９ 未使用 

３０ 変更年月日 数字 ８ ８  

３１ 廃止年月日 数字 ８ ８  

３２ 薬価基準収載医薬品コード 英数 １２ １２  

３３ 公表順序番号 数字 ９ ９  

３４ 経過措置年月日又は商品名医薬

品コード使用期限 

数字 ８ ８  

３５ 基本漢字名称 漢字 １００ ２００  

３６ 薬価基準収載年月日 数字 ８ ８  

３７ 一般名コード 英数 １２ １２  

３８ 一般名処方の標準的な記載 漢字 １００ ２００  
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項 番 項 目 名 モード 桁 数 バイト数 備    考 

３９ 一般名処方加算対象区分 英数 １ １  

４０ 抗ＨＩＶ薬区分 英数 １ １  

４１ 長期収載品関連 数字 ９ ９  

４２ 選定療養区分 数字 １ １  

※ 項目間の区切り文字は「，」（カンマ）を使用。 

   数字モードは前ゼロを省略。 
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〈特定器材マスター〉 

項 番 項 目 名 モード 桁 数 バイト数 備    考 

１ 変更区分 数字 １ １  

２ マスター種別 英数 １ １ Ｔ：固定 

３ 特定器材コード 数字 ９ ９  

 特定器材名・規格名  

４  漢字有効桁数 数字 ２ ２  

５  漢字名称 漢字 ３２ ６４  

６  カナ有効桁数 数字 ２ ２  

７  カナ名称 英数ｶﾅ ２０ ２０  

 単位  

８  コード 数字 ３ ３  

９  漢字有効桁数 数字 １ １  

１０  漢字名称 漢字 ６ １２  

 新又は現金額  

１１  金額種別 数字 １ １  

１２  新又は現金額 数字 １３ １３ 整数部「１０桁」、小数点「１桁」及

び小数部「２桁」の組合せで設定 

ただし、金額種別が「４」の場合は整

数部のみ 

１３ 予備 数字 １ １ 未使用 

１４ 年齢加算区分 数字 １ １  

 上下限年齢  

１５  下限年齢 英数 ２ ２ 桁数固定 

１６  上限年齢 英数 ２ ２ 桁数固定 

 旧金額  

１７  金額種別 数字 １ １  

１８  旧金額 数字 １３ １３ 整数部「１０桁」、小数点「１桁」及

び小数部「２桁」の組合せで設定。 

ただし、金額種別が「４」の場合は整

数部のみ 

１７ 予備 数字 １ １ 未使用 

１８ 予備 数字 １３ １３ 未使用 

１９ 漢字名称変更区分 数字 １ １  

２０ カナ名称変更区分 数字 １ １  

２１ 酸素等区分 数字 １ １  

２２ 特定器材種別 数字 １ １  

２３ 上限価格 数字 １ １  

２４ 上限点数 数字 ７ ７  

２５ 予備 英数 ８５ ８５ 未使用 

２６ 公表順序番号 数字 ９ ９  

２７ 廃止・新設関連 数字 ９ ９  

２８ 変更年月日 数字 ８ ８  

２９ 経過措置年月日 数字 ８ ８  

３０ 廃止年月日 数字 ８ ８  

 告示番号  

３１  別表番号 数字 ２ ２  

３２  区分番号 数字 ３ ３  

３３ ＤＰＣ適用区分 数字 １ １  
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項 番 項 目 名 モード 桁 数 バイト数 備    考 

３４ 予備 英数 １０ １０ 未使用 

３５ 予備 英数 １０ １０ 未使用 

３６ 予備 英数 １０ １０ 未使用 

３７ 基本漢字名称 漢字 １５０ ３００  

３８ 再製造単回使用医療機器 数字 ３ ３  

 ※ 項目間の区切り文字は「，」（カンマ）を使用。 

   数字モードは前ゼロを省略。 
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〈コメントマスター〉 

項 番 項 目 名 モード 桁 数 バイト数 備    考 

１ 変更区分 数字 １ １  

２ マスター種別 英数 １ １ Ｃ：固定 

３ 区分 数字 １ １ ８：固定 

４ パターン 数字 ２ ２  

５ 一連番号 数字 ６ ６  

 コメント文  

６  漢字有効桁数 数字 ３ ３  

７  漢字名称 漢字 １５０ ３００  

８  カナ有効桁数 数字 ２ ２  

９  カナ名称 英数ｶﾅ ２０ ２０  

１０ 

～ 

１７ 

レセプト編集情報①～④ 繰り返し：４ 

（未使用部分は各項目に「０：ゼロ」

を設定） 

 カラム位置 数字 ２ ２  

 桁数 数字 ２ ２  

１８ 予備 数字 １ １ 未使用 

１９ 予備 数字 １ １ 未使用 

２０ 選択式コメント識別 数字 １ １  

２１ 変更年月日 数字 ８ ８  

２２ 廃止年月日 数字 ８ ８  

２３ コメントコード 数字 ９ ９ 先頭「８」（固定）＋項番４「パターン」

＋項番５「一連番号」（ゼロパディング

した６桁）の組合せで設定。 

２４ 公表順序番号 数字 ９ ９  

２５ 予備 数字 １ １ 未使用 

２６ 予備 数字 １ １ 未使用 

２７ 予備 数字 １ １ 未使用 

２８ 予備 数字 １ １ 未使用 

２９ 予備 数字 １ １ 未使用 

３０ 予備 数字 １ １ 未使用 

 ※ 項目間の区切り文字は「，」（カンマ）を使用。 

   数字モードは前ゼロを省略。 
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〈医科診療行為マスター〉 

項 番 項 目 名 モード 桁 数 バイト数 備     考 

１ 変更区分 数字 １ １  

２ マスター種別 英数 １ １ Ｓ：固定 

３ 診療行為コード 数字 ９ ９  

 診療行為省略名称  

４  省略漢字有効桁数 数字 ２ ２  

５  省略漢字名称 漢字 ３２ ６４  

６  省略カナ有効桁数 数字 ２ ２  

７  省略カナ名称 英数ｶﾅ ２０ ２０  

８ データ規格コード 数字 ３ ３  

 データ規格名  

９  漢字有効桁数 数字 １ １  

１０  漢字名称 漢字 ６ １２  

 新又は現点数  

１１  点数識別 数字 １ １  

１２  新又は現点数 数字 １０ １０ 整数部「７桁」、小数点「１桁」及び

小数部「２桁」の組合せで設定 

１３ 入外適用区分 数字 １ １  

１４ 後期高齢者医療適用区分 数字 １ １  

１５ 点数欄集計先識別（入院外） 数字 ３ ３  

１６ 包括対象検査 数字 ２ ２  

１７ 予備 数字 １ １ 未使用 

１８ ＤＰＣ適用区分 数字 １ １  

１９ 病院・診療所区分 数字 １ １  

２０ 画像等手術支援加算区分 数字英数 １ １  

２１ 医療観察法対象区分 数字 １ １  

２２ 看護加算 数字 ２ ２  

２３ 麻酔識別区分 数字 １ １  

２４ 予備 数字 ３ ３ 未使用 

２５ 傷病名関連区分 数字 ２ ２  

２６ 予備 数字 ２ ２ 未使用 

２７ 実日数 数字 １ １  

２８ 日数・回数 数字 １ １  

２９ 医薬品関連区分 数字 １ １  

 きざみ値  

３０  きざみ値計算識別 数字 １ １  

３１  下限値 数字 ８ ８  

３２  上限値 数字 ８ ８  

３３  きざみ値 数字 ８ ８  

３４  きざみ点数 数字 １０ １０ 整数部「７桁」、小数点「１桁」及び

小数部「２桁」の組合せで設定 

３５  上下限エラー処理 数字 １ １  

 上限回数  

３６  上限回数 数字 ３ ３  

３７  上限回数エラー処理 数字 １ １  
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項 番 項 目 名 モード 桁 数 バイト数 備     考 

 注加算  

３８  注加算コード 数字 ４ ４  

３９  注加算通番 英数 １ １  

４０ 通則年齢 数字 １ １  

 上下限年齢  

４１  下限年齢 英数 ２ ２ 桁数固定 

４２  上限年齢 英数 ２ ２ 桁数固定 

４３ 時間加算区分 数字 １ １  

 基準適合識別  

４４  適合区分 数字 １ １  

４５ 対象施設基準 数字 ４ ４  

４６ 処置乳幼児加算区分 数字 １ １  

４７ 極低出生体重児加算区分 数字 １ １  

４８ 入院基本料等減算対象識別 数字 １ １  

４９ ドナー分集計区分 数字 １ １  

５０ 検査等実施判断区分 数字 １ １  

５１ 検査等実施判断グループ区分 数字 ２ ２  

５２ 逓減対象区分 数字 １ １  

５３ 脊髄誘発電位測定等加算区分 数字 １ １  

５４ 頸部郭清術併施加算等区分 数字 １ １  

５５ 自動縫合器加算区分 数字 １ １  

５６ 外来管理加算区分 数字 １ １  

 旧点数  

５７  点数識別 数字 １ １  

５８  旧点数 数字 １０ １０ 整数部「７桁」、小数点「１桁」及び

小数部「２桁」の組合せで設定 

５７ 予備 数字 １ １ 未使用 

５８ 予備 数字 １０ １０ 未使用 

５９ 漢字名称変更区分 数字 １ １  

６０ カナ名称変更区分 数字 １ １  

６１ 検体検査コメント 数字 １ １  

６２ 通則加算所定点数対象区分 数字 １ １  

６３ 包括逓減区分 数字 ３ ３  

６４ 超音波内視鏡加算区分 数字 １ １  

６５ 予備 数字 ２ ２ 未使用 

６６ 点数欄集計先識別（入院） 数字 ３ ３  

６７ 自動吻合器加算区分 数字 １ １  

６８ 告示等識別区分（１） 数字 １ １  

６９ 告示等識別区分（２） 数字 １ １  

７０ 地域加算 数字 １ １  

７１ 病床数区分 数字 １ １  

７２ 

～ 

８１ 

施設基準①～⑩ 繰り返し：１０ 

（未使用部分は各項目に「０：ゼロ」

を設定） 

 施設基準コード 数字 ４ ４  

８２ 超音波凝固切開装置等加算区分 数字 １ １  

８３ 短期滞在手術 数字 １ １  

８４ 歯科適用区分 数字 １ １  

８５ コード表用番号 英数 １ １  
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項 番 項 目 名 モード 桁 数 バイト数 備     考 

（アルファベット部） 

８６ 告示・通知関連番号 

（アルファベット部） 

英数 １ １  

８７ 変更年月日 数字 ８ ８  

８８ 廃止年月日 数字 ８ ８  

８９ 公表順序番号 数字 ９ ９  

 コード表用番号（アルファベット部を除く）  

９０  章 数字 １ １  

９１  部 数字 ２ ２  

９２  区分番号 数字 ３ ３  

９３  枝番 数字 ２ ２  

９４  項番 数字 ３ ３  

 告示・通知関連番号（アルファベット部を除く）  

９５  章 数字 １ １  

９６  部 数字 ２ ２  

９７  区分番号 数字 ３ ３  

９８  枝番 数字 ２ ２  

９９  項番 数字 ２ ２  

１００ 

～ 

１１１ 

年齢加算①～④ 繰り返し：４ 

（未使用部分は各項目に「０：ゼロ」

を設定） 

 下限年齢 英数 ２ ２ 桁数固定 

 上限年齢 英数 ２ ２ 桁数固定 

 注加算診療行為コード 数字 ９ ９  

１１２ 異動関連予備 数字 ９ ９ 未使用 

１１３ 基本漢字名称 漢字 ６４ １２８  

１１４ 副鼻腔手術用内視鏡加算 英数 １ １  

１１５ 
副鼻腔手術用骨軟部組織切除機器

加算 
英数 １ １ 

 

１１６ 長時間麻酔管理加算 英数 １ １  

１１７ 点数表区分番号 英数 ３０ ３０  

１１８ モニタリング加算 英数 １ １  

１１９ 凍結保存同種組織加算 英数 １ １  

１２０ 悪性腫瘍病理組織標本加算 英数 １ １  

１２１ 創外固定器加算 数字 １ １  

１２２ 超音波切削機器加算 数字 １ １  

１２３ 左心耳閉鎖術併施加算 数字 １ １  

１２４ 外来感染対策向上加算等 英数 １ １  

１２５ 耳鼻咽喉科乳幼児処置加算 数字 １ １  

１２６ 
耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支

援加算 
数字 １ １ 

 

１２７ 切開創局所陰圧閉鎖処置機器加算 数字 １ １  

１２８ 看護職員処遇改善評価料等 英数 １ １  

１２９ 
外来・在宅ベースアップ評価料

（１） 
英数 １ １ 

 

１３０ 
外来・在宅ベースアップ評価料

（２） 
英数 １ １ 

 

１３１ 再製造単回使用医療機器使用加算 数字 ３ ３  

１３２ 予備物価対応料区分 数字英数 １ １ 未使用 

１３３ 予備物価対応料グループ区分 数字英数 １３ １３ 未使用 
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項 番 項 目 名 モード 桁 数 バイト数 備     考 

１３４ 予備臓器移植実施体制確保加算 数字英数 １ １ 未使用 

１３５ 予備内視鏡手術用支援機器加算 数字英数 １ １ 未使用 

１３６ 予備遠隔電子処方箋活用加算等 数字英数 １ １ 未使用 

１３７ 予備外科医療確保特別加算 数字英数 １ １ 未使用 

１３８ 予備 数字 １ １ 未使用 

１３９ 予備 数字 １ １ 未使用 

１４０ 予備 数字 １ １ 未使用 

１４１ 予備 数字 １ １ 未使用 

１４２ 予備 数字 １ １ 未使用 

１４３ 予備 数字 １ １ 未使用 

１４４ 予備 数字 １ １ 未使用 

１４５ 予備 数字 １ １ 未使用 

１４６ 予備 数字 １ １ 未使用 

１４７ 予備 数字 １ １ 未使用 

１４８ 予備 数字 １ １ 未使用 

１４９ 予備 数字 １ １ 未使用 

１５０ 予備 数字 １ １ 未使用 

 ※ 項目間の区切りは「，」（カンマ）を使用。 

   数字モードは前ゼロを省略。 
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〈歯科診療行為マスター〉 

ア 基本テーブル 

項 番 項 目 名 モード 桁 数 バイト数 備     考 

１ 変更区分 数字 １ １  

２ マスター種別 英数 １ １ Ｈ：固定 

３ 歯科診療行為コード 数字 ９ ９  

４ 

告示番号  

 区分 英数 １ １  

５ 区分番号 数字 ３ ３  

６ 枝番 数字 ２ ２  

７ 項番 数字 ３ ３  

８ 加算コード 英数 ５ ５  

 

９ 

診療行為名称  

 基本名称 漢字 １００ ２００  

１０ 省略名称 漢字 ３２ ６４  

 

１１ 

１２ 

新又は現点数  

 点数等識別 数字 １ １  

点数等 数字 １０ １０ 整数部「７桁」、小数点「１桁」及び

小数部「２桁」の組合せで設定 

 

１３ 

１４ 

旧点数  

 点数等識別 数字 １ １  

点数等 数字 １０ １０ 整数部「７桁」、小数点「１桁」及び

小数部「２桁」の組合せで設定 

１３ 予備 数字 １ １ 未使用 

１４ 予備 数字 １０ １０ 未使用 

１５ 入外適用区分 数字 １ １  

１６ 後期高齢者医療適用区分 数字 １ １  

１７ 時間加算区分 数字 １ １  

１８ 病院・診療所区分 数字 １ １  

１９ 看護加算 数字 ２ ２  

２０ 予備 数字 ３ ３ 未使用 

２１ 予備 数字 ２ ２ 未使用 
２２ 地域加算 数字 １ １  

２３ 傷病名関連区分 数字 ２ ２  

２４ 医薬品関連区分 数字 １ １  

２５ 病床数区分 数字 １ １  

２６ 届出 数字 ２ ２  

２７ 未来院 数字 １ １  

２８ 短期滞在手術 数字 １ １  

２９ 特記事項 数字 １ １  

３０ 検査等実施判断区分 数字 １ １  

３１ 検査等実施判断グループ区分 数字 ２ ２  

３２ 逓減対象区分 数字 １ １  

３３ 包括逓減区分 数字 ３ ３  

 

３４ 

３５ 

基準適合識別  

 適合区分 数字 １ １  

 対象施設基準 数字 ４ ４  

３６ 

～ 

４５ 

施設基準①～⑩ 繰り返し：１０ 

（未使用部分は各項目ゼロ） 

 施設基準コード 数字 ４ ４  
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項 番 項 目 名 モード 桁 数 バイト数 備     考 

４６ 通則加算グループ 英数 ４ ４  

４７ 基本加算グループ 英数 ４ ４  

４８ 注加算グループ 英数 ４ ４  

４９ 手技・材料加算グループ 英数 ４ ４  

５０ 算定回数限度テーブル関連識別 数字 １ １  

５１ きざみテーブル関連識別 数字 １ １  

５２ 年齢制限テーブル関連識別 数字 １ １  

５３ 併算定背反テーブル関連識別 数字 １ １  

５４ 実日数テーブル関連識別 数字 １ １  

５５ 予備 数字 ３ ３ 未使用 

５６ 予備 数字 ３ ３ 未使用 

５７ 変更年月日 数字 ８ ８  

５８ 廃止年月日 数字 ８ ８  

５９ 長時間麻酔管理加算 英数 １ １  

６０ 悪性腫瘍病理組織標本加算 英数 １ １  

６１ 看護職員処遇改善評価料等 英数 １ １  

６２ 
歯科外来・在宅ベースアップ評価

料（１） 

英数 １ １  

６３ 
歯科外来・在宅ベースアップ評価

料（２） 

英数 １ １  

６４ 予備４歯科物価対応料区分 数字英数 ３１ ３１ 未使用 

６５ 予備５歯科物価対応料グループ区

分 

数字英数 ３ ３ 未使用 

６６ 公表順序番号 数字 ９ ９  
６７ 予備 数字 １ １ 未使用 
６８ 予備 数字 １ １ 未使用 
６９ 予備 数字 １ １ 未使用 
７０ 予備 数字 １ １ 未使用 
７１ 予備 数字 １ １ 未使用 
７２ 予備 数字 １ １ 未使用 
７３ 予備 数字 １ １ 未使用 
７４ 予備 数字 １ １ 未使用 
７５ 予備 数字 １ １ 未使用 
７６ 予備 数字 １ １ 未使用 

※ 項目間の区切りは「，」（カンマ）を使用。 

  数字モードは前ゼロを省略。 
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イ 基本・通則加算対応テーブル 

項 番 項 目 名 モード 桁 数 バイト数 備     考 

１ 変更区分 数字 １ １  

２ グループ番号 英数 ４ ４  

 通則加算項目  

３  加算コード 英数 ５ ５  

４ 歯科診療行為コード 数字 ９ ９  

 診療行為名称  

５  基本名称 漢字 １００ ２００  

６ 加算識別 数字 ２ ２  

７ 変更年月日 数字 ８ ８  

８ 廃止年月日 数字 ８ ８  

９ 予備 数字 ３ ３ 未使用 

※ 項目間の区切りは「，」（カンマ）を使用。 

  数字モードは前ゼロを省略。 

 



- 221 - 

ウ 基本・基本加算対応テーブル 

項 番 項 目 名 モード 桁 数 バイト数 備     考 

１ 変更区分 数字 １ １  

２ グループ番号 英数 ４ ４  

 基本加算項目  

３  加算コード 英数 ５ ５  

４ 歯科診療行為コード 数字 ９ ９  

 診療行為名称  

５  基本名称 漢字 １００ ２００  

６ 加算識別 数字 ２ ２  

７ 変更年月日 数字 ８ ８  

８ 廃止年月日 数字 ８ ８  

９ 予備 数字 ３ ３ 未使用 

※ 項目間の区切りは「，」（カンマ）を使用。 

  数字モードは前ゼロを省略。 
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エ 基本・注加算対応テーブル 

項 番 項 目 名 モード 桁 数 バイト数 備     考 

１ 変更区分 数字 １ １  

２ グループ番号 英数 ４ ４  

 注加算項目  

３  加算コード 英数 ５ ５  

４ 歯科診療行為コード 数字 ９ ９  

 診療行為名称  

５  基本名称 漢字 １００ ２００  

６ 加算識別 数字 ２ ２  

７ 変更年月日 数字 ８ ８  

８ 廃止年月日 数字 ８ ８  

９ 予備 数字 ３ ３ 未使用 

※ 項目間の区切りは「，」（カンマ）を使用。 

  数字モードは前ゼロを省略。 
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オ 手技・材料加算対応テーブル 

項 番 項 目 名 モード 桁 数 バイト数 備     考 

１ 変更区分 数字 １ １  

２ グループ番号 英数 ４ ４  

 手技・材料加算項目  

３  加算コード 英数 ５ ５  

４ 歯科診療行為コード 数字 ９ ９  

 診療行為名称  

５  基本名称 漢字 １００ ２００  

６ 加算識別 数字 ２ ２  

７ 変更年月日 数字 ８ ８  

８ 廃止年月日 数字 ８ ８  

９ 予備 数字 ３ ３ 未使用 

※ 項目間の区切りは「，」（カンマ）を使用。 

  数字モードは前ゼロを省略。 
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カ 算定回数限度テーブル 

項 番 項 目 名 モード 桁 数 バイト数 備     考 

１ 変更区分 数字 １ １  

２ 歯科診療行為コード 数字 ９ ９  

３ 

告示番号  

 区分 英数 １ １  

４ 区分番号 数字 ３ ３  

５ 枝番 数字 ２ ２  

６ 項番 数字 ３ ３  

７ 加算コード 英数 ５ ５  

 

８ 

診療行為名称  

 基本名称 漢字 １００ ２００  

９ 省略名称 漢字 ３２ ６４  

１０ 算定単位 数字 ３ ３  

１１ 算定回数限度 数字 ３ ３  

１２ 上限回数エラー処理 数字 １ １  

１３ 変更年月日 数字 ８ ８  

１４ 廃止年月日 数字 ８ ８  

１５ 予備 数字 ３ ３ 未使用 

※ 項目間の区切りは「，」（カンマ）を使用。 

  数字モードは前ゼロを省略。 
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キ きざみテーブル 

項 番 項 目 名 モード 桁 数 バイト数 備     考 

１ 変更区分 数字 １ １  

２ 歯科診療行為コード 数字 ９ ９  

３ 

告示番号  

 区分 英数 １ １  

４ 区分番号 数字 ３ ３  

５ 枝番 数字 ２ ２  

６ 項番 数字 ３ ３  

７ 加算コード 英数 ５ ５  

 

８ 

診療行為名称  

 基本名称 漢字 １００ ２００  

９ 省略名称 漢字 ３２ ６４  

１０ 点数等識別 数字 １ １  

１１ 点数 数字 １０ １０ 整数部７桁、小数部２桁として、整

数部と小数部は小数点で区切る。 

１２ きざみ単位 数字 ３ ３  

１３ きざみ下限値 数字 ８ ８  

１４ きざみ上限値 数字 ８ ８  

１５ きざみ値 数字 ８ ８  

１６ きざみ点数 数字 １０ １０ 整数部７桁、小数部２桁として、整

数部と小数部は小数点で区切る。 

１７ きざみ上下限エラー処理 数字 １ １  

１８ 変更年月日 数字 ８ ８  

１９ 廃止年月日 数字 ８ ８  

２０ 予備 数字 ３ ３ 未使用 

※ 項目間の区切りは「，」（カンマ）を使用。 

  数字モードは前ゼロを省略。 
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ク 年齢制限テーブル 

項 番 項 目 名 モード 桁 数 バイト数 備     考 

１ 変更区分 数字 １ １  

２ 歯科診療行為コード 数字 ９ ９  

３ 

告示番号  

 区分 英数 １ １  

４ 区分番号 数字 ３ ３  

５ 枝番 数字 ２ ２  

６ 項番 数字 ３ ３  

７ 加算コード 英数 ５ ５  

 

８ 

診療行為名称  

 基本名称 漢字 １００ ２００  

９ 省略名称 漢字 ３２ ６４  

１０ 下限年齢 英数 ２ ２ 桁数固定 

１１ 上限年齢 英数 ２ ２ 桁数固定 

１２ 変更年月日 数字 ８ ８  

１３ 廃止年月日 数字 ８ ８  

１４ 予備 数字 ３ ３ 未使用 

※ 項目間の区切りは「，」（カンマ）を使用。 

  数字モードは前ゼロを省略。 
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ケ 併算定背反テーブル 

項 番 項 目 名 モード 桁 数 バイト数 備     考 

１ 変更区分 数字 １ １  

２ 歯科診療行為コード 数字 ９ ９  

３ 

告示番号  

 区分 英数 １ １  

４ 区分番号 数字 ３ ３  

５ 枝番 数字 ２ ２  

６ 項番 数字 ３ ３  

７ 加算コード 英数 ５ ５  

 

８ 

診療行為名称  

 基本名称 漢字 １００ ２００  

９ 省略名称 漢字 ３２ ６４  

１０ 

～ 

 ９９ 

背反①～⑩ 繰り返し：１０ 

（未使用部分は各項目ゼロ） 

 算定可否 数字 １ １  

 歯科診療行為コード 数字 ９ ９  

 告示番号  

  区分 英数 １ １  

  区分番号 数字 ３ ３  

  枝番 数字 ２ ２  

  項番 数字 ３ ３  

 加算コード 英数 ５ ５  

 診療行為名称  

  基本名称 漢字 １００ ２００  

  省略名称 漢字 ３２ ６４  

１００ 変更年月日 数字 ８ ８  

１０１ 廃止年月日 数字 ８ ８  

１０２ 予備 数字 ３ ３ 未使用 

１０３ 予備 数字 ３ ３ 未使用 

１０４ 予備 数字 ３ ３ 未使用 

※ 項目間の区切りは「，」（カンマ）を使用。 

  数字モードは前ゼロを省略。 
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コ 実日数関連テーブル 

項 番 項 目 名 モード 桁 数 バイト数 備     考 

１ 変更区分 数字 １ １  

２ 歯科診療行為コード 数字 ９ ９  

３ 

告示番号  

 区分 英数 １ １  

４ 区分番号 数字 ３ ３  

５ 枝番 数字 ２ ２  

６ 項番 数字 ３ ３  

７ 加算コード 英数 ５ ５  

 

８ 

診療行為名称  

 基本名称 漢字 １００ ２００  

９ 省略名称 漢字 ３２ ６４  

１０ 実日数 数字 １ １  

１１ 日数・回数 数字 １ １  

１２ 変更年月日 数字 ８ ８  

１３ 廃止年月日 数字 ８ ８  

１４ 予備 数字 ３ ３ 未使用 

※ 項目間の区切りは「，」（カンマ）を使用。 

  数字モードは前ゼロを省略。 
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〈調剤行為マスター〉 

項 番 項 目 名 モード 桁 数 バイト数 備    考 

１ 変更区分 数字 １ １  

２ マスター識別 英数 １ １ Ｍ：固定 

３ 調剤行為コード 数字 ９ ９  

 調剤行為名称  

４  漢字有効桁数 数字 ２ ２  

５  漢字名称 漢字 ３２ ６４  

６  カナ有効桁数 数字 ２ ２  

７  カナ名称 英数ｶﾅ ２０ ２０  

８ レセプト表示用記号コード 数字 ３ ３  

９ レセプト表示順番号 数字 ３ ３  

１０ 新又は現点数点数識別 数字 １ １  

１１ 調剤数量計算フラグ 数字 １ １  

 点数計算  

１２  新又は現点数（基本点数） 数字 ９ ９  

１３  きざみ値計算識別 数字 １ １  

１４  下限値 数字 ３ ３  

１５  上限値 数字 ３ ３  

１６  きざみ値 数字 ３ ３  

１７  きざみ点数 数字 ９ ９  

１８  上下限エラー処理 数字 １ １  

１９ 減算行為区分 数字 １ １  

２０ 減算対象行為区分 数字 １ １  

２１ 調剤行為識別区分 数字 ２ ２  

２２ 包括識別区分 数字 １ １  

２３ 予備 数字 ３８ ３８ 未使用 

２４ 予備 数字 ９ ９ 未使用 

２５ 予備 数字 ３ ３ 未使用 

２６ 予備 数字 ３ ３ 未使用 

２７ 予備 数字 ９ ９ 未使用 

２８ 調剤行為種類（１） 数字 １ １  

２９ 調剤行為種類（２） 数字 ２ ２  

３０ 後期高齢者適用区分 数字 １ １  

３１ 

 ～ 

４０ 

施設基準①～⑩  

 施設基準コード 数字 ３ ３  

４１ レセプト単位背反区分コード 数字 ２ ２  

４２ 処方箋受付回単位背反区分 

コード 

数字 ２ ２  

４３ 調剤単位背反区分コード 数字 ２ ２  

４４ 

 

麻薬・毒薬・覚醒剤原料・ 

向精神薬 

数字 １ １  

４５ 時間加算区分 数字 １ １  

４６ 剤形 数字 １ １  

 レセプト単位  

４７  上限回数 数字 ２ ２  

４８  上限回数エラー処理 数字 １ １  
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項 番 項 目 名 モード 桁 数 バイト数 備    考 

 処方箋受付回単位  

４９  上限回数 数字 ２ ２  

５０  上限回数エラー処理 数字 １ １  

 注加算  

５１  コード 数字 ４ ４  

５２  通番 英数 １ １  

 上下限年齢  

５３  下限年齢 英数 ２ ２  

５４  上限年齢 英数 ２ ２  

５５ 薬学管理料区分 数字 １ １  

５６ 告示等識別区分（１） 数字 １ １  

５７ 告示等識別区分（２） 数字 １ １  

 旧点数  

５８  点数識別 数字 １ １  

５９  旧点数 数字 ９ ９  

５８ 予備 数字 １ １ 未使用 

５９ 予備 数字 ９ ９ 未使用 

６０ 変更年月日 数字 ８ ８  

６１ 廃止年月日 数字 ８ ８  

６２ 公表順序番号 数字 ９ ９  

６３ コード表用番号 数字 １０ １０  

６４ 告示・通知関連番号 数字 １０ １０  

６５ 異動関連 数字 ９ ９  

※ 項目間の区切りは、「，」（カンマ）を使用。 

  数字モードは前ゼロを省略。 
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〈訪問看護療養費マスター〉 

ア 基本テーブル 

項 番 項 目 名 モード 桁 数 バイト数 備    考 

１ 変更区分 数字 １ １  

２ マスター種別 英数 １ １ Ｒ：固定  

３ 訪問看護療養費コード 数字 ９ ９  

 告示番号  

４ 

 

区分番号 数字 ２ ２  

５ 枝番 数字 １ １  

６ 項番 数字 ２ ２  

 訪問看護療養費名称  

７ 

 

基本名称 漢字 １００ ２００  

８ 省略名称有効桁数 数字 ２ ２  

９ 省略名称 漢字 ６４ １２８  

１０ 省略カナ名称有効桁数 数字 ２ ２  

１１ 省略カナ名称 英数ｶﾅ ２０ ２０  

１２ データ規格コード  数字 ３ ３  

 データ規格名   

１３  漢字有効桁数  数字 １ １  

１４ 漢字名称  漢字 ６ １２  

 新又は現金額  

１５ 

 

金額識別 数字 １ １  

１６ 新又は現金額 数字 １０ １０ 

整数部「７桁」、小数点「１桁」

及び小数部「２桁」の組み合わせ

で設定する。  

 旧金額  

１７ 

 

金額識別 数字 １ １  

１８ 旧金額 数字 １０ １０ 

整数部「７桁」、小数点「１桁」

及び小数部「２桁」の組み合わせ

で設定する。  

１７ 予備 数字 １ １ 未使用 

１８ 予備 数字 １０ １０ 未使用 

 きざみ値  

１９ 

 

きざみ値計算識別 数字 １ １  

２０ 下限値 数字 ８ ８  

２１ 上限値 数字 ８ ８  

２２ きざみ値 数字 ８ ８  

２３ きざみ金額 数字 １０ １０ 

整数部「７桁」、小数点「１桁」

及び小数部「２桁」の組み合わせ

で設定する。  

２４ 上下限エラー処理 数字 １ １  

 上下限年齢  

２５  下限年齢 英数 ２ ２ 桁数固定  

２６ 上限年齢 英数 ２ ２ 桁数固定  
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項 番 項 目 名 モード 桁 数 バイト数 備    考 

２７ 後期高齢者医療適用区分 数字 １ １  

２８ 医療観察法対象区分 数字 １ １  

２９ 

～ 

４３ 

職種区分①～⑮ 

繰り返し：１５ 

（未使用部分は各項目に「０：ゼ

ロ」を設定） 
 職種等コード 数字 ２ ２  

４４ 実施回数区分 数字 １ １  

４５ 訪問看護指示区分 数字 １ １  

４６ 特別訪問看護指示区分 数字 １ １  

４７ 加算単独算定区分 数字 １ １  

４８ 加算グループ 英数 ４ ４  

４９ 施設基準グループ 英数 ４ ４  

５０ 基本・加算対応テーブル関連識別 数字 １ １  

５１ 算定回数限度テーブル関連識別 数字 １ １  

５２ 併算定背反テーブル関連識別 数字 １ １  

５３ レセプト表示欄 数字 ２ ２  

５４ レセプト表示項 数字 ２ ２  

５５ レセプト表示連番 数字 ３ ３  

 レセプト表示用記号①～⑨  

５６ 

 

レセプト表示用記号① 数字 １ １  

５７ レセプト表示用記号② 数字 １ １  

５８ レセプト表示用記号③ 数字 １ １  

５９ レセプト表示用記号④ 数字 １ １  

６０ レセプト表示用記号⑤ 数字 １ １  

６１ レセプト表示用記号⑥ 数字 １ １  

６２ レセプト表示用記号⑦ 数字 １ １ 
 

６３ レセプト表示用記号⑧ 数字 １ １ 
 

６４ レセプト表示用記号⑨ 数字 １ １ 
 

６５ 予備 数字 １ １ 未使用  

６６ 公表順序番号 数字 ９ ９  

６７ 訪問看護療養費種類 数字 ２ ２  

６８ 予備 数字 ２ ２ 未使用  

６９ 予備 数字 ２ ２ 未使用  

７０ 予備 数字 ２ ２ 未使用  

７１ 変更年月日 数字 ８ ８  

７２ 廃止年月日 数字 ８ ８  

※ 項目間の区切りは、「，」（カンマ）を使用。 

  数字モードは前ゼロを省略。 
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イ 基本・基本加算対応テーブル 

項 番 項 目 名 モード 桁 数 バイト数 備    考 

１ 変更区分 数字 １ １ 
 

２ グループ番号 英数 ４ ４ 
 

 
加算項目 

 

３ 
 

訪問看護療養費コード 数字 ９ ９ 
 

４ 
 

省略名称 漢字 ６４ １２８ 
 

５ 
 

加算識別 数字 ２ ２ 
 

６ 変更年月日 数字 ８ ８ 
 

７ 廃止年月日 数字 ８ ８ 
 

８ 予備 数字 ３ ３ 未使用 

※ 項目間の区切りは、「，」（カンマ）を使用。 

  数字モードは前ゼロを省略。 
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ウ 算定回数限度テーブル 

※ 項目間の区切りは、「，」（カンマ）を使用。 

  数字モードは前ゼロを省略。 

  

項 番 項 目 名  モード  桁 数  バイト数  備    考  

１ 変更区分 数字 １ １  

２ 訪問看護療養費コード 数字 ９ ９  

３ 省略名称 漢字 ６４ １２８  

 上限回数  

４ 

 

算定単位 数字 ３ ３  

５ 算定単位名称 漢字 ６ １２  

６ 上限回数 数字 ３ ３  

７ 上限回数エラー処理 数字 １ １  

８ 変更年月日 数字 ８ ８  

９ 廃止年月日 数字 ８ ８  

１０ 予備 数字 ３ ３ 未使用  
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エ 併算定背反テーブル 

項 番 項 目 名 モード 桁 数 バイト数 備    考 

１ 変更区分 数字 １ １ 
 

２ 訪問看護療養費コード 数字 ９ ９ 
 

３ 省略名称① 漢字 ６４ １２８ 
 

 
背反 

 

４ 
 

背反区分 数字 １ １ 
 

５ 
 

訪問看護療養費コード 数字 ９ ９ 
 

６ 
 

省略名称② 漢字 ６４ １２８ 
 

７ 
 

背反単位 数字 １ １ 
 

８ 
 

特例条件 数字 １ １ 
 

９ 変更年月日 数字 ８ ８ 
 

１０ 廃止年月日 数字 ８ ８ 
 

１１ 予備 数字 ３ ３ 未使用 

１２ 予備 数字 ３ ３ 未使用 

１３ 予備 数字 ３ ３ 未使用 

※ 項目間の区切りは、「，」（カンマ）を使用。 

  数字モードは前ゼロを省略。 
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オ 施設基準テーブル 

項 番 項 目 名 モード 桁 数 バイト数 備    考 

１ 変更区分 数字 １ １  

２ グループ番号 英数 ４ ４  

３ 訪問看護療養費コード 数字 ９ ９  

４ 省略名称 漢字 ６４ １２８  

５ 施設基準 数字 ４ ４  

６ 施設基準識別 英数 ２ ２  

７ 変更年月日 数字 ８ ８  

８ 廃止年月日 数字 ８ ８  

９ 予備 数字 ３ ３ 未使用 

※ 項目間の区切りは、「，」（カンマ）を使用。 

  数字モードは前ゼロを省略。 

 


